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本報告書は、原子力規制委員会平成 30年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護

研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業

による委託業務の成果を、代表機関である量子科学技術研究開発機構が、分担機関である日本

原子力研究開発機構および原子力安全研究協会とともに、協力機関である日本放射線安全管理

学会、日本放射線影響学会、日本放射線事故・災害医学会、日本保健物理学会の協力を得てと

りまとめたものである。 
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Ⅰ．事業の目的 

 

 「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラット

フォームの形成事業」（以下、「アンブレラ事業」という。）は、平成 29年度に放射線防

護研究ネットワーク形成推進事業」の一課題として採択された事業である。主には以下

のような活動を行う。 

①放射線規制の課題解決を目的としたネットワーク（以下、課題解決型ネットワー

ク、あるいはネットワーク）を複数立ち上げる。ネットワークでは、放射線安全規

制研究の重点テーマの提案や産学連携による調査や議論を行う。 

②各ネットワークのアウトプット創出を支援するとともに、異分野間での議論を可

能にするため、アンブレラ型統合プラットフォーム（以下、放射線防護アンブレラ、

あるいはアンブレラ）を形成する。アンブレラ活動として、ネットワークへの国際

動向の最新情報の提供や、ネットワークによる放射線防護の国内状況に関する調査

をまとめる。 

 

 こうしたアンブレラ事業の目的は、放射線規制の喫緊の課題の速やかな解決に、放射

線防護の専門家集団が適切に関与する仕組み作りにある。そのために、放射線防護の喫

緊の課題の解決に適したネットワークを形成しながら、放射線防護に関連する学術コミ

ュニティと放射線利用の現場をつなぐ活動を行うこととしている。 

 ここでいう「専門家集団の適切な関与」とは、従来のように個別の専門領域の視点で

さまざまな課題解決案を国等に提案するだけではなく、より幅広い専門家集団の総意と

して現実的な 1つの提案をする、あるいはステークホルダー間での合意形成や施策の実

施に協力することを意味している。こうした関与を可能にするためには、日常的に国際

動向に関する情報や問題意識を共有する環境、異なる分野の専門家やステークホルダー

が互いの立場や考え方を尊重しあいながら、共通の課題の解決に向けて連携・協調をす

る関係が必要である。そこで 5年間かけてこうした環境の整備や連携・協調関係の構築

をするのが、アンブレラ事業の柱である。 

 さらに将来的には、原子力規制委員会や放射線審議会での審議上、必要と思われる調

査や議論のテーマ設定やネットワークの設置等の運営を、学術コミュニティが自主的に

行う体制への移行を事業目標として掲げている。 

 

 初年度である平成 29年度には、放射線安全規制研究の重点テーマの提案、緊急時対

応人材の確保、並びに職業被ばくの国家線量登録制度構築を目指す 3つのネットワー

クを立ち上げ、それぞれが抱える課題解決に適した運営を行い、放射線安全規制研究

の重点テーマの提案や、産学連携による放射線防護の課題解決に向けた調査や議論を

実施した。また各ネットワークのアウトプット創出を支援するとともに、異分野間で

の議論を可能にする「アンブレラ」の原型を形成し、その有用性の一部を確認した。 
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第 2年度にあたる平成 30年度には、放射線安全規制研究の重点テーマに関する議論

を通じて、科学的知見の規制への取り込みにおけるアカデミアの役割について明確化

した。また緊急時対応人材の確保並びに職業被ばくの国家線量登録制度構築を目指す

ネットワークは、それぞれ関係するステークホルダーを巻き込む形でネットワークを

広げ、議論を進めている。さらには｢分野横断研究の推進｣や｢研究成果と規制への取り

入れのつなぎ｣、｢放射線防護人材の確保・育成｣など、第 3年度以降、本格的に取り組

むべき課題が明らかになったので、本報告書においてとりまとめることとする。 
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Ⅱ．事業遂行の実施体制 

 

 ネットワーク形成推進事業では、①代表機関は国際的機関や国際会議における議論に

ついて情報の収集及び把握をし、国際的な最新の知見を取り入れることができる体制と

なっていること、②国際的な最新知見を国内の関係研究者と共有し、国内における課題

について検討できる体制になっていることが採択時の要件となっている。 

 

実施体制 1：事業の運営主体である「代表機関と分担機関」 

 アンブレラ事業は、放射線防護に関連する代表的な国際機関（UNSCEAR、ICRP、

ICRU、IAEA、WHO、OECD-NEA-CRPPH、ISO等）と関連が深い量子科学技術研究開発機構

（以下、量研）、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）、原子力安全研究協会

（以下、原安協）が受託し、この 3機関が、国内の関係研究者間の国際動向情報の共

有、自立的な議論や調査、アウトプットの創出等を支援する役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．平成 30 年度アンブレラ事業の実施体制  

【全体統括】 
量研・放射線医学総合研究所 神田玲子 

 
 

1．課題解決型 NW の設置とアウトプット創出 
 
(1)放射線安全規制研究の重点テーマの提案 
＜担当＞ 
 量研・放医研   神田玲子､山田裕､岩岡和輝 
 
(2) 緊急時放射線防護に関する検討 
＜担当＞ 
 原子力機構    百瀬琢麿､高田千恵､ 

吉野直美､外川織彦 
量研・放医研   立崎英夫､栗原治 

 
(3)職業被ばくの最適化推進 NW の運営 
＜担当＞ 
 原子力機構    吉澤道夫､木内伸幸、 
          小野瀬政浩、谷村嘉彦  
原子力安全研究協会 杉浦紳之 

  
(4）放射線防護分野の 

グローバル若手人材の育成 
 ＜担当＞ 

量研・放医研  神田玲子 

2．アンブレラによる情報共有と合意形成 
 
(1)国際動向に関するアンブレラ内の情報共有 
＜担当＞ 
 原子力安全研究協会  杉浦紳之､野村智之 
 量研・放医研       岩岡和輝 
 
 
(2)放射線防護に関するアンブレラ内の意思決定 
＜担当＞ 
 量研・放医研        神田玲子､岩岡和輝 
 原子力機構        百瀬琢麿､吉澤道夫 
 原子力安全研究協会  杉浦紳之 
 
 
3．事業進捗の PDCA 
 量研・放医研        神田玲子､岩岡和輝 
 原子力機構        百瀬琢麿､吉澤道夫 
 原子力安全研究協会  杉浦紳之 
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実施体制 2：議論や調査の主体である「課題解決型ネットワーク」 

 平成 29年度に国内の放射線防護研究の推進にかかる検討を行なうネットワークとし

て「放射線防護アカデミア」を組織した。放射線防護アカデミアには、日本放射線安

全管理学会、日本放射線影響学会、日本放射線事故・災害医学会、日本保健物理学会

および放射線影響・防護の専門家グループである「放射線リスク・防護研究基盤」（以

下、「PLANET」。現在は量研が設置した委員会扱い）が参加しており、今年度も参加団

体に変更はない。 

平成 29 年度に組織化した緊急時放射線防護ネットワークでは、今年度ネットワーク

内に環境モニタリングサブグループ、個人線量評価サブグループ、放射線管理サブグ

ループを新たに設置した。この構成員にはアカデミア参加学会関係者が含まれてい

る。一方、職業被ばく最適化推進ネットワークは今年度、国家線量登録制度検討グル

ープを拡張し、日本産業衛生学会からの被推薦者がメンバーとして加わった。 

 

実施体制 3：事業の情報共有や合意形成の枠としての「アンブレラ」 

 「国際的な最新知見を国内の関係研究者と共有し、国内における課題について検討

する」仕組みとして考えているのが、学術コミュニティと課題解決型ネットワークを

つなぐアンブレラ型のプラットフォーム、いわゆるアンブレラである。アンブレラ参

加団体に対し、テーマ別の報告会の開催等、関係者間の情報共有や横断的議論の場を

提供するとともに、ネットワークの代表者で構成された「代表者会議」がアンブレラ

の運営全般に関与することで、放射線防護分野の全ステークホルダーが、個別の課題

の解決と言った共通の目的に向けて「情報共有」「連携」「協調」を進めている。 

 

図 2．課題解決型ネットワークとアンブレラ型プラットフォームの構成 

（平成 31 年 3 月現在） 
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Ⅲ．5 年間のロードマップと第 2 年度の事業の位置づけ 

 

 アンブレラ事業では、事業内容を①課題解決型ネットワークによるアウトプット創出

と②放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成の 2つに大きく分けている。しか

し両者は、縦糸と横糸の関係となっており、①のアウトプットが、放射線防護に係る課

題解決のための提案および提案の根拠となるような調査結果であるのに対し、②の成果

は、提案や調査結果のとりまとめに至った合意形成の仕組み作りとなっている。 

 

 以下に、本事業応募時に作成したロードマップを示す。 

 

図 3．アンブレラ事業のロードマップと平成 30 年度の進捗 

 
【ロードマップ説明（研究課題採択時のもの）】 
1．課題解決型 NW によるアウトプット創出 

第 1 年度：ネットワークの設置、放射線安全規制研究の重点テーマの提案 
第 2 年度：上記重点テーマや調査分析を行うネットワークの見直し、国内の放射線防護研究の

状況に関する調査 
第 3 年度以降：緊急時対応人材の確保や職業被ばくの最適化に関する提案 
第 5 年度：ネットワークの自主的運営を検討 

2．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 
第 1 年度：アンブレラの設計（アウトプット創出、成果の可視化等機能付与を含む） 
第 3年度以降：ステークホルダー会議による NWのアウトプットの実現に向けた議論や合意形成、

アンブレラ運営の見直し検討を開始。 
毎年度：代表者会議による活動方針の議論、NW の活動や国際動向に関する情報共有 

 

 



6 
 

 このロードマップに沿って、第 1 年度である平成 29 年度には、放射線防護関連 4 学

会が参加して、安全規制研究の重点テーマの提案を行った。またネットワークを 2つ設

置し、緊急時対応人材確保の方策や職業被ばく管理制度に関する検討を始めた。こうし

た活動は代表者会議がリードあるいはフォローをした。さらに情報共有の場として国際

動向報告会を、議論や合意形成の場としてネットワーク合同報告会を、それぞれ開催し

た。平成 29年度第２回研究評価委員会（平成 30年 2月 26日開催）の評価結果として、

「長期ビジョンを確立するため、年度計画に縛られることなく、柔軟に進めていただき

たい」とのコメントを得た。 

 第 2 年度となる平成 30 年度においては、ロードマップ（図 3）通りに事業を進める

ため、学会内での議論や行政と専門家の議論を深めることを注力した。国際動向報告会

のテーマを、「国際機関における研究動向やニーズ」として、アカデミアの活動とリン

クさせた。一方、アカデミアの拡充に関しては、職業被ばく最適化推進ネットワークに

日本産業衛生学会の参加を得て実現している。さらに昨年度の評価コメントを受けて、

放射線防護人材の確保や育成に関する課題に対して当初の予定より早めにそしてより

踏み込んで取り組むこととした。平成 30 年度第 2 回研究評価委員会（平成 31 年 2 月

15 日開催）の評価結果として、「アカデミアと規制当局の橋渡し及び学会間のネットワ

ーク形成という目的に向かって順調に進んでいる。なお、人材育成については、長期的

な視野に立って実質的な取組みとなるよう検討されたい。」とのコメントを得た。 
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Ⅳ．事業の進捗 

 

平成 30 年度事業計画書内ではいくつかの活動についてクレジットが異なる個別の報

告書を作成し、それぞれの事業の進捗を記載している。こうした個別報告書は本報告

書の付属資料として巻末に添付している。そこで本報告書中では、事業計画書の項目

別に 

・事業計画書と実績との対照（表１） 

・進捗の概要（個別報告書のサマリー等） 

について記載する。詳細に関しては、付属資料を引用することとする。 

 

 

表 1．平成 30 年度事業計画と実績の対照 

平成 30 年度事業計画 平成 30 年度実績 
付属資料
(クレジット) 

１．課題解決型 NW によるアウトプット創出 
（１）国内の放射線防護研究の推進に関する検討 
①放射線防護アカデミアによる放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新た
な提案 

 

平成 29 年度に立ち上げた「放射線防護ア
カデミア」の参加団体である日本保健物理
学会、日本放射線安全管理学会、日本放
射線影響学会及び日本放射線事故・災害
医学会等に対し、放射線防護アカデミアが
平成 29 年度に提案した重点テーマについ
て、具体的なアウトプットや放射線防護上の
アウトカムに着目した整理を依頼するととも
に、新たな課題の提案を依頼する。また上
記 4 学会等に対し、学会員の人数や専門
性等の時系列的変化(将来予測を含む)に
関する調査を依頼し、代表者会議(後述)に
おいて、放射線専門人材の若手の育成の
観点から、重点テーマの優先度を考慮すべ
き領域について議論する。 
学会単位での検討や調査に関する詳細な
プロセスについては、検討の独立性を担保
するため、学会の決定に委ねるが、学会内
の合意形成に当たっては、学会員から選抜
されたメンバーによる検討会合を３回程度
開催することとする。 
調査及び検討結果は、事業代表者が定め
た書式の報告書を用いてまとめるとともに、
アンブレラとしての取りまとめの議論に参加
する。 
また量子科学技術研究開発機構内に設置
された放射線影響・防護の専門家グループ
である「放射線リスク・防護研究基盤」は、

 放射線防護アカデミア参加学会は、学会
内での議論ならびに年次大会等でのオープ
ンディスカッションにより、平成 29 年度に提
案した放射線安全規制研究の重点テーマ
30 課題から、①放射線安全規制研究事業
での実施が適当、②アンブレラ事業内で実
施可能、③学会等が単独あるいは連携して
実施可能、に相当する課題を抽出した。 

 
こうした検討にあたり、各学会は委員会

会合やオープン会合を 2 回以上開催した。 
・日本放射線安全管理学会：新検出技術、
教育訓練、クルックス管に関するオープ
ンセッションを各１回開催 

・日本放射線影響学会：低線量リスク委員
会会合を 3 回開催 

・日本放射線事故・災害医学会：事故の教
訓に関するオープンセッションを 2 回開催 

・日本保健物理学会：低線量リスク委員会
会合を 3 回、国民線量評価委員会会合を
1 回開催 

②③と判断された課題のうち、今年度中に
着手し、ネットワーク合同報告会（後述）で
進捗を確認したものは以下の 4 つである： 
・放射線安全規制の基盤となる放射線科学
とその認識に関するコンセンサス（放射線
影響学会と保健物理学会が合同で実
施、放射線リスク・防護研究基盤が協力） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

付属資料 2 
(安全管理

学会) 

 
付属資料 3 
（影響学会） 

 
付属資料 4 
（事故・災害

医学会） 

 
付属資料 5 

(保物学会) 
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日本保健物理学会や日本放射線影響学会
が主導する「放射線安全規制の基盤となる
放射線科学とその認識に関するコンセンサ
ス」のとりまとめに協力する。 
さらに日本原子力研究開発機構及び量子
科学技術研究開発機構が連携して、必要
に応じて放射線防護アカデミアを拡張し、よ
り広範囲の情報収集を行う。 
これらの検討結果を用いて、研究推進委員
会等において重点テーマを検討する際に参
考となる資料を作成する。作成した資料に
ついて原子力規制庁担当官の確認を受け
る。 

・ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入に関
わる課題への対応研究（保健物理学会） 

・自然放射線・医療被ばくによる線量評価デ
ータベースの設計（保健物理学会） 

・e-learning を基盤とした放射線業務従事者
教育訓練の全国標準オンラインプラットホ
ーム開発（放射線安全管理学会） 

 
さらにアカデミア参加学会では、学会員

数の増減等の調査結果を基に、放射線防
護人材に関する現状分析や将来予測を行
なった。 

 
アカデミア参加学会は、ネットワーク合同

報告会（平成 31 年 1 月 16 日開催）にて活
動報告をし、事業代表者が定めた書式を用
いて報告書をまとめるとともに、代表者会議
における取りまとめの議論に参加した。 

原子力機構と量研は、アカデミア参加学
会に加えて日本産業衛生学会の関係者か
ら職業被ばく管理の現状に関する情報収集
を行った(詳しくは(3)①に記載)。 

 
事業代表者は、こうした検討結果を用い

て、平成 30 年度第 2 回研究推進委員会に
おいて、平成 31 年度放射線安全規制研究
推進事業の重点テーマに関する提案を行
なった（平成 30 年 11 月 26 日開催）。また
同委員会会合において、原子力規制庁より
「防護方策の正当化に関する研究」の必要
性が指摘されたことを受けて、量研は日本
リスク研究学会所属の専門家らにインタビ
ューを実施し、関連情報を収集した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付属資料 1 
（代表者会議） 

 
 
 
 
 
 
 
 
付属資料13 

（量研） 

 
 
 

 

（２）緊急時放射線防護に関する検討 
①緊急時放射線防護 NW 構築 

付属資料6 
(原子力機構) 

 平成 29 年度に組織した緊急時放射線防
護 NW 検討グループの検討結果を元に、
NW の設計と運営を開始する。昨年度に引
き続き、ネットワーク構成員のリストの整備
と現状調査、人材の確保、育成などの仕組
み作りを進める。また、「健全な放射線防護
実現のためのアイソトープ総合センターを
ベースとした放射線教育と安全管理ネット
ワーク」等との連携について検討を行う。 

 研究機関や関連学会に所属する研究者、
技術者等が環境モニタリング、放射線管
理、線量評価の分野毎に 3 つのサブグルー
プを新たに設置し、相互の研究活動の紹
介、施設見学及び共通的な課題に関する検
討等を行った。また、第 6 回日本放射線事
故・災害医学会年次学術集会において、緊
急時対応人材の育成・確保とネットワーク間
の連携を考えるパネルディスカッションを開
催し、「健全な放射線防護実現のためのア
イソトープ総合センターをベースとした放射
線教育と安全管理ネットワーク」をはじめ、
既存の 6 つのネットワークが一堂に会して
人材確保・育成における課題について議論
を行い、共通的な認識を形成した（平成 30
年 9 月 22 日）。 
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②文献調査と対応方針の作成  

 昨年度の文献調査や海外におけるグッド
プラクティスをまとめた文献調査を基に、わ
が国の実態に即した適切な人材育成とそ
の維持管理の在り方や専門家と行政機関
関係者を結ぶネットワークの構築のあり方
等について考察し、考え方・対応方針をまと
める。 
検討に当たっては、①で構築したネットワー
クから専門家を 10 名程度招集し、3 回程度
の検討会を開催する。 

放射線緊急事態に関する国際的な安全
基準及び手引き、東電福島第一原子力発
電所事故の経験からの教訓をまとめた文献
等を調査し、人材育成や人材確保の観点か
らわが国が抱える課題を抽出・整理した。そ
の上で、わが国の実態に即した適切な人材
育成計画、維持管理の在り方等について考
察し、考え方・対応方針をまとめた。 

環境モニタリングサブグループは検討会
と施設見学会を 2 回開催した(平成 30 年 5
月 28 日、平成 31 年 3 月 1 日)。個人線量評
価サブグループと放射線管理サブグループ
は合同でキックオフ会合を開催した（平成 30
年 9 月 22 日）。パネルディスカッション形式
で、専門人材の把握と参加メンバーの情報
共有、緊急時放射線防護支援のあり方（災
害支援スキーム等）について検討した。 

 

（３）職業被ばくの最適化推進に関する検討 
①国家線量登録制度の検討 

付属資料7 
(原子力機構) 

 国家線量登録制度に関し、具体的な制度
設計に必要な、線量データの収集・登録・
活用方法、職業被ばく分類、運営に必要な
費用等に関する調査・検討を進める。検討
に当たっては、平成29年度に構築した国家
線量登録制度検討グループ(構成員 6 名、
検討の必要性に応じて関係者を追加)によ
る全体会合及び個別事項に関する検討会
合を 2 回程度開催する。 

 昨年度設置した「国家線量登録制度検討
グループ」に日本産業衛生学会からのメン
バーを追加し、構成員が 6 名となった。全体
会合を 1 回開催して、これまでの国家線量
登録制度確立に向けた活動のレビュー、線
量登録・管理に関する現状について、制度
運営に必要な費用も含めて情報共有を行
い、制度提案に向けた検討の進め方を議論
した（会合日：平成 31 年 2 月 2 日）。事業者
と国の役割分担、個人情報の取扱い、費用
負担（受益者負担）の考え方等の個別事項
の検討は電子メールを活用して進めた。 

 

②線量測定機関認定制度の検討  

 日本適合性認定協会が事務局を務める
「放射線モニタリング分科会」と連携して、
平成 29 年度に策定した認定基準・技能試
験等の具体的な運用・解釈に関する検討を
進める。また、認定分野の環境放射線モニ
タリング等への拡大の方向性について検討
する。検討に当たっては、「放射線モニタリ
ング分科会」メンバー（7 名、必要に応じて
関係者を追加）により 2 回程度検討会を開
催する。 
また、平成 29 年度に引き続き、①の調査と
合わせて、国際標準化機構（ISO）の原子力
専門委員会（TC85）/放射線防護分科会
（SC2）/基準放射線場に関するワーキング
グループ（WG2）の専門家会合(イタリア・フ
ラスカーティ;9 月 10-12 日開催)に専門家を
派遣し、放射線標準校正等に係る最新動
向を調査する。 

昨年度と同様、日本適合性認定協会が
運営主体である「放射線モニタリング分科
会」に一本化して、3 回の会合を行い、 個
人線量測定の認定審査のポイント、技能試
験の進め方の検討を行った。また認定制度
をインハウス事業者に拡大するに当たって
の課題を整理した。また、環境モニタリング
への拡大について意見交換を行った（平成
30 年 7 月 27 日、9 月 26 日、12 月 18 日）。
さらに個人線量測定機関認定に義務付けら
れている技能試験の許容範囲を検討するた
め、データが少ない 100 keV 近辺のX 線で
入射角度を変えた照射を行った場合につい
て基礎データの収集を行った。 

ISO/TC85/SC2/WG2/SG3 専門家会合
（開催地：イタリア／フラスカーティ、平成 30 
年 9 月 10 日から 12 日）に専門家を派遣
し、放射線標準校正技術関連の国際規格
に関する情報を収集した。 

 



10 
 

（４）放射線防護分野のグローバル若手人材の育成 
①国際的イベントへの若手専門家の派遣 

付属資料 8 
(代表者会議) 

放射線防護に関する国際的な機関や委員
会が開催する国際的イベントに放射線防護
アカデミアに所属する若手専門家を派遣す
る(2 名程度)。出張者は国際動向報告会
（後述）にて出張報告を行うこと等により、
放射線防護専門家の若手代表として、本事
業に協力する。 

国際的イベントに派遣する若手専門家の
選考に関する手順と基準を策定した。代表
者会議が 3 つのイベント（OECD-NEA 国際
放射線防護スクール、IAEA 国際シンポジウ
ム、ICRP-ICRU90 周年コロキウム）を派遣
先として提示し、応募者を募った。選考の結
果、ICRP-ICRU90 周年コロキウムに若手 2
名を派遣した。出張者は国際動向報告会
（後述）にて出張報告を行った。 

 

２．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 
（１）国際動向に関するアンブレラ内の情報共有 
①国際動向報告会の企画運営・報告書作成 

付属資料9 
(原安協) 

 アンブレラ関係者を対象に、放射線影響・
防護に関係する国際的機関等の動向に関
する報告会を開催する（東京都内、100 名
程度の会場を想定。）。報告会で報告され
た内容と議論は、報告書にまとめて、公表
する。 

 国際動向報告会を開催し、 IARR（国際放
射線研究連合）、IRPA（国際放射線防護学
会）、 UNSCEAR ならびに ICRP 等で活動し
ている国内専門家が、それぞれの機関の研
究関連の活動やニーズについて報告した
（平成 30 年 12 月 19 日、グランパークカンフ
ァレンス）。また国際的イベントに派遣された
若手専門家 2 名らが出張報告を行った。報
告会で報告された内容と議論は、報告書に
まとめられ、本事業の HP 上で公開した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②国際的機関からの専門家との意見交換  

 放射線防護関連の国際的機関から来日

した専門家と国内の専門家が、安全研究の

テーマや人材育成等に関する意見交換す

る場を設ける。 
 

 ICRP-QST-RERF ワークショップ「電離放
射線への個体レベルの反応」に、日本医学
放射線学会と日本放射線腫瘍学会から推
薦された専門家 2 名を招待講演者として招
聘し、被ばくに対する反応の個体差や医療
被ばく防護について、ICRP 関係者と意見交
換を行う機会を設けた（平成 30 年 12 月 12
日、国立がん研究センター）。本ワークショッ
プのテーマには、ICRP が「放射線防護体系
を強固・発展するための研究」と判断した 10
の研究テーマのうちの2つが含まれている。 

 

（２）放射線防護に関するアンブレラ内の意思決定 
①NW 合同報告会の企画運営・報告書作成 

付属資料10 
（量研） 

 放射線防護アカデミアや、緊急時対応人
材 NWや職業被ばくの最適化推進 NWの活
動に関して、アンブレラ内での合意形成に
向けたオープンな議論を行うために、報告
会を開催する（東京都内、100 名程度の参
加者を想定。）。具体的には、アンブレラに
所属する NW（放射線防護アカデミアを含
む）がそれぞれの活動を報告するとともに、
4 名程度の指定発言者が今後の取り組み
に関してコメントを発表する（NW 関係者及
び指定発言者合計 15 名程度）。また原子
力・医療・工業・教育などの現場のステーク

 アンブレラ内での情報共有や合意形成に
向けたオープンな議論を行うために、ネット
ワーク合同報告会を開催した(平成 31 年 1
月 16 日、トラストシティ カンファレンス・丸
の内)。まず 9 名が登壇しアンブレラ事業内
での活動を報告した。放射線防護アカデミ
ア参加 4 学会は、アンブレラ事業関連の活
動や学会員の調査結果などを報告した。ま
た緊急時放射線防護ネットワークと職業被
ばく最適化推進ネットワークの担当者は、
各々の活動状況と今後の計画について報
告した。4 名の指定発言者からは、①研究
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ホルダーを招聘し、放射線防護人材に関し
て、幅広い観点からの議論と合意形成を行
う。報告会での発表内容と議論は、報告書
にまとめ、公表する。 

成果を規制に反映するためのガイドライン
作成、②若手の活性化や人材育成、③異分
野連携による研究の実施など、アンブレラ
への期待や要望が述べられた。その後、参
加者の提出したコメントシートをもとにフロア
との議論を行った。まとめとして本事業のプ
ログラムオフィサーから総評が述べられた。
本報告会には大学、研究所、省庁、事業
者、報道関係者など様々なステークホルダ
ーが参加した。報告会での報告内容と議論
は報告書にまとめられ、本事業の HP 上で
公表された。 

 
 
 
 

 

②代表者会議の運営  

 アンブレラの構成団体の代表者からなる
会議（代表者会議）を年に 4 回程度開催し、
放射線安全規制研究の重点テーマの提案
や放射線専門人材に関する調査結果をま
とめるとともに、翌年度の活動や学会や NW
の追加加入について議論する。会議開催
後は、発言者名及びその意見を記録した議
事録を作成し、速やかに原子力規制庁に
提出する。 

 代表者会議を 4 回開催した（会合名には
昨年度と通し回数を用いている）：第 4 回会
合において、議長には引き続き酒井一夫氏
（PLANET）が就任し、今年度の事業計画に
関する審議を行なった(平成 30 年 7 月 22
日）。第 5 回会合では、若手国際イベントへ
の派遣に係る選考手順や、今後のイベント
の準備状況について確認を行った。また学
会員の調査項目や期間について議論を行
なった（平成 30 年 11 月 2 日）。第 6 回会合
では、年次大会でのイベントでの議論の報
告ならびに来年度の事業計画の大枠につ
いて議論を行った（平成 31 年 1 月 16 日）。
第 7 回会合では、代表者会議の報告書の
とりまとめと次年度の活動計画の個別案件
（例：若手の活性化方策）、規制ニーズ等に
ついて検討した(平成 31 年 2 月 23 日)。 

付属資料11 
(代表者会議) 

３．事業進捗の PDCA  

 本委託契約期間において、事業担当者で
ある量子科学技術研究開発機構、日本原
子力研究開発機構および原子力安全研究
協会は、事業進捗に関する打合せを６回程
度行う。また、原子力規制庁及び同庁が任
命するプログラムオフィサーに対し、進捗
報告を月に１回程度行うほか、事業実施内
容について疑問が生じた場合、その都度
助言を仰ぐ。 
本事業における検討会その他の会合の委
員を選定するときは、あらかじめ原子力規
制庁担当官の確認を受けるほか、会合を
開催する際には原子力規制庁に通知し、そ
の職員の出席を認めることとする。 

 本委託契約期間において、事業担当者で
ある量研、原子力機構、原安協は、代表者
会議(第 4～7 回会合)やネットワーク合同報
告会、成果報告会の機会を活用して、事業
進捗に関する打合せを 6 回行った。 

また事業代表者は分担者と個別の打ち
合わせを各 1 回行うとともに、メールで密接
に連絡を取り合った。 
・国家線量登録制度検討グループ全体会合

に関する打ち合わせ（平成 30 年 11 月 29
日、於原子力機構・原子力科学研究所） 

・次年度の国際動向報告会に関する相談
（平成 31 年 1 月 7 日、於原子力安全研
究協会） 

・次年度の緊急時放射線防護ネットワーク
の進め方の相談（平成 31 年 2 月 2 日、
於原子力機構東京事務所） 

  
原子力規制庁担当官とプログラムオフィ

サーに対し、代表者会議やネットワーク合
同報告会、成果報告会準備等の機会を活
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用して、面談で進捗報告や相談を行った。
また随時プログラムオフィサーに対してメー
ルでの相談や報告を行なった。 

 
 放射線防護アンブレラ代表者会議のメン
バーは平成 29 年度と変更がなく、既に原子
力規制庁担当官の確認を受けている。また
4 回の代表者会議には、原子力規制庁担当
官とプログラムオフィサーが出席した。 
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進捗の概要（個別報告書のサマリー等） 

 

１．課題解決型 NWによるアウトプット創出 

（１）国内の放射線防護研究の推進に関する検討 

①放射線防護アカデミアによる放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新た

な提案 

(ア)平成 31年度重点テーマに関する議論 

〈昨年度までの進捗〉 

昨年度、日本放射線安全管理学会、日本放射線影響学会、日本放射線事故・災害医学

会および日本保健物理学会は、放射線防護アンブレラに参画し、学会内でのオープンな

合意形成を実施し、放射線安全規制研究の重点テーマとしてそれぞれ 4-7課題を抽出し

た。また既存の放射線影響防護研究者のグループである PLANET も 1 課題を提案した。

最終的に放射線防護アンブレラ全体で重点テーマ候補 30 課題を抽出し、代表者会議で

いずれもわが国の放射線防護上重要な研究と判断した。 

この 30 課題のうち、昨年度の代表者会議においてアンブレラ事業内で実施が可能と

判断された課題に関しては、すでに平成 30 年度の事業として着手している（例：課題

名「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」は、放

射線影響学会と保物学会が合同で実施し、PLANETが協力している）。 

 

（今年度の検討の経緯と結果） 

今年度は重点テーマ候補 30 課題のアウトプットやアウトカムに着目して整理を進め、

アンブレラ事業内あるいは個々の学会が主体的に推進可能な課題については、随時実施

を支援することとした。 

具体的なカテゴリーは以下のとおりである。 

A.放射線安全規制研究事業での実施が適当  

B.別の委託事業内で実施が適当（特に緊急性の高い調査など） 

C.アンブレラ事業内で実施する（実験や開発の要素がないもの） 

D.個々の学会が主導的に推進する 

E.関係省庁に展開して他省庁の計画に位置付けられるのが適当 

 

上記カテゴリーの整理にあたっては、合意に至るプロセスを重視し、①学会が専門委

員会等を設置、②複数の学会による合同委員会の設置や合同集会の開催、③学会が主催

する年次大会において、アカデミアと政策立案者がオープンディスカッションをする場

の提供、といった対応を行った。このうち①②に関しては、学会独自の運営に一任し、

③に関しては各学会の専門性や学会員の関心あるいは年次大会の開催時期を勘案し、原

子力規制庁と相談の上、テーマや政策立案者側の問題提起や規制ニーズの発出方法を決

定した（表 2）。 
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表 2．学会によるアカデミアと政策立案者の議論の場の提供 

大会名 イベント 政策立案者 

日本保健物理学会第 51

回研究発表会, 平成 30

年 6 月 29 日、札幌 

特別セッション：原子力規制庁放射線防護研究 

アンブレラ型ネットワーク推進事業 (ICRP/ICRU

の新線量概念の導入、職業被ばく管理上の課題) 

放射線防護企

画課が登壇 

放射線事故・災害医学会

第 6回学術集会、平成 30

年 9 月 22 日、東海 

パネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネ

ットワーク間の連携を考える」 

放射線防護企

画課がフロアか

ら発言 

日本放射線影響学会第

61 回大会、平成 30 年 11

月 9 日、長崎 

ワークショップ「放射線防護・放射線規制における

関連学会の連携と放射線影響学会の役割」 

放射線防護企

画課が登壇 

放射線安全管理学会第

17 回学術大会、平成 30

年 12 月 6 日、名古屋 

特別セッション「短半減期核種の放射線安全管理

の現状と課題」 

放射線規制部

門が登壇 

 

 

 こうした活動に当たり、法人格を有する学会は、事業代表機関である量研との間に業

務請負契約を締結した。以下に各学会の取り組みについてまとめる（詳しくは付属資料

2-5 を参照のこと）。 

・日本放射線安全管理学会：昨年度に当学会が提案した 4件の重点テーマと 10件

の個別テーマの中から、学術大会等において学術セッションを企画しやすく、考

え方の共有化が図られやすいと考えられるものを、6月シンポジウムと学術大会

（平成 30年 12月開催）で取り上げ、議論を深めることにより重点テーマのブラ

ッシュアップを試みた。また重点テーマ 4件のうちの一つである「放射線安全教

育の社会的必要性に対応した標準プログラム開発」に関連して、大型加速器施設

の教育訓練の課題と解決を探る大阪大学主催のワープショップを共催し、議論を

深めるとともに一定の方向性を見出した。 

・日本放射線影響学会：年次大会（平成 30年 11月開催）においてワークショップ

を開催し、国民の放射線リテラシーの向上や放射線規制への科学的根拠の提供に

ついて、放射線関連学会との連携で何ができるかを討論するとともに、行政担当

サイドから放射線関連学会会員への期待を聞く機会を提供した。また日本保健物

理学会との合同委員会である低線量リスク委員会では、低線量放射線リスク推定

の現状と課題をコンパクトに整理し、放射線防護に関連した科学的理解と社会的

理解を加速するためのバランスのとれた共通認識を構築するためのレポート作成

のための活動を開始した。当該レポートは平成 31年度中に完成予定である。 

・日本放射線事故・災害医学会：学術集会（平成 30年 9月開催）においてパネル討

論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」を開催し

た。そこで、重点テーマ候補 30課題の一つでもあり、代表者会議において「アン

ブレラ事業内での実施が適当」と判断された「緊急時モニタリング体制の整備に
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関する調査研究」について、行政、研究所、大学、自治体、事業者といったさま

ざまなステークホルダーがパネラーとなって、議論を行った。議論の成果は、緊

急被ばく防護ネットワークでの検討において活用されることとなった。なお法人

格を持たない放射線事故･災害医学会は量研との間に業務請負契約を締結してい

ないため、パネル討論会に要した費用は量研の本事業予算から支出した。 

・日本保健物理学会：研究発表会（平成 30年 6月開催）において、重点テーマ候補

の「多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討」ならびに

「ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入に関わる課題への対応研究」をテーマにし

たセッションを開催し、課題の重要性等について会員間での理解を深めた。学会

内に設置された国民線量委員会では重点テーマ候補の「自然放射線・医療被ばくによ

る線量評価データベースの設計」を実施し、国民線量評価のためのデータベースのプ

ロタイプの構築を進めた。実効線量・実用量委員会では「ICRP/ICRUの新しい線量概

念の導入に関わる課題への対応研究」に関連して放射線防護量を理論性と実用性

の両面から議論した。日本放射線影響学会との合同委員会である低線量リスク委

員会では、コンセンサスレポート作成を進めた（先述）。 

 

学会内の議論やアカデミアと政策立案者との議論等を通じて、重点テーマ候補 30 課

題を整理した結果を表 3にまとめる。代表者会議では、学会内での議論を共有し「C.ア

ンブレラ事業内で実施」あるいは「D.個々の学会が主導的に推進」している課題の進捗

を確認した。一方、「A.放射線安全規制研究事業での実施が適当」に相当する課題の絞

り込みはアンブレラ事業代表者が行った。事業代表者は、学会内での議論や代表者会議

での検討に加えて、安全研究に関する規制庁の方針や放射線審議会での議論から行政ニ

ーズや喫緊性を判断して、平成 31年度の重点テーマの具体的な研究例として 30課題の

うち 11 課題を選択した。残りの 9 課題については未対応であり、引き続き議論を行う

予定である。 

 

平成 31 年度重点テーマの提案にあたり、事業代表者は重点テーマ候補 11課題を「原

子力災害等における初期対応のための手法開発とマニュアル化のための研究」「短半減

期核種の利用と合理的管理のための研究」「業務による被ばく状況や雇用形態の違いに

対応した職業被ばく管理の適正化のための調査研究」「東京電力福島第一原子力発電所

周辺の現存被ばく状況の検証的評価研究」の 4つのテーマに整理した。重点テーマ候補

11 課題は具体的な研究例として紹介する形で、代表者会議メンバーから合意を得た。 

このようにして平成 31年度重点テーマ案がまとめられ、平成 30年度第 2回研究推進

委員会(平成 30 年 11 月 26 日）にて、事業代表者から提案された（図 4）。なお平成 31

年度の重点テーマは原子力規制委員会(平成 31年 1月 9日）にて以下に決定され、提案

した 4件のうち 3件については盛り込まれた。 



表 3．重点テーマ候補 30 課題の整理（平成 31 年 3 月現在） 
Ⅰ. 放射線の生物学的影響とリスク  カッコ内は実施主体 
  低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調査研究 A H31 重点テーマとして提案⇒不採択 
  低線量放射線の長期的影響とバイオマーカーの検索   
  がんゲノム医療時代における放射線防護の基準策定   
  動物実験データを用いた放射線影響リスク解析と疫学への橋渡し方策の検討 D (PLANET)検討 WG を設置し、着手 
  線量率効果係数(DREF)推定に必要なデータベース整備と生物学的分析からの洞察 D (PLANET)提案の一部に着手 
  放射線業務従事者・放射線がん治療患者を対象としたバイオバンク構築に関する検討   
  放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス C (保物学会･影響学会)合同で実施 
  放射線被ばくによるがんリスク表現の検討   
Ⅱ. 放射線安全利用   
  新しい利⽤形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確⽴-  A H31 重点テーマとして提案 
  多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討 A H31 重点テーマとして提案 
  ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入に関わる課題への対応研究 AB H30 委託調査、H31 重点テーマとして提案 
  放射線安全管理⽅法の最新の知⾒のサイトの構築 C (量研)H31 より対応を検討 
Ⅲ. 原子力・放射線事故対応    
  福島第一原子力発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料収集組織の構築 AE H31 重点テーマとして提案⇒環境省に情報提供 
  放射線事故被ばくに対応できる生物学的線量評価の自動化モデルケースの構築 A H30 安全規制研究として採択済み 
  放射線緊急時の EPR によるトリアージ手法の研究 A H31 重点テーマとして提案 
  原子力災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究 A H31 重点テーマとして提案 
  内部被ばく線量評価と早期治療介入の手法と体制の開発・調査研究 A H31 重点テーマとして提案 
  緊急時モニタリング体制の整備に関する調査研究 C (緊急時 NW)事故災害医学会とも連携して対応 
Ⅳ. 環境放射線と放射性廃棄物   
  短半減期核種での減衰保管の導⼊の是⾮をどう考えるか？ -放射性廃棄物の課題に皆で向き合う-  A H31 重点テーマとして提案 
Ⅴ. 放射線測定と線量評価   
  放射線の検出技術の施設管理への応⽤ A H31 重点テーマとして提案 
  自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計 D (保物学会)臨時委員会で実施 
  粒子線治療施設における作業従事者のための実用的粒子線被ばく防護基準策定を目指すデータ集積 A H31 重点テーマとして提案 
  幅広い分野での放射線管理における線量拘束値の活⽤のあり⽅に関する研究   
Ⅵ. 放射線教育､リスクコミュニケーション   
  放射線業務従事者に対する放射線教育の充実と不安軽減評価の調査研究   
  e-learning を基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラットホーム開発 D (安全管理学会)委員会で検討 
  N 災害対応のための消防署員への放射線教育プログラム開発と教育教材の提供    
  教育現場における放射線安全管理体制の確⽴ E 規制庁から文科省への情報提供 
  義務教育での放射線教育カリキュラム導入を目指した放射線教育担当教員人材育成のモデルケースの構築    
 放射線診療における実践的な放射線防護教育に関する研究 E (厚労省)医療法省令改正/当該従事者の研修 
  放射線に関する PR 活動の国際状況調査   

A 放射線安全規制研究事業での実施、B 原子力規制庁の個別委託事業内での実施、C アンブレラ事業内で実施、D 学会等が単独あるいは連携して主導的に推進、E 他省庁の計画に位置付けられるのが適当 
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 図 4．アンブレラ事業が提案した平成 31 年度重点テーマの概要 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,原子力災害等における初期対応のための手法開発とマニュアル化のための研究 

●研究例 

・原子力災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究 

・内部ひばく線量評価と早期治療介入の手法と体制の開発・調査研究 

・放射線緊急時の新たなトリアージ手法の研究 

●期待される成果 

原子力災害対策指針の実践性を高めるガイドライン・マニュアルの作成 

 

2.短半減期核種の利用と合理的管理のための研究 

●研究例 

・短半減期核種の利用形態に対応した評価シナリオや評価モデルの整備 

・短半減期核種の減衰保管や可燃物クリアランスのための研究（核種別廃棄を可能にするた

めの放射線検出技術開発を含む） 

●期待される成果 

数量告示別表（濃度限度）の見直しのための根拠の提供、ガイドラインの作成 

 

3.業務による被ばく状況や雇用形態の違いに対応した職業被ばく管理の適正化のための調査

研究 

●研究例 

・特殊な施設における従事者の実用的防護(例：粒子線照射施設、短半減期核種利用施設） 

・多種多様な所属の放射線業務従事者の被ばく線量の管理 

・教育現場でのクルックス管利用に伴う教員等の被ばくの評価や防護 

・ICRP/ICRU の新たな実用量等の導入に係る課題への対応 

●期待される成果 

特定施設や特定業務向けのガイドラインの作成 

 

4. 東京電力福島第一原子力発電所周辺の現存被ばく状況の検証的評価研究 

●研究例 

・原子力発電所周辺の汚染地域における動植物データの活用研究 

・低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調査研究 

●期待される成果 

放射線審議会の調査審議への情報提供、中期モニタリング項目としての利用 

研究推進委員会でのヒアリングの様子 
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（イ）放射線防護人材の現状に関する調査 

（昨年度までの議論） 

 放射線防護人材の確保および育成は、国際的な課題であり、重点テーマに関しても

若手の育成の観点から優先すべき領域について議論された。具体的には、重点テーマ

候補 30 課題の中の一つである「低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調

査研究」に関しては、世界的にも研究者がほとんどいない状態になっており、実験の

ノウハウを含めて研究コミュニティを若返らせて維持する必要があるといった喫緊性

が明らかになった。 

こうした放射線人材の不足に関しては、2015年に米国放射線防護審議会(NCRP)がステ

ートメント「放射線の専門家はどこに（Where are the radiation professionals?）」

を発表している。代表者会議ではこのステートメントにおいて、米国保健物理学会の会

員数が放射線防護人材の状況を把握するための有用な目安としていることから、次年度

において、アカデミア参加学会による学会員の人数や専門性等の時系列的変化(将来予

測を含む)に関する調査を行うことを決定した。 

 

（今年度の検討の経緯と結果） 

第 5回代表者会議会合(平成 30年 11月 2日)において、学会との契約内容に含まれ

ている学会員の分布（時系列変化、年齢、専門性）の調査については、学会ごとに設

立・法人化の時期や保有している個人情報の内容が異なることから、調査の項目や時

期を一列に設定すると対応が難しいという議論がなされた。そこで、代表者会議にお

いて、理想的な調査項目・時期案を参考に調査の目的等に関する認識をすり合わせた

後、各学会が現実的に調査可能な項目や時期について学会事務局と相談の上決定し、

調査することとした。(詳しくは付属資料 2-5を参照のこと)。 

・日本放射線安全管理学会：学会設立(2001 年)以来の会員数の推移を調べた結果、

設立から 3 年程度は順調に会員数を伸ばし、その後は 350 名と 400 名の間を推

移している。会員の年齢分布を設立時と現在で比較すると、いずれもピークは

40、50 歳代に見られるが、30 歳代と 60 歳代が設立時よりも増加しており、設

立を牽引した当時の 40、50 歳代の会員が 60 歳代となり脱会しつつも一定の会

員は継続し、30－50 歳台となる次の世代が現在の学会を数的に支えていること

がわかる。2011 年以降の 4 回の学術大会における発表演題を分析した結果、

2011年には全演題の 6割を占めていた福島原発事故関連の演題が 2018年には

18%に減少していること、法令や放射線管理区域内の実務に関する演題が 20%、

放射線教育に関する演題が 10%を占めていることが明らかになった。 

・日本放射線影響学会：2004 年からの 10 年間に会員数は徐々に減少しているが、

ここ数年間は横ばいである。また学生会員の変動は、2004 年から 2018 年まで

ほとんどなく、全体の約 20％を占めている。2008 年、2013 年及び 2018 年時点

における年齢別会員数比率を調べた結果、40 歳代（41〜50 歳）会員の減少が明
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らかになった。この現象は、複数の要因が複雑に絡まって生じたと推定される

が、原因の 1つとして、学生から独立した研究者となりこの分野の発展を支えて

いく人材が減少していることが考えられる。またもう 1つの原因として全国的な

アカデミックポジションの減少が上げられる。 

・日本放射線事故・災害医学会：2001 年から 2018 年までの会員数の推移を調べた

ところ、2007 年までは会員数は徐々に増加し、その後は東電福島第一原子力発電

所事故(2011 年)や原子力機構のプルトニウムによる汚染、被ばく事故（2017 年）

が発生した翌年に会員数が一時的な増加をする傾向が見られた。また若手の新規

会員の入会が少なく、会員の高齢化が進んでいることが明らかになった。会員の

多数は医療関係者であり、被ばく医療のほかに救急医学や災害医学を専門とする

会員が多いが、保健物理や放射線影響、線量評価を専門とする会員を増やす必要

があることも明らかになった。なお会員へのアンケートに要した費用は量研の本

事業予算から支出した。 

・日本保健物理学会：2008～2017 年度の会員数の調査の結果、正会員、学生会員と

も減少傾向にあるが、2016 年以降はあまり変わっていない。過去 5年間に開催さ

れた研究発表会における参加者数と発表演題から会員の専門性について分析した

結果、物理・計測・環境分野の会員の割合が比較的大きく、影響・リスク・管理・

医療が小さいことが明らかになった。管理や医療などはそれぞれ専門の学会があ

ることが会員の割合が小さい理由の 1 つと考えられる。最近の動向からは、大き

な状況変化がない限り、全体の会員数の大きな増減はないと推測される。 

 

こうした調査結果は、第 2回ネットワーク合同報告会（平成 31年 1月 16日）や平

成 30 年度成果報告会（平成 31年 2月 14日）にて報告された。また 4学会の調査を統

合した結果を以下に列記する。 

・過去 10－20年スパンで学会員数の増減を比べたところ、日本保健物理学会や日

本放射線影響学会のように設立年から 50年以上が経過し会員数が 700名を超え

る学会では、会員の減少傾向がみられた。一方、放射線事故災害医学会や放射線

安全管理学会のように設立から 20年程度と比較的新しい学会で、会員数が 400

名以下の学会では減少傾向は見られなかった。 

・学会員の年齢分布に関しては、日本保健物理学会では、20代＜30代＜40代＜50

代＜60代と年齢層が高くなるに従って会員数が増える傾向を示した。一方、日

本放射線影響学会では年代による会員数の差はさほど顕著ではなく、20代の会

員（おそらく学生会員）が全体の 20％を占めていた。 

・こうした年齢分布について、日本放射線影響学会と日本放射線安全管理学会では

10 年前あるいは 20年前と現在を比較した。その結果、どちらの学会でも 20代

の割合は増えているが、影響学会では 30代から 50代が、安全管理学会では 40

代から 50代が減少していることが明らかになった。 
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近年、大学における放射線科学関連の講座数が減少していることが問題視されてお

り、いずれ影響が出ると予測されているが、現時点では、これまでと変らない数の学

生が放射線影響・防護領域に輩出されていること、むしろこうした若手研究者が職業

人としてこの研究領域にとどまるところにハードルがあることが明らかになった。 

こうした結果を、平成 30年度成果報告会（平成 31年 2月 14日）において報告した

ところ、評価委員からの多くの質問やコメントがあり、今年度の評価コメントにも

「人材育成については、長期的な視野に立って実質的な取組みとなるよう検討された

い」と特記されたところである。そこで、今後、各学会からの詳細な調査結果を分析

するとともに、次年度である平成 31年度においては、各学会は若手会員が減少してい

る業種や業務を特定し、その業種・業務において若手人材を確保・育成する具体的な

方策について、若手を交えた検討を行うこととしている。 
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（ウ）原子力規制庁における重点テーマ設定への協力 

(協力に至る背景について) 

 先に述べたとおり、アンブレラ事業内での重点テーマの検討をベースに、原子力規制

庁における平成 31 年度安全研究の重点テーマ設定の検討の際に参考となる資料を収

集・作成した。具体的には、第 1 回研究推進委員会(平成 30 年 11 月 26 日開催)におい

て、翌年度の放射線安全規制研究の重点テーマを設定するためのヒアリングに対応した。 

 この研究推進委員会や平成 30 年度原子力規制委員会第 52 回会議（平成 31 年 1 月 9

日）において、原子力規制庁や原子力規制委員長から、防災方策の正当化のための研究

が必要との発言があり、規制的ニーズが明確な形で示された。また放射線防護に関する

国際動向報告会（平成 30年 12月 19日開催)のパネルディスカッションでは、今後の研

究として、特に社会科学的な側面が必要であることが強調された(後述)。 

そこで、防災方策の正当化のための研究のフィージビリティを調査するため、リスク

学の専門家 3名へのインタビューを実施した。本調査は次年度も引き続き行う。なお専

門家から紹介された研究の文献リスト等の情報はアンブレラ関係者内で共有し、総説執

筆のために活用することとする。 

 

(調査方法) 

平成 31年 2月 27日から 3月 5日の間に、健康リスクコミュニケーション学、自然災

害関連の社会システム工学、公共政策におけるリスク学の専門家に対してインタビュー

を行なった。3人はいずれも日本リスク研究学会をけん引する 40代の研究者である。 

 3人には、事前にメールで米国原子力規制委員会（NRC）が策定したResponse Technical 

Manual（RTM）の翻訳版（防護方策の部分のみ抜粋）を送付し、議論のきっかけとして

｢たとえば、日本版 RTM を作るとしたら、社会科学的観点からどういうデータを集める

べきだと思うか、あるいは集められるか｣という仮想的テーマを設定した。さらに欲し

ている情報として、①自然災害等、他分野の類似研究、②東電福島第一原発事故後の避

難に関連するデータの収集状況、③意見を伺うべき社会科学研究者の 3 点を提示した。 

 
(インタビューの成果) 

3人から提供された情報やコメントを以下に取りまとめる。 

①自然災害等、参考となる他分野の研究事例 

・人災または自然災害による避難後 6 か月以内に特別養護老人ホームの居住者の死亡

に関連するリスクを調べた系統的レビュー（Willoughby et al., J Am Med Dir Assoc. 

18(8):664-670, 2017） 

・ハリケーン発生後の急性心筋梗塞（AMI）の発生率の変化（Moscona et al., Disaster 

Med Public Health Prep. 2018 Apr 12:1-6, 2018） 

・三宅島への帰島の判断材料に関する「三宅島火山ガスに関する検討会報告について」

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/030324kishahappyo.pdf 

http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/030324kishahappyo.pdf
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/030324kishahappyo.pdf
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②東電福島第一原発事故後の避難に関連するデータの収集状況 

・事故の前後における避難と循環器疾患の危険因子の変化との関連性（Ohira et al., 

Asia Pacific Journal of Public Health 29(2S) 47S –55S, 2017） 

・特別養護老人ホームの居住者の避難による損失余命（Murakami et al., PLOS ONE, 

10(9): e0137906, 2015） 

・事故の避難者の心理的苦痛による損失幸福余命（Murakami et al., Science of the 

Total Environment, 615, 1527-1534, 2018. 

・放射線リスクと特別養護老人ホームにおける避難関連リスクの比較（Murakami, 

Journal of Radiation Research, Supplement - Highlight Articles of the First 

International Symposium, 59(S2), pp.ii23-ii30, 2018） 

・原子力事故の後の集団移住に関する J値による政策評価：福島事故とチェルノブイリ

事故の比較（Waddington et al., Process Safety and Environmental Protection 

112, Part A,16-49,2017） 

 

③取り組むべき社会科学分野及び当該分野について意見を伺うべき社会科学系研究者

の例 

・政策策定での価値と規範の考慮について（例：京都大学 総合人間学部 佐野亘教授） 

・災害時における社会心理について（例：防災科学技術研究所 林春男理事長、東京大

学大学院情報学環 総合防災情報研究センター 関谷直也准教授） 

 

④インタビューに応じた専門家からのコメント 

・避難によるメンタルリスクを正当化の判断材料にすべきではない。（急性）死亡リス

ク等を指標に正当化を判断し、避難によるメンタルリスクに関しては、それを下げ

る方策を取るべき（例：コミュニティごとの避難） 

・同様に、避難により放射線以外の健康リスクが上がるなら、それを下げる方策を取る

べき（例：避難所の国際基準(スフィア基準)の準拠、クリティカルな個人の同定と

個別の避難計画などの準備、医療情報が引き継がれる／全国で共有できるシステム） 

・原子力だけでなく自然災害も含めて、一般化する議論であれば関心を持つ専門家が多

い。定期的な勉強会を開催することから始めてはどうか。今、社会科学分野の協力

者を探すのではなく、育てる視点が必要。 
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（２）緊急時放射線防護に関する検討（付属資料 6のサマリーを以下に記す） 

①緊急時放射線防護ネットワーク構築 

研究機関や関連学会に所属する研究者、技術者等が環境モニタリング、放射線管理、

線量評価の分野毎に３つのサブグループ（以下「サブ Gr」という）を新たに設置し、相

互の研究活動の紹介、施設見学及び共通的な課題に関する検討等を行った。サブ Grは、

緊急時放射線防護ネットワークを構成するサブネットワークの構成員をリスト化する

とともに、ネットワークが適切に機能するために、災害支援スキーム、災害対応要員の

教育・訓練のあり方、関係機関間の研究連携についての検討を行う。 

 

（ア）環境モニタリングサブ Gr 

原子力機構の原子力科学研究所（原科研）、核燃料サイクル工学研究所（核サ研）と

大洗研究所（大洗研）および日本原電東海・東海第 2発電所の環境モニタリング実務者

を構成員とする緊急時放射線防護ネットワークのサブ Gr を設置した。この組織は、原

子力機構内に設置された環境評価委員会の下部組織「福島第一原発事故による環響検討

会」も兼ねており、以下の活動を通じて環境モニタリングに係る技術的課題に関する調

査検討を行った。 

①福島第一原発事故による環境影響の検討 

②各事業所における実施状況及び問題点の共有等 

③施設見学会 

④次年度の活動予定 

 

（イ）個人線量評価サブ Gr、放射線管理サブ Gr、その他のネットワーク形成活動 

個人線量評価サブ Grおよび放射線管理サブ Grを設置し、前者は「精度管理のあり方

と集団モニタリング」について、後者は「避難退域時検査要員の教育訓練・機材整備と

被災者の生活環境における放射線管理」を解決すべき問題と設定して活動を開始した。

今年度は 2 つのサブ Gr は連携して、緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状

把握／関係機関の相互理解と放射線管理上の課題共有、放射線管理支援のキャパシティ

把握／緊急時放射線防護の支援の在り方検討、各機関で実施している原子力防災関連教

育の現状整理の 3点を行った。 

 

 緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状把握／関係機関の相互理解と放

射線管理上の課題共有 

両サブ Grの幹事が中心となって、日本放射線事故・災害医学会との共催によるパ

ネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」を開催

し（平成 30 年 9 月 22 日）、緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状把握、

関係機関の相互理解と放射線管理上の課題共有を進めた。 

わが国では、原子力緊急事態等の放射線災害時に主に緊急被ばく医療や放射線防
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護の分野の専門家等によって構成されているネットワーク活動が様々な形で展開さ

れていることから、下記の論点について議論を行った。 

・緊急時放射線防護を担う人材の育成・確保における共通的課題と解決に向けた提案 

・ネットワーク間の相互協力、特に人材育成、確保における連携について 

・専門家による円滑な災害支援のために考慮すべき事項（支援スキームのあり方含む） 

・緊急時放射線防護関連の技術的課題の提案 

・その他緊急時放射線防護ネットワークへの提案 

約 180名（推定）がこのパネルディスカッションに参加したことから、アンブレラ

事業の全体の活動状況を緊急被ばく医療の関係者に周知することができた。 

 

 放射線管理支援のキャパシティ把握／緊急時放射線防護の支援の在り方検討  

平成 29年度に引き続き、放射線管理支援に係るキャパシティの把握や緊急時放射

線防護支援のあり方の議論に資する現状調査を進めた。原子力機構・原子力緊急時支

援研修センターの指名専門家を中心に、緊急時放射線防護ネットワークに 115 名を

登録している（平成 31年 2月現在）。 

 

 各機関で実施している原子力防災関連教育の現状整理 

緊急時放射線防護ネットワーク関係者の所属機関等で実施されている教育訓練に

おいて今後相互の支援や協力を行うため、今年度は、JAEA 指名専門家を対象とした

原子力災害対応に係る教育や訓練の実施状況及び国や地方公共団体職員等を対象と

した教育訓練（主には原子力機構が実施）の内容等について取りまとめた。 

調査した教育訓練は以下の通り。 

〇JAEA内の指名専門家等を対象とした教育訓練 

A.緊急時対応教育 

B.緊急時支援活動訓練 

C.外部機関との連携訓練（国・地方公共団体等の原子力防災訓練への参加） 

D.その他の訓練 

〇 原子力防災業務関係者等を対象として実施している教育訓練 

A.基礎研修 

B.専門研修 

 

②文献調査と対応方針の作成 

 (ア)文献調査 

 放射線緊急事態に関する国際的手引き及び東電福島第一原子力発電所事故の経験か

らの教訓をまとめた文献については昨年度報告した。今年度は緊急時総合調整システム

(Incident Command System; ICS)に関する文献調査を実施した。 

 緊急時総合調整システム Incident Command System(ICS)基本ガイドブック；公益社
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団法人日本医師会 

上記の文献からは、今後、ネットワークの活動として緊急時放射線防護に関するガイ

ド等をまとめる際に,参考となる情報が得られた。以下に例を示す。 

・ネットワーク活動のアウトプットとして各分野における緊急時放射線防護に関す

るガイド等をまとめるにあたり、「目標の設定と実施の基本ステップ」として、

Step1：当局の方針と指示に対する理解／Step2:インシデントの状況評価／Step3:

インシデントに対応するための体制の確立／Step4：適切な戦略の採用／Step5：

戦術の遂行／Step6:インシデントの推移の追跡・フォローの 6 段階に分けて考え

る必要がある。 

・また目的設定にあたって留意すべき点として、1.初動時に行うべきこと／2.優先

順位の考え方／3.効果的な目標に必要な要素（SMART）の 3点があることが明らか

になった。 

・さらに緊急時行動計画として明記すべき 4 つの要素として、何をしたいのか／誰

がその責任を持つのか／どのように互いにコミュニケーションをとるのか／誰か

がけがや病気になった場合の手続き、といった事項についても災害対応時の計画

立案にあたっての基本的な枠組みとして理解しておくべき重要な事項と考えられ

る。 

 

【今年度の進捗のまとめ】 

緊急時放射線防護ネットワークの構築の進捗状況を表 4および図 5にまとめる。 

 

表 4．緊急時放射線防護ネットワーク構築の進捗状況 

 最終目標 現状（平成 31 年 2 月現在） 

構成員 原子力機構、量研、大学、研究所、原子力

事業所、自治体等に所属する職員等 

原子力機構職員を中心にリスト化（登

録者の 9 割が原子力機構職員） 

サブ Gr 環境モニタリング、個人線量評価、放射線管

理、放射線(線量)計測を置く。緊急時対応計

画サブ Gr は要検討 

今年度、環境モニタリング、個人線量

評価、放射線管理の 3 サブ Gr を設置

（放射線(線量)計測サブ Gr は次年度

設置） 

サブ Gr 単

位で検討す

る共通課題 

・専門人材の把握/災害支援スキーム 

・災害対応に係る要員の教育訓練のあり方 

・関係機関間の研究連携の促進 

・専門人材のリストに 115 名を登録 

・原子力機構における教育訓練の実

態調査を実施 

・環境モニタリングサブ Gr で福島第一

原発事故による環境影響を関係機

関間で連携して検討 
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図 5. 緊急時放射線防護ネットワークを検討する体制と活動 

  

緊急時放射線防護ネットワーク検討Gr

・ネットワークの制度設計を検討（サブGｒ設定、

ネットワーク構成員のリスト作成）

・教育的事業の取り組み

・技術的課題の設定と課題解決に向けた活動

計画案策定

・次年度にはサブGrのコアメンバーを追加

環境モニタリング
サブGr

・今年度設置（既
存の原子力機構
内組織と統合）。
幹事は中野政尚
氏と細見健二氏
（核サ研）

・2回の会合を開
催し、１F事故の
影響評価を検討

個人線量評価
サブGr

・今年度設置。幹
事は高田千恵氏
（核サ研）

・パネル討論会を
開催し、関係NW
間で問題意識を
共有

・人材リスト整備
や原子力防災関
連教育の現状整
理を実施

放射線管理
サブGr

・今年度設置。幹
事は百瀬琢磨氏
（核サ研）

・パネル討論会を
開催し、関係NW
間で問題意識を
共有

・人材リスト整備
や原子力防災関
連教育の現状整
理を実施

放射線
（線量)計測
サブGr

次年度
設置予定

緊急時対応
計画サブGr

専門家の所属機
関が限られてい
るため、取り扱い
については検討
中

原子力機構・原子力緊
急時支援・研修センター
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（３）職業被ばくの最適化推進に関する検討（付属資料 7のサマリーを以下に記す） 

①国家線量登録制度の検討 

放射線防護の最適化(ALARA)は、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する線量低減の

精神として広く浸透している。しかし、最適化施策検討の基礎データとなる職業被ば

くの実態（放射線業務従事者の人数、線量分布等）については、原子力分野以外は明

らかでない。日本学術会議は、これら職業被ばくの実態を把握するとともに我が国全

体の放射線業務従事者の個人線量管理を一元的に実施する必要性があることから、国

家線量登録制度の確立について提言を出している。しかし、その実現に向けた活動が

進んでいない。このため、この制度確立に向けての具体策を関係機関が共同して検

討・提案することにより、放射線安全規制への効果的活用が可能となる。 

国家線量登録の確立に向けての具体策を関係機関が共同して検討するため、「国家線

量登録制度検討グループ」を設置した。今年度は、検討会メンバーに医療関係の学会

（日本産業衛生学会）からのメンバーを追加した（表 5）。 

検討グループは、平成 31年 2月 2日に会合を開催し、過去の国家線量登録制度確立

に関する議論のレビュー、線量登録・管理に関する現状について、制度運営に必要な

費用も含めて情報共有を行い，制度提案に向けた検討の進め方を議論した。 

その結果、制度の実現に向けての大きな課題として、事業者と国の役割分担や個人

情報の取扱い等があること、また、対象者が多い医療分野では線量管理自体に多くの

課題を抱えていることが明らかになった。また費用を受益者負担とする場合、国が受

益者（線量登録によって規制の適格性を確認）としても、事業者が受益者（線量管理

の徹底、特に流動的勤務状況下など）としても、国家線量登録制度の必要性をより明

確にすべきであることが明らかとなった。今後、制度の提案に向けて、電子メールを

活用して、検討を進めていくこととなった。 

 

②線量測定機関認定制度の検討 

（ア）線量測定機関認定制度検討グループによる検討 

個人線量測定の信頼性確保に係る認定制度の検討については、昨年度と同様に、日

本適合性認定協会（JAB）が運営主体である「放射線モニタリング分科会」（以下、「分

科会」と言う。表 5）に一本化して検討を進めた。 

昨年度の分科会での検討の結果を受けて、審査基準（ISO/IEC 17025「試験所及び校

正機関の能力に関する一般要求事項」）に追加される個人線量測定についての補足要求

事項が JAB 試験所技術委員会で承認され、JAB RL380 として発行した（平成 30 年 7 

月 1 日）。これらについては、原子力規制庁「環境放射線モニタリング技術検討チー

ム」会合（平成 30 年 9 月 3 日）に報告した。本契約期間においては、3回の会合

を行い、認定審査のポイント、技能試験の進め方の検討を行うとともに、認定制度を

インハウス事業者に拡大するに当たっての課題を整理した。また、環境モニタリング

への拡大について意見交換を行った。 
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インハウス事業者への拡大においては、技術的要求事項と品質保証要求事の主要な

課題について明らかにし、今後検討を進めることとした。 

環境モニタリングへの拡大について意見交換を行ったが、まだ拡大の方向性が見え

ないことから、原子力規制庁「環境放射線モニタリング技術検討チーム」で基本方針

が示された後に検討を進めることとした。 

 

表 5．職業被ばくの最適化推進に関する検討体制 

 国家線量登録制度 
検討グループ 

線量測定機関認定制度 
検討グループ(JAB 分科会) 

委
員 

飯本 武志 東京大学 環境安全本部（日本
保健物理学会理事） 

吉澤 道夫 
(主査) 

日本原子力研究開発機構 原
子力科学研究所 

伊藤 敦夫 放射線影響協会 放射線従事
者中央登録センター 

黒澤 忠弘 黒澤 忠弘 産業技術総合研
究所 計量標準センター 

岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学
研究所（日本産業衛生学会の
被推薦者） 

壽藤 紀道 個人線量測定機関協議会 

百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核
燃料サイクル工学研究所 

辻村 憲雄 日本原子力研究開発機構 核
燃料サイクル工学研究所 

吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原
子力科学研究所 

中村 吉秀 日本アイソトープ協会 

渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオ
アイソトープセンター（健全な放
射線防護実現のためのアイソト
ープ総合センターをベースとし
た放射線教育と安全管理ネット
ワーク事業分担者） 

本多 哲太郎 放射線計測協会 

柚木 彰 産業技術総合研究所 計量標
準センター 

オ
ブ
ザ
ー
バ 

  小口 靖弘 個人線量測定機関協議会 

  左海 功三 原子力規制庁監視情報課 

  鍋田 英生 厚生労働省労働基準局労働
衛生課 

検
討
事
項 

①これまでの NDR に関する議論や活動の
レビュー 

②最近の被ばく管理動向のフォロー 
③学会イベントを活用した課題抽出（医療

現場、大学） 
④現在の線量登録制度等の状況に関する

情報共有、制度の方向性の議論 

①認定基準・技能試験等の具体的な運用・解
釈 

・個人線量測定の技能試験の合否判定基準
について、基礎データを収集 

②環境モニタリング等への拡大の方向性に
ついて検討 

③ISO 関連会合での情報収集 

 

 

(イ) 基礎データ収集作業 

個人線量測定機関の認定においては技能試験が義務づけられている。この技能試験

では、測定機関の線量計に放射線の種類、エネルギー、入射角度等の様々な条件を変

えて照射を行い、測定機関には照射に関する情報は与えずに測定機関から測定値を報

告してもらい、その測定値と基準照射量を比較して、一定の許容範囲に入っているか

を試験する。現在の許容範囲は、我が国における基礎データが少ないことから、個人
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線量測定機関の認定を先行して運用している米国自主試験所認証プログラム（NVLAP）

を参考に設定しているが、その妥当性は確認されていない。 

このため、今年度は、特にデータが少ない 100 keV 近辺の X 線で入射角度を変えた

照射を行った場合について基礎データの収集を行った。照射は国家標準とトレーサビ

リティを有する（JCSS 登録機関）で行った。データの分析は、次年度に実施する。 

 

(ウ) 外国調査 

技能試験等において重要な放射線標準校正技術に関する最新情報を調査するため、

国際標準化機構（ISO）の放射線防護分科会（TC85/SC2）基準中性子場に係るサブグル

ープ（WG2/SG3）専門家会合（開催地：イタリア／フラスカ－ティ、平成 30 年 9 月

10 日から 12 日）に専門家を派遣し、放射線標準校正技術関連の国際規格に関する情

報を収集した（出張期間：平成 30 年 9 月 9～14 日）。 

サブグループ会合では中性子標準場に関する規格（ISO8529-1）の改訂案について議

論した。また、国際規格に関する最新の動向を入手した。 
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（４）放射線防護分野のグローバル若手人材の育成 

①国際的イベントへの若手専門家の派遣 

（ア）派遣対象とする国際的イベントの選定 

第 3回代表者会議(平成 30年 3月 4日開催)では、OECD／NEA 主催国際放射線防護ス

クール（平成 30年 8月、ストックホルムにて開催）と IAEA主催国際シンポジウム

「原子力・放射線緊急時における公衆とのコミュニケーション」（平成 30年 10月、ウ

ィーンにて開催）の 2つを派遣対象会合として選定した。第 4回代表者会議（平成 30

年 7月 22日開催）では、ICRP・ICRU共催 90周年コロキウム（平成 30年 11月、スト

ックホルムにて開催）を派遣対象に追加した。 

第 6回代表者会議（平成 31年 1月 16日）では、今年度の若手派遣事業を振り返

り、本事業の派遣対象には、当面国際学会の主催は含めないことを決定した。 

なお第 7回代表者会議（平成 31年 2月 23日）では平成 31年度の派遣先として、

OECD／NEA 主催国際放射線防護スクール（平成 31年 8月、ストックホルムにて開催）

と ICRP 国際シンポジウム（平成 31年 11月、アデレード）の 2つを選定した。 

 

（イ）派遣者選考に係る手順と基準の策定 

第 3回代表者会議で派遣者の選考基準について審議し、①放射線防護アカデミアに

参加する学会の正会員、②所属機関が、当該分野のグローバル人材育成の対象とする

ことに承諾している者、③健康状態が良好で、応募時点で 45歳未満である者の 3つを

応募資格と定めた。応募期間中に代表者会議内でのメール審議を行い、派遣者選考の

手順を定め、選考を実施した。 

第 5回代表者会議（平成 30年 11月 2日）では、平成 30年度の応募要領や選考手

順、結果について確認が行われた。第 7回代表者会議（平成 31年 2月 23日開催）で

は、平成 31年度の若手派遣事業について審議し、派遣者の選考基準を一部修正するこ

とを決定し、次年度の応募要領に明記することとした。詳細については、付属資料 8

を参照のこと。 

 

（ウ）今年度の若手派遣について 

平成 30年 3月 15日から学会の HPやメール通信を介して派遣者の応募を開始した。

7月 31 日には派遣先を追加し、8月 24日まで追加募集を行った。 

上記の手順による選考の結果、ICRP・ICRU 共催 90周年コロキウムに、藤淵俊王氏

(九州大学)と守永広征氏(杏林大学) の 2名を派遣した。派遣者 2名は、放射線防護に

関する国際動向報告会（平成 30年 12月 19日開催）にて出張報告を行った。 

本事業の人材育成への効果に関しては、成果報告会において評価委員からコメント

があったことから、第 7回代表者会議では、平成 31年度以降の派遣者の選考や派遣後

の報告では、「会合に参加した成果をどのようにアカデミアの発展に役立たせるか
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（例：アカデミア内の若手への展開など）」について応募者や派遣者からの説明を求め

ることとした。 

 

 

図 6．放射線防護に関わる国際動向報告会での出張報告 

藤淵俊王氏(九州大学、写真左)と守永広征氏(杏林大学、右) 
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２．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 

（１）国際動向に関するアンブレラ内の情報共有 

①国際動向報告会の企画運営・報告書作成 

 第 2 回放射線防護に関わる国際動向報告会を開催し（平成 30 年 12 月 19 日、グラン

パークカンファレンス）、 IARR（国際放射線研究連合）、IRPA（国際放射線防護学会）、 

UNSCEAR ならびに ICRP 等で活動している国内専門家が、それぞれの機関の研究関連の

活動やニーズについて報告した。報告会での情報収集を、放射線防護アカデミアの活動

とリンクさせるため、報告会のテーマは「放射線防護基準策定に資する放射線影響・防

護に関する研究」とした。また国際的イベントに派遣された若手専門家 2名らが出張報

告を行った。なお本報告会で収集した情報は、放射線規制の向上に資するため、第 143

回放射線審議会にて報告した（平成 31年 1月 25日）。 

以下に報告会の概要をまとめるが、報告書は本事業 HP において公表済みである。詳細

については付属資料 9に記載する。 

 

(ア)国際的機関の動向 

 IRPA（国際放射線防護学会）：IRPAの理事である吉田浩子氏（東北大学）が国際放

射線防護学会（IRPA）の役割や方針等の特徴や諸活動を紹介した。IRPAは加盟して

いる世界各国の各学会と協同していることや今後予定されている会合が説明され

た。IRPAは各国の放射線防護関連学会の総体であり、各国の活動それぞれを集約で

きる体制をとっているため、Public Understandingなど、最近の重要テーマにつ

いてリージョナルな活動も展開可能であり、世界各国の学会に所属している若手研

究者の交流にも注力していることが紹介された。 

 IARR(国際放射線研究連合)：IARR の理事である島田義也氏（量研）が、IARR の活

動の中心は各加盟学会にあり、活動の総体が 4 年に一度開催される ICRR であると

説明した。また島田氏は ICRR の過去の会合のテーマの変遷を紹介し、技術向上に

よる低線量被ばく研究で新たに分かってきたこと等、放射線生物影響研究の最新の

動向について触れ、今後の注目すべき研究として脳神経への影響があるとした。 

 UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学委員会）：UNSCEARの日本代表である

明石真言氏（量研）が、UNSCEARの設置主旨、加盟国、活動内容について紹介した。

また福島事故についてまとめられた UNSCEAR2013年報告について触れ、その後に発

行された「福島白書」について、日本の拠出金により 2018 年度からプロジェクト

が進められることを紹介した。さらに将来的には「放射線治療後の二次がん」と「疫

学調査」が優先されるべきテーマとして考えられることを示した。 

 ICRP（国際放射線防護委員会）：ICRP の主委員会委員である甲斐倫明氏（大分看護

科学大）が、ICRPが「現在の放射線防護体系を社会において強固・発展させていく

ための 10 の研究」と定めた研究について個々の特性を紹介した。また各タスクグ

ループの現行の活動状況について触れた。 
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（イ）国際的機関が主催する会合の参加報告 

 ICRP/ICRU 90 周年コロキウム：アンブレラ事業内で当該会合に派遣された藤淵俊

王氏（九州大）は ICRP/ICRU 90周年コロキウムのプログラムを説明するとともに、

「放射線治療後の二次原発がんに関する最新の問題」等、興味深かった最新の研究

内容および今後の課題について所感を述べ、国際機関の会合出席を通じて得た知見

を大学内で診療放射線技師等に知識を共有していることを紹介した。同派遣者であ

る守永広征氏（杏林大）はコロキウムで紹介された放射線防護研究の最新の状況に

ついて触れるとともに、女性研究者躍進が進んでいるという所感を述べた。併せて、

医療被ばくが増加していることが現状の課題であり、今後研究を進めていくべき内

容であるとした。 

 OECD/NEA 国際放射線防護スクール：OECD/NEA の初の試みとして実施された当該研

修に参加した川口勇生氏（量研）は、参加国や 5日間のプログラムの概要を紹介す

るとともに、放射線防護体系の構築に実際に携わった専門家による講義を中心とす

る内容から学んだ新たな知見を紹介した。所感としてコースの意図とプログラムの

意図が合っていないのではないかということ等、参加者からの反応を紹介し、2019

年度も開催される予定があることから若手研究者の積極的な参加を促した。 

  

（ウ）パネル討論 

国際機関での放射線防護基準に関わる活動や関連する研究の必要性についての紹介

があり、これらの研究を推進するためにどのような取り組みが必要かについて議論され

た。議論の中では、防護基準策定に資する研究として、①放射線健康リスク評価の精緻

化、②社会科学的側面の必要性が強調された。以下、上記に関係する発言を抽出する。 

 

 放射線健康リスク評価の精緻化 

・低線量率長期被ばくと高線量率被ばくのリスクは動物実験、細胞実験において結果

が異なっている。低線量被ばく係数等をさらに明らかにする必要がある（島田氏） 

・原爆被爆者と現代人では生活様式も違い、今は寿命も伸びている。原爆被爆者のデ

ータを現代人にどの適用していくかを考えていくことが大切である（島田氏） 

・より最近のデータを収集するため、医療被ばく・職業被ばくのデータを集めている

が、データの母数等長崎、広島を超えるデータを収集できていない（明石氏） 

・低線量率や中線量率も放射線防護の対象であり、それらのリスクをどのようにとら

えるのかという課題が残されている（甲斐氏） 

・IAEA-RASSCが BSSを定める上で、「低線量被ばくのリスクにおける科学的知見」、「リ

スクの加算性、蓄積性」、「個人感受性（子供の感受性）」は今後の課題である（米

原英典氏・原子力安全研究協会） 

 社会科学研究との連携 

・放射線防護の基準を社会に適用するには社会科学との共同が必要である。欧州では
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自然科学による実証だけでなく社会との密接な関わりを意識している（吉田氏） 

・放射線防護の基準を設けるためには社会科学的な側面が求められている（甲斐氏） 

・OECD/NEAでは、緊急事態下で意思決定をする際のその枠組みの提供と実用的なツー

ルを提供することを目的とした活動が始まっている（本間俊充氏・原子力規制庁）。 

・政策決定には、費用対効果の検討も必要であることから、社会心理研究だけでなく、

経済学との共同も必要である（神田玲子氏・量研） 

 

（エ）報告会による情報収集や議論の展開 

先述の通り、本報告会で収集した情報は、放射線規制の向上に資するため、第 143回

放射線審議会にて報告した（平成 31 年 1 月 25 日）。またパネルディスカッションで、

社会科学研究との連携の重要性が強調され、また規制ニーズとして具体的に「防護方策

の正当化」に関する研究が提示されたことを受けて、日本リスク研究学会で活躍してい

る専門家にインタビューを行い、社会科学研究との連携を模索することとした。 

 

 

 

図 7．国際動向報告会（平成 30 年 12 月 19 日、グランパークカンファレンス） 
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表 6．第 2 回放射線防護に関わる国際動向報告会 

（平成 30 年 12 月 19 日、グランパークカンファレンス）プログラム 

時  間 内  容 

13：00～13：05 

（5 分） 
開会 

 佐藤 暁（原子力規制庁） 

13：05～13：35 

（30 分） 

講演 「IRPA の活動と放射線防護研究の最近の動向」 

  講師：吉田 浩子（東北大学） 

13：35～14：05 

（30 分） 

講演 「ICRR の活動と放射線生物・影響研究の動向」 

  講師：島田 義也（量子科学技術研究開発機構）  

14：05～14:25 

（20 分） 

講演 「UNSCEAR における研究のニーズ」 

  講師：明石 真言（量子科学技術研究開発機構） 

14:25～14:45 

（20 分） 

講演 「ICRP における研究のニーズ」 

  講師：甲斐 倫明（大分県立看護科学大学） 
14:45～15:00 

（15 分） 
休憩 

15:00～15:30 

（30 分） 

国際機関への若手派遣者からの報告 

  藤淵 俊王（九州大学） 

  守永 広征（杏林大学） 

  川口 勇生（量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所） 

15:30～16:50 

（80 分） 

パネル討論（放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究） 

ファシリテーター：    杉浦 紳之（原子力安全研究協会）  
パネリスト: IRPA     吉田 浩子（東北大学） 

IARR     島田 義也（量子科学技術研究開発機構） 
UNSCEAR 明石 真言（量子科学技術研究開発機構） 
ICRP     甲斐 倫明（大分県立看護科学大学） 
IAEA     米原 英典（原子力安全研究協会） 
OECD/NEA 本間 俊充（原子力規制庁） 
WHO     神田 玲子（量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所） 

     （IAEA、WHO、OECD/NEA についての研究ニーズの説明含む） 

16：50～17:00 

（10 分） 

閉会 

  高橋 知之（京都大学） 
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②国際的機関からの専門家との意見交換 

 平成 30年 12月 12日に ICRPと量研および放射線影響研究所の共催で、ワークショッ

プ「電離放射線への個体レベルの反応」が開催された（図 8）。このワークショップと関

連会合に参加するため、ICRP 委員と事務局(計 8 名)が来日した。本ワークショップの

テーマには、ICRPが「放射線防護体系を強固・発展するための研究」と判断した 10の

研究テーマのうちの「がん誘発に対する感受性の臓器、年齢・性による違い」と「個人

の放射線感受性を決定する遺伝的要因の役割」の 2つが含まれている。 

放射線被ばくによる応答の個体差を放射線の防護体系に反映する必要性や方法を議

論するにあたり、想定される被ばくの 1つが医療被ばくである。小児患者への放射線診

療適用に関しては、現場では正当化や防護の最適化の徹底が図られているところではあ

るが、放射線高感受性の患者への適用など難しい課題が残っている。 

そこで、本事業において、日本放射線腫瘍学会から山梨大学の大西洋教授を、日本医

学放射線学会から国際医療福祉大学の赤羽正章教授を本ワークショップに招へいした。

大西教授は、肺がんの放射線治療後に観察される炎症の個体差と関連する遺伝的変異に

ついて自らの研究を紹介した。また赤羽教授は、放射線診断における実際の放射線防護

について講演し、問題提起を行った。その後、国内外の専門家が意見交換をする機会を

設けた。 

 

 

図 8．ICRP‐QST‐RERF ワークショップで発表する大西洋氏（山梨大学、左上）と赤羽正

章氏（国際医療福祉大学、右上）。ディスカッションでは W. Rühm 氏（ICRP‐C1 主査）と

K. Applegate 氏（ICRP-C3 主査）が共同座長を務めた（下）。 

（平成 30 年 12 月 12 日、東京） 
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表 7．ICRP-QST-RERF Workshop on Individual Response to Ionising Radiation 

Current Scientific Evidence on Factors that Influence Individual Response 

Program 

  

  

National Cancer Center, Research Institute, Tokyo, Japan, 12 December, 2018 
  
Organised by the International Commission on Radiological Protection (ICRP), National Institutes 
for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) and Radiation Effect Research 
Foundation (RERF) 
 
In collaboration with National Cancer Center Japan (NCC), Japanese Society for Radiation 
Oncology (JASTRO), Japan Radiological Society (JRS), Japan Health Physics Society (JHPS) and 
the Japanese Radiation Research Society (JRRS) 

 

09:00 – 09:30 Welcome and Greetings T. Hirano (QST),  

R. Ullrich (RERF) 

T. Nishida (NCC) 

09:30 – 12:15 Scientific Session   Chair: W. Rühm (ICRP), K. Ozasa (RERF) 

  1. Setting the Scene W. Rühm and K. 

Applegate (ICRP) 

  2. Human Individual Radiation Sensitivity and 

Prospects for Prediction Factors 

A. Wojcik (ICRP) 

  3. Genetic susceptibility to radiation induced breast 

cancer after Hodgkin Lymphoma. 

M. Hauptmann (ICRP) 

  4. Age-dependence of breast cancer risk A. Brenner (RERF): 

  5. Life style-related cancer risk: Smoking and cancer K. Ozasa (RERF) 

13:15-15:15 Scientific Session   Chair: K. Applegate (ICRP), R. Kanda (QST) 

  6. Radiosensitivity and radiotherapy patients M. Bourguignon (ICRP) 

  7. Individual difference of chromosome aberration in 

accidentally exposed workers 

Y. Suto (QST/NIRS) 

  8. Individual difference of post irradiated antitumor 

effect and lung damage in patients with lung cancer 

H. Onishi (JASTRO) 

  9. Individual variation in clinical practices and 

protocols 

M. Akahane (JRS) 

15:30-17:00 Moderated Discussion Chair: W. Rühm (ICRP), K. Applegate (ICRP) 

17:00 Closing C. Clement (ICRP) 
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（２）放射線防護に関するアンブレラ内の意思決定 

①ネットワーク合同報告会の企画運営・報告書作成 

 平成 31年 1月 16日にネットワーク合同報告会を開催し、大学、研究所、学協会、省

庁、事業者、報道関係者など様々なステークホルダーが参加した（総数 40名）。以下に

報告会の概要をまとめるが、報告書は本事業 HP において公表済みである。詳細につい

ては付属資料 10に記載する。 

 

 

表 8．第 2 回ネットワーク合同報告会プログラム 

 
１．主 催：原子力規制委員会・量子科学技術研究開発機構  

２．日 時：平成 31 年 1 月 16 日（水）13:30～17：00  

３．場 所： トラストシティ カンファレンス・丸の内 

東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館 11 階  
  

  全体進行 川口 勇生（量研） 

13:30－13:35 開会のあいさつ                     吉住 奈緒子(原子力規制庁） 

13:35－13:55 放射線防護アカデミアの今年度の活動報告            神田 玲子(量研） 

13:55－15:15 

アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

・代表者会議     

・日本保健物理学会             

・日本放射線事故・災害医学会 

・日本放射線影響学会      

・日本放射線安全管理学会 

・国際動向報告会での議論                

                       

酒井 一夫(東京医療保健大学） 

赤羽 恵一（量研） 

百瀬 琢磨（原子力機構） 

児玉 靖司（大阪府立大学） 

中島 覚（広島大学） 

杉浦 紳之(原安協） 

15:15－15:30 休憩  

15:30－16:10 

アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

・緊急時放射線防護ネットワーク     

・職業被ばく最適化ネットワーク   

・新たな活動に関する指定発言        

 

百瀬 琢磨(原子力機構) 

吉澤 道夫(原子力機構) 

篠原 厚(大阪大学） 

16:10－16:50  

今後の活動への具体的な提案  

・若手研究者からの提案 

   日本保健物理学会若手研究会 

   日本放射線影響学会・若手放射線 

生物学研究会 

・規制側から要望                   

・フロアからのコメント 

 

 

片岡 憲昭(都産技研) 

砂押 正章(量研) 

 

吉住 奈緒子(原子力規制庁） 

 

16:50-16:55 プログラムオフィサーによる総評            高橋 知之(京都大学） 

16:55-17:00 閉会のあいさつ                  島田 義也(量研） 
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（ア）開会の挨拶 

原子力規制庁の吉住氏は、最近はアカデミアと原子力規制庁の風通しがよくなり、平

成 31 年度の重点テーマの設定においてもアンブレラからの提案がかなり考慮された、

さらにアカデミア間の垣根を越えた検討をする場としても期待している、と述べた。 

 

（イ）放射線防護アカデミアの今年度の活動報告  

本事業代表機関の神田氏（量研）が、アンブレラ事業の組織と事業の概略を説明した。

また今年度の新規事業として、放射線防護アカデミアが行った学会員の人数と専門性や

推移に関する調査の中間報告を行った。さらに本報告会の趣旨を説明し、参加者にコメ

ントシートの記載と提出を求めた。 

 

（ウ）アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

代表者会議の酒井議長（東京医療保健大学）が、放射線防護アカデミア参加学会によ

る規制側と専門家のオープンディスカッションの企画や重点テーマの議論や推進につ

いて説明した。 

続いて日本保健物理学会の赤羽氏（量研）が、アンブレラに関連して学会に設置され

た国民線量委員会、実効線量・実用量委員会および低線量リスク委員会（放射線影響学

会との合同委員会）の活動を紹介した。フロアから、防護量とされる実効線量は実用量

ではないか、との質問があった。 

日本放射線事故・災害医学会の百瀬氏（原子力機構）が、今年度の学術集会のパネル

ディスカッションにおいて、緊急時関連の様々なネットワーク関係者が一堂に会して人

材育成や確保について議論した内容を紹介した。 

日本放射線影響学会の児玉氏（大阪府立大学）が、今年度の年次大会のワークショッ

プで議論された学会の役割や学会連携について紹介した。また学会員に関する調査結果

や低線量リスク委員会（日本保健物理学会との合同委員会）の活動を説明した。 

日本放射線安全管理学会の中島氏（広島大学）が、短寿命核種の安全管理に関する学

会内の議論ならびに学会連携での活動について説明した.また学会が提案した重点テー

マに関連して、従事者の教育訓練について検討を進めていることを紹介した。フロアか

ら、他の事業所で放射線作業を行う場合の追加教育について質問があった。 

本事業分担機関の杉浦氏（原安協）より、国際動向報告会の目的・意図や今年度の報

告会の概要が説明された。また次年度の報告会は、国際機関参加者による円卓会議形式

の自由討論にすることが提案された。フロアからは、円卓会議スタイルで、会場からも

質疑応答をするのは難しいのではないか、とのコメントがあった。 

 

（エ）アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

本事業分担機関の百瀬氏（原子力機構）が、緊急時放射線防護ネットワークの構築に

向けた活動として、構成員リストの整備を進めるとともに環境モニタリング、放射線管
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理、個人被ばく管理の３つのサブ Gr を立ち上げ、技術的課題解決に向けた取り組みを

開始したことを報告した。フロアからは「緊急時」の指す範疇や防護の対象についての

質問があった。 

本事業分担機関の吉澤氏（原子力機構）に代わり神田氏が、職業被ばくの最適化推進

ネットワーク立上げの背景・目的、国家線量登録制度検討グループおよび線量測定機関

認定制度検討グループの参加機関や活動内容を報告した。フロアから、航空機乗務員の

職業被ばくに関する質問があった。 

指定発言者の篠原氏（大阪大学）は、短寿命α核種の安全管理が 29 年度規制庁の安

全規制研究の重点テーマになった背景を説明した上で、法律上の基本的な数値を変える

ことなく管理の合理化が可能であると考えるが、適切なガイドラインの作成が必要とな

るため、放射線防護アカデミアの協力が必要との説明を行った。 

 

（オ）今後の活動への具体的な提案 

日本保健物理学会若手研究会の片岡氏(都産技研)は、若手研の活動も紹介した上で、

若手を活性化する方策として、国際的な若手主催の企画（IRPA-YGN)への支援や社会人

博士号取得の支援を提案した。 

日本放射線影響学会・若手放射線生物学研究会の砂押氏(量研)は、若手を活性化する

方策として、競争的資金の若手枠の創設や研究費の基金化、競争的表彰制度の創設、若

手の集会への支援や国内イベントへの派遣を挙げた。 

原子力規制庁の吉住氏は、アンブレラの役割は、アカデミアと規制庁との橋渡し、異

分野連携による放射線防護研究の推進、人材の確保と育成の 3点にあり、来年度は中間

評価の年にあたるので、この点について成果をまとめて欲しい、とコメントした。 

その後、神田氏（量研）が、参加者が記載したコメントシートに記載された今年度の

活動に関する質問を紹介し、それぞれの担当者が回答した。また国際動向報告会やネッ

トワーク合同報告会へのコメントを紹介した。フロアからは新たな重点テーマが提案さ

れた。これらのコメントに関しては、指定発言者からのコメントと合わせて、代表者会

議において次年度の計画立案の際に検討すると神田氏がまとめた。  

 

（カ）プログラムオフィサーによる総評 

本事業プログラムオフィサーである高橋氏（京都大学）は、事業 2年目にあたる今年

度は重点課題の提案や学会間連携も活発に行われ、新たなネットワークが形成されたこ

とが確認できたとコメントした。また技術職の支援や異なる分野の若手同士の連携など、

若手の活動支援の必要性も確認したと述べた。その上で、3年目に向けてこれまでの計

画よりさらに活動を活発化し、目に見える成果の創出を期待すると述べた。 

 

(キ)閉会のあいさつ 

本事業代表機関の理事である島田氏（量研）は、学会の存在意義は、学問を究めるた
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めだけでなく、社会貢献にもあると述べた。そして、放射線防護アカデミアによる放射

線規制への貢献は端緒についたところなので、ぜひこれからも大いに議論し、汗もかい

て、社会から見える成果を上げられるよう協力してほしいと述べた。 

 

（ク）報告会での議論の展開 

本報告会での報告や議論により、放射線防護アンブレラの役割が以下に整理できること

が明らかになった。 

1．アカデミアと規制の双方向の橋渡し（アカデミア⇒規制庁：問題提起、規制庁⇒

アカデミア：規制的ニーズの提示） 

2．分野横断での研究や検討の実施（異分野融合研究の実施、様々なステークホルダ

ーの協調 

3．人材の確保・育成 

そこで、ネットワーク合同報告会での報告内容や議論を、上記のアンブレラの役割別

に達成状況と今後の取り組みについて整理した（表 9）。指定発言やフロアからのコメ

ントについては、会終了後の検討結果も今後の取り組みとして、表 9内に反映している。 

 

 

図 9．ネットワーク合同報告会にて発表する百瀬氏（原子力機構、左上）、質問する児

玉氏（日本放射線影響学会、右上）。下はコメントシートを基にフロアからの質問に応

えている様子。（平成 31 年 1 月 16 日、トラストシティ カンファレンス・丸の内）  



 
 

表 9．第 2 回ネットワーク合同報告会の成果 ～報告会で明らかになったこと～ 

アンブレラの役割 達成状況の確認 
今後の取り組み 

（報告会終了後、会での議論を受けて決定したことを含む） 

1．アカデミアと規制の双方向の橋渡し ◎橋渡しのための多様な Face to Face のチャネル（オープンディスカッショ
ンや代表者会議、プログラムオフィサーや担当課との協議）が機能している。 

 

①アカデミア⇒規制庁：問題提起 ◎アンブレラから原子力規制庁に平成 31 年度の重点テーマ候補を提案し、
原子力規制委員会での決定において、一部が採択された。 

・ネットワーク合同報告会や学会のイベントでオープンディスカッションを実
施し、学会内の合意形成や規制的ニーズとのすり合わせを行った。 

・代表者会議は、重点テーマの議論のペースメーカーとして機能した。 

・前裁きの議論が必要な課題に関しては、放射線防護アカデミアに参加する
4 学会が内部に委員会を設置し、検討している（例えば、日本保健物理学
会の「実効線量・実用量委員会」など）。 

・本報告会では、高レベル放射性廃棄物を重点テーマとして取り上げるべ
き、という意見が出た。 

◎引き続き重点テーマについて議論する。 

・検討のプロセスはこれまで通りとする。 

・アカデミアと政策立案者が議論する機会を数多く提供する。 

◎国際動向の観点から、国内でも議論や対応が必要な課
題に関して、議論の整理や対応策の提案を行う。 

・国際動向報告会を活用する。テーマを設定し、国際的機
関に参加している専門家によるオープンな円卓討論形式
で実施することにより、論点整理を行う。成果を公表し、
活用できる形にする。 

②規制庁⇒アカデミア：規制的ニーズ
の提示 

◎安全研究成果の規制への取り入れや分野横断研究の実施にあたり、ア
カデミアの協力が必要となる案件が提示された。 

・放射線安全管理学会のアンブレラ関連セッションで提示されたニーズ：短
寿命α核種の合理的安全管理に関して、研究班が策定したガイドライン案
の確認や精査をアカデミアのコンセンサスとして実施してほしい。 

・本報告会で提示されたニーズ：防災方策の正当化の判断に資する放射線
以外のリスクやコストに関する情報や判断に向けた考え方など、分野横断
的な研究を実施してほしい／実施にあたっての課題整理をしてほしい。 

◎代表者会議で「目に見える成果」を生むためのアプロー
チを検討した上で、取り組む。 

・短寿命α核種の安全管理については、平成 31 年度新規
採択課題と連携してガイドラインの議論に参加する方向
で検討する（後述）。 

・防災方策の正当化については、研究のフィージビリティを
検討する（後述）。 

2．分野横断での研究や検討の実施 （研究者の共同研究レベルのみならず）学会や機関単位での連携や合意形
成に向けて、問題認識の共有化やすり合わせが進んでいる。 

 

①異分野融合研究の実施 ◎学会連携による活動を開始、新たな連携活動のテーマを模索した。 

・放射線影響学会と保健物理学会が協働して、放射線科学の専門分野を超
えたコンセンサスとして、「放射線科学の現状をわかり易く解説したレポー
ト」を作成している。 

◎引き続き、学会連携での活動を実施しつつ、新たな連携
について検討する。 

・次年度に、学会合同シンポジウムなどを合意形成のプロ
セスを実施し、コンセンサスレポートを完成させる。 



 
 

 
 

・放射線影響学会のアンブレラ関連ワークショップにおいて、学会連携につ
いて議論し、「専門家育成」や「放射線防護・規制のあり方への提案」といっ
たテーマが提案された。 

・短寿命α核種の安全管理に関する議論に向けて、医療
系学会との連携を開始する。 

◎防災方策の正当化研究のフィージビリティを検討する。 

・次年度のネットワーク合同報告会にて、社会科学者を交
えた議論を行うことを目標に、研究者レベルの異分野交流
からスタートする。 

②様々なステークホルダーの協調 ◎いろいろなステークホルダーが集まり、課題解決に向けて情報共有を行
い、連携や協調に向けた議論を行った。 

・放射線事故・災害医学会のパネル討論会では、放射線防護、医療人、大
学人、自治体、事業者それぞれのネットワークが一堂に会して、ネットワー
ク間の相互協力、（特に人材育成・確保における連携）や、緊急時の要員
派遣上の課題について議論した。明らかになった課題については緊急時
放射線防護ネットワークで取り組むこととした。 

◎既存の検討組織を取込み、効率的に議論を進めつつ、課題解決の障害
となっている部分の議論を集中的に行うため、検討メンバーの層を広げた。 

・職業被ばく最適化ネットワークでは、大学人、産業医、既存の線量登録制
度運用者など、多様なステークホルダーを集めて国家線量登録制度につ
いて検討した。 

◎明らかになった課題の解決に向け、分野横断連携によ
る具体的なアクションを行う（成果の見える化）。 

・ネットワーク間の連携より、要員の教育・訓練のあり方を
検討して教育用教材の整備活用を進める。また関係機関
間の研究連携を促進し、平常時から顔の見える関係を作
る。さらに医療と放射線防護との相互融和を進める活動
を実施する。 

◎多様なステークホルダーと多面的な議論を継続する。 

・費用負担者となる可能性がある「国」と「事業者」の視点
から、被ばく線量の一元管理の必要性や利点について議
論し、目的別に制度やその運用の構想をまとめて、提案
する。 

3．人材の確保・育成 ◎放射線防護アカデミア参加学会の会員に関する調査を実施し、放射線防
護人材の実態を把握した。 

・現時点では、放射線防護領域のポスト不足が、人材確保上のハードルとな
っていると分析した。 

・学会から、それぞれの専門性を活かした職業人教育が提案された。 

・本報告会では、専門教育以前（学校・大学教育）の問題やシニアの活用に
ついても言及された。 

◎グローバル人材の育成方策の制度を作り、実施した。 

・若手に経験を積ませるため、応募者の中から代表者会議が適任者を選考
して、国際的機関が主催する会合に派遣した。 

・本報告会で、若手を活性化させる具体的方策について意見募集した。 

◎調査結果の分析や専門家の問題意識をもとに、放射線
防護人材確保・育成の方策を議論する。 

・学会の調査結果の分析を進めるとともに、ポスト不足以
外の主な問題を同定する。 

・アカデミアやネットワーク内で行われている検討を集約す
る（成果の見える化）。 

◎若手の国際的機関主催会合への派遣事業を継続する。 

・対象とする会合は代表者会議で決定する。 

◎若手を活性化する方策を実施する。 

・若手からの個別提案については、代表者会議で議論し、
アンブレラ事業内での実施が適当と判断されたものを次
年度から実施する。 
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②代表者会議の運営 

 放射線防護アカデミアに参加する 4学会と PLANETの代表者、ならびにアンブレラ事

業担当者からなる代表者会議を組織し、4回の会合を開催した。詳細は付属資料 11を

参照のこと。 

 

 第 4回放射線防護アンブレラ代表者会議（平成 30年 7月 22日） 

 代表者会議の内規を確認の上、議長の選出を行った結果、酒井一夫氏（東京医療保

健大学教授）が選出された。また今年度放射線安全規制研究の重点テーマに関する調

査と新たな提案に関する業務を行うにあたり、「研究現場と規制のニーズとの間にギャ

ップ」をどのように埋めるか議論された。また学会から前回代表者会議以降開催され

た年次大会でのイベントでの議論や、今後開催予定のイベントの準備状況について報

告があった。さらにアンブレラ全体の平成 30年度のスケジュールが確認された。 

 緊急時放射線防護ネットワークと職業被ばく最適化ネットワークから今年度の事業

計画が紹介された。さらに平成 29年度に放射線安全規制研究推進事業内で採択された

短寿命核種の安全管理に関する 2つの研究課題の進捗について、当該研究のプログラ

ムオフィサーから紹介があり、研究を受託した研究班の考えやデータを一般化して規

制に利用する際、アンブレラが確認や議論を行う役割を担うことが検討された。 

 

 第 5回放射線防護アンブレラ代表者会議（平成 30年 11月 2日） 

第 4回代表者会議以降開催された学会年次大会のイベントでの議論について、学会

の担当者から報告が行われた。また国際動向報告会とネットワーク合同報告会につい

て各担当者が準備状況や企画について説明した。さらに原子力規制庁関連のスケジュ

ールとして、研究推進委員会や本事業の年度評価の日程などを周知した。 

2018 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業における派遣者選考の議論が主に

メールで行われたことから、実際に行われた選考の経緯をまとめ、審査の手順や基準

について代表者会議内で合意した部分については制度化することとした。 

学会クレジットの事業報告書や学会員の分布（時系列変化、年齢、専門性）の調査

のフォーマットについて議論を行った。後者については、学会ごとに設立・法人化の

時期や保有している個人情報の内容が異なることから、現実的に調査可能な項目や時

期について調査することとなった。 

 

 第 6回放射線防護アンブレラ代表者会議（平成 31年 1月 16日） 

第 5 回会合から本会合までの間に、放射線安全規制研究の平成 31 年度重点テーマに

関する原子力規制庁での審議が行なわれ、平成 31 年 1 月 9 日に原子力規制委員会が正

式に決定した。その経緯について情報共有を行った。また第 5回代表者会議以降に開催

された学会の 2つのイベントと国際動向報告会について、それぞれの開催責任者から報
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告があった。 

次年度のアンブレラの事業計画の大枠についての議論を行い、アカデミアの活動とし

ては、放射線安全規制研究による成果の規制への反映と若手人材育成の確保と育成に重

きをおいた次年度計画が立案された。特に、若手人材育成の確保と育成に関する方策や

アカデミアの拡張について意見交換を行った。 

 

 第 7回放射線防護アンブレラ代表者会議（平成 31年 2月 23日） 

第 6回会合から本会合までの間に開催されたネットワーク合同報告会について、議論

の紹介や今後のあり方に関する議論が行われた。また成果報告会(年次評価ヒアリング)

での評価委員からのコメントが紹介され、次年度の計画への反映について議論された。 

代表者会議クレジットの報告書案について検討を行った。アンブレラ内で提案した重

点テーマに採択された課題への今後の対応や、今年度実施した学会員の調査の分析、並

びに今後の調査について審議を行った。 

次年度の年次計画に関しては、アカデミア参加学会の業務請負契約の内容や若手人材

の活性化方策について集中的に審議を行った。さらに次年度の国際的機関主催会合等へ

の若手派遣に関しては、年度中に募集を開始する必要があることから、詳細について審

議し、応募要領を定めた。 

 

 

図 10．第 6 回代表者会議会合（平成 31 年 1 月 16 日、東京） 
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Ⅴ．今年度の成果の概要 

 

(ア)アカデミアの役割の明確化 

 アンブレラは、放射線規制活動及び研究活動の土台となる放

射線防護研究関連機関のネットワークである。その中で、個々の

学会は、大学や研究機関と協力して放射線安全規制研究の担い

手といった役割も有しているが、アカデミア全体としては、行政

と連携して、「研究成果を放射線防護上の喫緊の課題の解決のた

めに役立てる」ための PDCAを回す役割を担っている。今年度は

この PDCAの各ステップにおけるアカデミアの関与について明確

化することができた。 

 放射線安全規制研究の重点テーマの設定の最も上流にあるの

は、喫緊の課題を抽出するための情報収集である。その一環とし

て、アンブレラ事業内では国際動向報告会を開催している。今年

度の報告会では、研究成果を放射線規制に反映する場合、社会科

学的な議論も必要であるが、日本の放射線規制行政において

はその側面が弱いことが指摘された。 

このように、放射線規制上の課題が明らかになった場合、

日本の現状と照らし合わせて、その課題の喫緊性を検討する

“前裁き”の議論もアカデミアに期待されていることが、学会主催のイベントを通じて

明らかになった。次年度以降は、国際動向報告会やネットワーク合同報告会、各学会の

イベント等がこのような議論の場としても十分機能するように企画を立案する。  

こうした議論を経て、重点テーマが設定され、放射線安全規制研究が遂行された後も、

研究を受託した研究班の考えやデータをガイドラインや標準等の形式で規制に利用す

る際、アカデミアが、データの確認やマニュアル化の議論に関与することが期待されて

いることが、今年度のネットワーク合同報告会や代表者会議で明らかになった。平成 30

年度にはいくつかの放射線安全規制研究が終了し、成果を規制に反映するステージに移

ることから、次年度は、この研究成果と規制へのつなぎの部分にアカデミアが関与する

ことを計画している。 

 

(イ) 行政とアカデミアの密接な関係の構築  

アンブレラ事業の特徴は、既存の学会、ネットワーク、検討会などが緩やかに連携し

つつ、窓口を一本化して、行政とアカデミアが連結する点にある。本委託事業終了後も、

放射線防護アンブレラが、継続的かつ主体的に活動を続け、放射線規制の喫緊の課題の

速やかな解決に貢献するためには、行政とアカデミアの双方がこの活動にメリットを感

じる必要がある。この緩やかな連携と窓口の一本化により、アカデミアと行政の双方に

安全規制 
研究の遂行 

情報集
約・議論 

重点テーマ 
の設定 

ガイドライン
への提言 

規制へ 
の反映 

図 11．放射線防護アカ

デミアの役割(重点テー

マとの関わりを例に) 
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もたらすメリットにどんなものがあるか、一つでも多く明らかにし、継続的な活動によ

ってそのメリットを具現化していくことが、この事業の成果になりうる。 

研究者にとって、自分が属する研究領域が重点テーマに選定され、自分あるいは自分

が所属する研究グループの研究テーマが採択されること、あるいは最新の国際動向の情

報が得られることは個人レベルで大きなメリットではある。また学会の活性化や若手人

材の育成は、自らが所属する研究領域のすそ野を広げ、基盤を強固にするものである。

さらに現場で放射線管理を行っている研究者や実務者、また放射線のユーザである研究

者にとっては、放射線／放射性物質の安全な利用と合理的な管理は、研究しやすく、か

つ安全が確保されている職場づくりにつながる。 

 

表 10．行政とアカデミアの Win-Win の関係構築に向けて (今年度の成果) 

 

 

(ウ) 事業の実績 

外部への発信としては、以下の通り、誌上発表（3 件）、口頭発表（5 件）、報告書作

成（6 件）、HP 作成を行った。また ICRP の第 1専門委員会会合（平成 30 年 9 月 20 日、

シカゴ）において、アジェンダ「放射線影響に関する研究プログラムの進捗状況」の中

で本事業が紹介された。またアカデミア参加学会が行った学会員に関する調査の結果は、

各学会が報告書にまとめ、国際動向報告会やネットワーク合同報告会の開催報告書とと

もに、HP上で公表された。さらにアカデミア参加学会の年次大会等において、アンブレ

ラ事業関連ワークショップ等が開催された。 

 行政ニーズへの対応 アカデミアにとってのメリット 

国内の放射線防護

研究の推進に関す

る検討 

・研究推進委員会での重点テーマの提

案（H30.11.26)  

・放射線審議会での国際的機関の学術

動向の報告（H31.1.25)  

・行政と専門家との議論の場の提供(4

学会の各年次大会＋ネットワーク合同

報告会⁺代表者会議) 

⇒規制上取組むべき課題の把握、行

政ニーズのアカデミアへの浸透等 

・研究成果の一般化・規制への利用に

向けた議論 

・平成 30 年度にアンブレラが提案した

重点テーマ候補の採択(一部)／アン

ブレラ事業内での推進(一部) 

・学会連携の推進⇒コンセンサスレポ

ートの作成(来年度完成予定)、放射線

の学校教育や従事者教育の推進の

検討 

・国際的機関の研究動向や研究ニーズ

に関する最新情報の共有 

・来日した ICRP‐TG111 関係者への国

内成果の発信や情報共有 

放射線防護分野の

若手人材の育成 

・人材分布の実態把握（学会員の調査

などを含む） 

・国際的機関が主催するイベントへの

若手の派遣制度の確立と実施 

課題解決型ネット

ワークの活動 

・現行の環境モニタリングが関わる問題

点の把握（１F 事故のバックグラウンド

の変更などを含む） 

・放射線管理支援に係るキャパシティの

把握 

・測定機関の技能試験の合否判定基準

についての基礎データ収集 

・災害支援スキームの整備 

・各機関で実施している原子力防災関

連教育の課題整理と支援 

・環境モニタリングにおける東電福島第

一原発事故の影響評価の一般化 

・大学や医療現場といった流動性の高

い職種に相応しい一元化の検討 
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誌上発表 3件(付属資料 12に別刷りをまとめた) 

・Kanda, R et al, Report on the Discussion of Priority Topics of Radiation 

Safety Research: The First Action of the Umbrella Project, a Newly 

Established Platform for the Field of Radiation Protection, Jpn. J. Health 

Phys., 53, 176—180，2018 

・神田玲子:放射線防護分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラ

ットフォーム形成、日本放射線安全管理学会誌 17, 76—77, 2018 

・松田尚樹：放射線防護分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プ

ラットフォーム形成(Establishment of problem-solving network for 

radiological protection research)，日本放射線安全管理学会誌 17, 125-127, 

2018 

口頭発表 5件 

・Yamada, Y et al： International Workshop on the Biological Effects of 

Radiation, March 21, 2018, Osaka  

・松田尚樹：日本放射線安全管理学会第 15回 6月シンポジウム、平成 30年 5月 24

日、東京 

・神田玲子ら：日本保健物理学会第 51回研究発表会, 平成 30年 6月 29日、札幌 

・神田玲子：日本放射線事故・災害医学会第 6回(平成 30年度)学術集会、平成 30年

9月 22 日、東海 

・百瀬琢磨：日本放射線事故・災害医学会第 6回(平成 30年度)学術集会、平成 30年

9月 22 日、東海 

HP 作成 1 件 

・放射線防護アンブレラ事業： http://www.umbrella-rp.jp/index.php 

報告書作成 6件(上記 HPで公表済み) 

・日本放射線安全管理学会：放射線安全管理分野における放射線安全規制研究の重点

テーマに関する調査と新たな提案、平成 31年 2月 

・日本放射線影響学会：放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提

案、平成 31年 2月 

・日本放射線事故・災害医学会：同上、平成 31年 2月 

・日本保健物理学会：同上、平成 31年 2月 

・原子力安全研究協会：放射線防護に関する国際動向報告会報告書、平成 31年 2月 

・量子科学技術研究開発機構：第 2 回ネットワーク合同報告会報告書、平成 31年 3月 

ワークショップ等の企画・開催 4件 

・特別セッション：原子力規制庁放射線防護研究 アンブレラ型ネットワーク推進事

業、日本保健物理学会第 51回研究発表会, 平成 30年 6月 29日、札幌   

・パネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」放

射線事故・災害医学会第 6回学術集会、平成 30年 9月 22日、東海  

・ワークショップ「放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学

会の役割」日本放射線影響学会第 61回大会、平成 30年 11月 9日、長崎  

・特別セッション「短半減期核種の放射線安全管理の現状と課題」放射線安全管理学

会第 17回学術大会、平成 30年 12月 6日、名古屋 

 

http://www.umbrella-rp.jp/index.php
http://www.umbrella-rp.jp/index.php
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 Ⅶ．次年度の事業 
 ここまでに報告した通り、平成 29－30 年度の事業はロードマップおよび事業計画書

に沿って実施した。次年度も基本的にはアンブレラ事業採択時に策定したロードマップ

に従い事業計画を立案し、事業を進める。また平成 30 年度の実績を踏まえ、新たな計

画を以下に列挙する。 

 

〇放射線防護アカデミアの活動 

・平成 30 年度に終了した放射線安全規制研究の成果について、考えやデータを一般

化して規制に利用する際の確認や議論を行う。 

・社会科学との融合研究のフィージビリティの調査や、学会間の空隙に落ちている課

題のフォローなどを行う。 

 

〇放射線防護アカデミア参加学会の活動 

・学会の若手会員が減少している業種や業務を特定するとともに、放射線防護分野の

人材確保・育成に関する具体的な方策に関して若手を交えた検討を行う。 

・学会活動を通じて、若手研究者間のネットワークの運営あるいは国際交流など若手

を活性化するための支援を行う。 

 

○緊急時放射線防護ネットワークの活動 

・３つのサブネットワーク活動の強化のため、個別分野毎に人材の確保、育成プラン

作りを進める。また教育用教材の整備活用を進める 

・専門家向けの放射線緊急事態対応ガイドの構成案の検討を行う 

 

○国際動向報告会の開催 

・国際的機関に参加する国内の専門家が、各機関の研究ニーズを整理した上で日本と

して今後取組むべき問題を円卓会議形式で討論し、アンブレラに提議する。 

 

○ネットワーク合同報告会の開催 

・学会が主催するイベントや代表者会議において規制側が提起した問題等規制ニーズ

について、解決の道筋をアカデミアと政策立案者が検討する場を作る。国際的機関

の会合に派遣された若手の出張報告に基づく討論等、学会を代表する若手研究者ら

が主体的に参加するプログラムを企画する。 
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Ⅶ．付属資料リスト 

 

平成 30 年度事業計画書内では、いくつかの活動について、クレジットが異なる個別の

報告書を作成している。 

こうした報告書や代表者会議の議事概要、外部発表資料を、本報告書の付属資料とす

る。以下一覧を示す。 

 

付属資

料番号 
資料名 

事業計画 

該当番号 

1 放射線安全規制研究を支える基盤と連携～放射線防護アカデミアからの報告～(代表者会議) 2．(2)② 

2 放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案（日本放射線安全管理学会） 1．(1) 

3 放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案（日本放射線影響学会） 1．(1) 

4 放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案（日本放射線事故・災害医学会） 1．(1) 

5 放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案（日本保健物理学会） 1．(1) 

6 平成 29 年度緊急時放射線防護ネットワーク構築報告書（日本原子力研究開発機構） 1．(2) 

7 平成 29 年度職業被ばくの最適化推進成果報告書（日本原子力研究開発機構） 1．(3) 

8 平成 30 年度および平成 31 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業について 1．(4) 

9 放射線防護に関する国際動向報告会報告書（原子力安全研究協会） 2．(1)① 

10 ネットワーク合同報告会 開催報告書（量子科学技術研究開発機構） 2．(2)① 

11 第 4～7 回代表者会議議事概要 2．(2)② 

12 H30 誌上発表別刷 1．(1)① 

13 
平成 31 年度放射線安全規制研究推進事業の重点テーマについて 

（平成 30 年度第 1 回研究推進委員会ヒアリング資料） 
1．(1)① 

14 放射線安全規制研究戦略的推進事業 成果発表会（平成 31 年 2 月 14 日） 発表資料 3． 

 

 
 
 



 

 

付属資料 1 

 

 

 

平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における

課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 

 

 

 

 

放射線安全規制研究を支える基盤と連携 

～放射線防護アカデミアからの報告～ 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

放射線防護アンブレラ代表者会議  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書は、第 4回代表者会議（平成 30年 7月 22日）、第 5回代表者会議（平成 30年 11

月 2日）、第 6回代表者会議（平成 31年 1月 16日）およびネットワーク合同報告会（平

成 31年 1月 16日）での議事内容をベースに代表者会議の活動を取りまとめたものであ

り、第 7回代表者会議（平成 31年 2月 23日）において審議・承認された。 
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1 検討の背景と目的 

 
 「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラッ

トフォームの形成事業」（以下、「アンブレラ事業」という。）は、原子力規制委員会が

平成 29年度から開始した「放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業

費）」の一課題として採択された事業である。本事業の実施は、原子力規制委員会から

量子科学技術研究開発機構（以下、量研）、日本原子力研究開発機構（以下、原子力機

構）、原子力安全研究協会（以下、原安協）が受託し、この 3機関がネットワークによ

る自立的な議論や調査、アウトプットの創出等を支援する役割を担っている。 

 

 アンブレラ事業では、放射線防護の喫緊の課題の解決に適したネットワークを形成

しながら、放射線防護に関連する学術コミュニティと放射線利用の現場をつなぐこと

を目的とした活動を行うこととしている。また、放射線防護の専門家集団が課題解決

案を国等に提案するのみならず、ステークホルダー間での合意形成や施策の実施にも

協力する存在となるため、日常的に国際動向に関する情報や問題意識を共有する環境

を 5年間かけて整備することを、事業目標として掲げている。 

 その仕組みとして考えているのが、学術コミュニティと課題解決型ネットワークを

つなぐアンブレラ型のプラットフォーム、いわゆるアンブレラである（図 1）。アンブ

レラ事業内では、報告会の開催や HP作成等、関係者間の情報共有や横断的議論の場を

提供するとともに、ネットワークを構成する団体や組織の代表者で構成された「代表

者会議」がアンブレラの運営全般に関与することで、放射線防護分野の全ステークホ

ルダーが、個別の課題の解決といった共通の目的に向けて「情報共有」「連携」「協

調」を進めている。 

 

 放射線影響・防護関連学会のネットワークである「放射線防護アカデミア（以下、

アカデミア、と呼ぶ。）」には、日本放射線安全管理学会、日本放射線影響学会、日本

放射線事故･災害医学会、日本保健物理学会及び放射線リスク・防護研究基盤(PLANET)

が参加している（平成 31年 2月現在）。このうち法人格を持つ団体は、アンブレラ事

業の実施代表機関である量研との間で業務請負契約を締結し、本事業に協力した。 

図 1．課題解決型ネットワークとアンブレラ型プラットフォームの構成 
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 今年度、代表者会議は、主に以下の 3項目について検討を行った。昨年度までの事

業の進捗との関係や今年度の検討目的を以下に記す。 

 

 検討項目 1：放射線安全規制研究重点テーマの整理や推進 

昨年度、アカデミア参加団体である日本保健物理学会、日本放射線安全管理学会、日本放

射線影響学会及び日本放射線事故・災害医学会および放射線リスク・防護研究基盤（PLANET）

は、放射線安全規制研究の重点テーマ候補を提案した。代表者会議では、学会内での検討状

況やネットワーク合同報告会での議論に基づき、提案された 30 課題のいずれもが放射線

防護上の重要な研究であり、重点テーマの候補として妥当であるという結論に至った。 

そこで、今年度は、抽出された重点テーマ候補 30 課題を主な対象として、具体的な

アウトプットや放射線防護上のアウトカムに着目した整理を行うこととした。この整理

に当たっては、①学会が主催する学術集会で関連ワークショップ等を開催し、研究領域

ごとに議論を深める、②そこでの議論を代表者会議内で共有する、③学会の活動や代表

者会議等において、行政と専門家がディスカッションを行うこととした。 

 

 検討項目２：放射線防護人材に係る調査と検討 

昨年度の重点テーマの検討において、放射線防護人材の不足や若手の育成から優先すべ

き研究についても抽出された(例: 低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調

査研究)。そこでアカデミアに参加する 4学会は、学会員の人数や専門性等の時系列的変化

(将来予測を含む)に関する調査を実施し、代表者会議において、放射線安全規制研究を支え

る放射線防護人材の確保や若手の育成の方策について議論することとした。 

また放射線防護分野のグローバル若手人材育成のため、アンブレラ事業として国際的イ

ベントへ若手専門家を派遣するにあたり、代表者会議は派遣者の選考等に係る手続きや基

準等について定めることとした。 

 

 検討項目 3：科学的知見の規制への取り込みにおけるアカデミアの役割 

放射線安全規制研究戦略的推進事業が発足して 2 年目にあたる今年度末には、本事業枠

で実施されている一部の研究課題が終了し、その成果を規制に反映する段階に入る。そこで、

「安全規制研究の達成」と「規制への取り入れ」のつなぎ部分において、アカデミアが果た

す役割について、安全規制研究を実施する者や政策立案者とともに議論を行い、検討の結果

を次年度のアカデミアの活動に反映することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．代表者会議の会合の様子  
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2 検討のプロセスと結果 

2.1 放射線安全規制研究重点テーマの整理や推進 

 

昨年度の重点テーマの抽出にあたっては、将来的に放射線防護上重要なテーマが漏

れてしまうことを防ぐため、基礎研究も含めて幅広に集められた。そのため抽出され

た 30 課題について、いくつかのカテゴリーに整理し、必要に応じて、アカデミア参加

団体およびアンブレラ事業が、カテゴリーに見合った研究の推進を支援することが適

当と考えられた。 

カテゴリーは以下の通り。 

①放射線安全規制研究事業での実施が適当 

⇒本事業において来年度の重点テーマとして提案する対象とする 

②原子力規制庁の個別の委託事業内での実施が適当（特に緊急性の高い調査など） 

③アンブレラ事業内で実施可能（実験や開発の要素がないもの） 

④学会等が単独あるいは連携して主導的に推進 

⑤他省庁の計画に位置付けられるのが適当 

 

第 3回代表者会議(平成 30年 3月 4日開催)の議論において、アンブレラ事業との親

和性の高い以下の 3 課題については、次年度からアンブレラ事業内で実施することが

可能であるとの意見が出た。 

・「多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討（放射線安全管理

学会提案）」で提案された内容の一部、特にロードマップについては、職業被ばく

最適化推進ネットワーク内での検討が可能 

・「緊急時モニタリング体制の整備に関する調査研究（日本保健物理学会提案）」の一

部は、緊急時放射線防護ネットワーク内で検討や調査が可能 

・「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス（日本保

健物理学会と日本放射線影響学会の共同提案）」は、アンブレラ事業内で、提案した

2 つの学会が主導的に進め、PLANET が協力するのが適当 

 

こうした重点テーマ候補の課題の整理にあたって、アカデミア参加学会は、平成 30

年度に開催する各自の年次集会において、アンブレラ関連のワークショップなどを企

画し、オープンな場で行政を交えての議論を行った（表 1）。各学会の年次大会で行わ

れた議論は、直近に開催された代表者会議において、代表者会議メンバー内（事業実

施主体及び原子力規制庁を含む）で共有された。 

 

本事業代表者は、各学会での議論を参考に「①放射線安全規制研究事業での実施が

適当」および「③アンブレラ事業内で実施可能（実験や開発の要素がないもの）」に相

当する課題を選別し、代表者会議と協議を行った。 
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表 1．放射線防護アカデミア参加学会主催によるアンブレラ関連イベント 

大会情報 イベント名 参加した行政 

日本保健物理学会 
第 51回研究発表会 
平成 30年 6月 29日、札幌 

特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究 アンブ
レラ型ネットワーク推進事業」 (テーマは、ICRP/ICRU
の新たな線量概念の導入と職業被ばく管理上の課題) 

放射線防護企画
課が登壇 

放射線事故・災害医学会 
第 6回学術集会 
平成 30年 9月 22日、東海 

パネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワ
ーク間の連携を考える」 

放射線防護企画
課がフロアから
発言 

日本放射線影響学会 
第 61回大会 
平成 30年 11 月 9日、長崎 

ワークショップ「放射線防護・放射線規制における関連
学会の連携と放射線影響学会の役割」 

放射線防護企画
課が登壇 

放射線安全管理学会 
第 17回学術大会 
平成 30年 12 月 6日、名古屋 

特別セッション「短半減期核種の放射線安全管理の現状
と課題」 

放射線規制部門
が登壇 

 

 

 放射線安全規制研究事業での実施が適当」と考えられる課題の選択  

 

本事業の事業計画書では、「研究推進委員会等において重点テーマを検討する際に参

考となる資料を作成する」こととされている。そこで、事業代表者は、上記のような学

会を中心とした議論に加えて、安全研究に関する規制庁の方針や放射線審議会での議論

を踏まえて、30課題の中から取捨選択し、個々の課題の内容を精査し、最終的に以下の

4 つのテーマに集約した。 

 1.原子力災害等における初期対応のための手法開発とマニュアル化のための研究 

 2.短半減期核種の利用と合理的管理のための研究 

 3.業務による被ばく状況や雇用形態の違いに対応した職業被ばく管理の適正化のた

めの調査研究 

 4.東京電力福島第一原子力発電所周辺の現存被ばく状況の検証的評価研究 

 

事業代表者がとりまとめた重点テーマ案は、代表者会議メンバーからのコメントを反

映したのち、平成 30年度第 1回研究推進委員会（平成 30年 11月 26日）でのヒアリン

グで発表された（図 3）。 

 

その後、平成 30 年度第 2 回研究推進委員会での議論を経て、平成 30 年度 52 回原子

力規制委員会(平成 31 年 1 月 9 日）において、平成 31 年度の重点テーマは以下の 3 件

に決定した。 

Ⅰ. 放射性物質による多数の汚染・傷病者の初期対応に係る技術的課題の検討 

Ⅱ. RI・放射線利用の実態を踏まえた安全管理の合理化・体系化 

Ⅲ. 放射線規制関係法令の運用に係る共通的課題の調査研究 

 

本事業から提案した 4件のうち 3件が考慮された結果となった。考慮されなかった課

題のうち、他省庁の研究の枠組みの方が適当と原子力規制委員会が判断したもの（例：

「福島第一原子力発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料収集

組織の構築」の一部」）に関しては、別途、個別に関連省庁に伝えられることとなった。 
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なお、アカデミアが抽出した重点テーマ候補 30課題全てが、研究推進委員会の資料

として広く公表されるとともに、原子力規制庁から関係省庁に伝えられている。 

 

図 3．本事業からの重点テーマの提案 

（平成 30 年度第 1 回研究推進委員会 資料 1－2 より抜粋） 
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 「アンブレラ事業内で実施可能」な課題の選択と実行可能性の確認 

  

昨年度抽出された重点テーマ候補のうち「放射線安全管理⽅法の最新の知⾒のサイ

トの構築」に関しては、各学会が保有するコンテンツ（例：ガイドライン）をアンブ

レラ事業で立ち上げる Webサイトに転載することに著作権上の問題があることが第 3

回代表者会議（平成 30年 3月 4 日）に指摘されていた。 

そこで、アカデミア参加学会に対し、学会が保有する著作権の扱いに関するアンケ

ート調査を実施した（図 4）。 

 

学会が HPで一般公開されているコンテンツ（投稿論文以外）に関しては、著作権の

所在や他サイトへの転載やリンクの許諾について、明文化されたルールを持たない学

会が多かったが、個別の要望があれば対応可能、という回答を得た。そこで、平成 31

年度には、学会の HPのコンテンツを利活用しつつ、国内の放射線防護に関する諸制度

と国際的な放射線防護等に関する知見等を WEB 上で閲覧できる「放射線影響・放射線

防護ナレッジベース」の整備を行うこととする。 

  

 

図 4．放射線防護アカデミア参加学会へのアンケート（著作権について） 

 

 

 本事業内外のネットワークとの連携による実施 

重点テーマ候補 30課題の中で、「多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理に

ついての検討」は、関係するステークホルダーが極めて広範であり、合意形成が難しい

課題である。 
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昨年度の代表者会議では、本事業内の職業被ばく最適化ネットワークで検討すること

が可能との意見があり、今年度より、上記ネットワークの国家線量登録制度検討グルー

プに、「健全な放射線防護実現のためのアイソトープ総合センターをベースとした放射

線教育と安全管理ネットワーク」や日本産業衛生学会の関係者が参加し、職業被ばく管

理における①「国」と「事業者」の役割分担、②費用負担の考え方、③個人情報の扱い

に関する議論を進めている。 

 

 次年度以降の活動について 

平成 31年 2月末現在、昨年度重点テーマとして抽出された 30 課題のうち、①放射線

安全規制研究事業での実施が適当、②別の委託事業内での実施が適当、③アンブレラ事

業内で実施可能、④学会等が単独あるいは連携して主導的に推進、⑤他省庁の計画に位

置付けられるのが適当、のいずれかに分類されたものは全体の 3 分の 2である（表 2）。

残りの 3 分の 1 については、引き続き、学会の年次大会における議論の機会を活用し、

研究推進に向けた整理を進めることとする。 

また、アンブレラ事業が提案し、原子力規制委員会が採択した重点テーマの枠で採択

された研究課題に関しては、その遂行や規制への反映を代表者会議として注視すること

とする。さらに学会から新規の重点テーマ課題に関する提案があれば、代表者会議で審

議を行い、適当と判断された課題をリスト（表 2）に追加し、研究推進に関わることと

する。 
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表 2. 代表者会議が重点テーマの候補と選定した 30 課題の整理（平成 31 年 2 月現在） 
Ⅰ. 放射線の生物学的影響とリスク  カッコ内は実施主体 
  低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調査研究 ① H31重点テーマとして提案⇒不採択 
  低線量放射線の長期的影響とバイオマーカーの検索   
  がんゲノム医療時代における放射線防護の基準策定   
  動物実験データを用いた放射線影響リスク解析と疫学への橋渡し方策の検討 ④ (PLANET)検討 WGを設置し、着手 
  線量率効果係数(DREF)推定に必要なデータベース整備と生物学的分析からの洞察 ④ (PLANET)提案の一部に着手 
  放射線業務従事者・放射線がん治療患者を対象としたバイオバンク構築に関する検討   
  放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス ③ (保物学会･影響学会)合同で実施 
  放射線被ばくによるがんリスク表現の検討   
Ⅱ. 放射線安全利用   
  新しい利⽤形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確⽴-  ① H31重点テーマとして提案 
  多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討 ① H31重点テーマとして提案 
  ICRP/ICRUの新しい線量概念の導入に関わる課題への対応研究 ①② H30委託調査、H31重点テーマとして提案 
  放射線安全管理⽅法の最新の知⾒のサイトの構築 ③ (量研)H31より対応を検討 
Ⅲ. 原子力・放射線事故対応    
  福島第一原子力発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料収集組織の構築 ①④ H31重点テーマとして提案⇒環境省に情報提供 
  放射線事故被ばくに対応できる生物学的線量評価の自動化モデルケースの構築 ① H30安全規制研究として採択済み 
  放射線緊急時の EPRによるトリアージ手法の研究 ① H31重点テーマとして提案 
  原子力災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究 ① H31重点テーマとして提案 
  内部被ばく線量評価と早期治療介入の手法と体制の開発・調査研究 ① H31重点テーマとして提案 
  緊急時モニタリング体制の整備に関する調査研究 ③ (緊急時 NW)学会とも連携して対応 
Ⅳ. 環境放射線と放射性廃棄物   
  短半減期核種での減衰保管の導⼊の是⾮をどう考えるか？ -放射性廃棄物の課題に皆で向き合う-  ① H31重点テーマとして提案 
Ⅴ. 放射線測定と線量評価   
  放射線の検出技術の施設管理への応⽤ ① H31重点テーマとして提案 
  自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計 ④ (保物学会)臨時委員会で実施 
  粒子線治療施設における作業従事者のための実用的粒子線被ばく防護基準策定を目指すデータ集積 ① H31重点テーマとして提案 
  幅広い分野での放射線管理における線量拘束値の活⽤のあり⽅に関する研究   
Ⅵ. 放射線教育､リスクコミュニケーション   
  放射線業務従事者に対する放射線教育の充実と不安軽減評価の調査研究   
  e-learningを基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラットホーム開発 ④ (安全管理学会)委員会で検討 
  N災害対応のための消防署員への放射線教育プログラム開発と教育教材の提供    
  教育現場における放射線安全管理体制の確⽴ ⑤ 規制庁から文科省への情報提供 
  義務教育での放射線教育カリキュラム導入を目指した放射線教育担当教員人材育成のモデルケースの構築    
 放射線診療における実践的な放射線防護教育に関する研究 ⑤ (厚労省)医療法省令改正/当該従事者の研修 
  放射線に関する PR活動の国際状況調査   
①放射線安全規制研究事業での実施、②原子力規制庁の個別委託事業内での実施、③アンブレラ事業内で実施、④学会等が単独あるいは連携して主導的に推進、⑤他省庁の計画に位置付けられるのが適当 
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2.2 放射線防護人材に係る調査と検討 

 

放射線防護人材の確保および育成は、国際的な課題であり、重点テーマに関しても

若手の育成の観点から優先すべき領域について議論された。しかしこの議論は、決し

て最近始まったものではない。 

例えば、2009 年に原子力安全委員会が策定した「原子力の重点安全研究計画（第２

期）」においては、今後放射線防護分野の人材の枯渇が予想されるとして、「大学間の

連携による連合大学院、大学と研究機関、民間等との連携による連携大学院、共同利

用・共同研究拠点、大学と民間企業、政府・自治体等との連携による産学官連携の枠

組みや海外の大学との共同研究、交換留学等を積極的に推進して、取組の継続性に配

慮しつつ組織的・体系的な教育研究を実施する必要がある」と記載されている。しか

し 2012年 9月 19 日に原子力安全委員会が廃止され、上記の人材育成計画はほとんど

実現しなかった。その後、原子力規制庁や文部科学省主導で、大学教育や職業人教育

（研修）の充実化が進められているものの、放射線防護人材の実態については十分把

握されているわけではない。 

 

 放射線防護アカデミア参加学会の学会員の動向を指標とした実態把握調査 

 

米国放射線防護審議会(NCRP)では、2013 年にワークショップを開催し、国家的ニー

ズへの対処に必要となる様々な領域の放射線専門家が、現在また将来的に存在するか

どうかが評価した。政府機関、産業界、学界、医学界、職能団体からの専門家が参加

し、30 を超える団体によるプレゼンが行われた。その成果をもとに、2015年には

「放射線の専門家はどこに（Where are the Radiation Professionals?）」というステ

ートメントを発表した。このステートメントでは、各分野の世代交代の時期や短期的

および長期的な人材確保の状況を予想しているが、その根拠の一つとして、米国保健

物理学会の学会員数の減少を挙げている（図 5）。 

 

図 5．米国保健物理学会会員数(NCRP Statement No.12, 2015 より抜粋) 

会
員
数

 

合計 
正会員 
その他 
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上記のように、学会員数が放射線防護人材の状況を把握するための有用な目安にな

ることから、アカデミア参加学会は、学会員の人数や専門性等の時系列的変化(将来予測

を含む)に関する調査を実施した。 

学会によって、保有している会員の個人情報（年齢や専門性など）や設立時期/法人

化の時期が異なる。そこで、代表者会議で検討した理想的な調査項目・時期案をもと

に、各学会が対応可能な範囲で調査し、代表者会議に報告することとした。 

本報告書では、学会の調査結果を比較し、分析した結論をまとめる（各学会の調査

結果の詳細については、学会の報告書をご覧いただきたい）。 

 

[アカデミア参加 4学会の会員数の変化（図 6）] 

日本保健物理学会に関しては、2010 年から 2011 年にかけての大幅な会員数減少が

見られるが、これは長期会費未納者を退会として処理したことによるものである。そ

の後も 2014年まで減少傾向が続いた。また日本放射線影響学会も長いスパンでみると

減少傾向が認められる。一方、日本安全管理学会と日本放射線事故・災害医学会には

減少傾向は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．放射線防護アカデミア参加学会の会員数の推移 

 

 

[アカデミア参加学会の年齢分布] 

現在の年齢分布を図 7に示す。日本保健物理学会は年長グループほど会員数が多

い。一方、日本放射線影響学会では、30代が少ないものの概して年代による会員数の

差は少なく、特に 20代（ほとんどが学部生・大学院生と思われる）が多いといった特

徴がみられた。日本放射線安全管理学会は両者の中間的傾向が見られた。なお日本放

射線事故・災害医学会は、会員の年齢情報を保有していないため、今回の調査結果に

は含まれていない。 
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図 7．放射線防護アカデミア参加学会の学会員年齢分布 

 

年齢分布の時代変化（2001年～2018 年）に関しては、日本放射線安全管理学会と日

本放射線影響学会の調査結果が得られた（表 3）。両学会とも、2001年に比べ、2018

年の方が 20代の割合が増えているが、30-50代（放射線影響学会）あるいは 40-50代

（放射線安全管理学会）の割合が減少していた。 

放射線関連の大学の講座数が減少していることが問題視されることは多いが、学会

員数から見る限り、学生の数や割合は減っていない。しかし、30代、40 代の割合が減

少していることに鑑みると、2001年当時 30代、40 代だった会員が、2018年には 50

代、60代と高齢化している割に、2001年当時 20 代だった会員やその後の学生会員が

学会にとどまっていない、と解釈することができる。 

長い将来的には、放射線関連の大学の講座数の減少による影響が顕在化するかもし

れないが、現時点では放射線影響・防護関連のポスト不足の方が、放射線防護人材不

足にとって深刻な原因となっているかもしれない。 

 

 

表 3．学会員の年齢分布の時系列推移 

 

 調査年 20s 30s 40s 50s ＞60 

日本放射線影響学会 2008, 2013, 2018 ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

日本放射線安全管理学会 2001, 2018 ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 
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 放射線防護分野のグローバル若手人材育成 

 

我が国の放射線規制においては、原則、様々な国際的機関での検討を経て構築され

た放射線防護体系を取り入れている。そのため、当該分野のグローバル人材の育成も

大きな課題である。先に引用した原子力安全委員会の「原子力の重点安全研究計画

（第２期）」においても「人材育成を行うに当たっては、国際的なコミュニケーション

能力や学際的な分野への対応能力を含めた専門的知識を活用・応用する能力（専門応

用能力）、プロジェクトの企画等を行うプランニング能力、マネジメント能力等の職業

人として修得すべき能力を身につけさせるよう配慮する」として、グローバル人材を

想定したと思われる能力について言及している。 

 

そこで今年度から国際的機関等が主催する会合に若手を派遣する事業に着手した。 

若手研究者が国際学会に参加する場合、数多くの学協会が旅費支援をしていること

から、本事業の派遣先は当面国際的機関等が主催する会合に限ることとした。応募要

領の要点を図 8にまとめる。 

 

図 8．平成 30 年度国際的機関が主催するイベントへの若手派遣の応募要領概要 

 

 

この応募の第 1次アナウンス（平成 30年 3月 15 日付、OECD-NEA主催国際放射線防

護スクールと IAEA主催国際シンポジウム：原子力・放射線緊急時における公衆とのコ

ミュニケーションへの応募）、第 2 次アナウンス（平成 30年 7月 31 日付、ICRP・

ICRU 共催 90 周年コロキウムを応募対象に追加）とも、学会の HPやメール通信を介し

て行われた。 

代表者会議による選考の手順については、公平性を期すため事前のメール審議にて

以下の通り決議した。 

 事業の目的 
 放射線防護アンブレラ代表者会議では、放射線防護関連の国際的機関が主催する会合に、若手専門家を派
遣し、もって当該分野におけるグローバル人材の育成と確保の一助とする。 

 
 応募資格 
(1) 放射線防護アカデミアに参加する学会の正会員 
(2) 所属機関が、当該分野のグローバル人材育成の対象とすることに承諾している者 
(3) 健康状態が良好で、応募時点で 45歳未満の者 
 
 対象イベント 
・OECD-NEA主催 国際放射線防護スクール（2018年 8月 20-24日、ストックホルム） 
・IAEA主催 国際シンポジウム：原子力・放射線緊急時における公衆とのコミュニケーション（2018年 10月 1-

5日、ウィーン） 
・ICRP・ICRU共催 90周年コロキウム（2018年 10月 17-18日、ストックホルム） 

 派遣後の活動 
派遣者には、平成 30年度の放射線防護に関わる国際動向報告会に出席し、出張報告を行うことを期待する。 
また、放射線防護専門家の若手代表として、放射線防護アンブレラ事業に協力する。 

 
 所属機関の上長(職場の直属の上司や指導教官等)からの抱負と押印が必須 
  上長は、申請者を放射線防護のグローバル人材として育成することの抱負を記載すること。 
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[選考プロセス] 

・申請書は、申請と同時に代表者会議メンバー全員にメールで送付される 

・申請者の一覧表を事務局から選考委員に送付。選考委員は一覧表に審査結果を記入

し、事務局に返信する 

・選考委員は、申請者の中から上位 1-3名を選ぶ。ただし複数名を同位としてもよ

い。また高評価した者については、コメントを付すこととする。 

・代表者会議事務局は集計し、集計結果をもとに議長が派遣者を決定する。 

・派遣者の決定ののち、速やかに申請者には書面にて結果が通知する。 

 

[選考委員] 

・選考委員は、放射線防護アカデミアの代表 9 名とするが、申請書に記載された上

長ならびに利益相反の可能性のあると自己申告された者は選考委員から外れる。 

・上記の対応により、選考委員が 3 名に満たない場合、議長がアカデミア代表者以

外の代表者会議メンバーより臨時選考委員を指名し、3名以上の選考委員が審査

を行う 

・臨時選考委員は、当該イベントの派遣者選考にのみ参加する。 

 

上記の手順による選考の結果、今年度は、ICRP・ICRU 共催 90周年コロキウムに、

藤淵俊王氏(九州大学)と守永広征氏(杏林大学) の 2名を派遣することとした。なお選

考の詳細については非公開とする。 

 

第 5回代表者会議（平成 30年 11月 2日）では、平成 30年度の応募要領や選考手

順、結果について確認が行われた。審議の結果、派遣対象者に誤解がないよう募集要

項を修正するとともに、専門性が異なる、あるいは実績・経験が不十分といった若手

でも、派遣に適当な者であれば評価できるように、希望理由を詳細に記載させるよう

に申請書のフォーマットを改良することを決定した。また、平成 31年度も引き続き、

若手の派遣事業を行うことを決定した。 

 

 次年度以降の活動について 

放射線防護人材のポストの問題に関してより踏み込んだ検討を行うため、次年度は、

学会の協力を得て、放射線防護領域に就職した若手の教育歴や職歴に関するアンケート

調査や、この領域での就職状況を把握するための調査を行うこととする。その一環とし

て、各学会は、若手を交えた意見交換会等を開催し、若手をエンカレッジする方策や新

たに人材をリクルートするアイディアを求めることとする。集まった情報をもとに H32

年度には学会協働の取り組みを行う。 

また、次年度の国際的機関関連会合への若手派遣事業では、申請書の記載内容から、

候補者の会合参加がアカデミアの発展に寄与するかどうかを判断し、派遣者選考の加点

要素とすることとした。 
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2.3 科学的知見の規制への取り込みにおけるアカデミアの役割 

 

平成 29年度から 2年間、放射線防護アカデミアでは、放射線安全規制研究の重点テ

ーマについて検討してきた。この間、アカデミアと行政の間で意見交換の場が増え、

科学的知見の規制への取り込みにおける一連のプロセスにおけるアカデミアの役割が

明確になってきた（図 9）。 

先に述べた通り、アカデミア参加学会は、平成 30 年度に開催する各自の年次集会に

おいて、アンブレラ関連のワークショップなどを企画し、オープンな場で行政を交え

ての議論を行った(表 1)。こうした議論をもとに、アカデミアが担う役割とその遂行

方法について、以下のように整理した。 

 

 重点テーマ設定に向けた情報集約・議論 

日本保健物理学会研究発表会で開催された特別セッション

では、重点テーマ候補となっていた「ICRP/ICRUの新しい線

量概念の導入に関わる課題への対応研究」をテーマとして取

り上げた。このセッションに登壇した原子力規制庁職員から

「現段階では新たな線量体系を国内法令に取り入れる場合の

“前捌き”の議論を学会に進めてもらいたい」といったコメ

ントがあった。 

この指摘のように、重点テーマの設定以前の段階で、国内

外の研究状況の調査をしたり、専門家間での議論を整理した

りといった“前捌き”を行うことは、アカデミアの重要な役

割の一つである。 

本事業内では、こうした情報集約や議論の場として、国際

動向報告会やネットワーク合同報告会を開催している

が、年に 1度の開催で、参加者が限られるといった問

題もある。よって、アカデミア参加学会の学術大会等

で行われるイベントが大きな役割を担っている。 

 

 分野連携の推進 

今年度は、本事業全体を通じて、放射線規制に必要な研究として「分野横断的な研

究」が多く挙げられた。国際動向報告会(平成 30年 12月 19 日)では、登壇者の多くが

社会科学的な側面の重要性を指摘した。またネットワーク合同報告会（平成 31年 1月

16日）では、原子力規制庁より、今後必要な研究として防災分野の正当化の研究とい

う具体例が上げられた。 

日本放射線影響学会の年次大会では、学会連携をテーマにしたワークショップを開

催し（平成 30年 11 月 9 日）、その場で様々な分野(研究、人材育成、規制支援など)に

おける学会連携が提案された。こうした交流が、分野横断的な重点テーマの提案の基

盤になるため、アカデミア参加学会には、アカデミア内外の学会との交流の機会を増

やすことを期待する。また今後は、分野横断研究の担い手を確保するため、研究者単

位での異分野融合を支援する必要がある。 

情報集約 
・議論 

重点テーマ 
の設定 

安全規制 
研究の遂行 

ガイドラインの
提言 

規制へ 
の反映 

図 9．放射線防護アカデミア 

の重点テーマへの関与 
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 科学的知見の規制への取り入れへの貢献 

代表者会議では、研究結果を規制に反映するつなぎのステージでのアカデミアの役

割についても議論を行った。 

第 4回代表者会議(平成 30年 7月 22 日)では、原子力規制庁から放射線安全規制研

究推進事業内で実施されている短寿命核種の合理的な安全管理に関する 2つの課題が

今年度終了することが説明され、ここで得られた成果を規制に反映するに当たり、「関

係学会のコンセンサスを得る」「一般化する」などのプロセスが必要な場合、アカデミ

アが関与してはどうかと原子力規制庁より提案された。またネットワーク合同報告会

(平成 31年 1 月 16日)では、短寿命核種の合理的な安全管理の課題代表者から、ご自

身らの研究成果をもとにガイドラインをまとめるなどの作業には、アカデミアの協力

が必要といったコメントがあった。 

代表者会議では、これまで①代表者会議の中で認識共有、②放射線安全管理学会の

学術大会におけるユーザーと管理側と規制側とのディスカッション（平成 30年 12 月

6 日）、③代表者会議で次年度活動として決定（平成 31年 2月 23日）と、段階的に検

討を進めてきた。 

今後、短寿命核種の合理的な安全管理に係る研究をはじめ、様々な安全規制研究の

成果をマニュアル化する作業が増えると予想される。こうした場合、研究者及び規制

側から専門家の意見が求められた場合、アカデミアとして対応することとなった。一

方、具体的な対応方法は、ケースバイケースのため次年度の検討課題である。 

 

 放射線防護人材の確保・育成 

上記のようなアカデミアの活動を支える人材は、放射線規制においても大事な基盤

である。放射線防護人材の確保・育成はアカデミアにとって重要な課題であるが、ア

カデミアだけでは解決できない課題でもある。 

今年度、若手を国際的機関のイベントに派遣したり、若手を活性化するための方策

について若手自身に意見を求めたりしたが、こうしたすそ野を広げるのとは別に、あ

る特定の領域の人材確保や育成に関しては、別のアプローチが必要である。 

日本放射線事故・災害医学会の学術集会（平成 30年 9月 22 日）では、緊急被ばく

に係る既存ネットワークが一堂に会して、緊急時対応人材の育成・確保における共通

的な課題と解決に向けた提案、ネットワーク間の相互協力が議論された。 

原子力規制庁や文部科学省主導で、大学教育や職業人教育（研修）の充実化が進め

られているが、こうした現場の自主的な取組とリンクしてこそ、適材適所の人材確

保・育成が達成されると思われる。また上記の会合で「顔の見える関係」構築が重要

であるとの指摘があった点は、次年度以降の計画において考慮すべき点である。 
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3．今後の展望 

 

 本事業の２年目となる今年度は本格的な活動が開始され（表 4、表 5）、またアカデ

ミアの役割も明確になった。アカデミアの役割は大きく分けて 3 つに整理することが

できる。 

 

1 つ目は、学術コミュニティと規制側の橋渡しをする機能である。これは、学術コ

ミュニティから規制側に国として対応すべき課題を提言するという方向と、規制庁側

から学術コミュニティに専門家としての意見や回答を求めるという 2 つの方向があ

る。また提言にしろ、回答にしろ、学術コミュニティのコンセンサスを導き出すのが

アカデミアの役割である。 

こうした活動を行うにあたり、アカデミア内あるいはアカデミアと規制機関とのコ

ミュニケーションが重要な基盤となる。そこで代表者会議では、ひきつづき、アカデ

ミア参加学会の学術大会等で、アンブレラ関連イベントを企画・開催し、アカデミア

と規制の意思疎通を図ることとする 

 

2 つ目は、異分野連携を進めるプラットフォームとしての機能である。現在、放射

線防護・規制において分野横断的な研究が必要とされる場面が多い。こうした研究の

企画や遂行には人的ネットワークが重要な基盤となる。様々な専門性を持つ研究者が

集まり一緒に議論する場を提供するとともに、社会科学系研究者など、新たな人的資

源を放射線防護領域に引き入れることが、アカデミアに求められている。 

平成 31年度には、日本放射線影響学会と日本保健物理学会が協働して「放射線安全

規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」をまとめることとな

っている。これをモデルケースとして、代表者会議ではアカデミア参加学会間の連携

を進めるとともに、研究者単位での異分野融合を支援し、ネットワーク合同報告会で

は、分野横断で取り組むべき問題を討論し、整理を行うこととする。 

 

3 つ目は、放射線防護人材の確保・育成である。概してこの問題の主役は、学生を

輩出する大学と学生を採用する放射線利用、管理、規制等の現場であるが、アカデミ

アは第三者ならではの関与が可能である。 

そこで、代表者会議では、若手にアンブレラ事業内の活動に参加を促し、様々な経

験を積ませるとともに、若手同士の連携など、若手のモチベーションを上げる方策を

実施することとする。 

また緊急時対応人材といった、特定の職種の人材育成や確保に関しては、「顔の見え

る関係」構築が必要とされている。学術コミュニティと放射線利用や管理の現場の課

題を解決するネットワークが同じ傘の下に入るアンブレラの特徴を生かし、平成 31 年

度からはアカデミアからも顔が見える形でこの課題解決に加わることとする。 
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表 4．平成 30 年度 代表者会議年間スケジュール 

 

 代表者会議関連 アカデミア参加学会関連 

平成 30年   

6月 29日  

保健物理学会（札幌） 
特別セッション「原子力規制庁放射
線防護研究アンブレラ型ネットワー
ク推進事業」 

7月 22日 第 4回代表者会議  

9月 22日  
放射線事故･災害医学会大会（東海） 
パネル討論会「緊急時に備えたネッ
トワークのあり方を考える」 

10月   
17‐18日 

ICRP/ICRU 90th Anniversary Colloquium
に若手 2名を派遣 

 

11月 2日 第 5回代表者会議  

11月 2日 重点テーマに関する意見交換会  

11月 9日  

放射線影響学会大会（長崎） 
ワークショップ「放射線防護・放射
線規制における関連学会の連携と放
射線影響学会の役割」 

11月 26日 
原子力規制庁第一回研究推進委員会 
（重点テーマに関するヒアリング） 

 

12月 6日  
放射線安全管理学会大会（名古屋） 
セッション「短半減期核種の放射線
安全管理の現状と課題」 

12月 19日 
第 2回国際動向報告会 
（グランパークカンファレンス） 

 

平成 31年   

1月 16日 
午前 

第 6回代表者会議 
 
 

1月 16日 
午後 

第 2回 NW合同報告会 
（トラストシティカンファレンス） 

 

2月 14日 放射線安全規制研究年次評価ヒアリング  

2月 23日 第 7回代表者会議  

2月 28日  報告書提出（学会） 

3月 29日 報告書提出（代表者会議）  
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表 5．代表者会議 構成員リスト（平成 31 年 2 月 23 日現在) 

   

参加団体 被推薦者 所属 

日本放射線安全管理学会 
中島 覚 広島大学 自然科学研究支援開発センター 
松田 尚樹 長崎大学 原爆後障害医療研究所  

日本放射線影響学会 
児玉 靖司 大阪府立大学大学院 理学系研究科  
小林 純也  京都大学大学院 生命科学研究科 

日本放射線事故・災害医学会 
富永 隆子 量研・放医研 被ばく医療センター 

細井 義夫 東北大学大学院 医学系研究科  

日本保健物理学会 
赤羽 恵一 量研・放医研 計測・線量評価部  

甲斐 倫明 大分県立看護科学大学  

放射線リスク・防護研究基盤 
甲斐 倫明 大分県立看護科学大学  

酒井 一夫 東京医療保健大学  

   

運営母体 担当者 所属 

原子力規制委員会 

高橋 知之 
プログラムオフィサー 
京都大学 複合原子力科学研究所 

吉住 奈緒子 
原子力規制庁 放射線防護グループ  
放射線防護企画課 

大町 康 

佐藤 直己 

量子科学技術研究開発機構 

神田 玲子 放医研 放射線防護情報統合センター 

岩岡 和輝 放医研 放射線防護情報統合センター 

山田 裕 放医研 福島再生支援本部 

日本原子力研究開発機構 
百瀬 琢麿 核燃料サイクル工学研究所 

吉澤 道夫 原子力科学研究所 

原子力安全研究協会 杉浦 紳之 理事長 
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はじめに 

 日本放射線安全管理学会は、平成 29 年度の請負業務において、放射線安全規制研究

の重点テーマとして以下の 4件の重点テーマと 10 件の個別テーマを提案した。 

１．新世代の放射線安全利用と管理 -短半減期核種の有効利用のために 

 新しい利用形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確立-

 短半減期核種での減衰保管の導入の是非をどう考えるか？ -放射性廃棄物の課

題に皆で向き合う-

 放射線の検出技術の施設管理への応用

２．放射線安全管理の新しいパラダイムの創造 

 多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討

 幅広い分野での放射線管理における線量拘束値の活用のあり方に関する研究

 教育現場における放射線安全管理体制の確立

３．放射線安全教育の社会的必要性に対応した標準プログラム開発 

 e-learning を基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラ

ットホーム開発

 N 災害対応のための消防署員への放射線教育プログラム開発と教育教材の提供

４．社会と放射線安全管理 - その接点のフロントライン 

 放射線安全管理方法の最新の知見のサイトの構築

 放射線に関する PR 活動の国際状況調査

 平成 30 年度は、これらのテーマの中から具体的な議論が進めやすいもの、すなわち

学術大会等において学術セッションを企画しやすく考え方の共有化が図られやすいと

考えられるものを、①6 月シンポジウム、と②学術大会で取り上げ、議論を深めること

により重点テーマのブラッシュアップを試みた。また、教育に関しては、③大型加速器

施設の教育訓練の課題と解決を探る大阪大学主催のワープショップを共催し、議論を深

めるとともに一定の方向性を見出した。さらに、我が国の放射線防護人材のクロノロジ

カルな変化を解析するための材料として、④学会会員数の推移と年齢別構成、および学

術大会における発表演題の動向について調査を行なった。本報告書では、上記①から④

について、順に記載する。 
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検討内容 

 

① 第 15 回 6 月シンポジウム 

 

日程：2018 年（平成 30 年）5月 24、25 日 

会場：東京大学農学部弥生講堂一条ホール 

 

セッション 3 放射線安全管理を支える新たな放射線検出技術 

（１）新しいトリチウム等β線検出法（首都大東京、古田） 

（２）空気中放射性セシウムの高感度カウンタ（東芝、前川） 

（３）フレキシブル検出器のパラダイム（首都大東京、野村） 

 

 （１）は液体シンチレーションカウンタで低エネルギーβ線を測定するものの、液体

シンチレーターの代わりにプラスチックシンチレータを用いることにより放射性廃液

が生じないという画期的な手法の開発、（２）は福島の特定復興再生拠点の整備におけ

る社会的要求によるものであるが、電離放射線障害防止法等により規定される放射線管

理区域内の空気中放射能測定への応用可能性も示唆する内容、（３）は液体シンチレー

ションライトガイドをチューブ等のフレキシブルに変化させることのできる形態で用

いることによる、線状検出器、面フレキシブル検出器、ウェアラブル検出器、人体・臓

器形状検出器という夢のある技術開発、といったさまざまな新しいアイデアによる新た

な放射線検出技術が紹介された。いずれも現場の状況を十分に熟知した技術開発であり、

放射線安全管理学の真髄ともいえよう。 

 

セッション 4 教育訓練アドホック委員会の活動とその先の展開 

（１）教育訓練アドホック委員会の活動のまとめとポイント（広島大、中島） 

（２）他機関 RI 施設の使用時や異動時における立ち入り前教育訓練のあり方について

（阪大、鈴木） 

（３）東京大学における新規放射線取扱者 e-learning システムの開発とその先の展開

（東大、桧垣） 

（４）討論 安全管理組織と教育訓練のあり方 

 

 平成 29 年 4 月の放射線障害防止法およびその関連規則等の改正の目玉の一つは、教

育訓練の項目数と時間数の大幅な見直しであった。今回の改正では事業者側の自主的な

対応に任されている部分が多いが、教育訓練の時間数はその最たるもので、事業者の利

用状況にフィットさせた教育訓練を、時間数も含めて考案できる意味は大きい。その一

方、単に時間数の低減のみを目指した教育訓練の機械的な再構成が現場の安全管理レベ

ルを低下させる恐れもある。このような状況に鑑み、本学会では教育訓練アドホック委
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員会を立ち上げ、約 1年をかけて必要な教育項目を洗い出し、それに必要な時間数を割

り出していく作業を行なった。検討結果は、各事業者が教育訓練を再構成する際のリフ

ァレンスとして学会誌に報告したが、その内容を含めて本セッションでは教育訓練のあ

り方について幅広く考察した。フロアとの議論により、個々の事業所内の教育訓練より

も、むしろ大型加速器施設等の学外共同利用施設を使用する放射線業務従事者に対する

教育訓練が大きな課題として浮かび上がった。大学等の放射線施設の減少と、共同利用

施設や仕組みの整備、利用拡大に伴い、学内に放射線施設がない、すなわち放射線管理

部門もない機関から外部の放射線施設を利用する件数は今後増えることが予想される。

この点は 6月に準備されている大型加速器施設の利用に関する放射線業務従事者教育

訓練のあり方に関するワークショップで、さらに引き続き議論されることとなった。 
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② 第 17 回学術大会 

 

日程：2018 年（平成 30 年）12 月 5～7日 

会場：名古屋大学野依学術記念交流館 

 

特別セッション 短半減期核種の放射線安全管理の現状と課題 

前半は「短寿命核種の管理上の疑問と問題」について渡部（東北大）、久下（北大）か

ら話題提供いただき、後半は神田（量研）からの趣旨説明の後、放射線安全規制研究戦

略的推進事業のもとで短半減期α核種の合理的規制に関して具体的に進められている

近大チームと阪大チームからの報告があり、その後討論を行った。 

 

（１）短寿命核種の管理上の疑問と問題～O-15 ガスを中心に～」（東北大、渡部） 

 O-15 は半減期約 2 分の長短半減期核種であり、ガス状の O-15 酸素、二酸化炭素、一

酸化炭素を用いた PET 検査は、脳循環代謝疾患の診断のために 1996 年より保険適用さ

れている。各事業所は排気口における濃度限度（7×10-4 Bq/cm3）を超えないよう、排

気設備を整備し、使用量を制限してきた。この濃度限度はサブマージョン核種（無限空

間中に一様に存在すると仮定）として算出された。2017 年度原子力規制委員会・放射

線対策委託事業で諸外国の濃度限度等の調査を行ったが、本邦の濃度限度と大きな差が

なかった。実証試験、科学的エビデンスを示し、より合理的で適切な O-15 ガスの放射

線規制の提案を行っていくことが必要ではないか。 

（２）短寿命核種の管理上の疑問と問題～68Ge-68Ga ジェネレータを中心に～」（北大、

久下） 

 68Ge-68Gaジェネレータが市販されサイクロトロンを有しない病院においてもPET検査

が可能であること、68Ga ソマトスタチンアナログの神経内分泌腫瘍の診断への有効性や

前立腺がんに高く発現する PMSA に特異的に結合する 68Ga 標識 PET 薬剤の顕著な臨床的

有効性のため、欧米を中心に研究開発が進んでいる。一方、我が国では、68Ga が 7 日間

ルール適用外であるため、また 68Ga 標識 PET 薬剤などの場合、薬機法での申請・承認対

象は合成装置であるため、臨床試験でヒトに投与することの是非、投与する処置室や撮

像する PET カメラ室での放射線管理の方法などに疑問点や問題点が指摘されているの

で、少数の探索的研究に留まっている。放射線安全管理の考え方や方向性、必要なエビ

デンスを明らかにする必要がある。 

（３）短寿命α核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研

究」（近大、細野） 

 冒頭に神田（量研）より、オープンな場でのディスカッションの重要性と安全規制研

究で情報を蓄積するこの重要性の説明があり、この 2点の観点から短寿命α核種の問題

についてアプローチするという趣旨説明があった。 
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次いで、短寿命α核種等の RI 利用に関して国内外で平成 29 年度に行った実態調査の

報告が行われた。この研究では、実際にα核種を利用して研究開発を実施している高度

な施設を対象に施設責任者を含めた研究者との質疑応答、施設設備の確認によって調査

を実施し、短寿命α核種等の利用に対する合理的規制、安全管理等について研究を進め

た。例えば、フランスでは、施設の運用に当たって施設と行政の間で合理的な管理につ

いて議論し、短寿命α核種の利用によって得られる医学的利用に対して、その利用によ

るリスクのレベルが許容範囲内であれば、合理的な規制の下で安全を確保しつつ利用さ

れていることが確認できた。 

（４）短寿命α線核種の飛散率等の基礎データ取得と合理的法規制に向けた安全性検証

と放射線管理法の開発」（阪大、篠原） 

 211At, 223Ra, 225Ac とそれらの壊変核種について空気中への飛散量、表面汚染、排水中

への混入量のデータの取得を目的として、RI 製造・精製・標識（化学合成）・動物実験

に対するモデルとなる実験を行った。その結果、次のような方向が提案された。 

・動物実験においては、糞尿の処理を条件とする限り、かなり規制の緩和が可能である

と考える。 

・225Ac と 223Ra については、娘核種以降の核種の飛散についての注意は必要であるが、

いずれにしても飛散率としては低い値であり、合理的な対応が可能と考えられる。 

・211At については、化学形（液性）により大きく変化するため、画一的な対応は難しく、

実験内容（研究目的）に適した合理的な運用が望まれる。 

これらに加えて、合理的な安全取扱法、廃棄の問題、教育訓練、それらに関連する法

規制の在り方などについてもコメントがあった。 

最後に、講演者（渡部、久下、細野、篠原）、原子力規制庁規制庁（西田、土居）、ア

イソトープ協会（中村）が登壇し、討論が行われた。西田氏からは、新しい RI 利用が

今の規制に合わないようであれば、規制を変えていくことも必要である旨の発言があっ

た。土居氏より、申請にあたっては篠原先生が出されたデータを様々な状況で出してい

くことが重要であるとの発言があった。しかし個別対応にも限界もあることと、ある程

度標準的な対応法も提示すべきであることから、事例を集めて学協会で横断的にオーソ

ライズしていく必要があるとの指摘があった。中村氏より、廃棄物に関して、これ以上

わけることが良いのか、一律が大事との発言があった。 

セッション 4 クルックス管

（１）低エネルギーX線の評価と安全管理に関する問題点と現状（大阪府大、秋吉）

（２）中学校での放射線教育現状の報告（札幌市立白石中、森山）

（３）教育現場での実態測定結果報告（千代田テクノル、谷口）

（４）低エネルギーX線の放射安全管理（九州大、藤淵）

（５）低エネルギーX線評価に関する応用事例（大阪府大、山本）
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 新学習指導要領に放射線に関する項目が復活して以来、中高教諭を対象とした教育コ

ンテンツの配布や授業実践例の紹介が盛んに行われ、放射線測定実習の試みも多い。線

源としてはマントル等の自然放射線源を用いる場合と、クルックス管から発生する低エ

ネルギーX線を用いる場合が見られ、本セッションは後者に関する測定、教育、安全管

理の 3つのグループより構成される自主的な検討組織からの報告を取りまとめたもの

で、（２）は具体例、（３）は各教育現場における線量実測結果、（４）は研究室での詳

細な測定である。学校に保管されているクルックス管は高経年化しているものが多い。

機器の更新予算が得られない現状で、クルックス管から漏洩する X線を管理しながら実

習に使用するというアイデアは逆転の発想とも言えるが、そもそも品質管理から逸脱し

たものであるため（３）により示された結果は教育現場間の大きなバラツキを示し、最

大ではクルックス管近傍で 0.5mSv/h、教員のポケット線量計でも 0.1mSv という値が得

られていた。前者は原子力災害対策指針における OIL1（直ちに避難）に相当すること、

後者は教育機関の 96.8%の放射線業務従事者の年間被ばく線量が検出限界（0.1mSv）未

満（平成 29 年度、個線協）であることを考え合わせると、この線量を社会的に容認す

ることは難しいのではないかと思われる。（１）における現状の総括でも示されたが、

被ばく線量の見込まれる教育現場での安全管理を考えるよりも機器の更新が優先事項

であろう。（５）は大学教育における実践例であり、放射線防護体制の整った環境にお

ける低エネルギー放射線を用いた新たな教育の切り口を示した。 
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③ 大型加速器施設の利用に関する放射線業務従事者教育訓練のあり方に関するワーク

ショップ - 法令改正に向けて - 

 

日程：2018 年（平成 30 年）6月 21、22 日 

会場：大阪大学核物理研究センター 

 

 本ワークショップは大阪大学放射線科学基盤機構および核物理研究センターが主催

し、日本放射線安全管理学会、大学等放射線施設協議会加速器放射線安全検討委員会等

の 5団体が共催して、法令改正に伴い生じた全国共同利用施設共有の課題である教育訓

練について、特に共通性が高いと考えられる大型加速器施設利用者について現状を整理し、

課題解決の方向性を見出すことを目的として企画された。特筆すべきは、利用者受入施設

としての大型加速器施設（7 演題）、大型加速器施設に利用者を送り出す大学等（4 演題）、

大型加速器施設の利用者（4 演題）、の 3 つの立場から見た教育訓練の現状と課題が示され

たことで、このような立場の異なるステークホルダーによる意見交換と合意形成の試みは

これまでにはなかった。安全取扱の共通部分と、法令、人体影響は送り出す大学、加速器

に係る安全取扱と予防規程は受入施設、という基本的な住み分けはできているが、教育項

目としてカバーしている範囲、すなわちコミットメントのポリシーが各施設により異なる

ことは止むを得ないかもしれない。このワークショップでの議論が、各放射線施設が今後

届け出る新しい放射線障害予防規程にどのように反映させていくのか、今後も情報共有が

必要であろう。 

 プログラム概要は下記の通り。 

特別講演 法改正における教育訓練について（原子力規制庁、土居） 

シンポジウム１ 大型加速器施設における教育訓練の現状と課題 

阪大 RCNP（鈴木）、理研 RIBF（青島）、KEK（松村）、東北大 ELPH（菊永）、 

J-PARC（沼尻）、核融合研（佐瀬）、東北大および CYRIC（結城） 

シンポジウム２ 大学における加速器施設むけ教育訓練の現状と課題 

東大（桧垣）、信州大（廣田）、近大（山田）、岡山大（小野） 

シンポジウム 3: 利用者から見た教育訓練の現状と課題 

核物理利用者（不安定核・軽イオン）（筑波･、森口）、核物理利用者 (ハドロン物理)

（KEK/J-PARC、高橋）、核化学・核医学利用者（JAEA/阪大、豊嶋）、大型加速器施

設の保守・点検事業者（海野） 

学会等の活動紹介と総合討論 
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④ 会員の推移

 学会設立以来の会員数の推移を図 1に示す。設立から 3 年程度は順調に会員数を伸ば

し、その後は特に大きなトレンドはなく 350 名と 400 名の間を推移している。2011 年

の東京電力福島第一原子力発電所事故以降、Q&A 窓口、公開シンポジウム、住民勉強会、

相談会などにより社会との接点が広がったが、このような社会貢献は会員数には反映さ

れないことがうかがえる。 

図 2には、会員の年齢分布を入会時、設立時、現在に分けて示す。入会時年齢は 30〜

50 歳台が突出しているようである。アカデミアであっても、本学会の守備範囲は放射

線管理の現場に直結したものであり、大学、大学院教育にはなじまない研究課題も多い。

卒業後、どこかの段階で安全管理やその研究開発、技術開発に関わることにより、本学
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会に所属し、放射線安全管理学や放射線安全行政の動向に関する情報に触れるようにな

るものと推察される。設立時と現在の年齢分布を比較すると、いずれもピークは 40、

50 歳代に見られるが、30 歳代と 60 歳代が設立時よりも増加しているようである。設立

を牽引した当時の40、50歳代の会員が60歳代となり脱会しつつも一定の会員は継続し、

30〜50 歳台となる次の世代が現在の学会を数的に支えていることがわかる。 

学会員の専門研究分野は興味深いところであるが、本学会は放射線安全管理という実

務における共通項に土台を置いた学会であるため、各学会員の学位や研究費取得につな

がる実際の専門研究分野は多岐にわたる。そのため放射線防護を専門とする会員は少な

い。そこで、2011 年以降の 4回の学術大会（2011、2014、2016、2018）における発表

演題の中から、福島原発事故に関連した演題、法令や放射線管理区域内の実務に関する

演題、放射線教育に関する演題、の 3 つをピックアップしてみた。図 3 に示すように、

この 4回の学術大会で演題数はおおよそ 80〜100 の範囲にあり、2018 年を除き、60%以

上の発表演題がこれらの 3つの分野に関わるものであった。2011 年では 48 件、58%が

福島関連演題であった。放射線管理区域を対象とした会員の研究開発、技術開発スキル

が、福島原発事故により生じた新たな研究的課題に向けられたものと考えられ、社会的

アカデミックリソースとしての学会の役割を示すものかもしれない。福島関連演題数は

時間とともに減少しているものの、2018 年でも 16 演題、18%が発表されている。法令、

放射線管理区域内実務直結型の研究は、2014 年以降は全体の約 20%で、ほぼ同程度を維

持している。教育は平均すれば約 10%であった。 

図３ 学術大会の発表カテゴリー（口頭+ ポスター）

演題数 構成･ 率
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まとめ 

 

 平成 30 年度は、学術大会等の機会を通じて以下のテーマについての議論を深めた。 

 

 新しい利用形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確立- 

 放射線の検出技術の施設管理への応用 

 多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討 

 教育現場における放射線安全管理体制の確立 

 e-learning を基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラ

ットホーム開発 

 

 また、学会会員数の推移および発表演題内容について大まかな分析を行った。 

 いずれも、アンブレラ事業における本学会の請負担当部分であるとともに、本学会の

活性化方策を検討する上で有意義な活動、分析ができたものと考える。学会では、本事

業の遂行と同時に、新たな若手支援策の開始、保健物理学会との 2度目の合同大会の企

画立案など複数の案件が進行中である。本年度の活動を生かし、次年度以降、アンブレ

ラ事業、学会双方にとっての新たな発展が期待される。 

 



平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における

課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 

放射線安全規制研究の重点テーマに関する

調査と新たな提案 

平成 3１年 2 月 

一般社団法人 

日本放射線影響学会 

付属資料3 
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1．放射線安全規制研究の重点テーマに関する検討 
1.1 学会でのオープンな場での議論の経緯 

1.1.1 これまでの議論の経緯 

 日本放射線影響学会における H29（2017）年度における議論や提案の概要は以下

の通りである。 

 本学会では、放射線安全規制研究の重点テーマを提案するにあたり、新しく「放射

線リスク・防護検討委員会」を立ち上げて、これを検討することを決定した。委員は、

理事、学術委員会委員を中心とした 13 名から構成され、委員長には児玉靖司委員

が就任した。さらに、日本保健物理学会と低線量放射線リスクに関するテーマを合同

で提案する目的で、「低線量リスク委員会」（本学会員 5 名、日本保健物理学会員 5

名の計 10 名で構成）を立ち上げ、委員長には小林純也委員が就任した。 

 放射線リスク・防護検討委員会は、平成 30 年 1 月 9 日（火）に委員会を開催し、H31

（2019）年度重点テーマ候補を６課題、また日本保健物理学会との共同提案を３課題

選定した。それらは、以下の通りである。 

[１]放射線事故・放射線教育関連テーマ 

１）放射線事故被ばくに対応できる生物学的線量評価の自動化モデルケースの構築 

２）福島第一原子力発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料

収集組織の構築 

３）義務教育での放射線教育カリキュラム導入を目指した放射線教育担当教員人材

育成のモデルケースの構築 

[２]生物学的影響とリスク関連テーマ 

４）放射線業務従事者・放射線がん治療患者を対象としたバイオバンク構築に関する

検討 

５）がんゲノム医療時代における放射線防護の基準策定 

[３]線量測定関連テーマ 

６）粒子線治療施設における作業従事者のための実用的粒子線被ばく防護基準策定

を目指すデータ集積 

[４]日本保健物理学会との共同提案 

７）低濃度トリチウム水による内部被ばく影響に関する調査研究 

８）線量率効果係数(DREF)推定に必要なデータベース整備と生物学的分析からの洞

察 

９）放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス 

 

 以上の提案に関して、ネットワーク合同発表会（2018.1.31）では、以下のような議論

があった。 

①放射線教育について 

・義務教育課程における放射線の教科書での取り扱いが、「エネルギー」の一環とし
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て原子力エネルギーとともに位置づけられているが、これを改めて、「放射線の性質」

として学習するのが望ましいとの発言があった。放射線が社会の中で、様々な分野で

利用されていることも教えるのが望ましく、できれば産業用照射施設などの利用現場

の見学を取り入れると学習効果が大きくなるとの意見であった。本学会の提案の意図

は同じ方向性である。 

・日本放射線影響学会からの放射線教育に関する提案は、これまでの本学会員と福

島県郡山市との連携による地元小中学生、並びに教員に対する地道な放射線教育

支援活動の実績に基づいている。郡山市では、2014 年〜2017 年までに、本学会員

による支援活動の実施校が 70 校を超え、およそ 12,000 人の生徒が放射線に係る授

業を受講した。これは非常によいモデルケースになっており、本学会の提案は、この

ような活動をさらに福井県でも推進したい意向である。最終的な目標をどのように設

定するかについては、もっと多方面からの意見を聞いてから決定するのがよいかもし

れない。 

②生物学的評価の自動化について 

・生物学的線量推定の自動化モデルケースの構築の提案に対して、賛意のコメント

が寄せられた。量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所に事務局をおく

生物学的線量評価ネットワーク（NW）が構築されており、本提案は、NW がモデルとな

っている。本委員会は、すでに構築された組織の基盤をさらに強化し、将来に向けて

新しいビジョンを明確に示すためには、重点テーマとして提案することが必要であると

判断した。 

③放射線の生態系への影響について 

・福島第一原発事故により飛散した放射性物質による生態系への影響に関するデー

タが、放射線防護に役立つとの発言があった。実際に、植物の形状異常やイノシシの

内部被ばくがみられている。このような生態・環境に関するデータを放射線防護のた

めに使って欲しいとの要望であった。本委員会が提案する原発事故汚染地域におけ

る動植物データの解析と試料収集に関するテーマは、このような要望をくみ取るもの

である。本提案では、すでに得られたデータの相互解析と新たな生態系試料の収集、

さらにそれらを統括する組織の構築を提案するものであり、環境分野から放射線防

護を考える科学的なデータの提供を目指している。 

 

 本学会が提案した課題を含めて、放射線防護に係るネットワークに参加する関連学

会で構成するアカデミアが提案した 30 課題については、平成 29（2017）年度の代表

者会議第３回会合（平成 30（2018）年 3 月 4 日開催）において、いずれも放射線防護

上の重要課題であり、重点テーマの候補として妥当であるとの評価であった。本学会

が提案したテーマのうち、「放射線事故被ばくに対応できる生物学的線量評価の自動

化モデルケースの構築」に関しては、ほぼ同様のテーマ（「染色体線量評価手法の標

準化に向けた画像解析技術に関する調査研究」）が平成 30（2018）年度の重点テー
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マとして採択された。さらに、日本保健物理学会との共同で提案したテーマ「放射線

安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」に関しては、本

アンブレラ事業の一環として、本年度からレポート作成のための活動を開始すること

にした。 

 

1.1.2 平成 30（2018）年度の学会のテーマ 

 日本放射線影響学会としては、第 61 回学術大会（長崎ブリックホール、長崎市）に

おいて、ワークショップ「放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線

影響学会の役割」（座長：神田玲子・量研放医研、児玉靖司・大阪府大）を開催した。

そのねらいは、日本放射線影響学会会員が、放射線防護・放射線規制分野で何がで

きるのかを考える機会を提供することにあった。特に、国民の放射線リテラシーの向

上や放射線規制への科学的根拠の提供について、他の放射線関連学会との連携で

何ができるかを討論する機会を持ちたいと考えた。また、行政担当サイドから、放射

線関連学会会員に何を期待しているのかを聞きたいと考えた。 

 さらに、日本保健物理学会との合同委員会である低線量リスク委員会では、低線量

放射線リスク推定の現状と課題をコンパクトに整理し、放射線防護に関連した科学的

理解と社会的理解を加速するためのバランスのとれた共通認識を構築するためのレ

ポート作成のための活動を開始した。 
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1.2 学会における議論での検討結果 

1.2.1 平成 29（2017）年度に提案した重点テーマに関する現状 

 その対応は、以下の資料の通りである。 

 

平成 29 年度提案重点テーマの進捗状況 

 

 期間 進捗状況 備考

１．放射線事故被ばくに対応でき

る生物学的線量評価の自動化モ

デルケースの構築 

5 年

（放射線規制庁） H30 年(2018)度放射線

安全規制研究で、同様のテーマが採択さ

れた。 

影響

学会

２．福島第一原子力発電所事故

汚染地域における動植物データ

相互解析および試料収集組織の

構築 

4 年

第 61 回学術大会のワークショップ（2018

年 11 月 9 日開催、長崎市）にて研究推進

に果たす学会の役割について意見交換を

行った。 

影響

学会

 

３．義務教育での放射線教育カリ

キュラム導入を目指した放射線

教育担当教員人材育成のモデル

ケースの構築 

5 年

第 61 回学術大会のワークショップ（2018

年 11 月 9 日開催、長崎市）にて放射線教

育への支援について意見交換を行った。 

影響

学会

 

４．放射線業務従事者・放射線が

ん治療患者を対象としたバイオバ

ンク構築に関する検討 

3 年  
影響

学会

 
５．がんゲノム医療時代における

放射線防護の基準策定 
5 年  

影響

学会

 

６．粒子線治療施設における作業

従事者のための実用的粒子線被

ばく防護基準策定を目指すデー

タ集積 

5 年  
影響

学会

 
７．低濃度トリチウム水による内

部被ばく影響に関する調査研究 
5 年  

保物

合同

 

８．線量率効果係数(DREF)推定

に必要なデータベース整備と生

物学的分析からの洞察 

2 年  
保物

合同

 

９．放射線安全規制の基盤となる

放射線科学とその認識に関する

コンセンサス 

2 年

日本保健物理学会との合同委員会を立ち

上げ、２年間でレポートを作成すべく、活動

を開始した。 

保物

合同

 

 このうち、平成 30（2018）年度の日本放射線影響学会の検討結果として、第 61 大会

ワークショップ開催の概要と日本保健物理学会との合同委員会である低線量リスク

委員会でのレポート作成に係る活動について報告する。 

 

[１]日本放射線影響学会第 61 回大会ワークショップ「放射線防護・放射線規制におけ

る関連学会の連携と放射線影響学会の役割」の概要 

開催日程：平成 30（2018）年 11 月 9 日（金）11:10〜12:40 
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開催場所：長崎ブリックホール（長崎市）講演者： 

１）放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会はどのように取り組むか 

  児玉靖司（大阪府大・理学系研究科） 

２）放射線防護・放射線規制における日本放射線安全管理学会の取り組みと日本放

射線影響学会との連携 

  中島 覚（広島大・自然センター） 

３）放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響研究を推進する役割 

  小林純也（京都大院・生命科学・放生研） 

４）原子力規制委員会における放射線防護・規制に関する最近の取組み 

  大町 康（原子力規制庁） 

 

それぞれの講演者の講演内容は以下の通りである。 

１）放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会はどのように取り組むか 

  児玉靖司（大阪府大・理学系研究科） 

１）-1 放射線影響学会における過去の放射線災害時対応の概要 

・日本放射線影響学会は、1954 年のビキニ環礁における第五福竜丸被ばく事故に関

する研究班の活動が契機になって 1959 年に発足した学会である。学会が過去の放

射線災害時にどのように対応したかを振り返ると、JCO ウラン加工施設における臨界

事故（1999 年）では、いち早く研究組織を立ち上げて、線量推定を複数の論文に発表

した。Lancet 論文問題（2004 年） では、この問題に関する委員会を立ち上げて広く

配布用の解説冊子を作成した。福島第一原発事故では、事故当初から Q&A 活動を

開始し、現在も学会活動として受け継がれている。 

１）-2 国民の放射線リテラシー向上への取り組み 

・この目的のためには、放射線に係る専門家を学会として育成していくことが大切に

なるが、その際に関連学会との連携が必要になる。また、放射線教育支援という点で

は、義務教育課程での先生への支援、さらに大学の学士課程での教養としての放射

線教育を浸透させる必要もある。また、地域住民とのリスクコミュニケーションの取り

組み支援も重要となる。 

 

２）放射線防護・放射線規制における日本放射線安全管理学会の取り組みと日本放

射線影響学会との連携 

  中島 覚（広島大・自然センター） 

 放射線安全管理学会と放射線影響学会との連携が期待されるテーマとして、放射

線防護・規制のあり方への提案と放射線分野の人材教育がある。 

２）-1 放射線防護・規制のあり方への提案における連携 

・放射線影響学会は規制のあり方をサポートする科学的根拠を示すことが託されてい

るのに対して、放射線安全管理学会は、会員が放射線管理の現場における問題意
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識を持っていので、連携により異なる視点からの提案ができると期待される。 

２）-2 放射線分野の人材育成における連携 

人材育成に関しては、放射線影響学会は、放射線教育に関わる教員の人材育成モ

デルを提案しているのに対して、放射線安全管理学会は、業務従事者訓練用教育へ

の貢献を提案しており、この点でも連携が期待される。 

 

３）放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響研究を推進する役割 

  小林純也（京都大院・生命科学・放生研） 

 放射線防護・規制の発展に貢献することは、日本放射線影響学会が目指す目的の

一つになっている。ここでは、放射線規制科学の研究推進に係る課題と今後の方針

について考えたい。 

３）-1 放射線規制科学の研究推進に関わる課題 

・放射線影響研究を実践する全国の大学の講座が減少していることは喫緊の課題で

ある。学位取得後の放射線影響学関連ポストの獲得が非常に難しくなっており、専門

的知識や技術の継承に支障がでる可能性がある。 

３）-2 学会として目指すべき方向性 

・他分野の人材との交流を目指した他学会との連携を模索する。例えば、学術大会で

の共同シンポジウム等で連携の強化を図る。また、すでに実行中の例として、日本保

健物理学会との連携により、放射線安全規制の基盤となる放射線科学におけるコン

センサスについてはレポートを作成中である。 

 

４）原子力規制委員会における放射線防護・規制に関する最近の取組み 

  大町 康（原子力規制庁） 

 原子力規制庁では、現在、RI 使用施設などの規制に関する強化、放射線審議会の

機能強化、新たな研究事業の創設に取り組んでいる。このアンブレラ事業も新たな研

究事業の一つである。これが、放射線防護に係る研究課題の抽出や成果の共有と発

信、知見の収集等の場を提供することになる。本事業の連携を通じて、問題解決のた

めの規制機関とのコミュニケーションの充実を期待するものである。さらに、規制行政

の方針策定において、関連学会員の専門家としての意見を期待したい。 

 

 この他、追加発言として、日本保健物理学会の甲斐会員から低線量リスク委員会

の紹介があり、放射線事故・災害医学会の細井会員からも当学会の取り組みについ

て紹介があった。 

 

[２]低線量リスク委員会からの報告（平成 30（2018）年度活動） 

１）委員会の設置 

 本委員会設置の目的は、日本保健物理学会と合同で、低線量放射線リスク推定の



 

 7

現状と課題をコンパクトに整理し、放射線防護に関連した科学的理解と社会的理解を

バランスのよい形で構築することにある。委員会は、本学会員 7 名、日本保健物理学

会員 5 名の計 12 名で構成することにした（本学会における委員長：小林純也）。 

２）委員会の会合開催実績 

①開催日及び開催場所 

 第 1 回委員会：平成 30 年 6 月 17 日（日）11:00-17:30； TKP 東京駅八重洲カンファ

レンスセンター 

 第 2 回委員会：平成 30 年 8 月 19 日（日）11:00-17:30； 放射線影響研究所会議室 

第 3 回委員会：平成 30 年 12 月 15 日（土）11:00-17:30； TKP 東京駅八重洲カンフ

ァレンスセンター 

②会議の概要 

 第 3 回代表者会議（平成 30（2018）年 3 月 4 日開催）においてアンブレラ事業内で

実施することと位置づけられ、本年度請負業務の作業内容①である「放射線安全規

制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」に関するレポートのと

りまとめを平成 30 年度 3 回の委員会で検討を行った。平成 29 年度開催の委員会に

おいて、章立ての概略、レポートをまとめる上で考慮されるべき点「①科学的に間違っ

ていない、②国際的な合意が得られていることに沿っている、③我々委員会として納

得できる(コンセンサスがある)」と、レポート作成スケジュール（平成 30 年度 3 回の委

員会開催、平成 31 年度前半に委員会を構成する両学会会員から意見徴収のための

ワークショップ開催、平成 31 年度末を目処にレーポートドラフト版の作成完了）につい

て、合意していた。 

平成 30 年度第 1 回委員会（6/17）では、平成 29 年度委員会で提案された章立て及

び各章ごとに取り上げる項目について、委員それぞれが事前準備した案を発表し、そ

れを元に議論を行って、レポートとりまとめにおける放射線科学のスコープ整理案（章

立ておよび章ごとに取り上げる項目）を決定し、それぞれの章の担当者を決定した。

第 2 回委員会（8/19）では、レポートに記載すべき事項、検討課題等について事前作

成した資料に基づき、各章を担当する委員がプレゼンテーションを行い、各章で取り

上げる内容の確定・更新、さらなる検討が必要な点等について委員間で議論を行っ

た。第 3 回委員会（12/15）では、第 2 回委員会の議論を踏まえて修正された内容に

ついて、各章の担当者が改訂案のプレゼンテーションを行い、委員間の議論を行い、

章立てについて確定した。さらに、平成 31 年度スケジュールについて、6 月下旬に低

線量リスク委員会におけるレポートの取りまとめ状況は、各章の担当委員がプレゼン

テーションし、会員からの意見徴収を行うワークショップを開催すること、ワークショッ

プの前に次回委員会を開催すること、夏を目処にレポートのドラフト作成、その後、委

員会での査読・討論を経てドラフトの完成、と確認された。 

 

1.2.2 検討結果 



 

 8

[１]「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」レ

ポート作成の目的 

平成 30 年度重点テーマ案として、平成 29 年度末に日本放射線影響学会と日本保健

物理学会と合同で提案を行ったが、平成 30 年度からアンブレラ事業内での実施とな

ったため、第 1 回委員会において、以下のレポート作成の目的が確認された。 

目的：福島第一原子力発電所事故により、放射線安全規制の基盤となる科学に対す

る信頼が揺らいだことは大きな社会的な問題である。放射線安全規制を進めていく上

で、その基盤となっている放射線科学の現状をわかり易く解説することで、放射線安

全規制関係者および社会のステークホルダーとの共通認識を図るための基本資料と

する。とくに、低線量リスクの放射線安全規制の基盤となる放射線疫学から放射線生

物学の現状認識、さらには、社会的背景との関連性をも検討して、これらの知見が放

射線安全規制にどのように繋がっているのか、放射線科学の専門分野を超えてコン

センサスづくりを行う。また、放射線科学の現状の課題も同時に整理し、これからの

放射線科学が担うべき役割と責任を述べる。 

 

[２]平成 30 年度第 1 回委員会でまとめられた放射線科学のスコープ整理案 

0 章から 9 章の章立てとし、1 章から 9 章における各節および、それぞれの節に取り

上げる内容・検討課題、また各章の担当者について、下記の通りの案が決定され、第

2 回委員会で各章担当者がプレゼンテーションすることとなった。 

 

０: まとめ (Main Points)                      

１: 低線量とは？      担当：冨田雅典 

1.1 放射線の相互作用   

物理的相互作用、化学的相互作用 

1.2 基本となる線量の定義    

吸収線量（物理、医学生物） 

1.3 放射線の種類によって異なる影響 

吸収線量ではなぜ同じ線量で生物影響が異なるのか 

粒子線の吸収線量評価 

1.4 実効線量（防護） 

1.5 低線量・低線量率とは    

高線量との違い 

素線量  課題：細胞レベルでの線量評価方法 標的サイズ 

線量 線量率の全体（図） 生物 疫学 環境 

3 次元 総線量 線量率 対象サイズ（分子から疫学） 

自然放射線レベルを記載 日常的な被ばくレベル 内部被曝と外部被曝 
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２：DNA・細胞レベルで起きること      担当：小林純也 

2.1 DNA の初期損傷 

放射線の物理化学過程 ラジカル生成 

直接作用と間接作用 (特に直接作用の理解)  

損傷の種類 二重鎖切断 

2.2 DNA 修復   

二重鎖切断 染色体異常  

2.3 細胞応答 

チェックポイント 染色体異常 細胞死 ゲノム不安定性 

適応応答 バイスタンダー効果 細胞競合 

2.4 変異・染色体異常  

   誤修復と未修復の特性 生物的線量の意義 

2.5 低線量では 

   酸化ストレス 誤修復の寄与 細胞死の寄与 

2.6 低線量率では 

 

３: 組織の変化        担当：酒井一夫 

生物・医学・臨床での知見 しきい線量 低線量での推定を意識する 

3.1  臨床的な観察による知見 早期影響 晩発影響 

3.2  循環器系   

3.3  造血組織・血液系 

3.4  眼・水晶体 

3.5  その他の組織臓器 

3.6  低線量での非がん影響 

3.7  なぜ、低線量ではがんに注目するか 

 

４: 発がんのメカニズムに関する知見   担当：今岡達彦  

ポイント：がんは遺伝子レベルの変化ではない 

4.1 がんとは？ 

どこまでかん化のプロセスがわかっているか？ 

多段階性 

がんの起源としての幹細胞 がん遺伝子 がん抑制遺伝子 

4.2 組織環境・老化とがん化 

炎症 細胞老化はがん化を抑制するのか 免疫の影響 細胞競合 

4.3  がんの原因 遺伝子だけが原因ではない 

 環境要因 遺伝要因 がん寄与割合 
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５: 放射線によるがん化       担当：児玉靖司 

5.1 これまでの動物実験の知見の概要 

動物実験で使用された線量・線量率 年齢依存性 外部被曝と内部被ばく 

5.2 低線量・低線量率の実験に関する知見 

5.3 がん化のプロセスと放射線の作用 

放射線はがん化にどのように働いているか 

蓄積性 多段階 分割 

 

６: 放射線の疫学       担当：小笹晃太郎 

6.1 疫学の意義とリスク指標 

6.2 原爆データ  がん  循環器疾患 

6.3 医療被ばく   小児 CT  ２次がん 

6.4 職業被ばく  INWORKS 

6.5 事故被ばく    Chernobyl 

6.6 環境・他の疫学  ラドン 内部被ばく 高バックグランド地域 

  *６章の他の検討点 

高線量と低線量での仮説の立て方がかわるのであれば反映されるべき 

線量率効果の影響 

曝露の評価 総線量 継時的変化 

 

７: 放射線がんリスクの推定          担当：佐々木道也 

7.1 基礎とする疫学データ 

リスクの定義   

7.2 リスク推定に用いるモデルと仮定 

   LNT LQ しきい値型 

7.3 リスクのものさし 

動物 疫学 公衆衛生 動物実験の知見が示唆するもの 

生涯リスク、寄与リスク割合、余命損失 

7.4 リスクの解析・評価 

時間表現 確率的表現 

防護のリスクと区別することがポイント 

7.5 リスク推定の限界 

リスク推定値の不確かさの種類の整理  統計的変動性 

交絡因子 喫煙 

放射線感受性の個人差 AT などのヘテロ変異保因者のリスク  

個人リスクではない 集団の特性に依存（リスクトランスファー） 

線量 線量率 
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7.6 リスク評価の課題 

線量評価 内部被ばく 

最新のリスク評価法 バイオインディケータ AOP 

 

８. 継世代影響            担当：吉永信治 

8.1 遺伝学の歴史 

8.2 動物実験 

8.3 疫学 原爆 小児がん 

8.4 現在のリスク評価と課題 

 

9: 低線量リスクに関する放射線防護の考え方   担当：高原省五 

9.1 防護の考え方の歴史と背景  

歴史的社会科学的な側面 

リスクベネフィット 医療利用（治療診断） 

職業人 公衆 

9.2 防護のリスクの定義   

損害 LNT リスクの定義 

数値の選択 加重係数など 

線量率効果 DDREF 

9.3 リスクの利用 

防護基準  実効線量 

9.4 トピックス   

福島 トリチウムなど 

 

[３]平成 30 年度第３回委員会で最終確認された章立て案 

1〜９章の章立て案が最終確認され、各節については担当者の判断とし、この決定に

基づいて、各章担当者が 2019 年 6 月のワークショップにおけるプレゼンテーションの

準備することとなった。 

1. 低線量とは 

2. DNA・細胞レベルで起きること   

3. 組織の変化      

4. 発ガンのメカニズムに関する知見  

5. 放射線によるがん化   

6. 放射線の疫学     

7. 放射線がんリスクの推定    

8. 継世代影響    

9. 低線量リスクに関する放射線防護の考え方 
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２．放射線防護人材の現状に関する調査 

2.1. 学会員数の変動 

 

 図 1 日本放射線影響学会の会員数の推移（2004 年〜2018 年） 

 

 

図 2 日本放射線影響学会における正会員と学生会員の人数比率（%） 
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 2004 年から 2018 年までの日本放射線影響学会の会員数を図１に示した（図１）。

2004 年からの 10 年間は、徐々に会員数は減少しているが、最近 4〜5 年間は横ば

いで減少は抑えられている。次に正会員と学生会員の人数比率（%）を図 2 に示した

（図 2）。学生会員の変動は、2004 年から 2018 年までほとんどなく、およそ 20％程度

を占めている。 

 

 
図 3 2008 年、2013 年、及び 2018 年における年齢別会員数比率（%）の分布 

 

 次に、図 3 に 2008 年、2013 年、及び 2018 年という 5 年毎の時点における年齢別

会員数比率（%）の分布の推移を示した（図 3）。顕著に判別できる変化は、40 歳代（41

〜50 歳）の減少である。この年齢層は、安定的なポジションを得て、仕事を発展的に

進めることができる会員が多く含まれると推定されるが、その年代の会員数が目に見

えて減少していることは、学会の将来に不安を残す材料である。この年代の減少を反

映して、2013 年以降は、61 歳を超える年齢層の会員数が増加傾向を示している（図

3）。ただし、実際には年齢不明会員がかなりの数存在し、ここでは、年齢不明者を除

いて算出している。特に、2008 年、2013 年のデータの 3 分の１が年齢不詳なので、正

確な年齢分布を示していない点に注意を要するが、およその傾向は示していると推

定される。 

 

 

0

10

20

30

40

年齢別会員数比率（%）の分布

2018年 2013年 2008年

% 



 

 14

2.2 放射線防護人材の増減に関する分析 

[１]日本放射線影響学会における専門分野別人数分布 

 

 

図 4 専門分野別の人数比率（%）の分布 

 

 図 4 に専門分野別の人数比率（%）の分布を示した（図 4）。この専門分野は、本学会

入会時に、入会者が 2 分野選んで登録することになっているため、1 当たり 2 分野を

示すデータである。生命科学全般は、DNA 損傷、DNA 修復、シグナル伝達、放射線

感受性など、日本放射線影響学会学術大会での発表における主要なキーワードを多

く含む分野であり、非常に会員数が多くなったが、本解析では、これを細分化せずに

一括りとした。この分布から分かることは、生命科学全般には、若い会員が非常に多

く、年齢が上がると次第に減少していくことがわかる。これに対して、例えば放射線影

響・疫学には若い会員が少なくて、60 歳代の会員が多くなる。放射線計測や放射線

物理・化学も同様な傾向を示す。 

 

[２]年齢別、及び専門分野別学会員変動の分析 

 図 3 に示すように、ここ数年の傾向として 40 歳代（41〜50 歳）会員数の減少が顕著

である。今後、学会員のポジションの分析を行う必要があるが、30 歳以下の若い会員

が顕著に減少していないことから、放射線影響研究に係るポジションが激減している
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ことが、40 歳代（41〜50 歳）会員数の減少に大きく影響している可能性を指摘できる

かもしれない。もし、アカデミックポジションの減少が、この年代層の減少に関わって

いるとすると、全国の大学や研究組織の構造的な問題を含んでいることになり、長期

的な視野に立って、これを改善していかないとやがて若手会員の研究意欲を減退さ

せてしまうことが懸念される。 

 一方、専門分野別の会員比率をみると（図 4）、全年齢の約半数（50%）超えの会員

が、生命科学全般を専門分野としている。この分野は、DNA 損傷、DNA 修復、シグナ

ル伝達、放射線感受性、遺伝病などを包括しており、この分野が、現在の放射線影

響学研究の主流を形成していることがわかる。特に、学生では、生命科学全般分野

の会員が 70%を占めることは、特徴的である。まず、生命科学分野から放射線影響に

係る諸分野に発展していることが推定される。 

 

３．重点テーマの優先度を考慮すべき領域に関する結論 

3.1 ワークショップ開催により得られた成果について 

 日本放射線影響学会第 61 回大会（2018 年 11 月、長崎市）において、ワークショッ

プ「放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学会の役割」を

開催して得られたエッセンスは、放射線影響関連学会の連携の必要性を理解しつつ

も、実際には連携があまり進んでいないことの再認識であった。これまで、学会間の

連携が進まなかった背景は、学会同士を結びつける適切なプラットフォームが無かっ

たことに起因すると考えられる。その意味で、本アンブレラ事業は、まさしくこれまで欠

けていた放射線アカデミアのプラットフォームを提供した点で、画期的であると評価さ

れる。この放射線アカデミアのなかで連携することで、ワークショップで取り上げられ

た連携が進むことを期待したい。 

 

3.2 喫緊性の課題：放射線関連分野の若手人材の育成 

 「２．放射線防護人材の現状に関する調査」で、日本放射線影響学会における 40 代

会員の減少が明らかになった。この現象は、複数の要因が複雑に絡まって生じた結

果と推定されるが、ここでは、2 つの要因について取り上げる。1 つは、若手研究者数

の減少の懸念である。図 2 に見るように、学生会員は、2004 年から変動はなく、全会

員数のおよそ 20%程度を維持している。問題は、ここから独立した研究者を目指してさ

らにこの分野の発展を支えていく人材が減少していることが、2008 年→2013 年→

2018 年と年代が進むにつれて、40 代会員が減少していくことと関連しているのではな

いかという懸念である。この点に関連して、2 つめの要因として想定されるのは、全国

的なアカデミックポジションの減少である。現状において、大学教員や国立・公立研究

所研究員のポジションが非常に限定されていることが、博士の学位取得後の若手会

員にとって大きな不安材料になっており、その理由によって、放射線研究を目指す若
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手会員が減少しているとすれば、この人材減少を改善するには長期的な立て直し戦

略が必要となる。 

 本アンブレラ事業において、放射線アカデミアのプラットフォームが構築されつつあ

ることから、ここでの連携を基にして、放射線関連ポジションの充実を含めた放射線

分野若手育成の戦略について提案していくことが重要である。具体的に何ができるか

を、それぞれのアカデミアが提案し、連携できることは連携して進めていくことでこれ

までとは異なる提案が可能になる可能性があり、それを期待したい。 

 

４．参考資料 

4.1 第 2 回ネットワーク合同報告会での日本放射線影響学会からの発表資料 

   日時：2019 年 1 月 16 日（水）13:30〜17:00 

   場所：トラストシティ カンファレンス・丸の内 
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平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における

課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 

放射線安全規制研究の重点テーマに関する

調査と新たな提案 

平成 31 年 2 月 

日本放射線事故・災害医学会 

付属資料4
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1． 放射線安全規制研究の重点テーマに関する検討 

1．1．学会でのオープンな場での議論の経緯 

(1) これまでの議論の経緯 

平成 29 年度（2017 年度）に日本放射線事故・災害医学会 Web ページ

および郵送による案内にて、学会会員に対して、平成 29 年度放射線安

全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における課題解決型

ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 事業に協

力する旨の報告、および重点テーマ案の募集を行い、結果として、5つ

のテーマ案の応募があった。提案されたテーマ案について、各理事に提

示し（メールによる提示と審議）、学会の提案として本事業に 5つの重

点テーマ案を提出することの承認を得た。そして、被ばく医療に関連す

る提案、放射線事故・災害に関連する提案を優先して、１から５までの

優先順位を決定した。 

表１ 平成 29 年度に提案した重点テーマ 

特徴 期間

1 
原子力災害・テロ等における放射線障害の治療の
標準化/マニュアル化に関する調査研究 

文献調査・ 
作成・普及 

5 年

2 
内部被ばく線量評価と早期治療介入の手法と体制
の開発・調査研究 

開発・ガイ
ドライン化 

5 年

3 
放射線業務従事者に対する放射線教育の充実と不
安軽減評価の調査研究 

不安調査・
講習・提言 

5 年

4 
低線量放射線の長期的影響とバイオマーカーの検
索 

動物実験 5 年

5 放射線緊急時の EPR によるトリアージ手法の研究 開発・訓練 4 年

(2) 今年度の学会のテーマ 

今年度は、当学会では新たなテーマの公募は実施しておらず、理事会

等での審議もない。 

1．2． 上記における検討結果 

(1) 平成 29 年度に提案したテーマの扱い 

平成 29 年度（2017 年度）に提案したテーマについては、特に追加で

検討は行われていない。また、新たなテーマの公募もしていないため、

重点テーマについて検討していない。 

平成 29 年度に提案したテーマのうち、「原子力災害・テロ等におけ

る被ばく患者の放射線障害の治療の標準化/マニュアル化の調査研究」

および「内部被ばく線量評価と早期治療開始の手法と体制の開発・調

1



査研究」は、平成 31 年度の放射線安全規制研究戦略的推進事業の重点

テーマ「多数の汚染・傷病者の初期対応に係る技術的課題の検討」と

して公募されている。 

なお、個別の研究事業に当学会としては参画していないが、複数の

会員が,平成 29 年度、30 年度に採択されている放射線安全規制研究戦

略的推進事業の研究課題に研究代表者、研究分担者、研究協力者とし

て参画している。 

2



2． 放射線防護人材の現状に関する調査 

2．1．学会会員数の推移 

当学会は、1997 年に放射線事故医療研究会として発足し、2013 年に日本放

射線事故・災害医学会となった。現在、会員数は 97 名である。2001 年から

2017 年までの会員数の推移を図１に示す。2007 年までは会員数は徐々に増加

しているが、その後は 80〜100 名の間で推移している。2011 年に東日本大震災

と東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、その後会員数は一時的に増加

した。さらに、2018 年にも学会会員数が増加した。これは、2017 年には日本

原子力研究開発機構でのプルトニウムによる汚染、被ばく事故が発生し、2018

年の学術集会では当該事故に関する報告、学術発表がなされたことが原因の一

つと考えられる。 

図 1 会員数の推移 

2001 年から 2018 年までの会員数の推移を示す。 

2．2．会員の年代等に関するアンケート調査 

現在の会員に対して、年齢、入会時の年齢、職種、専門分野、他の学会への

参加の項目についてアンケート調査を実施した。97 名中 62 名より回答があっ

た（回答率 63.9%）。 
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(1) 年齢 

学会員の年齢分布を図２に示す。20 歳台の学会員がおらず、半数以上

が 51 歳以上であることが判明した。入会時の年齢分布を図３に示す。

入会時年齢は、30 歳から 50 歳台となっており、若手の新規会員の入会

が少ないことが伺える。 

図２ 会員年齢分布 

現会員の年齢分布を示す。 

図３ 入会時の年齢 

現会員の入会時の年齢分布を示す。 
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(2) 職種 

学会員の職種を図 4に示す。会員の半数以上が医師であることが判明

し、会員の多数は医療、医学に関係する分野であった。その他の内訳

は、教員・研究員が 4人、放射線管理要員 2人、団体職員 1人、消防職

員 1人、無職 1人である。 

図４ 会員の職業 

現会員の職業を示す。 

(3) 専門性 

学会員の専門分野を図５に示す。これは選択肢から複数回答可とし

て、調査した。 

回答者の 40.3%が、被ばく医療を専門分野であると回答した。被ばく医

療が専門であると回答した会員で、被ばく医療以外の専門分野があると

回答したのは 88.0%であった。この被ばく医療以外の専門分野として、救

急医学あるいは災害医学も専門分野であると回答したのは 44.0%であっ

た。 

また、回答者の専門分野として放射線防護は 44.0%、放射線影響は

48.0%、放射線生物学は 36.0%であった。 
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図５ 専門分野（複数回答） 

現会員の専門分野を示す。 

(4) 参加学会 

当学会以外に参加している本事業の関連学会について調査した。回

答者の 43.5%はいずれかの学会に参加していた。内訳は日本放射線安全

管理学会 4人、日本放射線影響学会 18 人、日本保健物理学会 8人であ

り３人は当学会以外に２つの学会に参加していた。 

表２ 当学会以外の参加学会 

当学会以外の参加学会 人

なし 35

日本放射線安全管理学会 4

日本放射線影響学会 18

日本保健物理学会 8

2．3．学術集会での発表件数 

毎年開催されている学術集会での発表の分野、件数について、一般演題の募

集を始めた 2016 年から 2018 年まで取りまとめた。発表件数は 2016 年 14 件、

2017 年 13 件、2018 年 7 件であり、発表形式は全てポスター発表であった。発

表内容の分野に関して一部重複しているものもあるが、体制整備、教育・訓

練、事故対応、線量評価、技術開発等の５つ分類したところ、体制整備 17

件、教育・訓練 10 件、事故対応、線量評価 4件、技術開発等 2件であった。 
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2．4．学会会員数の将来予測 

当学会は被ばく医療に関する情報発信、学術的知見の共有などを目的として

活動していることから、医療関係者の参加が多い。さらに会員の年齢層は 40

歳代、50 歳代が多い。これは、被ばく医療が様々な診療科にまたがるものの、

実際に治療が必要となる患者数は極端に少ないため、若手の医療従事者が当学

会の活動に参加したり、学術的知見を求めたりする機会が少ないことが理由と

してあげられる。 

また、原子力災害対策指針に基づいて整備されている被ばく医療の体制で、

原子力災害対策重点区域の原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関とし

て指定された医療機関では、被ばく医療に対し専門的な知識及び技能を有する

医師、放射線防護を行なった上で必要な看護ができる看護師、線量評価につい

て基礎的な知識を有する者、除染処置について専門的な知識及び技能を有する

者を配置することが求められていることから、このような人材が被ばく医療に

関する学術的知見等を求めることで当学会に参加する機会があると考えられ、

今後も一定数の会員の確保は見込める。 

しかしながら、若手の医療従事者に当学会の活動を認知してもらう機会が少

なく、被ばく医療の必要性を認識してもらう機会も少ないと思われ、若手の会

員増加のためには、学会活動を若手に広めるためにさらなる努力が必要であ

る。さらに、被ばく医療に関する様々な分野での学術的知見の共有や情報発信

のためには、保健物理や放射線影響、線量評価を専門とする会員を増やす必要

がある。しかしながら原子力分野そのものの人材減少が課題とされている昨今

では、課題解決は難しいと予測される。今後は、被ばく医療に関わる様々な専

門分野の若手研究者や医療従事者を増やすためには、医学部生、看護学生等へ

の被ばく医療の教育、普及も必要である。 

新規会員の獲得ができなければ、20 年後にはこの学会は消滅の危機に瀕する

ことになる。特に若手の新規会員の参加につながるような魅力的な学会活動を

広く発信していく必要があり、早急に対策を講じる必要がある。 
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3． 学会としての重点テーマの優先度を考慮すべき領域に関する結論 

当学会としては、被ばく医療あるいは放射線事故発生時に、適切な医療、線

量評価を提供できるようになるための体制整備や線量評価、被ばくや汚染の治

療に関する研究の優先度が高いと考え、平成 29 年度に提案した重点テーマは

この観点で優先順位付けを行った。この優先度は今後も変更の予定はない。 
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1．放射線安全規制研究の重点テーマに関する検討 

1．2． 学会でのオープンな場での議論の経緯 

 これまでの議論の経緯

・学会内における昨年度の議論や提案の概要 

昨年度の報告書でも述べられているが、これまでの議論および提案は、次の通り

である。「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合

プラットフォームの形成」事業に参画するにあたり、2017 年 8 月 28 日にメーリング理

事会を開催し、会長から「活動の受け皿となるアドホック委員会を設置すること」の提

案がなされ、承認された。そして、2018 年度から、３つのアドホック委員会（臨時委員

会）を設置し、ネットワーク推進事業の予算で運営することになった。それらは、国民

線量委員会、実効線量・実用量委員会、そして低線量リスク委員会である。 

低線量リスク委員会は、日本放射線影響学会と共同で設置したもので、「放射線安

全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」・「線量率効果係

数(DREF)推定に必要なデータベース整備と生物学的分析からの洞察」・「低濃度トリ

チウム水による内部被ばく影響に関する調査研究」の提案は、両学会から出された。

低線量リスクの科学的理解と社会的理解に関するもの、線量率効果係数(DREF)、低

濃度トリチウム水による内部被ばく影響を取り上げている。 

実効線量・実用線量委員会からは、「ICRP/ICRU 新しい線量概念の導入に係わる

課題への対応研究」が出された。これは、ICRP と ICRU が実用量の新しい概念を提案

したことに対応するもので、放射線の規制に直結する重要な課題である。 

国民線量委員会からは、「自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベース設

計」が出された。放射線防護を考える上で必須の情報である「国民線量」に対し、線

量の平均だけでなく分布を得ることの重要性を鑑みたものである。 

 これらの他、「放射線被ばくによるがんリスク表現の検討」、「放射線診療における

実践的な放射線防護教育に関する研究」は、会員から提案された。前者は、現在のリ

スク表現が包含する問題点に対し、がん発症の早期化という点からの記述というアプ

ローチを取るもので、防護におけるリスクコミュニケーションへの貢献が期待される。

後者は、国民が受ける最大の被ばく源である医療放射線の防護に関し、患者とのリ

スクコミュニケーションを直接担う医療従事者および医学生に対する教育により、診

断参考レベルの普及も含め、適切な防護の実践を推進することが期待される。「緊急

時モニタリング体制の整備に関する調査研究」は、理事から提案されたもので、福島

第一原発事故の経験を踏まえ、モニタリングの現状を把握し、標準化や訓練法、デー

タの伝達法などの整備を目指したもので、実用性の高い成果が期待される。 

・第 3 回代表者会議での審議等の概要 

第 3 回代表者会議の議題 3：「重点テーマ提案の今年度のまとめ方の方針について」

において、会員から提案された「放射線診療における実践的な放射線防護教育に関
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する研究」については、新たに追加されたものであることに関する指摘があった。それ

に対し、ネットワーク合同報告会の開催後に一人の理事から提案されたもので、学会

長の承認により追加したことである旨の回答がなされた。また、「Ⅴ. 放射線測定と線

量評価」の提案テーマの中で、「ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入に関わる課題

への対応研究」に関しては、保健物理学会が取り組まれるのではないかとの質問が

あった。これに対し、保健物理学会として取組むべきものと認識しているが、まだ具体

的な体制があるわけではないとの回答がなされた。議題 4：「次年度の事業計画案に

ついて」において、学会に対する学会員や専門分野別の学会発表件数の調査提案に

ついて議論があった。保健物理学会では、学会員数の減少だけではなく、高齢化も問

題である旨が述べられた。 

 今年度の学会のテーマ

・具体的なアウトプットや放射線防護上のアウトカムおよび方法 

先述の通り、三つのアドホック委員会（国民線量委員会、実効線量・実用量委員会、

低線量リスク委員会）の活動を行った。内容としては、被ばく線量の評価、線量指標、

低線量リスク評価である。委員会設置の他、学術大会における会員への報告および

提案の承認、特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワー

ク推進事業」、合同企画セッション「低線量リスク委員会、実効線量・実用量及び国民

線量評価委員会」が開催された。具体的には、平成 30 年 6 月 29 日（金）～6 月 30 日

（土）に、ホテルライフォート札幌（札幌市、北海道）にて開催された日本保健物理学

会第 51 回研究発表会会期中である。 

1) 定時社員総会

平成 29 年度の事業報告において、保健物理学会が原子力規制庁のネットワーク形

成事業に参加し、外部資金を得て活動を開始したこと、活動の中心として実効線量・

実用量委員会、国民線量委員会、低線量リスク委員会（影響学会との合同委員会）を

設置したこと、重点テーマに関する報告書を作成したことなどが報告された。平成 30

年度の事業計画において、引き続き、ネットワーク形成事業の枠で、3 つの委員会を

中心とした調査や研究を実施し、関連学会と連携しながら学術団体としての成果を出

し、情報発信をする計画が説明された。こうした報告ならびに提案は総会で承認され

た。 

2) 特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事

業」 

昨年度、保健物理学会から提案された重点テーマ 8 課題について、甲斐会長から報

告がなされた。重点テーマとして提案された「ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入に

関わる課題への対応研究」の提案の背景や具体的な研究内容について実効線量・
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実用量委員会の小田委員長より説明された。規制庁からは、重点テーマについては

規制の改善に役立つものが最優先であること、現段階では、新たな線量体系を国内

法令に取り入れる場合の「前捌き」の議論を学会に進めてもらいたい、と言ったコメン

トがあった。アンブレラの課題解決型ネットワークの活動として、職業被ばく最適化ネ

ットワークを紹介するとともに、職業被ばく線量が比較的高い医療現場問題、並びに

大学人の多様な労働形態から来る問題について、藤淵俊王氏、渡部浩司氏から紹介

があった。 

ICRP/ICRU の新しい線量概念の導入対応の主体別整理 

国家線量登録制度導入では解決できない医療現場の問題 
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人の管理が複雑化する大学が抱える問題 

3) 合同企画セッション「低線量リスク委員会、実効線量・実用量及び国民線量評価委

員会」 

国民線量委員会の活動として、自然放射線や医療放射線による国民線量に関連す

るデータを集約・解析するとともに、重点テーマとして提案した国民線量データベース

構築に向けて具体的な設計を進めることが紹介された。実効線量・実用線量委員会

の活動として、ICRP/ICRU による新提案導入の影響の調査を行うとともに、具体的な

移行措置/対応措置の検討等を行うことが紹介された。低線量放射線リスク委員会の

活動として、放射線科学におけるサイエンスから防護までの現状におけるコンセンサ

スレポートの作成を行うことが紹介された。 

成果 

平成 29 年度には、国際動向報告会やネットワーク合同報告会といったオープンなイ

ベントを開催したものの参加者は限られており、HP の開設が遅れていることもあって

放射線防護アンブレラの活動について各学会内で周知する方法が乏しかった。研究

発表会の 2 日間を通して、放射線防護アンブレラの枠組みを活用した、放射線規制

の改善に関与する具体的な取り組みがいくつか紹介された。 

アンブレラの特別セッションでは、放射線規制の改善に向けて、段階的な目標設定

をし、その段階ごとに適切な主体が対応して、最終的に規制当局マターになるまでつ

なげることが重要であること、またこうした戦略策定や議論の前捌きがアカデミアの重

要な役割であることが示された。また職業被ばく管理に関しては、今後のネットワーク

のの議論にとって参考となるような、職種ごとの問題点が紹介された。 

1．2．上記における検討結果 

 H29 年度に提案されたテーマの扱い

・個別のテーマに関する学会の対応・進捗など 

2018 年度における三つの委員会の活動内容は、次の通りである。 
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1) 国民線量委員会 

本委員会は、７名の委員により構成されている。その課題は、自然放射線・医療被

ばくによる線量評価データベースの設計である。 

線量のベンチマークとして自然放射線からの線量を評価することは古くから行われ

てきた取組みである。我が国では多くの研究調査が行われてきたが、線量評価の基

礎となるデータベースは存在しない。日本保健物理学会では国民線量に関わる委員

会を設置し、定期的に評価・報告する仕組みを検討している。これらの背景の元、本

提案課題ではその一環として、関連する最新のデータ・知見をレビューし医療被ばく

も視野に入れた国民線量評価のためのデータベースのプロタイプを構築することを計

画した。 

具体的な実施内容は、集団線量としてのいわゆる「国民線量」あるいは平均的な線

量を示すとともに、自然放射線については、既存データや情報の整理に加えて、新規

調査（測定を含む）を提案し、医療放射線についても、関連データの整備（新規調査を

含む）及び線量評価（算定）法の開発の必要性を示すことである。 

平成 30 年度に実施した内容は三つある。１番目は、国民線量にかかわる既存データ

の収集と集約である。平均値、地域や時間による変動幅、その要因解析などを対象

としてデータ収集等を行った。自然放射線では、ICRP が本年 1 月に Publ.137 にて公

開した、ラドン・トロン（子孫核種の影響を含む）による内部被ばく線量評価に用いる

線量係数について、医療放射線では、OECD/NEA での医療被ばくに関する統計デー

タに対し、その基本とされたと想定される国内のデータや、米国での医療被ばくに関

するデータの収集状況が、委員会で報告された。２番目は、国民線量にかかわるレビ

ュー論文（英文）の執筆準備である。具体的には大地ガンマ線、ラドン・トロン、食品中

の放射能、医療被ばくについては一部データを集めて、執筆を開始した。３番目は、

関連データベース等の活用に関する検討である。例えば、厚労省のレセプト情報とか

特定健診等情報データベースを活用した線量推定を行った。 

今後の課題を四つ挙げる。一番目は不足データ等の明確化である。何が不足して

いるか、どのような研究・調査が必要であるかを提言としてまとめることにしている。

例えば、高層ビル・地下空間のデータ、降雨・降雪等の環境変化による線量率への

影響などである。二番目は、ポロニウムの線量係数の見直しである。含まれている食

品の摂取量、例えば、魚介類の摂取量の変化に応じて被ばく線量は変わり得る。三

番目は、ラドン線量換算係数である。ガンマ線による外部被ばく線量評価データの見

直しで、ラドンについては ICRP Publication 65 で公衆被ばくが 3.88mSv/WLM とある。

新たな換算係数としては、現在いろいろな値が提案されているが、16mSv/WLM 程度

が見込まれている。これら換算係数の変更は、線量という数値を導出する場合の影

響は大きいが、データベースとしては数値を変えることで対応可能である。四番目は、

従来の平均値推定ではなく、医療被ばくの実態を伝えるための国民線量評価手法の
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開発である。実際、医療被ばくについては、患者さんによって被ばく線量は非常に大

きく異なっている。また、IVR や放射線治療といった比較的線量の高い被ばくについて

も、含めていく必要があると思われる。 

 

2) 実効線量・実用量委員会 

本委員会の委員は 6 名である。実効線量は、放射線防護の基本となる線量概念で

あり、1977 年勧告以後、UNSCEAR や医療分野においても広く浸透し、法令でも使用

されている。放射線防護量としての有用性とは別に誤用や誤解がある一方、実効線

量概念に対する批判もある。そこで、放射線防護量を理論性と実用性の両面から議

論し、防護量としてのあるべき指標を考える、ということを設置の趣旨としている。 

 平成 30 年度の活動項目は、三つある。一番目は、第 51 回研究発表会における講

演で、委員長が実用量とその課題を解説した。二番目は、ICRU/ICRP 合同レポート

に関する情報収集で、国内外の動向の調査を行った。三番目は、原子力規制庁の放

射線対策委託費「実用量及び防護量に係る動向調査」事業への協力である。具体的

には、情報提供、過去の議論のまとめを検討した。３つのドラフトレポート

（ICRU/ICRP Joint Report、タスクグループ 79 及び 90）の概要を取りまとめた資料の

作成を行った。国内外関係機関の検討状況の調査としては、アンブレラ事業において

行われている国際動向調査と密接に連携しつつ、国内関連学会等との検討内容を参

考にした。 

 

3) 低線量リスク委員会（放射線影響学会と共同で設置） 

 本委員会は、日本放射線影響学会から 7 名、日本保健物理学会から 5 名の会員が

委員として参加している。背景としては、まず、福島第一原子力発電所事故により、放

射線安全規制の基盤となる科学に対する信頼が揺らいだことが大きな社会的な問題

になっているということが挙げられる。また、さまざまな書籍やレポート等が出されて

いるが、安全規制の観点からまとめた専門家のコンセンサスレポートは存在しない。

さらに、政府がリスコミ用に作成した資料の多くは、考え方やその背景となる科学的

データの意義や制約までは記載されていないといった問題がある。 

 そこで、放射線安全規制を進めていく上で、その基盤となっている放射線科学の現

状をわかり易く解説したレポート作成する。そして、低線量リスクの放射線安全規制

の基盤となる放射線疫学から放射線生物の現状認識、さらに、社会的背景にまで関

連して、これらの知見が放射線安全規制にどのように繋がっているのか、放射線科

学の専門分野を超えてコンセンサスづくりを行うことを研究内容としている。 

 これらの成果を活用することにより、放射線安全規制の基盤となる放射線科学を理

解し、放射線科学に基づくリスク評価と放射線防護との関係をわかり易く解説したレ

ポートとして広く活用できる。また、放射線安全規制に従事する担当者から、リスコミ
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に関係するすべてのステークホルダーに必要な放射線科学の知見を整理し、放射線

に対する認識を共有できる 

 具体的な活動としては、基礎から防護の応用に至るまでスコープ全体に関する議論

を実施し、概略をまとめる担当者を決定した。そして、放射線科学の現状整理を示し

た全体像を、章毎に割り振られた担当者がプレゼンを実施した。その時のコメントを

元に、各章の要点の整理を行った。現在のドラフトにおける項目は、次の通りである。 

 

１. 低線量とは？ 

1.1 放射線の相互作用   

1.2 基本となる線量の定義  

1.3 放射線の種類によって異なる影響 

1.4 実効線量（防護） 

1.5 低線量・低線量率とは 

２. DNA・細胞レベルで起きること 

2.1 DNA の初期損傷 

2.2 DNA 修復 

2.3 細胞応答 

2.4 変異・染色体異常  

2.5 低線量では 

2.6 低線量率では 

３.  組織の変化 

3.1 臨床的な観察による知見 早期影響 晩発影響 

3.2 循環器系   

3.3 造血組織・血液系 

3.4 眼・水晶体 

3.5 その他の組織臓器 

3.6 低線量での非がん影響 

3.7 なぜ、低線量ではがんに注目するか 

４. 発がんのメカニズムに関する知見 

4.1 がんとは？ 

4.2 組織環境・老化とがん化 

4.3 がんの原因 

５. 放射線によるがん化 

5.1 これまでの動物実験の知見の概要 

5.2 低線量・低線量率の実験に関する知見 

5.3 がん化のプロセスと放射線の作用 

６. 放射線の疫学 
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6.1 疫学の意義とリスク指標 

6.2 原爆データ 

6.3 医療被ばく 

6.4 職業被ばく 

6.5 事故被ばく 

6.6 環境・他の疫学 

７. 放射線がんリスクの推定 

7.1 基礎とする疫学データ 

7.2 リスク推定に用いるモデルと仮定 

7.3 リスクのものさし 

7.4 リスクの解析・評価 

7.5 リスク推定の限界 

7.6 リスク評価の課題 

８. 継世代影響 

8.1 遺伝学の歴史 

8.2 動物実験 

8.3 疫学 

8.4 現在のリスク評価と課題 

９. 低線量リスクに関する放射線防護の考え方 

9.1 防護の考え方の歴史と背景 

9.2 防護のリスクの定義 

9.3 リスクの利用 

9.4 トピックス 

 

 今後の進め方としては、2019 年 6 月に、「低線量リスクに関するコンセンサスと課題

の明確化」と題するワークショップを開催する予定である。委員会内でコンセンサスと

課題を明確化し、ワークショップにおける会員からの質問とコメントでコンセンサスと

課題を再整理する。整理しなおしたものを委員会内で共有し、意見交換を行う。コン

センサスと課題にそってドラフト提示し、クリティカルレビューアがコメントする。10 月に

学会内コンサルテーションおよびコメント募集を行い、12 月に修正ドラフトを提示し、

最終確認を行う予定である。 

 

 追加の提案 

 特になし。 

 

2．放射線防護人材の現状に関する調査 

 学会員数の変動 
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放射線防護人材の現状把握の一環として、日本保健物理学会の会員数の推移を

調査した。2008 年度から現時点の会員を集計している。2008 年度から 2017 年度は

年度末の会員数、2018 年度は現時点での会員数である。 2008 年度及び 2009 年度

の特別会員数が不明のため、記載していない。 正会員と学生会員（正学生会員＋

準学生会員）および合計のグラフを次に示す。 

 

正会員、学生会員とも、2010 年から 2011 年にかけて比較的大きな減少が見られた。

全体の会員数は、その後も徐々に減少傾向にあるが、2016 年以降はあまり変わって

いない。 

 

・年齢別、あるいは正会員と学生会員別 

 

・専門性別 

2018 年の札幌大会の演題カテゴリーの分布から次のように分布していると考えるこ

とができる。 

0

200

400

600

800

1000

1200

正会員 学生会員 合計
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 放射線防護人材の増減に関する分析 

・学会での分野別発表件数 

 過去五年間に開催された研究発表会における参加者数と発表演題に関するデータ

を示す。2018 年度に札幌で開催された、第 51 回研究発表会の参加者は、非会員を

含め約 340 名で、128 件（口頭 75 件、ポスター53 件）の発表があった。それらの分野

別発表件数は次の通りである。 

- 環境放射能（6） 

- ラドン・トロン（5） 

- 放射線計測（10） 

- 線量評価（13） 

- 放射線影響・リスク解析（8） 

- 医療被ばく（9） 

- 福島原発事故関連（8） 

- 防災・緊急時対応（10） 

- リスコミ・廃棄物・教育（6） 

2017 年第 50 回研究発表会は、日本放射線安全管理学会第 16 回学術大会と合同

で、大分で開催された。両学会の合計であるが、発表された 99 演題の内訳を示す。 

- 環境放射線（能）（4） 

- 現場の保健物理/管理・保全（10） 

- 廃棄物（8） 

- 防災・緊急時対応（4） 

- 放射線計測（10） 

- 福島事故（16） 
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- 医療被ばく（6） 

- 放射線教育（6） 

- 医療安全（4） 

- 法規制・標準化（4） 

- 放射線利用/分析（3） 

- ラドン・トロン（6） 

- 医療従事者の職業被ばく（6） 

- 放射線影響・リスク解析（6） 

- 線量評価（6） 

2016 年第 49 回研究発表会（弘前文化センター：参加約 320 名）で発表された、108

演題（口頭 61 件、ポスター47 件）の内訳を示す。 

- 環境放射線（4） 

- ラドン（5） 

- 放射線計測（7） 

- 線量評価（7） 

- 放射線影響（5） 

- 医療被ばく（6） 

- 福島原発事故関連（14） 

- 防災・緊急時対応（3） 

- 現場の保健物理／管理・保全（6） 

- 廃棄物およびその他（4） 

2015 年第 48 回研究発表会は（参加 271 名）首都大学東京荒川キャンパスで開催さ

れ、発表は 93 演題（口頭 56 件、ポスター37 件）であった。また、2014 年第 47 回研究

発表会（参加約 210 名）は岡山の鏡野町上齋原文化センターで開催され、発表は 95

演題（口頭 71 件、ポスター24 件）であった。 

 研究発表会における参加者・演題数は、開催形態・場所や、日程が異なるため、一

概に比較することは困難である。分野も、開催回によって分類が異なっている。 

 

・専門別学会員数の増減の原因 

2010 年から 2011 年にかけての大幅な会員数減少は自動退会によるものであるが、

正会員は 2011 年から 2014 年にかけて相当数減少しており、これは震災や福島事故

の影響による入会者数の減少と、震災・福島事故＋団塊世代の方の退会者増による

ものと当時の理事会では考えられていた。 

会員の分野別では、物理・計測・環境系の割合が比較的大きく、影響・リスク・管理・

医療が小さい。管理や医療などは、それぞれ専門の学会があり、会費負担が生じる

こともあって、複数の学会に参加することは容易でない。特に、二十代や三十代の会
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員が少ないことは、若年層の人口減だけではなく、会員になるメリットを感じない人も

いることと思われる。 

 

・将来予測 

最近の動向からは、大きな状況変化がない限り、全体の会員数の大きな増減はな

いと思われる。 

 

3．学会としての重点テーマの優先度を考慮すべき領域に関する結論 

 具体的なアウトプットや放射線防護上のアウトカムの観点から 

日本保健物理学会は、放射線防護の基本問題に関わる重要な３つのテーマを扱う

アドホック委員会（臨時委員会）として、国民線量委員会、実効線量・実用量委員会お

よび低線量リスク委員会を立ち上げて活動している。国民線量委員会は、我が国に

おける自然放射線と医療被ばくを中心とした線量を系統的に評価する体制が我が国

では弱いことに注目し、学会がリーダーシップをとってレポートを作成するための委員

会である。実効線量・実用量委員会は、外部被ばくの測定量を防護に結びつけるた

めの線量評価ガイドラインの構築を目指すものである。低線量リスク委員会は、放射

線影響学会との合同の委員会として設置し、物理、生物、疫学、リスク、防護におけ

る低線量・低線量率に注目して、どこまでがコンセンサスとなる知見で、何が課題を整

理することで、低線量問題の社会的理解の混乱を少しでも緩和することを目指すもの

である。 

 

 喫緊性の観点から（新たな課題の提案） 

日本保健物理学会は、放射線防護の基本問題に関わるテーマから、実務的な課題

までをカバーした課題を提案できるように会員からの声も期待している。1月に行われ

た医療被ばくのシンポジウムでは、行政の規制当局の関係者、医療関係者、放射線

防護関係者が集まり、最近の医療被ばくに対する注目を反映したシンポジウムとなっ

た。このシンポジウムを企画した保健物理学会は、他の関連学会とも共同しながら、

医療被ばくの線量評価法、線量記録、線量・リスクに関するコミュニケーション問題な

どを新たな課題として検討を進めていくことにしている。とくに、医療被ばく管理と厚労

省の省令で定められることになったため、取り組むべき重要な課題と考えている。 

 また、従来から取り組んできた水晶体の被ばく管理については、線量評価から防護

管理までのガイドラインの作成を目指している。 

 

 放射線専門人材の若手の育成の観点から 

放射線防護を将来に担っていくべき人材を育成するために、国際的に広く人材交流

を行い、その中から果たすべき役割や深めていくべき学術的課題を自ら発見し、解決

の道筋を考えることのできる機会を学会として設けていく。昨年 5 月にメルボルンで開
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催した AOCRP5 の会議でキックオフした YGN（Young Generation Network)の活動は、

すでに韓国との交流も開始し、2019 年 12 月の仙台大会では、英国からも参加して、

国際的に広く拡大していく予定である。YGN や国際会議の参加機会を支援することで、

放射線専門人材の若手の育成を推進していくことにしている。 

 

4．参考資料 

  ・NW 合同報告会での発表資料 
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1. 事業目的 

原子力規制委員会(以下「委員会」という。)は原子力に対する確かな規制を通じて人と環境

を守ることを使命としており、委員会が平成 24 年 9 月に設置されて以来、課題に応じた安全

研究を実施し科学的知見を蓄積してきた。平成 28 年 7 月 6 日には「原子力規制委員会にお

ける安全研究の基本方針」を公表し、放射線源規制・放射線防護分野に対しても調査研究活

動の推進をしているところである。 

こうした状況を踏まえ、放射線源規制・放射線防護による安全確保のための調査研究を体

系的かつ戦略的に実施するために放射線安全規制研究推進事業、放射線防護研究ネットワ

ーク形成推進事業を実施している。 

本事業では、原子力規制委員会、放射線審議会等が明らかにした技術的課題の解決につ

ながるような研究を推進するとともに、研究活動を通じた放射線防護分野の研究基盤の強化

を図り、得られた成果を最新の知見の国内制度への取入れや規制行政の改善につなげるこ

とで研究と行政施策が両輪となって、継続的かつ効率的・効果的に放射線源規制・放射線防

護による安全確保を最新・最善のものにすることを目指す。 

 

2. 事業内容 

本事業の受託者である日本原子力開発機構（以下「受託者」あるいは「JAEA」という。）は

規制事業を支える放射線防護に関する調査研究を効果的に推進することに寄与するような

関連機関・専門家によるネットワークを構築するために、下記(1)(2)の事業を実施した。また、

受託者は事業の実施結果について、原子力規制庁が開催する成果発表会で報告し、評価を

受けた。研究の実施に当たっては原子力規制庁が指定するプロジェクトオフィサーの指示に

従った。 

 

(1)緊急時放射線防護に関する検討 

① 緊急時放射線防護ネットワーク構築 

平成 29 年度に組織した緊急時放射線防護醐検討グループの検討結果を元に、制度の設

計と運営を開始した。咋年度に引き続き、ネットワーク構成員のリストの整備と現状調査、人

材の確保、育成などの仕組み作りを進めた。また、「健全な放射線防護実現のためのアイソト

ープ総合センターをベースとした放射線教育と安全管理ネットワーク」等との連携について検

討を進めた。 

具体的には、研究機関や関連学会に所属する研究者、技術者等が環境モニタリング、放

射線管理、線量評価の分野毎に３つのサブグループ(以下「サブ Gr」という。)を設置し、そこ

で相互の研究活動の紹介、施設見学及び共通的な課題に関する検討等を行った。また、第 

6 回日本放射線事故・災害医学会年次学術集会においては緊急時対応人材の育成・確保と

ネットワーク間の連携を考えるパネルディスカッションを開催し、人材確保・育成における課題

に関する共通的な認識を形成した。 
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② 文献調査と対応方針の作成 

放射線緊急事態に関する国際的な安全基準及び手引き、東電福島第一原子力発電所事

故の経験からの教訓をまとめた文献等を調査し、人材育成や人材確保の観点からわが国が

抱える課題を抽出・整理する。その上で、わが国の実態に即した適切な人材育成計画、維持

管理の在り方等について老察し、考え方・対応方針をまとめた。 

 

3. 事業報告 

3.1 緊急時放射線防護ネットワーク活動 

3.1.1 環境モニタリングサブ Gr 

 JAEA の原子力科学研究所（以下、原科研）、核燃料サイクル工学研究所（以下、核サ研）と

大洗研究所（以下、大洗研）および日本原電東海・東海第 2 発電所の環境モニタリング実務

者を構成員とする環境評価委員会の下部組織「福島第一原発事故による環境影響検討会」

を平成 30 年度からは緊急時放射線防護ネットワークのサブグループと位置付けて環境モニ

タリングに係る技術的課題について調査検討を行っている。来年度他機関の関係者を追加し

ていく予定である。 

(1)メンバー構成 

幹事：JAEA 核サ研 中野政尚、細見健二 

構成員： 

JAEA 原科研・放射線管理部環境放射線管理課：大倉毅史、川崎将亜、倉持彰彦、 

竹内絵里奈 

JAEA 核サ研・放射線管理部環境監視課：中野政尚、細見健二、西村周作、 

永岡美佳、松原菜摘、成田亮介、山田椋平 

JAEA 大洗研・放射線管理部環境監視線量計測課：橋本周、山田純也、前田英太 

日本原電東海・東海第二発電所放射線・化学管理グループ：藤井裕、神野職、東島宙 

 

(2)H30 年度活動実績（別添 1，2 を参照のこと） 

①福島第一原発事故による環境影響の検討 

 第１回会合（30.5.28） 第 2 次活動実施内容の確認 

 データ入力フォーマットの送付（30.6.15）、各事業所からデータ回収 

 4 事業所結合データの送付（30.10.11）、各事業所から解析コメント回収 

 各事業所の解析・評価結果の回覧（31.1～2 月） 

 第 2 回会合（31.3.1） 全体の解析・評価結果の検討 

②各事業所における実施状況及び問題点の共有等 

 葉菜（ホウレン草）の確保 

 排水口近辺土砂の採取困難 

 アラメに時折 I-131 が検出される、等 
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③施設見学会 

 核サ研の排水管理設備として、安全管理棟管理区域、中央廃水処理場、第 1

排水溝を見学（30.5.28） 

 原電の東海第二原子力発電所（原子炉建屋内、タービン建屋内）を見学（31.3.1） 

④次年度の活動予定 

 福島第一原発事故による環境影響の検討結果（4 事業所結合データと解析結

果）の論文発表に係る検討 

 各拠点からの要望を基に活動テーマを決める 

 

3.1.2 個人線量評価サブ Gr、放射線管理サブ Gr、その他のネットワーク形成活動 

個人線量評価サブ Gr、放射線管理サブ Gr は合同で、日本放射線事故・災害医学会との

共催によるパネル討論会を開催し、緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状把握、

関係機関の相互理解と放射線管理上の課題共有を行った。JAEA 各拠点の放射線管理担当

者や大学研究機関等の放射線防護関係者・放射線管理実務者等を構成員とする会議体の

開催を平成 31 年 3 月に計画していたが、幹事組織において事故対応が発生したため、開催

を翌年度前半に延期した。このため、緊急時放射線防護ネットワークの構成員リストへの掲

載に関する合意は得られておらず、名簿は案の形で取りまとめることとした。今後、早期に緊

急時放射線防護ネットワーク構成員による会議を開催し、リストの確定を行うとともに、参加メ

ンバーの専門分野の把握と担当業務等に関する情報共有、緊急時放射線防護支援のあり

方（災害支援スキーム等）検討等を進めていく。 

 

3.1.2.1 日本放射線事故・災害医学会との共催によるパネル討論会（別添 3 を参照のこと） 

第 6 回日本放射線事故・災害医学会年次学術集会において「緊急時対応人材の育成・

確保とネットワーク間の連携を考える」と題するパネルディスカッションを開催した。わが国で

は、原子力緊急事態等の放射線災害時に主に緊急被ばく医療や放射線防護の分野の専門

家等によって構成されているネットワーク活動が様々な形で展開されていることから、このパ

ネルディスカッションにおいては、それらの活動について相互理解を深めるとともに、活動の

補完的な協力のあり方について議論することをねらいとし、下記を論点として提示した。 

 緊急時放射線防護を担う人材の育成・確保における共通的な課題と解決に向けた提

案等 

 ネットワーク間の相互協力、特に人材育成、確保における連携について 

 専門家による円滑な災害支援のために考慮すべき事項（支援スキームのあり方含む） 

 緊急時放射線防護関連の技術的課題、その他緊急時放射線防護ネットワークへの提

案など 

この学術集会の参加者は約 180 名であり、その多くがこのパネルディスカッションに参加

したことから、アンブレラ事業の全体の活動状況を緊急被ばく医療の関係者に周知するこ
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とができた。また、パネリストからは放射線防護に関連する複数のネットワーク活動の現状

や人材確保の取り組みが紹介され、その上でフロアを交えた総合討論において緊急時対

応にあたる専門家に向けた教育訓練などの相互協力やネットワーク間の情報交流の重要

性など、今年度実施している緊急時放射線防護ネットワーク構築に向けた活動に反映すべ

き事項を明らかにすることができた。プログラムの内容及び主なコメントは下記の通り。 

 

第 6 回日本放射線事故・災害医学会年次学術集会 

パネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」 

 

日時：平成 30 年 9 月 22 日（土）15：30～17：00 

場所：東海村産業・情報プラザ（茨城県東海村） 

座長： 前田 重信（福井県立病院）、高田 千恵（日本原子力研究開発機構）  

 

プログラム： 

【企画説明】  

「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォー

ムの形成」事業について 神田玲子（量子科学技術研究開発機構） 

緊急時放射線防護ネットワーク構築に向けた活動 百瀬琢麿（日本原子力研究開発機構） 

【パネリスト】  

・原子力機構の指名専門家の役割と体制 外川織彦（日本原子力研究開発機構）  

・原子力施設緊急時の医療従事者派遣に向けて 立崎英夫（量子科学技術研究開発機構）

・大学等放射線施設による緊急モニタリングプラットフォームについて 松田尚樹（長崎大学） 

・健全な放射線防護実現のためのアイソトープ総合センターをベースとした放射線教育と

安全管理ネットワークについて 渡部浩司（東北大学）  

・ネットワークの現状と人材育成・確保 福井県での取り組み 前田重信（福井県立病院）  

・事業者間ネットワークについて 金濱秀昭（東京電力ホールディングス） 

 

【総合討論における主な意見等】 

〇多くの既存 NW で人材不足・高齢化。地域格差もあるのではないか。（ネットワーク間の

相互の協力支援は重要である） 

〇指導者，各 NW のハブとなる人材，より高度な知識・経験を持つ専門家の確保の必要

性・重要性 

〇教育のモジュール化や電子化（e-learning 等）などによる工夫かつ実習（体験）や「顔の

見える関係」構築の重要性の認識 

〇NW を横断した活動，緊急時の要員派遣等の考え方の整理が必要（平常時／緊急時：オ

ンサイト・オフサイトでの要員取り合い,責任所在,補償 etc） 
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3.1.2.2 個人線量評価サブ Gr、放射線管理サブ Gr の活動状況 

(1)メンバー構成 

幹事：JAEA 核燃料サイクル工学研究所 百瀬琢麿（放射線管理）、 

高田千恵（個人線量評価）、原子力緊急時支援・研修センター外川織彦（緊急時支援） 

構成員： 

JAEA 支援研修センター指名専門家（放射線管理・個人線量評価・他放射線防護関係 

者）及び各拠点放射線管理担当者（原科研、核サ研、大洗研、他） 

大学、研究機関放射線管理担当者（東北大学、長崎大学、他） 

来年度追加予定 

(2)H30 年度活動実績 

 放射線管理、個人線量評価、緊急時支援に関するサブ Gr の活動として今年度会合の開

催を 2 月～3 月に予定していたが、幹事組織の事故対応が発生したため、開催を翌年度前

半に延期するとともに、キャパシティの現状調査として幹事の所属機関における下記の状

況調査を行った。 

 

①放射線管理支援に係るキャパシティの把握、緊急時放射線防護支援のあり方検討 

JAEAの原子力緊急時支援研修センターの指名専門家における各分野の人数は下記の

通りである。 

表．JAEA の原子力緊急時支援研修センターの指名専門家の人数 

環境モニタリング 環境影響評価 個人被ばく評価 放射線管理 

18 17 12 44 

 

この他に、JAEA 原子力緊急時支援・研修センターの指名専門家には緊急時対応計画

の立案に関する専門家の登録はないが、JAEA原子力緊急時支援・研修センターに所属す

る専門家が国、地方公共団体等に対して、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて

国、地方公共団体等が行う防災基本計画や地域防災計画の修正等について住民防護の

視点に立った緊急時モニタリング、広域避難計画等の対応環境整備に関する技術的な支

援や関係機関等の検討会等に出席して助言等を行うなど、指定公共機関としての技術的

支援を行っている。 

JAEA 各拠点においては放射線管理を担当する部組織（放射線管理部）があり、原子力

科学研究所、核燃料サイクル工学研究所、大洗研究所他の拠点で放射線管理、環境監視、

個人被ばく線量計測、放射線計測を担当する職員が約 200 名在籍している（指名専門家と

の重複あり）。 

国内の大学や研究機関、原子力事業所等には緊急時放射線防護ネットワークを構成す

る可能性のある研究者、技術者が在籍しており、昨年度その一部について調査した結果を

報告しているが、引き続き国内の関係機関の現状調査を進めていく。 
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②JAEA 原子力緊急時支援・研修センターで実施している原子力防災関連教育訓練 

放射線防護を専門とする研究者や技術者は、それぞれ担当する管理や研究の分野に

は精通しているが、原子力災害や放射線緊急事態における対応体制や防災業務計画に

関して体系的な教育や訓練を行う機会を得ることは必ずしも容易ではないと考えられる。そ

のため、緊急時放射線防護ネットワーク関係者の所属機関等で実施されている教育訓練

の実施や参加において、相互の支援や協力が有用と考えられるため、ここでは、JAEA 指

名専門家を対象とした原子力災害対応に係る教育や訓練の実施状況及び国や地方公共

団体職員等を対象とした教育訓練の実施状況についてまとめた。今後これらの教育訓練

への参加等を含む相互協力のあり方について検討していく予定である。 

 

②-1JAEA 内の指名専門家等を対象とした教育訓練 

JAEA 内の指名専門家等を対象として下記の教育・訓練を毎年実施している。JAEA 指

名専門家以外については、現段階ではこれらの教育訓練への参加は想定されていないが、

JAEA 指名専門家以外の緊急時放射線防護ネットワーク関係者も所属機関の協力を得て

参加可能となるような枠組みを検討することもネットワーク活動の一つとなる可能性がある。 

A. 緊急時対応教育 

実施時期：毎年 6 月頃 

場所：原子力緊急時支援・研修センター（茨城） 

対象者：指名専門家及び専任者 

教育の概要：JAEA の指定公共機関としての役割や機能の確認 

B. 緊急時支援活動訓練 

実施時期：毎年 6 月頃 

場所：原子力緊急時支援・研修センター（茨城）、同福井支所（福井）等 

対象者：指名専門家及び専任者、他 

訓練の概要：原子力緊急時を想定して、原子力緊急時支援・研修センターを中心と

した活動態勢の構築と運営、地方公共団体等で実施する各種応急対策への技術

支援等の訓練を通じて緊急時支援活動を迅速かつ確実に行われるように対応能力

向上を図る。 

C. 外部機関との連携訓練（国・地方公共団体等の原子力防災訓練への参加） 

実施時期：毎年 6 月頃～3 月頃（期日未定：国・地方公共団体等の動向による） 

場所：国・地方公共団体の災害対策本部、緊急時モニタリングセンター（オフサイト

センター）等の原子力災害活動実施場所（北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城

県、栃木県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、大阪

府、鳥取県、島根県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県等）、JAEA 原子力緊急時

支援・研修センター等 

対象者:指名専門家を含む JAEA 職員 
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訓練の概要：国・地方公共団体、防災関係機関が主催する原子力防災訓練（緊急

時モニタリングセンター活動、スクリーニング活動）や、国民保護措置等活動に関す

る訓練等に支援・研修センターの専門家として参加する。 

D. その他の訓練 

実施時期：毎年 6 月頃～3 月頃（期日未定） 

場所：原子力緊急時支援･研修センター等 

対象者：指名専門家を含む JAEA 職員 

訓練の概要：国外における原子力事故や放射線緊急事態等における支援活動等

の訓練に支援･研修センター専門家として参加する。 

 

②-2 原子力防災業務関係者等を対象として実施している教育訓練 

A. 基礎研修 

国及び地方公共団体など原子力災害対策を行う公的機関への支援の一環として、防災

業務関係者自らが活動時に放射線被ばくや汚染を防護するための基礎研修を行っている。

研修の内容は、原子力災害対応業務に必要となる自らの放射線被ばく防護対策、汚染防

護対策や放射線量の測定方法などを、福島原発事故の実例を交え、講義で紹介し実習で

体験・習得するものであり、災害発生時に現地や避難退域時検査等で対応する職員の被

ばく管理に役立つ実践的な内容としている。対象者は、国、地方公共団体、警察、消防等

公的機関に所属する防災業務関係者としている。 

  B. 専門研修 

  内閣府は、原子力緊急事態において原子力施設周辺の住民等に対する防護措置を確実

に実施するために、現地で防護措置の実務を行う地方公共団体の要員（実務人材）の研

修を行うこととしており、その一環として JAEA 原子力緊急時支援・研修センターは、内閣府

からの委託事業として原子力防災研修を実施している。この研修では、実務人材研修（避

難退域時検査等研修（講義と図上訓練））が行われている。この他、同様に内閣府からの

委託事業として、国及び地方公共団体の災害対策本部において住民の避難指示など意思

決定に関わる職員及び本部やオフサイトセンター等の拠点で中心的な役割を果たす職員

を対象とした研修（①講義と図上訓練、②講話）も行われている。これらの研修の対象者は、

国職員等、道府県職員等となっており、一般には公開されていない。 

（出典）原子力機構 HP URL: https://www.jaea.go.jp/04/shien/task_j.html 
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3.2 文献調査と対応方針の作成 

3.2.1 文献調査 

放射線緊急事態に関する国際的手引き及び東電福島第一原子力発電所事故の経験か

らの教訓をまとめた文献については昨年度報告した。今年度は緊急時総合調整システム

(Incident Command System; ICS)＊に関する文献調査を実施した。 
＊緊急時総合調整システム Incident Command System(ICS)基本ガイドブック；公益社団

法人日本医師会 

 

この文献によれば ICS は次のように定義されている。 

〇様々な行政区や当局による調和のとれた災害対応を可能にするもの 

〇あらゆる災害に対応するために標準化された、あらゆる現場で使用されるマネジメント概念 

〇必要な資源のマネジメントやプランニングを共通のプロセスで行えるようにするもの 

〇調和のとれた活動が行なわれるための共通した組織構造 

災害対応においてはすべての関係者が協力者として円滑に調整された状況で災害対応

に立ち向かうべきであるとし、ICS はそのための有効なツールとしての災害対応のための

標準化されたシステムであるとしている。 

 

この文献の第 1 部では、ICS の基本ルールが記載されており、現場指揮(Incident 

Command)に関することすなわち現場指揮者の業務や現場指揮を補佐する専属スタッフの

業務に関する解説が記載されている。また、部門スタッフ(General Staff)や様々な機関との

連携に関する解説が記載されている他、ICS を動かすための基本的事項、すなわち組織間

のコミュニケーションのあり方、統制の範囲（１人の人間が効果的に監督できる部下の数は

3‐7 人）権限移譲、目標管理、緊急時行動計画、出動／動員解除などが記載されている。 

この文献の第 2 部では ICS を適用した事例の研究についての記載があり、2013 年にコ

ロラド州で発生した洪水での対応、ハリケーンカトリーナ襲来の際に ICS が活用されなかっ

たことにより混乱が生じたケース、感染症への適用事例、大規模イベントでの ICS 活用事

例、ボストンマラソン爆弾テロでの対応状況などの紹介がある。 

この文献の第 3 章では ICS に関する重要なトピック、ICS と地域の危機管理、リーダシッ

プの問題、ICS と危機管理における広報の役割等について論じられている。 

 

このような、緊急事態対応に係る標準化された災害対応のためのシステムに関する基

本事項は、原子力緊急事態や放射線緊急事態に備えた活動をスコープとする放射線防護

ネットワークの関係者にとっては共通して理解しておく価値のある情報と考えられる。また、

今後、ネットワーク活動のアウトプットとして各分野における緊急時放射線防護に関するガ

イド等をまとめる事項をピックアップする上で参考となる情報が得られた。以下に例を示す。 
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例 1）目標の設定と実施の基本ステップ 

Step1：当局の方針と指示に対する理解 

Step2:インシデントの状況評価 

Step3:インシデントに対応するための体制の確立 

Step4：適切な戦略の採用 

Step5：戦術の遂行 

Step6:インシデントの推移の追跡・フォロー 

例 2）目標設定にあたって留意すべき事項 

１.初動時に行うべきこと 

２.優先順位の考え方 

３．効果的な目標に必要な要素（SMART） 

 

この他、緊急時行動計画として明記すべき 4 つの要素 

〇何をしたいのか 

〇誰がその責任を持つのか 

〇どのように互いにコミュニケーションをとるのか 

〇誰かがけがや病気になった場合の手続き 

といった事項についても災害対応時の計画立案にあたっての基本的な枠組みとして理解し

ておくべき重要な事項と考えられる。 

 

3.2.2 緊急時放射線防護ネットワークの設置 

 課題解決型のネットワークとして緊急時放射線防護ネットワークを設置、運営する。 

〇運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)  

〇構成員：JAEA、量研機構、大学、研究所、原子力事業所、自治体等に所属職員等

で、各自の専門分野に応じて分野別に設置されるサブ Gr に所属する。 

   〇サブ Gr：被ばく線量評価、環境モニタリング、放射線管理、放射線(線量)計測、線量評

価等を置く。なお、緊急時対応計画についてのサブ Gr の設置が望ましいが、専門

家が原子力緊急時支援・研修センター等所属する機関が限られているため、その

取扱いについては検討を要する。 

①ネットワークの制度設計に係る検討状況 

緊急時放射線防護ネットワーク検討 Gr は現在の構成員に加えてサブ Gr のコアとなる

メンバーを関係学会からの推薦等により選定する。ネットワークの運営のあり方は活動

を進めながら評価改善を行っていくが、自律的かつ継続的に発展する仕組みとする。 

目標：シーズ、ニーズがマッチしたネットワークサブ Gr の設定とＧｒの運営主体の設定。

ネットワーク構成員のリストの整備。人材の確保、育成が図られるような教育的な事業の

取り組み及びネットワークとして取り組むべき技術的な課題の設定とその解決に向けた
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活動計画案を策定する。発展的に持続可能な仕組み、既存のネットワークとの連携につ

いて提案を行う。活動の進め方や検討結果のまとめにおいては調査した参考文献の情

報を活用し、国際的な標準と整合した内容のアウトプットの創出に努めていく。 
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4. まとめ 

JAEA を運営主体とし、JAEA、量研、原安協、大学、日本保健物理学会、日本放射線安全

管理学会、日本放射線事故・災害医学会、自治体、原子力事業所等で構成された緊急時放

射線防護検討ネットワークにサブ Gr を設置し検討会を開催した。各サブ Gr は、参加者の相

互の情報交換や共通する課題の検討、人材リストの整備、広域災害時に対応できる要員の

キャパシティの把握を進めている。 

 

環境モニタリングサブ Gr は、技術的課題の一つである福島第一原発事故による環境影響

について検討した。4 事業所（JAEA 原科研、核サ研、大洗研ならびに日本原電東海・東海第

二発電所）における環境モニタリングデータを統合した結果、以下の知見が得られた。 

・降下じん：３～４月に季節変動のピークが見られる。大気塵埃と比べ、拠点間による差

が見られない。 

・表土：減衰は物理減衰の理論曲線とほぼ平行となっており、ウェザリング効果による減

衰は小さいと思われる。 

・農産物：葉菜はキャベツ、ハクサイよりもホウレン草の方が放射能濃度が高くなる傾向

が見られる。 

・海水：塩素量は河川や降雨の影響で変動しているが、塩素量と放射能濃度の相関は

見られなかった。放射能濃度に季節変動が見られ、春秋に高くなる。 

・海産生物：シラスは下期において放射能濃度が高くなる傾向がみられる。夏場の生育

期での取り込み（蓄積）の影響があるように思われる。 

 

個人線量評価サブ Gr と放射線管理サブ Gr は共同で学会年次学術集会においてパネル

ディスカッションを開催し、放射線災害時に緊急被ばく医療や放射線防護など、様々な分野ご

との専門家ネットワークが補完的に協力するために、平時より、①人材育成・確保における連

携、②支援スキームの決定、③緊急時放射線防護関連の技術的課題に関する情報交流を

進めることが重要であることが明らかにした。そして、今年度は、①人材育成・確保における

連携の実現に向けて JAEA 指名専門家を対象とした原子力災害対応に係る教育や訓練の実

施状況及び国や地方公共団体職員等を対象とした教育訓練の実施状況についてまとめた。 

 

また、緊急時総合調整システム(ICS)に関する文献調査を行い、緊急時放射線防護に関す

るガイド等に記載すべき事項やそのまとめ方について参考となる情報が得られた。 

 

なお幹事機関の事故対応の影響で一部計画を実施できなかった部分があり、来年度早期

に計画への復帰を図るとともに計画的な活動を継続する。 
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図. 緊急時放射線防護ネットワークの検討状況と今年度の活動 

 

  

緊急時放射線防護ネットワーク検討Gr

・ネットワークの制度設計を検討（サブGｒ設定、
ネットワーク構成員のリスト作成）

・教育的事業の取り組み

・技術的課題の設定と課題解決に向けた活動
計画案策定

・次年度にはサブGrのコアメンバーを追加

環境モニタリ
ングサブGr

・今年度設置

・2回の会合で１
F事故の影響評
価を検討

個人線量評
価サブGr

・今年度設置

・学会のパネル
討論会で問題
意識を共有

放射線管理
サブGr

・今年度設置

・学会のパネル
討論会で問題
意識を共有

放射線
（線量)計測

サブGr

次年度設置
予定

緊急時対応計
画サブGr

専門家の所属
機関が限られ
ているため、設
計を検討中

ネットワーク 
構成員リスト(案) 

 
115 名登録 

(2019 年 2 月) 
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別添 1 

 

環境モニタリングサブ Gr（福島第一原発事故による環境影響検討会） 第 1 回議事録 

 

日時 ：平成 30 年 5 月 28 日（月） 13：10～15：30 

場所 ：原子力機構サイクル工研 安全管理棟 環境監視室 

出席者 ： 

原子力機構原科研 ：倉持、川崎、竹内 

原電東海 ：藤井、神野、東島 

原子力機構サイクル工研（事務局） ：中野、細見、松原、成田、山田 

原子力機構大洗研 ：橋本、前田 

配布資料：・福島第一原発事故による環境影響検討会の第 2 次活動について（案） 

       ・安全管理棟における排水分析について 

 

議事概要： 

１．緊急時放射線防護ネットワークについて 

核サ研百瀬副所長より、放射線安全規制研究戦略的推進事業（アンブレラ型プラ

ットフォームの課題解決型ネットワーク）である「緊急時放射線防護ネットワーク」の枠

組みの中に本検討会を組み込んで実施したい旨が紹介された。7 月 24 日予定の環

境評価委員会にて各事業所の了解をいただきたいと考えている。 

 

２．第 2 次活動における検討内容について 

事務局より資料「福島第一原発事故による環境影響検討会の第 2 次活動につい

て（案）」基づいて実施内容等を説明し、その内容について検討した。 

 検討項目としては、前検討会の項目に、葉菜、表土、河川水、湖沼水を追加する。 

 線量率の解析方法は、前検討会の方法にとらわれず、各事業所で方法を考える。 

 大気中塵埃のシートには粒子重量との関係を検討するため、塵埃重量の列を設

ける。 

 海水のシートには、河川からの淡水影響について検討するため、塩素量の列を設

ける。 

 海底土については、予算が使えるのであれば、性状や粒径分布の調査を外注し

てはどうか。 

 海底土中 Cs-137 測定のクロスチェックのため、代表試料を各事業所に回付して

測定する。 

 降下塵のシートには重量と関係を検討するため、重量の列を設ける。 

 新しく列（重量、塩素量等）が追加になった項目については、今回整理分のデー



14 

 

タだけではなく、第１次活動で整理したデータについてもさかのぼって記入する。 

 

３．各事業所における実施状況及び問題点の共有等 

 原科研では葉菜（ホウレン草）の確保が困難になっている。そもそも東海村で栽

培している農家が無く、市場流通していないのでモニタリングする必要はないの

では。 

→ 原電では、本件について前々から県に申し入れているものの取り合ってもら

えず、実際の採取地点が異なっている。 

→ 平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）が平成

30 年 4 月に制定されたことから、茨城県はモニタリング計画を改訂しようとして

いる。この機会に申し入れるチャンスのため、本検討会で歩調を合わせて取り

組む。 

 原科研では排水口近辺土砂について、第 3 排水溝の土砂が取れないので廃止

してもらったが、最近は第 2 排水溝も土砂が取れない状態。何の目的があって

採取しているかが分からない。 

→ 原電でも同様の状況である。 

 核サ研では、大洗と磯崎で採取したアラメに時折 I-131 が検出される。その都度

県報告の際に情報提供をしているが、各事業所の状況を教えてほしい。 

→ 大洗研でも同様に大洗のアラメで時折 I-131 が検出される。 

→ 原電では久慈浜のみが対象であるためか、I-131 が検出されたことはない。 

→ 原科研では、後日確認したところ、久慈浜のアラメから I-131 が過去に 1 度

だけ検出されている。なお、監視計画の対象外であるため、特に県への説明

はしていない。 

 

４．施設見学会 

核サ研の排水管理設備として、安全管理棟管理区域、中央廃水処理場、第 1 排水

溝を見学した。次回は原電さんの環境分析設備を見学予定。 

 

５．今後のスケジュール 

 なるべく早いうちに事務局はデータ報告フォーマットを作成し、各事業所に配布す

る。 

 8 月中旬までに各事業所から事務局へデータを提出する。 

 8 月末までに事務局は各事業所からのデータを統合して、各事業所に配布する。 

 各事業所は統合データを検討し、独自の評価を行う。 

 9月末に第2回検討会を開催し、評価結果を報告し、共通認識を形成する。また、

論文投稿実施可否を決定する。 



15 

 

 10 月末の環境評価委員会にて事務局から中間報告を行う。 

 以下、未定。 

 

以上 
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別添 2 

 

環境モニタリングサブ Gr（福島第一原発事故による環境影響検討会） 第２回議事録 

 

日時 ：平成 31 年 3 月 1 日（金） 13：10～16：50 

場所 ：日本原子力発電 東海事務所１階 第４応接室 

出席者 ： 

  原子力機構原科研 ：大倉、倉持、川崎、竹内 

  原電東海 ：藤井、神野、東島 

  原子力機構サイクル工研（事務局） ：中野、西村、永岡、細見 

  原子力機構大洗研 ：山田、前田 

配布資料： 

  ・各拠点のデータ解析と評価結果（事前回覧した資料、原科研からの追加資料） 

  ・会の立ち上げ等の経緯について 

 

議事概要： 

１．各拠点からの解析・評価結果の発表 

各拠点から持ち時間約 25 分（質疑応答含む）にて、解析・評価結果について説

明があった。主な、議論、コメント等は以下の通りである。 

 線量率の将来予測について、1 年先までは予測は難しく、1 か月先、3 か月先くら

いなら整合性がよい。なるべく簡便な予測手法のほうがよい。 

 大気塵埃について、拠点間の放射能濃度差が大きいため、採取点の周辺環境よ

る影響を大きく受けていることが考えられる。不規則成分を抽出すると正規分布を

しており、不規則成分による変動は、季節変動成分による変動よりも大きい。採取

重量と放射能濃度の相関には大きく２つのクラスターがあるように見える。 

 降下じんについて、じん重量と放射能濃度に相関が見られる。３～４月に季節変

動のピークが見られる。大気塵埃と比べ、降下じんでは拠点間による差が見られ

ない。 

 表土について、減衰は物理減衰の理論曲線とほぼ平行となっており、ウェザリング

効果による減衰は小さいように思われる。 

 農産物について、葉菜はキャベツ、ハクサイよりもホウレン草の方が放射能濃度が

高くなる傾向が見られる。 

 海水について、塩素量は河川や降雨の影響で変動しているが、塩素量と放射能

濃度の相関は見られなかった。放射能濃度に季節変動が見られ、春秋に高くなる。

親潮（福島沖）と黒潮（千葉沖）の季節による強さが関係していると思われる。 

 海底土について、拠点間の差が大きいため、採取地点による土質の影響が大き
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いと思われる。 

 海産生物について、シラスは下期の方が放射能濃度が高くなる傾向にあり、夏場

の生育期での取り込み（蓄積）の影響があるように思われる。褐藻類の多年草（ワ

カメ以外）については、放射能濃度の変動が大きいため、採取した試料の成長度

合いが影響しているのではないかと思われる。 

 134/137 放射能比について、核実験によるＦＯの影響により理論値よりもやや下寄

りになる。海底土、表土については、ＦＯ影響は無視できるくらい小さいため、放射

能比が理論値の下寄りになる要因は別にあると思われる。（サム効果補正の不

足？） 

 

２．全体討論 

事務局より資料「会の立ち上げ等の経緯について」に基づいて、本検討会の設置

目的、着地点、データの論文発表、活動報告書の作成、今後の活動などについて

議論した。主な、議論、コメント等は以下の通りである。 

 関連情報（放出源情報（大気・海洋）、Cs の環境動態等、各事業所による論文発

表、学会発表、技術資料等）の整理を行う。 

 環境試料について、供試量、試料性状（海底土の土質等）、測定方法（容器、測

定時間）、検出限界などの情報を整理する。 

 本検討会で集約したデータの論文発表の可否や、発表可能となった場合の発表

内容について、各拠点で持ち帰り検討する。発表する場合、県へは情報共有とし

ての周知のみとする。 

 第二次活動の報告書については、共通評価としてのまとめを作成するが、各拠点

の解析・評価結果はそのまま成果物として添付する。 

 着地点と今後の活動について、サイクル工研より、データの論文発表を着地点と

して活動を収束させたい旨の説明があった。サイクル工研では、国報告用の変動

幅設定手法を 2018 年度から運用開始しているため、それに代わる新しい手法の

開発要求はなくなったが、他拠点で開発要求がある場合はその開発に協力する

旨も説明した。 

 

 

４．施設見学会 

東海第二発電所（原子炉建屋内、タービン建屋内）を見学した。 

 

５．今後のスケジュール 

 関連情報については、各拠点で提出可能なものがあれば事務局へ提出し、事務

局はそれを整理して、全拠点で共有する。（4 月中を目途） 



18 

 

 環境試料の情報（供試料、検出限界など）については、たたき台として事務局でサ

イクル工研の資料を作成し各拠点へ送付する。各拠点は、サイクル工研の資料を

参考に自拠点の情報を整理し、事務局へ提出する。（4 月中を目途） 

 事務局は第二次活動の報告書をまとめる。（4 月中を目途） 

 論文発表が可能となった場合は、事務局は論文作成にとりかかる（2019 年度中に

公表） 

 

 

以上 
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別添 3 

個人線量評価サブ Gr と放射線管理サブ Gr 合同キックオフ会合 

（第 6 回日本放射線事故・災害医学会年次学術集会 

アンブレラ事業関連パネルディスカッション）議事概要 

 

日時：日時：平成 30 年 9 月 22 日（土）15：30～17：00 

場所：東海村産業・情報プラザ（茨城県東海村） 

テーマ：緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える 

座長： 前田重信（福井県立病院）  

高田千恵（日本原子力研究開発機構、放射線線量評価サブ Gr 幹事）  

 

【企画説明】  

・「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフ

ォームの形成」事業について： 神田玲子（量子科学技術研究開発機構） 

平成 29 年度から始まった事業の説明や活動が紹介された。また緊急時放射線防

護ネットワークは、緊急時対応人材の確保や育成における課題を解決するためにアン

ブレラ内に設置されたネットワークで、職業被ばくの最適化推進ネットワークとともにア

ンブレラ事業の柱の一つであることが説明された。 

 

 ・緊急時放射線防護ネットワーク構築に向けた活動：百瀬琢麿（日本原子力研究開

発機構、放射線管理サブ Gr 幹事）  

当該ネットワークは、緊急事態において、教育研究機関、原子力事業者等の放射

線防護分野の研究者／技術者、放射線管理員が、その専門性を活かして適材適所

で放射線防護に関する支援活動を行うため、平常時から活動を行う基盤として構築さ

れるとの説明がなされた。また関係者間の問題意識の共有と改善に向けた活動の提

案と実践を行うにあたり、今年度から環境モニタリング、個人被ばく評価、放射線管理

の 3 つのサブ Gr を設置して、構成員リストの整備と分野ごとの課題抽出を始めたこと

が紹介された。 

 

【パネリスト】  

・原子力機構の指名専門家の役割と体制：外川織彦（日本原子力研究開発機構）  

原子力機構では、原子力災害等が発生した際に国や地方公共団体の要請に応じ

て、人的・技術的支援を実施するにあたり、支援活動を行う専門家を理事長が指名し、

原子力緊急時支援・研修センターが登録者のリストを作成していることが説明された。

また緊急時の召集システムの整備や教育や訓練について具体的に紹介された。 
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・原子力施設緊急時の医療従事者派遣に向けて：立崎英夫（量子科学技術研究開発

機構） 

 放医研ではオンサイトへの専門家派遣に向けた制度の枠組みが検討されていること、

今後ネットワークとして整備することが説明された。またオフサイトとオンサイトの関係や、

派遣候補者の育成管理、契約形態、医療活動内容、資機材配備などが課題であるが

紹介された。 

 

・大学等放射線施設による緊急モニタリングプラットフォームについて：松田尚樹（長崎

大学）  

 大学、研究所等における放射性同位元素等使用許可施設は全国に 250 か所以上

あり、その人材と機器設備が緊急時においても活用しうるものであることから、全国 10

大学の協力の下、緊急モニタリングプラットフォーム構築を開始したことが説明された。

これまでに全国的な研修を実施し、放射線施設職員の啓発を行うとともに、教材作成

を進めていることが紹介された。 

 

・健全な放射線防護実現のためのアイソトープ総合センターをベースとした放射線教

育と安全管理ネットワークについて：渡部浩司（東北大学）  

放射線災害などに対応できる人材育成に向けて大学間の連携が進んでいること、

特に 21 の国立大学 RI センターで構成されたネットワーク（原子力規制庁委託事業）

が中核となり、教育プログラム開発、従事者管理システムの連携体制の構築を目指し

ていることが紹介された。 

 

・ネットワークの現状と人材育成・確保 福井県での取り組み：前田重信（福井県立病

院）  

 福井県には 15 基の原子力発電所が存在している。そこで医療従事者が中心となっ

て汚染被ばくに関する知識向上や他職種間の情報伝達を含めたネットワーク作りを行

っていることが紹介された。REAC／TS での研修や国内の講習会に参加し、緊急被ば

く医療の知識を持った救急医を増やしていること、他職種間と顔の見える関係を作りな

がら、2012 年には福井県緊急被ばく医療マニュアルを作成したことが紹介された 

 

・事業者間ネットワークについて：金濱秀昭（東京電力ホールディングス） 

 電力 9 社、日本原子力発電、電源開発、日本原燃の 12 社では原子力事業者間協

力協定が結ばれており、輸送力に関する協力、避難退域時検査の支援、放射線防護

資機材の提供、生活物資の提供において、支援体制を構築されていることが紹介され

た。 
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【成果・所感】 

学術集会の参加者は約 180 名でありその多くが本セッションに参加したことからアン

ブレラ事業の活動状況を緊急被ばく医療の関係者に周知することができた。パネリスト

から放射線防護に関連する複数のネットワーク活動の現状や人材確保の取り組みが

紹介され、その上でフロアを交えた総合討論において緊急時対応にあたる専門家に

向けた教育訓練などの相互協力やネットワーク間の情報交流の重要性など、今年度

実施している緊急時放射線防護ネットワーク構築に向けた活動に反映すべき事項を

明らかにすることができた。 

 





平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワーク

とアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業 

「職業被ばくの最適化推進に関する検討」 

成果報告書 

平成 31 年 2 月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究部門原子力科学研究所 

放射線管理部 

付属資料7  



 

 

  



 

 

 

目  次 

 

1. 事業名 .................................................................................................................... 1 

2. 事業全体の目的 ..................................................................................................... 1 

3. 委託事業の内容 ..................................................................................................... 1 

4. 委託事業実施期間 .................................................................................................. 1 

5. 委託事業の概要及び背景・目的等 ........................................................................ 2 

5.1 ネットワークの概要 ......................................................................................... 2 

5.2 ネットワーク形成の背景・必要性、目的及び今年度の計画 ........................... 2 

6. 委託事業の実施内容及び成果 ............................................................................... 4 

6.1 職業被ばくの最適化推進に関する検討 ........................................................... 4 

6.2 放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 ......................................... 8 

6.3 事業進捗の PDCA ............................................................................................ 8 

7. まとめ .................................................................................................................... 9 

 

別添１ 国家線量登録制度検討グループ会合について ............................................. 10 

別添２ 線量測定機関認定制度の検討に関する原子力規制庁「環境放射線モニタリン

グ技術検討チーム」への報告内容 ............................................................... 18 

別添３ 線量測定機関認証制度の具体的な運用のための基礎データ収集作業 作業

報告書 .......................................................................................................... 27 

別添４ 外国調査の報告 ............................................................................................ 40 

別添５ ネットワーク合同報告会での報告内容 ........................................................ 43 

 

 

  



 

 

 



- 1 - 

 

 

1. 事業名 

平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における

課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の一部

「職業被ばくの最適化推進に関する検討」 

 

2. 事業全体の目的 

原子力規制委員会（以下「委員会」という。）は原子力に対する確かな規制を通じて

人と環境を守ることを使命としており、委員会が平成 24 年 9 月に設置されて依頼、

課題に応じた安全研究を実施し科学的知見を蓄積してきた。平成 28 年 7 月 6 日には

「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」を公表し、放射線源規制・放射線

防護による安全確保のための調査研究を体系的かつ戦略的に実施するために放射線

安全規制研究推進事業、放射線防護研究ネットワーク形成推進事業を実施する。 

本事業では、原子力規制委員会、放射線審議会等が明らかにした技術的課題の解決

に繋がるような研究を推進するとともに、研究活動を通じた放射線防護分野の研究基

盤の強化を図り、得られた成果を最新の知見の国内制度への取入れや規制行政の改善

につなげることで研究と行政施策が両輪となって、継続的かつ効率的・効果的に放射

線源規制・放射線防護による安全確保を最新・最善のものにすることを目指す。 

 

3. 委託事業の内容 

本事業の受託者である日本原子力研究開発機構原子力科学研究所放射線管理部（以

下「受託者」という。）は、規制事業を支える放射線防護に関する調査研究を効果的に

推進することに寄与するような関連機関・専門家によるネットワーク（NW）を構築

するために、全体事業計画の一部である以下のものを実施した。 

１．課題解決型 NW によるアウトプット創出 

（３）職業被ばくの最適化推進に関する検討 

２．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 

（２）放射線防護に関するアンブレラ内の意思決定 

３．事業進捗の PDCA 

また、受託者は事業の実施結果について、原子力規制庁が開催する成果発表会で報

告し、評価をうけた。研究の実施に当たっては原子力規制庁が指定するプログラムオ

フィサーの指示に従った。 

 

4. 委託事業実施期間 

平成 30 年 7 月 2 日～平成 31 年 2 月 28 日 
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5. 委託事業の概要及び背景・目的等 

5.1 ネットワークの概要 

放射線防護の最適化(ALARA)は、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する線量

低減の精神として広く浸透している。しかし、最適化施策検討の基礎データとなる

職業被ばくの実態（放射線業務従事者の人数、線量分布等）については、原子力分

野以外の実態は明らかでない。日本学術会議から国家線量登録制度の確立の提言が

出されているが、その実現に向けた活動が進んでいない。このため、この制度確立

に向けての具体策を関係機関が共同して検討・提案することにより、放射線安全規

制への効果的活用が可能となる。 

また、登録する個人線量データの信頼性確保についても、国際原子力機関(IAEA)

の規制レビュー(IRRS)の勧告を受けて、一部の検討は進められているが、測定機関

全体の制度設計はこれからの課題である。このため、個人線量測定、標準校正、品

質保証の関係機関が協力して検討し制度を提案することにより、国際基準に適合し

た認証制度が確立でき、国際的な信頼を得ることが可能となる。 

さらに、我が国には、欧州 ALARA ネットワークのような、全職業分野を対象と

して最適化を推進する体制ができていない。このため、全職業分野を対象とした最

適化推進ネットワークを立ち上げることで、原子力先進国である我が国の国際的プ

レゼンスを向上できる。 

本ネットワークは、量子科学技術研究開発機構が運営するアンブレラの傘下で日

本原子力研究開発機構が運営し、当該分野の関係機関（放射線影響協会、個人線量

測定機関協議会、産業技術総合研究所、放射線計測協会、日本適合性認定協会）が

結集して、効果的なアウトプットを創出する。 

 

5.2 ネットワーク形成の背景・必要性、目的及び今年度の計画 

（1） 背景・必要性 

職業分野の特徴を踏まえた最適化を検討するための基礎データとなる職業被ば

くの実態（放射線業務従事者の人数、線量分布等）については、放射線業務従事者

の被ばく線量登録・管理制度が原子力分野に限られていることから、原子力分野以

外は明らかでない。このため、日本学術会議から国家線量登録制度の確立の提言が

出されているが、実現に向けて進んでいない。このため、国内の関係機関が広く協

働して、そのデータを活用した最適化の推進を含めた具体的提案を行う必要がある。 

また、登録する個人線量データの信頼性確保についても、国際原子力機関(IAEA)

の規制レビュー(IRRS)の勧告を受けて、個人線量測定サービス機関についての検討

は進められているが、自組織の従事者の個人線量測定を行う機関（以下「インハウ
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ス事業者」という。）を含めた我が国全体の制度設計はこれからの課題である。さら

に、環境モニタリングについても測定の信頼性確保が課題である。このため、個人

線量測定サービス機関の他、大規模なインハウス事業者、標準校正機関、品質保証

認定機関等が協力して制度確立に向けた活動を行う必要がある。 

さらに、我が国には、欧州 ALARA ネットワークのような、全職業分野を対象と

して最適化を推進する体制ができていない。このため、我が国全体で職業被ばくの

最適化を推進し、効果的な線量低減を行うためのネットワーク構築が必要である。 

 

（2） 目的 

課題解決型ネットワークの一つとして、職業被ばくの最適化推進を目的としたネ

ットワークを立ち上げる。本ネットワークは、原子力以外を含めた我が国の全ての

職業分野を対象として、 

① 基礎データとなる放射線業務従事者の被ばく状況を把握するために必要な国

家線量登録制度の確立、 

② 登録する個人線量の測定の信頼性確保のための認定制度（線量測定機関認定

制度）の確立、及び、 

③ 職業被ばくの最適化を効果的に推進するための体制の構築 

に係る調査・議論を行い、具体的な制度設計案を提案する。 

 

（3） 今年度の計画 

課題解決型ネットワークの一つとして、職業被ばくの最適化推進を目的としたネ

ットワークを立ち上げる。本ネットワークは、日本原子力研究開発機構を事務局と

した二つのサブネットワーク（以下「サブネットワーク」という。）で構成され、以

下の事業を行う。両サブネットワークは、日本原子力研究開発機構を中心に有機的

に結合して全体目標を共有しつつ検討を進める。 

 

①国家線量登録制度の検討 

国家線量登録制度に関し、具体的な制度設計に必要な、線量データの収集・登録・

活用方法、職業被ばく分類、運営に必要な費用等に関する調査・検討を進める。検

討に当たっては、平成 29 年度に構築した国家線量登録制度検討グループ(構成員６

名、検討の必要性に応じて関係者を追加)による全体会合及び個別事項に関する検

討会合を開催する。 

 

②線量測定機関認定制度の検討 
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日本適合性認定協会が事務局を務める「放射線モニタリング分科会」と連携して、

平成 29 年度に策定した認定基準・技能試験等の具体的な運用・解釈に関する検討

を進める。また、認定分野の環境放射線モニタリング等への拡大の方向性について

検討する。検討に当たっては、「放射線モニタリング分科会」メンバー（７名、必要

に応じて関係者を追加）により検討会を開催する。 

また、平成 29 年度に引き続き、①の調査と合わせて、国際標準化機構（ISO）の

原子力専門委員会（TC85）/放射線防護分科会（SC2）/基準放射線場に関するワー

キンググループ（WG2）の専門家会合に専門家を派遣し、放射線標準校正等に係る

最新動向を調査する。 

 

6. 委託事業の実施内容及び成果 

6.1 職業被ばくの最適化推進に関する検討 

（1） 概要 

課題解決型ネットワークの一つとして、平成 29 年度に設置した職業被ばくの最

適化推進を目的とした、次の 2 つの検討グループの活動を継続した。 

① 国家線量登録制度検討グループ、及び 

② 線量測定機関認定制度検討グループ 

①について、今年度は、これまでの関連活動をレビューし、今後の活動の進め方

を検討した。また、②については、民間の個人線量測定サービスを実施している機

関を対象にした認定制度がスタートしたことから、その認定に必要な技能試験に関

する基礎データを収集した。また、認定制度をインハウス事業者に拡大するに当た

っての課題を整理するとともに、環境モニタリングへの拡大について検討した。さ

らに、認定に必要な技能試験に関係する放射線標準に関する国際規格について、国

際規格に関する外国調査を実施した。 

 

（2） 国家線量登録制度検討グループ 

(ア) 検討内容 

放射線防護の最適化(ALARA)は、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する線

量低減の精神として広く浸透している。しかし、最適化施策検討の基礎データと

なる職業被ばくの実態（放射線業務従事者の人数、線量分布等）については、原

子力分野以外は明らかでない。日本学術会議は、これら職業被ばくの実態を把握

するとともに我が国全体の放射線業務従事者の個人線量管理を一元的に実施す

る必要性があることから、国家線量登録制度の確立について提言を出している。

しかし、その実現に向けた活動が進んでいない。このため、この制度確立に向け

ての具体策を関係機関が共同して検討・提案することにより、放射線安全規制へ
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の効果的活用が可能となる。 

国家線量登録の確立に向けての具体策を関係機関が共同して検討するため、日

本原子力研究開発機構（JAEA）を運営主体とした「国家線量登録制度検討グルー

プ」を設置した。今年度は、検討会メンバーに医療関係の学会（日本産業衛生学

会）からのメンバーを追加した。 

検討グループのメンバーを表１に示す。 

 

表１ 国家線量登録制度検討グループ 

 氏 名 所 属 

委員 伊藤 敦夫 放射線影響協会 

放射線従事者中央登録センター 

委員 飯本 武志 東京大学環境安全本部 

委員 岡﨑 龍史 産業医科大学 

産業生態科学研究所 

委員 渡部 浩司 東北大学 

サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 

委員 百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

委員 吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 

検討グループの会合は、平成３１年２月２日に開催し、これまでの国家線量登録

制度確立に向けた活動のレビュー、線量登録・管理に関する現状の活動状況につ

いて、制度運営に必要な費用も含めて情報共有を行い，制度提案に向けた検討の

進め方を議論した。 

会合の議事次第及び議事の概要を別添１−１及び別添１−２に示す。 

その結果、制度の実現に向けての大きな課題として、事業者と国の役割分担、

個人情報の取扱い、費用負担（受益者負担）の考え方等があること、また、対象

者が多い医療分野では線量管理自体に多くの課題を抱えていることが明らかに

なった。今後、制度の提案に向けて、電子メールを活用して、検討を進めていく

こととなった。 
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（3） 線量測定機関認定制度の検討

(ア) 検討内容

個人線量測定の信頼性確保に係る認定制度の検討については、昨年度と同様に、

日本適合性認定協会（JAB）が運営主体である「放射線モニタリング分科会」（以

下、「分科会」と言う。）に一本化して検討を進めた。 

分科会のメンバーを表２に示す。 

表１ 線量測定機関認定制度検討グループ 

氏 名 所 属 

主査 吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

委員 辻村 憲雄 日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

委員 黒澤 忠弘 産業技術総合研究所 

計量標準センター 

委員 柚木 彰 産業技術総合研究所 

計量標準センター 

委員 本多 哲太郎 放射線計測協会 

委員 中村 吉秀 日本アイソトープ協会 

委員 壽藤 紀道 個人線量測定機関協議会 

オブザーバ 小口 靖弘 個人線量測定機関協議会 

オブザーバ 左海 功三 原子力規制庁監視情報課 

オブザーバ 鍋田 英生 厚生労働省労働基準局労働衛生課 

昨年度の分科会での検討の結果を受けて、審査基準（ISO/IEC 17025「試験所

及び校正機関の能力に関する一般要求事項」）に追加される個人線量測定につい

ての補足要求事項が JAB 試験所技術委員会で承認され、JAB RL380 として発行

した（平成 30 年 7 月 1 日）。これらについては、原子力規制庁「環境放射線モニ

タリング技術検討チーム」会合（平成 30 年 9 月 3 日）に報告した（別添２参照）。

本契約期間においては、3回の会合を行い、認定審査のポイント、技能試験の進

め方の検討を行うとともに、認定制度をインハウス事業者に拡大するに当たって

の課題を整理した。また、環境モニタリングへの拡大について意見交換を行っ

た。 

各回の検討項目は以下のとおりである。 
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① 平成 30 年 7 月 27 日

 技能試験プログラム

 具体的な審査ポイントに関する検討

② 平成 30 年 9 月 26 日

 具体的な審査ポイントに関する検討

 インハウス事業者への拡大に関する検討

③ 平成 30 年 12 月 18 日

 具体的な審査ポイントに関する検討

 インハウス事業者への拡大に関する検討

 環境モニタリングへの拡大についての意見交換

これらの結果、インハウス事業者への拡大においては、１）技術的要求事項と

２）品質保証要求事項の各々に、以下の主要な課題があることが明らかになった。 

１）技術的要求事項；

ガラス線量計、OSL 線量計に加えて、電子線量計、中性子アルベド線量計

が対象となること。 

２）品質保証要求事項：

インハウス事業者の多くは大規模な原子力事業者であり、これらの事業者

は、既に原子力安全の品質保証システムを持っているため、これとの関係を

整理する必要があること。 

分科会では、今後、これらの課題について検討を進めることとした。 

また、環境モニタリングへの拡大について意見交換を行ったが、まだ拡大の方

向性が見えないことから、原子力規制庁「環境放射線モニタリング技術検討チー

ム」で基本方針が示された後に検討を進めることとした。

(イ) 基礎データ収集作業

個人線量測定機関の認定においては技能試験が義務づけられている。この技能

試験では、測定機関の線量計に放射線の種類、エネルギー、入射角度等の様々な

条件を変えて照射を行い、測定機関には照射に関する情報は与えずに測定機関か

ら測定値を報告してもらい、その測定値と基準照射量を比較して、一定の許容範

囲に入っているかを試験する。現在の許容範囲は、我が国における基礎データが

少ないことから、個人線量測定機関の認定を先行して運用している米国自主試験

所認証プログラム（NVLAP）を参考に設定しているが、その妥当性は確認されて
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いない。このため、今年度は、特にデータが少ない 100 keV 近辺の X 線で入射角

度を変えた照射を行った場合について基礎データの収集を行った。照射は、国家

標準とトレーサビリティを有する（JCSS 登録機関）で行った。 

収集したデータを別添３に示す。データの分析については、次年度に実施する。 

(ウ) 外国調査

技能試験等において重要な放射線標準校正技術に関する最新情報を調査する

ため、国際標準化機構（ISO）の放射線防護分科会（TC85/SC2）基準中性子場に係

るサブグループ（WG2/SG3）専門家会合（開催地：イタリア／フラスカティ、平成

30 年 9 月 10 日から 12 日）に専門家を派遣し、放射線標準校正技術関連の国際

規格に関する情報を収集した（出張期間：平成 30 年 9 月 9～14 日）。 

サブグループ会合では中性子標準場に関する規格（ISO8529-1）の改訂案につ

いて議論した。また、国際規格に関する最新の動向を入手した。 

詳細を別添４に示す。 

6.2 放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成 

（1） ネットワーク合同報告会

上記で述べた職業被ばく最適化推進ネットワークの活動の概要について、平成

31 年 1 月 16 日に開催された「第２回ネットワーク合同報告会」において報告を

行った。 

報告会で使用したスライドを別添５に示す。 

（2） 代表者会議

アンブレラ構成団体の代表者からなる会議に受託者も実施側として参加し、職

業被ばく最適化推進ネットワークの計画及び活動の概要について報告した。 

6.3 事業進捗の PDCA 

受託者は、委託契約期間内において、全体を統括する量子科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所の代表者と密接に連絡を取り、進捗状況を報告するとともに

助言を仰いだ。また、研究の実施に当たっては原子力規制庁が指定するプログラム

オフィサーの指示に従った。

さらに、受託者は事業の実施結果について、原子力規制庁が開催する成果発表会

（平成 31 年 2 月 14 日）で報告し、評価をうけた。 
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7. まとめ 

放射線安全規制事業を支える放射線防護に関する調査研究を効果的に推進するこ

とに寄与するような関連機関・専門家によるネットワークを構築するために、課題解

決型ネットワークとして、職業被ばくの最適化推進を目的とした、①国家線量登録制

度検討グループ及び②線量測定機関認定制度検討グループの活動を継続した。 

国家線量登録制度検討グループについては、医療関係者をメンバーに加え、これま

での国家線量登録制度確立に向けた活動のレビュー及び線量登録・管理に関する現状

の活動状況の把握を行い、国家線量登録制度立上げに向けた検討の進め方を決めた。 

線量測定機関認定制度検討グループについては、線量測定サービス機関向けの認定

制度発足に伴う認定基準・技能試験等の具体的な運用・解釈に関して、特にインハウ

ス事業者へ拡大するための課題を明らかにした。また、技能試験の許容範囲の妥当性

を確認するための基礎データの収集作業を実施した。 

今後、国家線量登録制度の検討については、制度の具体的提案に向けた検討を進め

る。また、線量測定機関認定制度の検討については、インハウス事業者への拡大した

場合の認定要件等についての検討を進める。 

 

以上 
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別添１ 国家線量登録制度検討グループ会合について 

 

 

別添１−１ 国家線量登録制度検討グループ第１回会合 議事次第 

 

別添１−２ 国家線量登録制度検討グループ第１回会合 議事メモ 

 

  



平成 30年度原子力規制委員会委託事業「放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

（放射線防護研究分野における課題解決ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 

職業被ばく最適化推進ネットワーク 

国家線量登録制度検討グループ第一回会合 議事次第 

1. 日 時 ： 2019年 2月 2日（土） 13:30～16:30 

2. 場 所 ： 日本原子力研究開発機構 東京事務所 第７会議室 

東京都千代田区内幸町 2丁目 2番 2号 富国生命ビル 19階 

3．出席予定者（敬称略） 

検討会メンバー： 岡﨑龍史、渡部浩司、伊藤敦夫、百瀬琢麿、吉澤道夫、 

飯本武志（欠席） 

原子力規制庁： 大町康（放射線防護企画課） 

講演者：    壽藤紀道、神田玲子 

事務局：    原子力機構原子力科学研究所放射線管理部 

4．議題 

＊各発表は、講演 15～20分＋質疑 10分程度、発表タイトルは仮題 

議題 1 国家線量登録制度に関する活動のレビュー （1時間） 

発表 1「国家線量登録制度に関するこれまでの活動」 

長瀬ランダウア株式会社： 壽藤紀道氏 

発表 2「セミナー”職業被曝の線量把握に関する国際活動を考える”の概要」 

量研 放射線医学総合研究所： 神田玲子氏 

議題 2 複数事業所で働く放射線業務従事者の線量管理の現状と課題（1.5時間） 

発表 3「被ばく線量登録管理制度（放射線従事者中央登録センター）について」 

放射線影響協会放射線従事者中央登録センター： 伊藤敦夫氏 

発表 4「大学関係の（人材流動化に伴う）線量管理への取組と課題」 

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター：渡部浩司氏 

発表 5「医療関係の（人材流動化に伴う）線量管理への取組と課題」 

産業医科大学 産業生態科学研究所： 岡﨑龍史氏 

議題 3 国家線量登録制度設立に向けた活動方針（30分） 

意見交換： 必要性、関係者の合意形成にむけて（運営主体、費用等） 

別添１－１

－ 11 －



5．資料： 

資料 1 検討会名簿 

資料 2～6 各講演の資料 

資料 7 意見交換のポイント 

参考資料 1 日本学術会議（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」 

参考資料 2 日本学術会議（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現する

ための具体的な方法」 

－ 12 －
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国家線量登録制度検討グループ第一回会合 議事メモ（未承認） 

 

日時：2019年 2月 2日（土）13：30～16：30 

場所：日本原子力研究開発機構 東京事務所 第 7会議室 

出席者（敬称略）： 

検討会メンバー 飯本武志（欠席）、岡崎龍史、渡部浩司、伊藤敦夫、百瀬琢磨、吉澤道夫 

原子力規制庁  大町康 

講演者        壽藤紀道、神田玲子 

オブザーバ    浅野智宏、住谷秀一、高田千恵 

事務局        小野瀬政浩、高橋聖 

 

議題１ 国家線量登録制度に関する活動のレビュー 

発表１ 国家線量登録制度に関するこれまでの活動 （講演者：壽藤氏） 

・被ばく一元管理は、昭和 40 年ころから議論が行われており、近年では平成 22 年に日本学

術会議から提言を発出した。以降、提言作成メンバーが中心となり、議員立法による法整備な

どを試みたが廃案となり具体化していない。 

・この中で検討された国家線量登録制度では、個人情報用データベースと被ばく線量用デー

タベースを持ち、各機関から線量情報がインプットされ、国や線量情報利用者へアウトプット

できるシステムとして、初期費用 7億円、運用費用 1億円を見込んでいた。平成 31年度から

運用開始を目指していたが実施主体が決まらず動かなかった。 

・これまでの検討から、主要な課題は、データ登録の正確性の確保、受益者負担を基にした資

金確保、個人情報保護のセキュリティー確保、であると考える。 

質疑 

・具体案はできあがっているが関係者は現在どう考えているのか？諦めかけているか？ 

・諦めてはいない。このアンブレラ事業に期待している。以前の検討は平成２３年までで終わり

になっているが、関連する個人線量測定認定制度は JAB（日本適合性認定協会）の基で動

き出した。 

・一元管理は炉規法や RI法などのいずれに基づくのか 

・被ばく管理に関する関係法令はいくつかあるが放射線業務従事者の管理のルールは共通で

あり、従事者の線量を統一的に管理する制度を目指している。 

・線量記録の登録機関としての保管期限は、本人が９５歳までとなっており長期間保管が義務

となっているが、本制度ではどう考えるか。 

・IAEAではより短い期間が提言されているはずなので参考にすべき。 

別添１－２ 
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発表２ “職業被ばくの線量把握に関する国際活動を考える“の概要 （講演者：神田氏） 

・量研機構では 2017 年に職業被ばくに関する国際動向と我が国の現状に関するセミナーを

開催し、UNSCEAR で行われている被ばく線量のグローバルサーベイに対する日本の対応

について議論した。セミナーでは、UNSCEAR では非常に詳細な職業区分に応じた被ばく

線量の提出を求めており日本にはそのようなデータベースがないため対応が困難となってい

る、国が主導して NDR を整備し、グローバルサーベイに対応していく必要がある、などの意

見があった。

・IAEAには ORPAS (Occupational Radiation Protection Appraisal Service) という各国

の職業被ばく防護制度を監査するサービスがあり、インドネシアがこのサービスを受けた結果

が紹介された。この中でインドネシアの NDR を内部被ばく線量や水晶体線量にも拡張すべ

き、との提案がなされており、我が国においてもこのサービスが NDR 構築の良いきっかけに

なりうるかもしれない。

質疑 

・ステークホルダーを広く巻き込んで検討を進めることが重要であるため、それも NDR の検討

をこのネットワーク事業で行う目的となっている。

議題２ 複数事業所で働く放射線業務従事者の線量管理の現状と課題 

発表３ 被ばく線量登録管理制度の概要 （講演者：伊藤氏） 

・中央登録センターの被ばく線量登録制度は、原子力、除染、RI の３つに分かれており、原子

力、除染はほぼ全ての被ばく線量登録が行われているが、RIについては数千あると言われる

RI施設のうち 26社しか参加していない。

・中央登録センターでは長期間の記録の保存のため、全てのデータを遠隔地のサーバに毎日

転送し、引渡された法定の文書記録はマイクロフィルムで遠隔地保管している。

・登録制度の運営には安定した資金、ユニーク ID による多重登録や成りすましの防止、登録

情報の信頼性が重要である。単に記録保存のためだけなら、例えば年 1 回の線量登録でよ

いが、データ照会にも使用するならば線量測定の都度などの頻繁な線量登録が求められるた

め、新たに構築する NDRの運用目的を明確にすべきである。

質疑 

・例えば、大学での被ばくと除染による被ばくがあった人の場合、被ばく線量は別管理となって

おり一元管理されないのか。

・大学の被ばくは被ばく線量登録管理制度に含まれていない。原子力、除染、RI 登録制度は

システム上は分かれているが、中央登録番号は共通なのでその番号で記録の引き渡しが行
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われている。除染はゼネコンをトップとして非常に幅広い事業者の裾を持ち、管理が複雑にな

っている。除染のガイドラインでは元請けが一括管理することになっておりそこから中央登録さ

れている。 

・RI制度は別管理なので運営費も個別か。 

・費用は個別となっている。RI 制度は他の制度と異なりサーバが事業者端末と繋がっておらず、

線量照会は郵送で行っている。中央登録番号は共通である。 

・登録されている個人のデータの所有権はどう考えるか？個人が自分のデータの削除を主張

したらどうなるか。 

・登録する際に、データの移行に関する本人の承諾を得ている。中央登録センターが管理責

任を持つ。誤ったデータは当然訂正するが、個人情報保護法上は情報の入手が不正などの

理由がなければデータの利用停止、消去の請求はできない。 

・原子力事業者はスタッフが揃っているため、線量登録も早く、線量管理もしっかりしている。

RI 施設では従事者の流動性が少なく、自社の管理で済んでしまうため、RI 制度が普及しな

い理由となっている。事業者が原子力制度同様の費用負担をするのは難しい。NDR 制度を

検討する上で RI施設の事情を配慮する必要がある。 

・原子力事業の線量制度がうまく運用できているのは、事業者が線量登録制度の必要性を強く

認識して本気で取り組んでいることが理由のひとつとしてある。 

・データの登録は誰のためのものかが重要。これを考えるにあたっては、利益相反もあり得るの

で、公平性、透明性をどう担保するかが大事で、RI施設に適用する際にも配慮がいる。 

 

発表４ 大学関係の人材流動化に伴う線量管理への取り組みと課題 （講演者：渡部氏） 

・大学の放射線業務従事者は、施設の規模、複数施設での作業、管理体制などが多種多様で

あり、多くの大学が予算やスタッフの不足などの問題を抱えている。 

・原子力規制庁放射線安全規制研究戦略的推進事業の一環として全国の大学のアイソープ

センターと連携して従事者証明書システムの共有化を進めている。これは SINET5 という大

学、研究機関をつなぐ情報ネットワークを利用して各アイソトープセンター間で VPN を構築し、

その中で行う。 

質疑 

・複数大学の施設に従事する場合の確認は現状どのように行われているのか 

・特に大学間で確認を行っていない。従事者情報の受け渡しのシステムがあると良い 

・複数施設に従事する場合の個人線量通知はどのように行っているのか 

・各大学は通常、自施設の情報しか持っていない。他施設の情報提供はボランタリーベースで

行われているところもあるがルール化されていない。電離則上の雇用主としての責任が学生
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に対しては発生しない。これが一元管理を難しくしている。線量計の貸し出しも元施設か他施

設が行うかばらばらで管理が複雑になっている 

・VPNを使った UMRICをどのくらい拡大していく予定か？

・SINET5 の導入が難しいところがある。小さい大学では専属のネットワーク管理者がいなく、

外注費用が発生するため導入を妨げているところがある。

発表５ 医療従事者の線量管理への取り組みと課題 （講演者：岡﨑氏） 
・医師は線量計を着用しない人もいるので線量統計は信頼できないところがある。防護具も適

切に使用されてないケースが多い。一方、法令の線量限度を知らない人や自分の被ばく線量

に不安を持っている人も多くいる。放射線防護教育をしっかりやることが重要である。

質疑 

・病院での RIの取扱い管理はどうなっているか？

・RI センターはきちんとやっているが、病院では認識が弱いところが多い。自分の被ばくより診

断を重視する人が多い。

・医師の個人番号の管理は厳格に行われているのか。線量登録の名寄せに利用できるか。

・そんなに厳しいという認識はない。

・電離検診を止めても良いという議論があるが医師の意見は？

・線量管理がきちんとやられていれば電離検診は不要と思う。白血球百分率など無駄な項目も

ある。IVRなど被ばくの大きい作業では、例えば目の診察は重要だと思う。

・複数施設で従事する医師の被ばく管理はどうやられているか？

・メインの病院でしかやられていないところが多いと思うが、各病院によって管理方法は異なる。

線量計の貸与をどちらの病院で行うのかも、各病院によって異なる。

・水晶体線量限度変更に伴う医療分野での管理の厳格化の動きなどはあるか。

・意識の高い分野とそうではない分野がある。整形外科は意識が低いと思う。

・中央登録センターでは実効線量しか登録していないが水晶体線量を含める議論が進んでい

る。

・厚労省では医師にもオブザーバに入ってもらい、水晶体の線量限度変更の議論が行われて

いる。２月に医療ワークショップで取り上げるが全体的にこのテーマは注目度が低い。

・医療従事者は重要なステークホルダーなので一元管理にどう巻き込んでいくか重要な課題で

ある。

議題３ 国家線量登録制度設立に向けた活動方針－意見交換－ 

・国が法律で義務化する上で、NDR の必要性について説得力を持たせないといけない。費用
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を負担する事業者を納得させる説明が必要である。 

・まずは医療分野できちんと被ばく管理することが重要。現状で一元化だけ動いでも医療現場

の負担が大きすぎる。NDR は原子力業界にはメリットあるがメリットの薄い業界をどう巻き込ん

でいくかが課題である。

・NDR は昔から検討されているが役所の縦割りが弊害となってきた。放射線防護全般のルー

ルは国が主導して決めており、NDR も同様に進めるべきである。

・国レベルで線量登録を管理していくためには規制側の働きが必要である。学会や研究機関

などでルールを作っても全国的な一般化はできない。

・原子力と除染で現状線量登録がうまくできているのは業界内で線量管理の必要性の認識が

強いためである。RI 利用では業界が多数で線量管理に対する認識がばらばらであり、従事

者の流動性もそんなにないため、有料の登録制度に入らない。むしろ、国は規制の適格性を

確認するためにNDRを構築すべきである。

・NDR 構築のためにはステークホルダーの合意形成が重要であるため、国を含めて制度の必

要性を強調していくことが重要である。規制の適切さを確認するための線量把握の必要性は

国にも認識してもらう必要がある。

・検討する制度について、現在の中央登録センターを職業被ばく全般に拡張するような形か、

大学で検討されている情報共有に限ったような形なのか、本事業の規模感の合意が重要で

ある。

・それぞれの立場でブレーンストーミング的に制度について幅広く意見・提案を出していただき

たい。今後の進め方として 3 月まではメールベースで議論を行う。4 月以降、複数の制度案を

検討するとともに、個人情報保護に関して調査を行う。

以上 

－ 17 ー
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別添２ 線量測定機関認定制度の検討に関する 

原子力規制庁「環境放射線モニタリング技術検討チーム」への 

報告内容 
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「放射線個人線量計の測定サービス認定制度開
設の状況について」

平成30年9月3日

公益財団法人日本適合性認定協会

第8回環境放射線モニタリング技術検討チーム会合

資料１－１

－ 19 －
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１．JAB試験所技術委員会放射線モニタリング分科会（計4回：#10~#13）の活動
－前回報告（第７回検討チーム会合：3/16）からの進捗－

1)審査基準ISO/IEC 17025に追加する補足要求事項（JAB RL380）の策定
・（4/11~5/10） パブリックコメントの募集

↓
・（5/28） JAB試験所技術委員会にて文書承認

↓
・（6/1~6/30） 発行文書の周知

↓
・（7/1） 発行⇒認定申請受付開始(7/2)

https://www.jab.or.jp/news/2018/060100.html

JAB

審査規格
ISO/IEC 17025
（試験所及び校正機関の能力に関
する一般的要求事項）

認定機関固
有の基本要
求事項

JAB RL200（手順、試験所の権利と
義務）

JAB RL230（技能試験）
JAB RL331（計量トレーサビリティ）
JAB RL340（測定の不確かさ）
JAB N410（認定シンボルマークの使用）

分野の追加
要求事項

JAB RL380
（放射線個人線量測定機関の認定
の補足要求事項)

表1 JAB放射線個人線量測定機関の審査基準文書
開催日 主要検討項目

第1回 7/20 認定スコープ

第2回 8/7 認定スコープ

第3回 9/11 技能試験

第4回 9/22 認定分類、技能試験

第5回 11/13 技能試験、指針文書

第6回 12/19 技能試験、指針文書

第7-11回 2018年
1月-5月

技能試験、指針文書

6月, 7月第12, 13回 技能試験、指針文書
審査ポイント

表2 JAB放射線モニタリング分科会
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１．JAB試験所技術委員会放射線モニタリング分科会（計4回：#10~#13）の活動
○パブリックコメント⇒全37のコメントをいただいた

対応結果：https://www.jab.or.jp/files/items/6726/File/PC_JAB_RL380_2018_D1.pdf

コメント

質問(2)

表記・用語の修正(28)

要求事項の内容の変更(6)

採用

－

23

1

不採用

－

5

5

コメントにより修正した補足要求事項（品質保証）

7.7.1国家標準にトレーサブルな照射場において照射値が既
知の線量を照射した線量計を用いて、線量測定に使用される
線量測定システムの性能が維持されていることを検証しなけ
ればならない。

7.7.1 線量測定機関は個人線量測定システムの中間チェックの手順を持た
なければならない。

技能試験との重複指摘

－ 21 －
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１．JAB試験所技術委員会放射線モニタリング分科会（計4回：#10~#13）の活動

2)技能試験の判定基準における許容幅の決定

末端部用線量計の許容幅( L )は、NVLAPの現行の基準では0.35であるが、日
本ではバックデータがほとんどないため、認定開始時は、NVLAPの認定開始時
の当初基準に合わせた
今後の技能試験の実施内容・判定基準を設定するための調査研究が必要

：i個目の線量計の試験機関の線量当量の測定値
：i個目の線量計の照射ラボの線量当量の付与値

合格の判定基準：B 2 + S 2 ≦ L 2 (1)

B : Piの平均値（バイアス）
S ： Piの標準偏差
L ： 許容幅

●末端部用線量計

●体幹部用線量計

L = 0.3 ⇒ NVLAPの現行基準と同じ

L = 0.4 ⇒ NVLAPの認定プログラム開始時(1994)の基準と同等
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１．JAB試験所技術委員会放射線モニタリング分科会（計4回：#10~#13）の活動

3)分科会の今後の活動と方向性について

認定審査のポイントとなる補足要求事項の解釈についての
解説書作成
⇒FAQの形式でJAB文書の作成を予定

In-Houseの線量測定機関の認定指針の作成
⇒電子線量計による線量測定の品質保証の指針策定

Hp(3)の適用範囲への組み込み
⇒Hp(3)の実測の法制化以後適用範囲に含める。

－ 23 －
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２． 個人線量測定機関の認定申請状況と審査のスケジュール
1)認定申請状況（7月2日認定申請受付）

8/1時点で3社（外部顧客へ測定サービスを提供する機関）
の申請を受理
⇒技能試験（9月~10月実施）を終え、審査書類が整った時
点で書類審査開始予定

○認定プログラム・認定申請の説明会

・第一回認定プログラムの機関説明会(3/12)

認定プログラムの事前周知と認定対象機
関からの意見集約

・個人線量計測定機関協議会勉強会(7/20)
ISO/IEC 17025認定制度の意義とJAB
認定プログラムの説明

・第二回認定プログラムの機関説明会
⇒10月予定
一般向け：認定プログラムの詳細とJAB試
験所認定制度、申請手続きの説明

個人線量計測定機関協議会勉強会(7/20)

－ 24 －
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２． 個人線量測定機関の認定申請状況と審査のスケジュール及び準備状況

●申請書における認定範囲の記載例

個人線量測定

実効線量・
等価線量算定

－ 25 －
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線



約3ｶ月

・8月~受付開始
・9月~10月（予定）
・JEMIC／産総研
にて実施

8

対象となる機関（試験所）の活動
1) 線量測定サービスのプロセス品質保証

① 測定システムの校正 ⇒ ②個人線量計のデリバリー及び回収
⇒ ③回収した個人線量計の線量決定(不確かさの算出必須) ⇒ ④線量測定結果の報告

2) オフラインでの測定結果の品質保証

⑤ 技能試験（外部精度管理）への参加
JEMIC ／照射ラボは産総研、放射線計測協会

⑥個人線量測定の内部精度管理
・定期的な校正実施 ・設備の仕様確認 ・その他品質保証に関する活動

ISO/IEC17025 の要求事項
1) システム要求事項
・組織 ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ ・文書管理 ・契約 ・購買 ・下請け ・顧客ｻｰﾋﾞｽ ・苦情 ・不適合
・改善 ・是正 ・予防・記録管理 ・内部監査 ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ
2) 技術的要求事項
・要員 ・施設 ・試験+不確かさ評価方法・設備 ・トレーサビリティ
・試験品目取扱い試験結果の品質の保証 ・結果の報告

認定審査

2)認定審査の今後のスケジュールと審査のポイント
技能試験実施

書
類
審
査

現
地
審
査

是
正
処
置

認
定
決
定

(技能試
験NGの
場合の是
正処置)

認
定
申
請 約1

ｶ月

２． 個人線量測定機関の認定申請状況と審査のスケジュール

－ 26 －
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別添３ 線量測定機関認証制度の具体的な運用のための基礎デー

タ収集作業 作業報告書 
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別添４ 外国調査の報告 
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外国出張報告書 

１． 出張者 

原子力科学研究所放射線管理部 谷村嘉彦 

 

２． 出張内容 

(1) 出 張 件 名：ISO専門家会合における標準中性子校正技術に関する調査 

(2) 主要出張先： イタリア／フラスカティ 

(3) 出 張 期 間：平成 30年 9月 9日（日）～平成 30年 9月 14日（金）（6日間） 

 

３．出張の具体的内容 

(1) 概要 

原子力規制庁平成 30年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野にお

ける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の一部（職

業被ばくの最適化推進に関する検討）（量子科学技術研究開発機構からの再委託）において、

イタリア／フラスカティで開催された国際標準化機構（ISO）の放射線防護分科会（TC85/SC2）

基準中性子場に係るサブグループ（WG2/SG3）専門家会合に参加して、中性子標準場に関する

規格（ISO8529-1）の改訂案について議論した。また、国際規格に関する最新の動向を入手し

た。 

 

(2) 成果 

ISO TC85/SC2 WG2/SG3 の専門家会合は、ローマの南西約 20km のフラスカティにあるイタ

リア国立核物理研究所（INFN）のフラスカティ研究所の会議室で、9 月 10日～12日の三日間

開催された。会合には、R. Bedogni 氏（イタリア／INFN）、D. Thomas 氏（英国／NPL）、R. 

Mendez 氏（スペイン／CIEMAT）、A. Zimbal 氏（ドイツ／PTB）、A. Thompson 氏（米国／NIST）

及び出張者の合計 6 名が参加し、ISO8529-1 の改定案について議論した。具体的に議論した

内容は、「①熱中性子を除くフィルター付き原子炉中性子場の取り扱い」、「②RI 中性子線

源のスペクトル及び線量換算係数の見直し」、「③単色中性子のエネルギー点及び発生法の

見直し」、「④RI線源と黒鉛減速体を用いた熱中性子発生法の追加」等であった。 

①熱中性子を除くフィルター付き原子炉中性子場の取り扱い 

 2017 年 10 月にロンドンで開催された SG3 専門家会合（以下、前回会合）においては、

フィルターと原子炉を組み合わせて発生させた 2keV、24keV及び 144keV 中性子を校正に用

いる方法について、最近の利用例が見当たらないことから、当該規格から削除することに

ついて議論された。しかし、2018年 8月末に各国の一次標準研究所に対して削除の可否に

ついて問い合わせたところ、日本及び中国から、今後も利用する可能性が否定できないこ

とから規格に残すべき、とのコメントが提出された。本会合で議論した結果、2keV 及び

24keV については、他の発生方法で十分な中性子束を得ることが難しいため、従来のエネ

ルギーを規格に残すことが決定された。 

②RI 中性子線源のスペクトル及び線量換算係数の見直し 

 RI 中性子線源のカプセルによる放出角度の不均一性については、252Cf 線源の円筒型線源

の天頂角方向の記載のみであり、広く使用されている 241Am-Be のデータが不足しているこ

とから、英国国立物理研究所（NPL）で取得されたデータを掲載することとなった。また、

円筒型線源の周方向については、不均一性は無視できると記載されている根拠について議

論になった。NPL から不均一性が小さいことを示すデータが報告されたが、測定されたの

は 241Am-Be 線源についてのみであった。そこで、252Cf 線源について、出張者らが放射線標

準施設棟（FRS）において取得した不均一性が十分に小さいことを示すデータを紹介し、参

加者らの理解を得た。 

 前回会合に引き続き、252Cf線源及び 241Am-Be 線源のスペクトルについて、最新の ENDF 核

データに基づくスペクトル及び 100keV 以下の低エネルギー成分まで含めた最新のスペク
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トルに差し替えることが確認された。252Cf 重水減速場のスペクトルについては、現行規格

のデータを最新のシミュレーション計算で再現できないことから、改訂することとなった。

前回会合で出張者が紹介した FRSと韓国原子力研究所（KAERI）に整備された当該減速場の

スペクトルに係る文献については、同一の測定器を用いたスペクトルの実測・比較を行っ

た例は他になく、貴重なデータであることからドラフト案の参考文献として引用すること

が決定された。 

③単色中性子のエネルギー及び発生法の見直し 

 中性子測定器のエネルギー特性試験に用いる静電加速器を用いた単色中性子のエネルギ

ーについては、出張者が FRS において開発した 45Sc(p,n)45Ti 反応を利用して発生させる 8 

keV 校正場を新たにエネルギー点として追加するとともに、出張者らの論文が参考文献と

して引用されることとなった。また、産業技術総合研究所で開発された 7Li(p,n)7Be反応と

鉄フィルターを用いた 24 keV単色中性子発生法について、ドラフト案に追加されることと

なった。 

④RI 線源と黒鉛減速体を用いた熱中性子発生法の追加 

 FRS において 20 年以上にわたり運用されてきた RI 線源と黒鉛減速体を用いた熱中性子

発生法の追加については、具体的な議論を本会合から開始した。評価すべき技術的要件と

して、基準熱中性子フルエンスと線量当量率の他に、中性子スペクトル、入射角度分布、

フルエンス平均エネルギー、熱外中性子混在割合、光子線量寄与等を記載することが検討

された。 

2019 年の第 1 四半期にドラフト案を確定することを目標として、次回の SG3 会合を 2019

年 3月末イタリア開催で検討することとなった。また、線量換算係数などが規定される ISO 

8529-3の改訂についても、次回会合から開始することとなった。 

 

４． その他の報告事項 

 国内では中性子標準場に係る研究開発が盛んに行われているが、これらの活動が海外で正

確に認知されていない。放射線標準施設の中性子場を対応させるためにも、国際規格を議論

する場に継続的に出席して改訂作業に貢献することが必要であることを改めて認識した。 
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別添５ ネットワーク合同報告会での報告内容 



職業被ばく最適化ネットワークの活動
に関する報告

吉澤 道夫

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力科学研究所

保安管理部

－ 44 －



職業被ばくの最適化推進ネットワーク立上げの背景・目的

国際的には職業被ばくの全体像の把握・最適化推進のしくみが存在
欧州： EAN (European ALARA Network), 

ESOREX (European Study on Occupational Radiation Exposure)
アジア： ARAN （Asia regional ALARA Network）
原子力発電： IAEA・OECE/NEA  ISOE（Information System on Occupational Exposure）

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」
具体化に向けた議論（合意形成）が進んでいない

IAEA総合規制評価サービス(IRRS)の指摘・勧告
放射線モニタリング（環境放射線、個人線量） を行うサービス提供者が行う放射線モニタリングの品

質保証について十分な規制要求がなされていない旨の指摘

2

関係者が参加するネットワークを構築して、これらの課題を解決

－ 45 －



職業被ばくの最適化推進ネットワークの構築

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置
運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

第１段階（１～３年） ： ２つのグループで活動

① 国家線量登録制度検討グループ
目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた合意形成及び具体的な提案

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立

第２段階（４年目以降） ： 日本版ALARAネットワークの設立

3

－ 46 －



国家線量登録制度検討グループの全体計画

活動計画

参加機関

日本原子力研究開発機構（JAEA）、量子科学技術研究開発機構（量研）、
放射線影響協会放射線従事者中央登録センター、個人線量測定機関協議会、
放射線計測協会、日本保健物理学会、日本放射線安全管理学会等

4

1年目 2年目 3年目 4年目以降～

NW立ち上げ →線量登録方法、職業被ばく分類、
外国調査(英国) データ集約・公表・活用の調査 →具体的提案

－ 47 －



国家線量登録制度検討グループの活動（１）

これまでの関連活動のレビュー

日本学術会議 2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」、
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」

これらの文書を踏まえて関係メンバーが関係省庁、議員等への説明
→ なかなか具体化せず

 2017年３月 セミナー「職業被曝の線量把握に関する国際活動を考える」 主催：放射線医学総合研究所

 IAEA基本安全基準等で、線量記録や国家線量登録（NDR)は要件となっており、加盟国でのＮＤＲ設置を推進

 UNSCEARが進める被ばく線量データ収集への対応に課題多し（民間やボランタリーベースでは対応が困難）

欧州と日本の線量情報収集の目的意識の違い（職種別の最適化等を見据えたデータ収集が必要）

大きな集団である医療関係者の線量管理が課題

事業者側の議論への参加が必要

最近の被ばく管理に関する動き

大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネットワークで線量管理を検討（実施？）

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の複数年に亘る線量管理の必要性が増大

5

－ 48 －



国家線量登録制度検討グループの活動（２）

6

日本保健物理学会特別セッションでの課題抽出と情報共有

特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業」

（6月29日 14時30分～15時30分）

・神田玲子（量研）：職業被ばく最適化ネットワークの紹介（量研・神田玲子）

・藤淵俊王（九州大学）：職業被ばくの線量登録制度に向けて－現状の課題（医療関係者）－

・渡部浩司（東北大学）：職業被ばく管理における現状の課題(大学)

国家線量登録制度導入では解決できない
医療現場の問題（藤淵氏発表資料より）

人の管理が複雑化する大学が抱える
問題（渡部氏資料より）

－ 49 －



国家線量登録制度検討グループの活動（３）

検討の進め方とメンバーの設定
大学や医療現場といった流動性の高い職種に相応しい一元化を検討する。

検討メンバー：

会合
これまでの活動、現在の線量登録制度等の状況（中登センターと大学関係者が

始めたシステム等）について情報を共有し、制度の方向性を議論する。
7

氏名 所属

飯本 武志 東京大学環境安全本部

岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学研究所

渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター

伊藤 敦夫 放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター

百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

－ 50 －



線量測定機関認定制度検討グループ

日本適合性認定協会(JAB)「放射線モニタリング分科会」をベースに活動

ISO/IEC 17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づく認定
基準及び技能試験の内容が決まり、JABの認定がスタート（2018年7月）

検討Gr. では、次の2つを検討
①認定基準・技能試験等の具体的な運用・解釈

個人線量測定の技能試験の合否判定基準について、基礎データを収集

• 従来データの少ない線量計へのＸ線斜め入射に対するデータを取得（作業実施中）

②環境放射線モニタリング等への拡大の方向性について検討

原子力規制庁（環境放射線モニタリング技術検討チーム）からの基本方針が必要

参加機関

日本原子力研究開発機構（JAEA）、日本適合性認定協会(JAB)、放射線計測協会、産業技術総合
研究所（計量標準センター）、日本アイソトープ協会、個人線量測定機関協議会

8

－ 51 －
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付属資料 8 

 

平成 30 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業について 

 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

平成 30 年 7 月 31 日 

 

 放射線防護アンブレラとは、放射線防護に関連する学術コミュニティと放射線利用の現場を

つなぐことを目的としたアンブレラ型のプラットフォームです。平成 29 年度から原子力規制委

員会の放射線安全規制研究戦略的推進事業として、放射線防護の喫緊の課題の解決に向

けた様々な活動をしております。その活動の一つとして、平成 30 年度には国際的機関主催

会合等に、若手専門家の派遣を行うことと致しました。 

 OECD-NEA 主催の国際放射線防護スクールと IAEA 主催の IAEA 主催の国際会議への派

遣（応募は既に締め切りました）に加え、代表者会議では、下記の ICRP・ICRU 共催のイベン

トも派遣対象に追加することに致しました。是非、積極的な応募をお待ちしております。 

 

 

1.事業の目的 

 放射線防護アンブレラ代表者会議では、放射線防護関連の国際的機関が主催する

会合に、若手専門家を派遣し、もって当該分野におけるグローバル人材の育成と確

保の一助とする。 

 

2.派遣先（追加分） 

 以下の会合に、若手専門家を 2 名程度派遣する。 

 ICRP ICRU 90th Anniversary Colloquium（2018 年 10 月 17-18 日、ストックホル

ム） https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/icrpicru90 

 

3.支給費用 

 会合参加に必要な旅費（航空賃、宿泊費、日当）を支給する。 

支給額は、放射線防護アンブレラ代表者会議の事務局である量子科学技術研究開

発機構の海外出張規程に従う。なお、放射線防護アンブレラ代表者会議は、海外派

遣中の事故、疾病についての責任は負わない。 

 

4.応募資格 

(1) 放射線防護アカデミアに参加する学会の正会員 

(2) 所属機関が、当該分野のグローバル人材育成の対象とすることに承諾している者 

(3) 健康状態が良好で、応募時点で 45 歳未満の者 

 

5.申請方法 

申請者は、別紙の「平成 30 年度国際会合若手派遣事業 申請書」に必要事項を記

入し、所属機関の承諾を得て、平成 30 年 8 月 24 日までに放射線防護代表者会議

までメールで申請する。申請書は、所属長の公印が押印されたものを PDF 化して添

付すること。 



 

2 
 

なお、今回の応募は、公示から締め切りまでの期間が短く、また夏期休暇の影響で、

申請書の『7．所属機関長からの推薦、出張承諾』を得ることが難しい方は、後日の提

出でも結構です。 

 

6.選考方法 

放射線防護アンブレラ代表者会議で選考し、その結果を 8 月 31 日頃、申請者に通

知する。 

 

7.選考基準 

(1) 会合主催者が想定する参加者に合致した専門性と資質を有していること。 

(2) 本応募資格に合致していること。 

 

8.派遣後の活動 

 派遣者には、平成 30 年度の放射線防護に関わる国際動向報告会に出席し、出張

報告を行うことを期待する（ただし、報告会の出席を応募の条件とはしない）。また、

放射線防護専門家の若手代表として、放射線防護アンブレラ事業に協力する。 

 

 

問い合わせ先： 

放射線防護アンブレラ代表者会議 事務局 

（量研・放射線医学総合研究所・放射線防護情報統合センター内） 

TEL: 043－206－3106 

E-mail：kanda.reiko@qst.go.jp 

 

申請書提出先： 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

E-mail：ml-bogoacademia@qst.go.jp  
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放射線防護アンブレラ代表者会議 

国際会合若手派遣事業 申請書 

 

 

平成 30 年度国際会合若手派遣事業 申請書 
 

平成  年  月  日 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

議長   酒井 一夫 殿 
 

申請者 ふりがな  

氏名                     印 

生年月日 西暦      年    月    日  (満    歳) 

所属学会 

(該当に✔) 

□日本放射線安全管理学会     □日本放射線影響学会 

□日本放射線事故・災害医学会   □日本保健物理学会 

所属機関名  

職名  

所在地 

〒 

 

 

(電話) (     )    －       

 (電子メール)  

 
現住所 

〒 

 

 (電話) 自宅(    )    －         ／  携帯(   )    －      

 (電子メール)  

 

平成 30 年度国際会合若手派遣事業の派遣者として、応募資格を満たしており、

下記の国際会合に参加することを希望するため、申請します。 

 

会合 

該当する方に

チェック 

□ OECD-NEA 主催 国際放射線防護スクール、2018 年 8 月 20-24

日、ストックホルム 

□ IAEA 主催 International Symposium on Communicating 

Nuclear and Radiological Emergencies to the Public、

2018 年 10 月 1－5日、ウィーン 

■□ ICRP・ICRU 共催 ICRP ICRU 90th Anniversary 

Colloquium（2018 年 10 月 17-18 日、ストックホルム） 
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(別紙) 

選考および支給費用に必要な情報 

 

1. 当該国際会合に出席を希望する理由 

 

 

 

 

 

2. 所属学会で発表した原著論文や口頭発表演題 
・筆頭のみ、新しい順に 5タイトル程度、あるいは過去 3年間程度。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

 

 

 

3. 過去の国際会合への参加実績 
・国際学会に 3回参加し、ポスター発表をしたなど。 

・専門性やコミュニケーション能力が判断できるような具体的な記載が望ましい。 

 

 

 

 

 

4. 海外出張中の旅程 
 ・航空チケットの手配は量研で行います。希望の航空会社・便があればお書きください。 

 ・ホテルはご自身での予約となります。ストックホルムの場合、概してホテル代が高いの

ですが、量研の海外規程では宿泊代は一律の金額のお支払い（16000 円程度）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 当該の国際会合への登録の有無 
 ・登録は以下のサイトから行えます。登録は 10 月 1 日までオープンのため、採択となっ

てから登録することも可能ですが、定員オーバーで早めに打ち切られる可能性もあるかと

思います。https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/icrpicru90 
 
（該当者は以下をチェックしてください） 
□ 登録済みである 
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6. 所属機関の上長*からのコメント（*上長：職場の直属の上司や指導教官等） 
・申請者を放射線防護のグローバル人材として育成することの抱負をお書きください 

 

 

 

 

 

 

所属機関 上長名                 印 

 

 

7. 所属機関長からの推薦、出張承諾 

 

放射線防護アンブレラによる国際的機関主催会合等への若手派遣事業に、下記の者を適当

と認め、推薦いたします。また申請者が派遣者として選考された場合、申請期間の海外出張

と「放射線防護に関する国際動向報告会」の参加を承諾いたします。 

派遣する国際会合(該当するものにチェック) 

□OECD-NEA 主催 国際放射線防護スクール、2018 年 8 月 20-24 日、ストックホルム 

□IAEA 主催 International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological 

Emergencies to the Public、2018 年 10 月 1-5 日、ウィーン 

■ICRP･ICRU 共催 90th Anniversary Colloquium（2018 年 10 月 17-18 日、ストックホル

ム） 

申請者 

 

 

 

氏名          

推薦者 

   所属名                

   役 職                

平成   年  月  日 

   氏 名               公印 

 

以上 
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（国際的機関主催会合等への若手派遣事業） 

平成30年８月31日 

 

 

●●●●様 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

議長        酒井 一夫 

 

 

 

 

採 択 通 知 書 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 このたびは、平成 30 年 8 月●日付け申請書にて、平成 30 年度国際的機関主

催会合等への若手派遣事業（ICRP･ICRU 90th Anniversary Colloquium）にご応

募いただき、ありがとうございました。 

 選考の結果、●●様の採択が決定いたしましたので、ここに通知申し上げます。 

 今後、渡航の手続き等に関しては量子科学技術研究開発機構から、国際動向報

告会でのご報告に関しては原子力安全研究協会から、ご連絡をさせて頂きます。

何かご不明の点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 

敬具 

 

 

      [問い合わせ先] 

       放射線防護アンブレラ代表者会議事務局 

    （量研･放医研･放射線防護情報統合センター内） 

担当：神田玲子(kanda.reiko@qst.go.jp) 
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平成 31 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業について 

 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

平成 31 年 3 月 18 日 

 

 放射線防護アンブレラとは、放射線防護に関連する学術コミュニティと放射線利用の現場を

つなぐことを目的としたアンブレラ型のプラットフォームです。平成 29 年度から原子力規制委

員会の放射線安全規制研究戦略的推進事業として、放射線防護の喫緊の課題の解決に向

けた様々な活動をしております。その活動の一つとして、平成 30 年度より国際的機関主催会

合等に、若手専門家の派遣を行っております。 

平成 31 年度は、OECD-NEA 主催の国際放射線防護スクールと ICRP 主催の国際シンポ

ジウムを対象としますので、積極的な応募をお待ちしております。 

 

 

1.事業の目的 

 放射線防護アンブレラ代表者会議では、放射線防護関連の国際的機関が主催する

会合に、若手専門家を派遣し、もって当該分野におけるグローバル人材の育成と確

保の一助とする。 

 

2.派遣先 

 以下の会合に、若手専門家を 2 名程度派遣する。 

 OECD-NEA 主催 International Radiological Protection School（2019 年 8 月 18-

22 日、ストックホルム）https://www.oecd-nea.org/rp/irps/ 

 ICRP 主催 5th International Symposia on the system of radiological protection

（2019 年 11 月 19-21 日、アデレード） http://www.icrp.org/page.asp?id=379 

 

3.支給費用 

 会合参加に必要な旅費（航空賃、宿泊費、日当）を支給する。 

支給額は、放射線防護アンブレラ代表者会議の事務局である量子科学技術研究開

発機構の海外出張規程に従う。なお、放射線防護アンブレラ代表者会議は、海外派

遣中の事故、疾病についての責任は負わない。 

 

4.応募資格 

(1) 放射線防護アカデミアに参加する学会の正会員 

(2) 所属機関が、当該分野のグローバル人材育成の対象とすることに承諾している者 

(3) 健康状態が良好で、応募時点で 45 歳未満の者 

 

5.申請方法 

申請者は、別紙の「平成 31 年度国際会合若手派遣事業 申請書」に必要事項を記

入し、所属機関の承諾を得て、平成 31 年 6 月 18 日までに放射線防護代表者会議

までメールで申請する。申請書は、所属長の公印が押印されたものを PDF 化して添

付すること。 
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6.選考方法 

放射線防護アンブレラ代表者会議で選考し、その結果を 6 月 30 日頃、申請者に通

知する。 

 

7.選考基準 

(1) 会合主催者が想定する参加者に合致した専門性と資質を有していること。 

(2) 本応募資格に合致していること。 

 

申請書に記載した「1.当該国際会合に出席を希望する理由」から、将来、放射線防護

の国際舞台で活躍する意思や、会合への参加がアカデミアの発展に寄与することが

明確である方、ならびに年齢の若い方を優先します。 

 

8.派遣後の活動 

 派遣者は、平成 31 年度に本事業で開催する会合にて出張報告を行う。報告にあた

っては、会合の概要のみならず「会合に参加した成果をどのようにアカデミアの発展

に役立たせるか（例：アカデミア内の若手への展開など）」を説明すること。また派遣

者は、若手として、放射線防護アンブレラ事業に協力する。 

 

 

 

 

問い合わせ先： 

放射線防護アンブレラ代表者会議 事務局 

（量研・放射線医学総合研究所・放射線防護情報統合センター内） 

TEL: 043－206－3106 

E-mail：kanda.reiko@qst.go.jp 

 

申請書提出先：  

放射線防護アンブレラ代表者会議 

E-mail：ml-bogoacademia@qst.go.jp  
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放射線防護アンブレラ代表者会議 

国際会合若手派遣事業 申請書 

 

 

平成 31 年度国際会合若手派遣事業 申請書 
 

平成  年  月  日 

放射線防護アンブレラ代表者会議 

議長   酒井 一夫 殿 
 

申請者 ふりがな  

氏名                     印 

生年月日 西暦      年    月    日  (満    歳) 

所属学会 

(該当に✔) 

□日本放射線安全管理学会     □日本放射線影響学会 

□日本放射線事故・災害医学会   □日本保健物理学会 

□その他 

所属機関名  

職名  

所在地 

〒 

 

 

(電話) (     )    －       

 (電子メール)  

 
現住所 

〒 

 

 (電話) 自宅(    )    －         ／  携帯(   )    －      

 (電子メール)  

 

平成 31 年度国際会合若手派遣事業の派遣者として、応募資格を満たしており、

下記の国際会合に参加することを希望するため、申請します。 

 

会合 

該当する会合

にチェック 

□ OECD-NEA 主催 International Radiological Protection 

School（2019 年 8 月 18－23 日、ストックホルム） 

 

□ ICRP 主催 5th International Symposia on the system 

of radiological protection（2019 年 11 月 18-21 日、ア

デレード） 
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(別紙) 

選考および支給費用に必要な情報 

 

8. 当該国際会合に出席を希望する理由 

（将来、放射線防護の国際舞台で活躍する意思や、会合への参加により今後アカ

デミアの発展にどう寄与するか、お書きください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 所属学会で発表した原著論文や口頭発表演題 
・筆頭のみ、新しい順に 5タイトル程度、あるいは過去 3年間程度。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

 

 

 

10.過去の国際会合への参加実績 
・｢国際学会に 3回参加し、ポスター発表をした｣など。 

・専門性やコミュニケーション能力が判断できるような具体的な記載が望ましい。 
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11.海外出張中の旅程 
 ・航空チケットの手配は量研で行います。希望の航空会社・便があればお書きください。 

 ・ホテルはご自身で手配して頂きます。量研の海外規程では、宿泊代は一律の金額のお支

払い（16000 円程度）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.主催者とのコンタクト状況（申請状況や会合へ登録など） 
  
（該当者は以下をチェックしてください） 
□ 主催者から参加が許可されている／登録済みである 
□ （ICRP の国際シンポジウムの場合）発表要旨を提出済みである 
 
（上記以外の場合、以下に状況をお書きください） 

 

 

 

 

 

 

13.所属機関の上長*からのコメント（*上長：職場の直属の上司や指導教官等） 
・申請者を放射線防護のグローバル人材として育成することの抱負をお書きください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属機関 上長名                 印 
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14.所属機関長からの推薦、出張承諾 

 

放射線防護アンブレラによる国際的機関主催会合等への若手派遣事業に、下記の者を適当

と認め、推薦いたします。また申請者が派遣者として選考された場合、申請期間の海外出張

と「ネットワーク合同報告会」の参加を承諾いたします。 

派遣する国際会合(該当するものにチェック) 

□ OECD-NEA 主催 International Radiological Protection School（2019 年 8 月 18－22

日、ストックホルム） 

□ ICRP 主催 5th International Symposia on the system of radiological 

protection（2019 年 11 月 18-21 日、アデレード） 

申請者 

 

 

 

氏名          

推薦者 

   所属名                

   役 職                

平成   年  月  日 

   氏 名               公印 

 

以上 

 

 



平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレ

ラ型統合プラットフォームの形成）事業

放射線防護に関する国際動向報告会報告書

平成 31 年 2 月

公益財団法人原子力安全研究協会

付属資料10  



本報告書は、原子力規制委員会の平成30年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分

野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業による委託業務

として、公益財団法人原子力安全研究協会が実施した「放射線防護に関する国際動向報告会」の成果を

とりまとめたものである。



まえがき

本報告書は、平成30年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における課題解決型ネッ

トワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の一部として、「国際動向に関するアンブレラ内の

情報共有」を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構より受託し、放射線防護に関する国際動向報告会で報

告された内容と議論を取りまとめたものである。

原子力規制委員会は原子力に対する確かな規制を通じて人と環境を守ることを使命としており、課題に応じた

安全研究を実施し科学的知見を蓄積している。平成 28 年 7 月 6 日には「原子力規制委員会における安全研究の

基本方針」を公表し、放射線源規制・放射線防護分野に対しても調査研究活動の推進をしている。平成29年度か

らは放射線源規制・放射線防護による安全確保のための調査研究を体系的かつ戦略的に実施するため、放射線安

全規制研究推進事業及び放射線防護研究ネットワーク形成推進事業で構成される放射線安全規制研究戦略的推進

事業を開始している。平成30年度放射線防護研究ネットワーク形成推進事業の採択事業「放射線防護研究分野に

おける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成」（事業代表機関：国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所）では、放射線規制の改善に向けて、関係研究機関によるネ

ットワークとそのアンブレラ型統合プラットフォーム(以下「アンブレラ」という。) の構築を行っている。 

本事業「国際動向に関するアンブレラ内の情報共有」では、「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワ

ークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成」の一環として、アンブレラが情報共有の場として機能するこ

とを目的とし、放射線防護に関連する代表的な国際機関（UNSCEAR、ICRP、IAEA、WHO、OECD-NEA-CRPPH

等）についての動向の情報共有と関連学会の研究者も交えて広く議論を行うため、放射線防護に関する国際動向

報告会を開催した。

平成31年2月 
公益財団法人 原子力安全研究協会
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1 事業目的及び内容 

平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワーク

とアンブレラ型統合プラットフォームの形成」では、放射線防護に関わる専門家が放射線規制の改善に向けて、

自発的に関与し、ステークホルダ間の合意形成をリードするため、ネットワーク（以下「NW」という。）を構

築し、情報や問題意識の共有、課題解決のための連携や協調を行っている。また関係研究機関によるNWとそ

のアンブレラ型統合プラットフォーム(以下「アンブレラ」という。) の構築も行っている。本事業「国際動向

に関するアンブレラ内の情報共有」は、「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型

統合プラットフォームの形成」の一環として、アンブレラが情報共有の場として機能すること、さらに報告会

で得られた内容がNW事業においてアウトプットとして活かされることを目的とする。 

NW関係者を対象に、放射線防護に関連する代表的な国際機関（UNSCEAR、ICRP、IAEA、WHO、OECD-

NEA-CRPPH等）についての動向に関する報告会を昨年度に引き続き企画して開催した。 

今年度の報告会は、放射線影響・防護に関する研究における国際機関等の活動をテーマとして、講演お

よびパネル討論を行った。また、今年度は、国際機関へ派遣した若手研究者からの報告も実施した。
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2 実施概要 

「放射線防護に関する国際動向報告会」 

1 日時 平成30年12月19日（水） 13：00～17：00 

2 主催 原子力規制委員会・量子科学技術研究開発機構 

3 場所 グランパークカンファレンス401ホール 

4 参加人数 38人 

5 プログラム 

時  間 内  容 

13：00～13：05 

 

開会   

佐藤暁（原子力規制庁） 

13：05～13：35 

 

講演 「IRPAの活動と放射線防護研究の最近の動向」 

  講師：吉田浩子（東北大学） 

13：35～14：05 

 

講演 「IARRの活動と放射線生物・影響研究の動向」 

  講師：島田義也（量子科学技術研究開発機構） 

14：05～14：25 

 

講演 「UNSCEARの活動と放射線生物・影響研究の動向」 

  講師：明石真言（量子科学技術研究開発機構）  

14：25～14：45 

 

講演 「ICRPにおける研究のニーズ」 

  講師：甲斐倫明（大分県立看護科学大学） 

14：45～15：00 休憩 

15：00～15：30 

 

国際機関への若手派遣者からの報告 

  藤淵俊王（九州大学） 

  守永広征（杏林大学） 

  川口勇生（量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所） 

15：30～16：50 

 

パネル討論 放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護 

に関する研究 

ファシリテーター：杉浦 紳之 

パネリスト：吉田浩子（東北大学） 

    島田義也（量子科学技術研究開発機構） 

    明石真言（量子科学技術研究開発機構） 

    甲斐倫明（大分県立看護科学） 

    米原英典（原子力安全研究協会） 

    本間俊充（原子力規制庁） 

           神田玲子（量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所） 

16：50～17：00 
閉会 

 高橋知之プログラムオフィサー（京都大学） 
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3 報告会での講演とパネル討論の概要 

3.1 開会の挨拶 

 佐藤氏（原子力規制庁放射線防護企画課長）から挨拶があり、本報告会を開催に当たって以下の紹介があっ

た。 

本事業は 5 年計画の 2 年目となり、規制に係る安全研究について毎年重点テーマを設定し公共研究を進めて

いる。本事業のアンブレラ関係者から積極的に意見をいただいており、ネットワークが有効に機能していると考

えている。本報告会では、各国際機関の動向について説明を行うだけでなく、若手派遣者からの報告もあり、最

新の動向を見据え積極的に意見交換を行い、原子力規制庁への意見等の提案も積極的に行ってほしいと考えて

いる。 

 
3.2 「IRPAの活動と放射線防護研究の最近の動向」吉田氏（東北大） 

国際放射線防護学会（IRPA）の役割や方針等の特徴や諸活動について紹介し、加盟している世界各国の各学

会と協同していること、ならびに今後予定されている会合について説明した。現在活動に重点をおいているテ

ーマについて、下表に示すタスクグループ（TG）や作業グループ（WG）が設置されている。また、IRPA は

各国の放射線防護関連学会の総体であり、各国の活動それぞれを集約できる体制をとっているため、Public 

Understandingなど、最近の重要テーマについてリージョナルな活動も展開が可能であり、世界各国の学会に

所属している若手研究者の交流にも注力しているとした。 

 

TG 

System of Protection review※ 

Horizon scanning※ 

Medical focus group※ 

Society Admissions and Development Committee, SADC 

IRPA governance and regional engagement 

Web site development※ 

 

WG 

Public Understanding TG Phase 2※ 

Eye Dose TG Phase 3※ 

Source Security TG 

Young Professionals Network※ 

Radiation protection culture 

Healthcare 

Higher education, Research & Teaching (project) 

※講演で説明があったもの 

 
3.3 「IARRの活動と放射線生物・影響研究の動向」島田氏（量研） 

IARRも IRPAと同様かそれ以上に、会（機関）として何か機能を持っているわけではなく、活動の中心は各
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加盟学会によるところであり、4年に一度開催される ICRRが活動の総体であると説明した。また、ICRRの過

去の会合のテーマについて説明し、技術向上による低線量被ばく研究で新たに分かってきたこと等、放射線生物

影響研究の最新の動向について触れ、今後の注目すべき研究として脳神経への影響があるとした。 

 
3.4 「UNSCEARにおける研究のニーズ」明石氏（量研） 

UNSCEAR の設置主旨、加盟国、活動内容について紹介した後、福島事故についてまとめられた

UNSCEAR2013年報告について触れ、その後に発行された「福島白書」について、日本の拠出金により今年度

からプロジェクトが進められることを紹介した。最後に、他の国際機関で現在行われている研究内容との重複

を避けること、また、科学的な評価を国連総会に提出することを考えて、将来的には「放射線治療後の二次が

ん」と「疫学調査」が優先されるべきテーマとして挙あげられることを示した。 

 
3.5 「ICRPにおける研究のニーズ」甲斐氏（大分看護科学大） 

ICRPが現在の放射線防護体系を社会において、下表に示す強固・発展させていくための10の研究について

個々の特性を紹介した。 

 
ICRP 放射線防護体系を強固・発展するための10の研究 

1 低線量率長期被ばくの影響 

2 低線量・低線量率における健康影響のメカニズム 

3 がん誘発に対する感受性の臓器、年齢・性による違い 

4 個人の放射線感受性を決定する遺伝的要因の役割 

5 デトリメントに影響するがん・遺伝性影響以外の健康影響 

6 ヒト以外の生物集団への影響 

7 線量評価の信頼性 

8 医療における線量評価と防護方法 

9 放射線防護体系の倫理的かつ社会的側面 

10 ステイクホルダーとの相互作用のための仕組み 

 
さらに下表に示すようなタスクグループ（TG）の現行の活動状況について触れた。最後に国内の最新動向とし

て原子力規制庁主導の ICRP報告書翻訳事業が始められたことが紹介された。 

 
ICRP 現行の活動状況 

アルファ放出核種からのがんリスクに関するTG 

放射線防護のための低線量・低線量率での放射線リスク推定に関するTG 

デトリメントの計算法に関するTG 

放射線防護体系における環境の防護と人の防護の統合に関するTG 

放射線防護体系を適用するときの環境への配慮に関するTG 

デジタル撮影・透視・CTによるイメージングの放射線防護における最適化に関するTG 

医療診断・治療における放射線防護の倫理に関するTG 

大規模原子力事故に対する放射線防護体系の適用に関するTG 

放射線の個人応答を支配する因子に関するTG 
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3.6 若手報告 

3.6.1 「ICRP/ICRU 90 周年コロキウム」藤淵氏（九州大）、守永氏（杏林大） 

ICRP/ICRU 90 周年コロキウムのプログラムを説明するとともに、「放射線治療後の二

次原発がんに関する最新の問題」等、興味深かった最新の研究内容および今後の課題につ

いて所感を述べ、国際機関の会合出席を通じて得た知見を大学内で診療放射線技師等に共

有していることを紹介した。（藤淵氏） 

本コロキウムで紹介された放射線防護研究の最新の状況について触れるとともに、女性

研究者躍進が進んでいるという所感を述べた。併せて、医療被ばくが増加していることが

現状の課題であり、今後研究を進めていくべき内容であるとした。（守永氏） 

3.6.2 「OECD/NEA 第一回国際放射線防護スクールの参加報告」川口氏（量研/放医研） 

国際放射線防護スクールに参加し、参加国や 5 日間のプログラムの概要を紹介するとと

もに、放射線防護体系の構築に実際に携わった専門家による講義を中心とする内容から学

んだ新たな知見を紹介した。また、コースの意図とプログラムの意図が合っていないので

はないかということ等、参加者からの反応を紹介し、来年度も開催される予定があること

から若手研究者の積極的な参加を促した。 

 

3.7 「パネル討論」 

国際機関での放射線防護基準に関わる活動や関連する研究の必要性についての紹介が

あり、これらの研究を推進するためにどのような取り組みが必要かについて以下のよう

な議論があった。 

・放射線防護の基準を社会に適応するに当たり、社会科学との共同が必要であると考え

ている。ヨーロッパでは、自然科学による科学的な実証だけでなく、社会との密接な関

わりというものを意識していると感じている。IRPA で行っているような活動をどのよう

に日本へ取り入れていくかだけでなく、日本の課題を考え、対応していくことが必要で

あると考えている。そのために若手研究者が本事業のプログラム等を活用していくこと

が必要であると考えている。（吉田氏・IRPA） 

・認知症などの老化について過去の被ばくがどのように影響しているかに関心を持って

いる。低線量率の長期被ばくと高線量率の被ばくのリスクは動物実験、細胞実験におい

て結果が異なっているので、低線量被ばく係数等をさらに明らかにしてほしいと考えて

いる。また、原爆被爆者のデータを生活様式が変わり、寿命も伸びているなかで、現代

人にどのように適用していくかを考えていくことが大切であると考えられる。生活状況

も現代とは異なっていると思われる。医療放射線の分野で言うと、「正当化」をどのよう

に進めるかというところに課題が残っていると考えられる。（島田氏・IARR） 

・UNSCEAR のデータは確率的影響、がんについての影響が中心を占めている。長崎、

広島の原爆被爆者のデータに加え、最近は医療被ばく・職業被ばくのデータを集めてい

るのは、より最新のデータを収集することを目的としていると考えられる。しかし、デ
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ータの母数等を考慮すると、長崎、広島を超えるデータを収集できていない現状があ

る。UNSCEAR は研究のニーズを示す、研究のテーマを示す等の活動を行っている機関

ではないが、既存の論文からよりまとめ詳しいまとめができるよう長年のデータを蓄積

し、疫学、生物学等の研究を進めてほしいと考えている。（明石氏・UNSCEAR） 

・ICRP は放射線防護についての基準や考え方を作ってきたが、様々な批判や違った考え

方もある。低線量率や中線量率も放射線防護の対象であり、それらのリスクをどのよう

にとらえるのかという課題が残されている。また、それらは科学的に疫学や生物学から

アプローチをすることも可能であるが、放射線防護に関する基準を設けるなどの社会的

な対応も求められる。吉田氏の意見にもあるように社会科学的な側面が求められている

と感じている。（甲斐氏・ICRP） 

・IAEA においては、様々な機関において出された研究結果を具体的な基準にする役割が

ある。放射線防護基準の策定については、IAEA の内でも特に RASSC が中心となり活動

している。その中でも基本安全基準（BSS）を中心として、安全原則、安全要件、安全

指針を定めている。今後の課題としては、「低線量被ばくのリスクにおける科学的知

見」、「リスクの加算性、蓄積性」、「個人感受性（子供の感受性）」があげられる。また、

RASSC の重要検討事項と関連する研究のニーズについては加盟各国に実施したアンケー

ト結果より、1 位「BSS の履行」、2 位「免除とクリアランスのガイダンスの改訂」、3 位

「等級別アプローチ（特に NORM）」、4 位「食品と飲料水中の放射性核種（特に現存被

ばく状況）」、5 位「非医療目的で人体に照射する放射線源の利用」という結果となってお

り、「放射線安全ガイダンス文書のレビューと改訂における福島第一原発事故での教訓の

履行」が 12 位にあげられていることから、日本における意識と海外における意識に差が

あることが明らかになっている。（米原氏・IAEA） 

・NEA の役割は放射線防護に関する課題を確認し、規制や履行において各国を支援する

ことにある。現在、二つのグループが活動を始めようとしている。一つ目が「復旧管理

に関する専門家グループ」の活動であり、福島第一原発事故などの復旧時の活動につい

て、防災計画で規定されている国が少ないことを考慮し、緊急時の準備段階に国ベース

で活動できるよう検討することを目的としている。二つ目が「放射線以外の健康面に関

する専門家グループ」である。緊急時の活動について意思決定をする際のその枠組みの

提供と実用的なツールを提供することを目的としている。研究ニーズという観点からす

ると、放射線防護基準策定は規制側が考えることであり、実際の規制における基準とし

ては IAEA が最も近いと言える。IAEA の基準などを国の活動として行う際のガイドを

作ることが NEA に求められている役割と考えている。また、昔は本会のように放射線防

護に関する専門家が一堂に会する機会はなかったため、本会は非常に有意義な会である

と考えられる。若手研究者が積極的にこういった会に参加することで、刺激を受け自ら

の研究を進めることを期待している。（本間氏・OECD/NEA/CRPPH） 
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・WHO は研究テーマを指定する機関ではないため、WHO の最新の健康政策を日本に取

り入れるために必要なことを紹介する。放射線は 200 程度あるプロジェクトの一部であ

り、その中で一番動きがあったのは環境放射線のうちのラドン研究である。また、放射

線リスクを単独で扱うわけではなく、様々なリスクの一つとして扱っており、緊急時の

コミュニケーションや自然災害の中の一つとして放射線を扱っている。「住居のラドンに

よる肺がんの寄与」をみると職業被ばくが大気汚染に次ぐリスクとなっている。アンブ

レラ事業においては、行政に職業被ばくのリスクを提供できていなかったというところ

があるため、健康政策の優先順位判断に資する被ばく情報を提供することが必要である

と考えている。また、日本には環境放射線を一元的に所管する規制機関がないことか

ら、研究機関や学会主導による国内のラドン研究の取りまとめが求められる。さらに、

社会科学的な研究との関連だけでなく、費用対効果の検討も必要であることから、経済

学との協働も必要であると考えられる。さらに、日本では緊急時の基準を設ける等は行

っているが、緊急時の情報発信に関して組織化・マニュアル化が不足していることか

ら、それらに関する研究が求められている。（神田氏・WHO） 

ファシリテーターの進行のもと、フロアから以下の意見があった。 

・アンブレラ事業の重点テーマに関連し、関連学会の関係者からアンブレラ事業に期待する

動きについて意見をお願いしたい。 

―研究テーマの提示があると進めやすいが、低線量被ばくについて、放射線影響学会の

データも一定はありながらも、放射線防護研究と接点を見いだすことが難しい。また、

基礎データを提供することに時間がかかるという課題もある。 

―放射線事故災害学会の代表としてアンブレラ事業に参加しているが、事故時、緊急時

の対応を考える医療関係者が集まる唯一の学会であると考えている。学会内では事故前

よりは事故後の対応を考える際に、放射線防護に関する内容が出てくるが、実際の活用

と結びつけることは難しい。アンブレラ事業で患者対応や事故対応の際に行うことを提

案していただけると携わりやすい。また、若手研究者が参画する場がなく、学会に所属

している研究者の若手の割合も少ない。医療と違った視点で若手研究者が関心を持ちや

すいテーマを提供してもらえるとありがたい。 

 

・放射線防護に関する研究は、実際の活用にすぐに結びつけることは難しいという話が

あったが、環境省の研究事業に関連し、生物影響研究と実際の活用の結びつきについて

どのように対応しているかご意見をいただきたい。 

―環境省が 2011 年の福島原発事故後から生物影響に関する研究事業を行っている。線量

評価、生物影響、リスクコミュニケーションが３つの大きなテーマとなっている。その

課題採択に携わっているが、その際の判断基準に行政の判断に役立つかという視点があ

る。その視点についての判断は難しいが、委員と環境省の意見をもとに進めている。採
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択の際には福島原発事故後の研究として役立つというところに注目し、各方面の意見を

聞き、総合的に判断を行っている。 

・若手研究者が国際機関でどのような活動ができるかについて、経験者からご意見をい

ただきたい。 

―2018 年 3 月まで ICRP で活動していた。一般論としての良いところは、国際機関での

活動を通じて国際的な視点と対照的に国内の課題を見ることができる面があると思う

が、一方で国内の何かを判断を行う際に「ICRP の判断に基づいている」と根拠のみを示

すのではなく、その背後にある議論の流れや考え方について、関係する研究者が説明で

きるようレベルを高める必要があると考えている。また、福島原発事故後ということで

考えると、放射線防護に関するリスクは低線量から高線量まで連続的に分布している

が、一般の方々はゼロリスクを求める傾向があり、各線量のリスクから出した一定の防

護基準との間にギャップが出ていたと考えられる。そのギャップを埋める活動が必要で

あると考えられる。また、食品の基準など様々な基準が設けられているが、それらを考

えるうえで各分野のステークホルダの意見を取り入れる仕組みができているのか、とい

うことを検証する取り組みもあってよいと思う。 

パネル討論の様子 

講演の様子                        若手研究者による発表 
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3.9 閉会の挨拶 

 高橋氏（京都大学）から挨拶があり、以下の紹介があった。 

 本事業の一つの役割として、安全規制を実施するに当たり規制側と研究側の両方を見据えることが

必要となる。本会で報告された国際動向と国内動向のマッチングも大切な課題の一つである。若手派

遣についても今後継続してほしいと考えており、若手に魅力がある研究テーマに加え、キャリアパス

の一つとなるような研究テーマの設定が求められていると考えられる。職場内、若手へ本日の報告会

の内容を共有してほしい。 

 

以上 
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【附録】 

 

講演要旨 

アンケート結果 
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IRPAの活動と放射線防護研究の最新の動向 
 

吉田浩子 
東北大学大学院 

 

 はじめに  

国際放射線防護学会（International Radiation Protection Association, IRPA）は放射線防護活動に

携わる世界の研究者や技術者の情報交換と技術向上を援助し、人類の福祉のため放射線の医療、科

学、工業技術への安全利用を図ることを目的として 1965 年に設立された。現在、日本保健物理学会

(Japan Health Physics Society, JHPS)を始め、米国の The Health Physics Society (HPS)、英国の

The Society of Radiological Protection (SRP)など世界中 67 ヵ国の 52 の学会が IRPA に加盟してお

り、総会員数は 18,000 人を超えている。放射線防護分野における現場の知識や経験が IRPA の活動の

源であり、会員は科学者、技術者、規制関係者、医療のプラクティショナー、政府のアドバイザーと

多岐にわたるとともに、多文化の背景を網羅している。IRPA の活動母体は世界各国の加盟学会である

が、意見の集約や議論を行い活動の総合管理と運営を担っているのが理事会で、会長を始めとする 12

人（officer 6 人と Non-officer 6 人）で構成されている。このうち Non-officer の 6 人は各加盟学会

から推薦された候補者から、４年毎に開催される国際会議の総会での選挙により選出されるルールと

なっており、2016 年 5 月に南アフリカケープタウンで開催された第 14 回国際会議（IRPA14）で行わ

れた理事選挙で新しく理事に選ばれた 3 人を含む 2016-2020 年の現理事会メンバーは下記のとおりで

ある。 

会長:Roger Coates (UK), 副会長:Eduardo Gallego (Spain),次期国際会議対応副会長:E Jong Kyung 

Kim (South Korea),総務理事:Bernard Le Guen  (France),会計:Richard Toohey(USA), 出版担当理

事:Christopher Clement (Canada),理事: Ana Maria Bomben, (Argentina), Marie-Claire Cantone 

(Italy),Alfred Hefner (Austria),Klaus Henrichs (Germany),Sigurður Magnússon (Iceland),Hiroko 

Yoshida (Japan) 

 

役割と方針、加盟学会との協働  

放射線防護システムにおける様々な国際機関や

専門組織との関係を図に示す。放射線防護の 4 つの

柱である science，principles，standards, practice

をリードする役割を担いその機能に責任をもつ機

関がそれぞれ示されている。IRPA は practice に重

きを置いており、現場の研究者や技術者の意見及び

経験(Voice)を聴き、組み入れていくことが IRPA の

役割でありビジョンとなっている。現場のグッド・

プラクティス及び高い専門性を発展させ共有するこ

とにより、加盟学会の放射線防護の質の向上を支援す

る、放射線防護の専門家の教育及び訓練を支援する、

加盟学会と IRPA との結びつきを強めることを活動方針としている。これらを実現するに当たり、

IRPA は様々な機関や組織とネットワークを密に構築するとともに、4 年に 1 回世界各地の加盟学会

図 放射線防護の 4 つの柱とこれに関連する 

主な機関や組織 
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とリージョナル会議を開いている。2018 年にはハバナ（キューバ）、メルボルン（オーストラリア）、

ハーグ（オランダ）、チュニス（チュニジア）で開催し、2022 年にはサンティアゴ（チリ）、ムンバイ

（インド）、ブタペスト（ハンガリー）、アクラ（ガーナ）での開催が決定している。なお、第 15 回国

際会議（IRPA15）は 2020 年 5 月にソウル（韓国）にて開催される。   

 

活動（2016-2020）  

理事会を中心に以下のような様々な委員会、また必要に応じてタスクグループ(TG)やワーキング

グループ(WG)が置かれており、加盟学会から推薦されたメンバーによって構成されている。 

 

 作業計画（Work Programmes）        作業グループ（Working Groups） 

 

 

 

 

 

Public Understanding TG（放射線リスクについての公衆の理解促進 TG）は、2013-2016 年にⅠ

期目の TG が活動した後、IRPA 加盟学会の関心がきわめて高いことを受けて 2017 年からⅡ期目の

TG 活動が開始された。平常時のみならず緊急時や事故後の復興期までの様々な状況における放射線

リスクについての公衆とのコミュニケーションや対応について加盟学会及び会員一人一人をサポー

トすることを活動の目的とし、各加盟学会において本件に関するワークショップを開催し、報告され

た内容を集約した IRPA guiding principles の作成、及び、収集した good examples の IRPA website

への掲載に向けた活動を行っている。 

次世代に向けて IRPA が特に注力している活動として、IRPA Young Generation Network (IRPA 

YGN)がある。2017 年 IRPA とフランス、英国の防護学会若手グループとの共同で若手会員へのア

ンケート調査が実施され、若手会員の国際ネットワークの必要性が示された。この結果をふまえて

2018 年の各地のリージョナル会議では IRPA YGN のセッションが開かれ、国際ネットワーク構築に

向けた動きが進んでいる。なお、来年 12 月の日本放射線安全管理学会（JRSM）-日本保健物理学会

（JHPS）の合同大会（東北大学）の前日（12 月 4 日）には JHPS-SRP-KARP 若手研究者  (IRPA 

YGN) 国際発表会が開催される予定である。     
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IARR の活動と放射線生物・影響研究の動向 
 

島田義也 
量子科学技術研究開発機構 

 

はじめに  

International Association for Radiation Research（IARR）は、放射線研究に関する 15 の団体で構

成され、登録会員は約 3,000 人である。IARR は 4 年に 1 回、国際放射線研究会議（International 

Congress of Radiation Research, ICRR）を開催している。この会議は、物理学、化学、生物学などの

基礎研究領域から、診断・治療などの医学利用や放射線防護、線量評価さらには、原爆や原子力発電所

の事故の人体影響（疫学）や環境影響（環境科学）の領域まで幅広い分野の研究者が情報共有し、開催

国の放射線研究を活性化する場となっている。第 1 回目は 1958 年バーモント大学で Alexander 

Hollaender 先生を大会長として開催され、841 名の参加者が集まった。名誉副大会長の一人に初代日本

放射線影響学会長の都築正夫先生がいる。第 6 回大会は、御園生圭輔先生（放射線医学総合研究所）を

大会長として 1979 年に東京で開催された。参加者は 1268 名。その後、ヨーロッパや北米、豪州で開催

され、第 15 回大会は再び日本（京都）で平岡真寛先生（京都大学）を大会長として 2015 年に開催され

た。参加者は 53 ヶ国から 2016 名であった。近年は、韓国、中国、台湾、ロシアからの参加者も多く、

また東南アジアや東欧、中東等からの参加者もいる。2019 年はマンチェスター（英国）、2023 年はモン

トリオール（カナダ）での開催が決まっている。 

 ICRR での生物系の演題をみると、1970 年代は「放射線による細胞死、遺伝子損傷と修復」、1980 年

代は「遺伝子発現や突然変異」、1990 年代は「放射線応答、シグナル伝達、アポトーシス」、2000 年代

は「適応応答、バイスタンダー効果、ゲノム不安定性、Omics」、2010 年代は「DNA 修復、エピジェネ

ティックス、放射線応答」とトピックスが変遷した。特に 2000 年代から開始された米国 DOE や欧州

の MELODI や DoReMi の低線量プロジェクトは、放射線研究に活性化をもたらした。最近は放射線医

学分野の発表が増え、IMRT やプロトン・炭素線治療などの最新の治療方法の生物学や、医療被ばくに

おけるリスク・ベネフィットなどの発表が注目される。放射線化学と物理は ICRR においては重要な分

野であるが、第 9 回以降演題数が減少している。しかし、パルスラジオリシス法の時間分解能が高まり

により、放射線の物理過程と化学過程の精度が上がり、材料の構造変化や放射線の初期過程がより明ら

かになっている。 

 

ICRR、IARR の役割、加盟学会との協働 

 IARR は、ICRR 開催の他、比較的小さな国際ワークショップの開催の資金援助や、ICRR 参加のため

の若手の旅費のサポートも行う。IARR の我が国のメンバーは日本放射線研究連合（Japanese 

Association for Radiation Research, JARR, 会長は宮川清東大教授）であり、構成学会は現在、日本放

射線影響学会、日本放射線化学会、日本放射線腫瘍学会、日本放射線腫瘍学会生物部会、日本医学物理

学会、日本医学放射線学会と幅広い分野の研究集団を包含している。 

 近年のインターネットの発達や cutting edge なサイエンスに焦点を当てた専門研究会が多くなって

いるなか、世界規模の国際シンポジウムの存在意義が問われている。近年、デジタルのコミュニケーシ

ョンが手軽に利用できるとは言え、直接講演をきき、ポスターで発表者と直接情報交換することは、共

同研究に発展したり、生涯の友好を深めるチャンスでもある。また若手研究者が名前の通ったシニア研
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究者と交流することは研究の動機づけにもなることから、IARR としては ICRR を継続する方針である。 

 それにしても、国際に限らず学会は、ますます細分化し、一部形骸化している傾向にあることは事実

である。どのように活性化するか。次の Councilor meeting で各国の代表者がどのように考えているの

か議論したい。また、JARRとして国内での共同で学際的な融合研究の芽を育てる試みも考えてみたい。 

 未来を見通せる広々とした視野を持つ洞窟の哲人の出現を待っている。 

 

活動（2016-2020） 

会長:Mary Helen Barcellos-Hoff (USA), 副会長:Yoshiya Shimada (Japan),庶務幹事:Penny Jeggo, 評

議員：Jean-Luc Ravanat (France), Francesca Ballarini (Italy), Rob P Coppes (The Netherlands), 

Kiyoshi Miyagawa (Japan), Gayle E Woloschak (USA), George Iliakis (Germany), Susan M Bailey 

(USA) 

 

  



 

15 
 

UNSCEAR における研究のニーズ 

 

明石真言 
量子科学技術研究開発機構 

 

原子放射線の影響に関する国連科学委員会 (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation、以後 UNSCEAR)は、国際連合(United Nations)の委員会として、国際原子力機関

(International Atomic Energy Agency、IAEA)の発足より 1 年早い 1955 年 12 月の国連総会決議に基

づき、15 カ国からの科学者により組織された。この背景には 1950 年初頭に大気圏内核実験が頻繁に

行われ、その影響を世界的に調査する必要性が出てきたことがある。事務局は当初ニューヨークに置

かれたが、1974 年からはウィーンにある。国連総会決議採択当時、日本は国連未加盟であったが、我

が国は発足当初からのメンバー国である。現在事務局は、ケニアのナイロビに本部を置く国連環境計

画(United Nations Environment Programme、UNEP）により設置され、委員会の任務は、人と環境

における放射線に係わる影響を調査し､国連総会に報告を行うことである。1956 年ニューヨークで第

一回会合が開催された。また 4～5 年に一度、報告書 Sources and Effects of Ionizing Radiation を刊

行しており、報告書の内容には､自然放射線被ばく､人工放射線被ばく、医療放射線被ばく及び職業被

ばくなどの線量評価､その身体的・遺伝的影響とリスク推定に関する最新の情報等が含まれる。1958

年、1962 年報告書が科学的根拠となり、大気圏核実験を禁止する部分的核実験禁止条約 （Partial 

Test Ban Treaty）が 1963 年に調印されている。またこの報告書は､被ばく線量や健康影響に関する最

新の科学的知見の情報源として引用されることが多く、国際放射線防護委員会(International 

Commission on Radiological Protection、ICRP)が行う勧告、また世界保健機関(World Health 

Organization、WHO)、国際労働機関(International Labour Organization、ILO)など国際機関の政策

に重要な基礎資料となっている。現在その加盟国は 27 カ国であり、毎年一回事務局のあるウィーンで

年次総会が開催され、加盟国と国機関の代表そして事務局長が参加する。 

東日本大震災による東電福島原子力発電所事故後には 2013 年報告書、また 2015 年、2016 年、

2017 年に白書が刊行された。第 65 回会合では 2020 年報告書をまとめることが承認され、第 II 期

Fukushima Follow-up Project （FFUP II、福島追跡プロジェクト）としてスタートした。この報告

書は 2015 年、2016 年、2017 年白書で報告した最新学術報告等のとりまとめを行うとともに、2019

年末までに公表された学術文献を調査対象とし専門家グループによる最新の科学的文献調査が行う。

2013 年報告書では、緊急作業員の内部被ばく線量を測定した生データから専門家が独自に計算してい

ている。このように UNSCEAR は入手したデータを独自に分析することもあるが、公開された査読付

き学術誌の文献並びに査読付きプロシーディングを対象とすることを原則とし、適宜詳細な報告書を

刊行する。地域・国の研究機関や組織、政府部門・省庁、学会、ユーティリティ企業、その他同様の

組織が発行した報告書、政府間組織の発行した報告書、公式その他の情報源より取りまとめられたデ

ータのうち主要なものを採用することもあるがその頻度は低い。これは UNSCEAR が「科学に根ざ

し、政策を取り扱わない独立かつ公平な立場」でその報告書を刊行しているからである。また重要な

ことは、UNSCEAR は特定の領域や個人もしくはグループに研究の方向性を示したり、要求をするこ

とはない、ということである。このことは、“独立かつ公平な立場”を維持するうえで不可欠である。 

報告会では、最近の UNSCEAR に関しての動向についてホットな話題を提供する予定である。 
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    2015 年 10 月公表    2016 年 10 月公表  2017 年 10 月公表 
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ICRP における研究のニーズ 
 

甲斐倫明 
大分県立看護科学 

 

1.放射線防護体系を強固・発展するための研究 

ICRP は、2017 年 6 月に現在の放射線防護体系をより強固あるいは発展させるために、以下の 10 の

研究領域を公表した。 

1)低線量率長期被ばくの影響 

科学的にも社会的にも注目されている 5mGy/hr 以下の低線量率での中線量被ばく(>100mGy)からの

作業者、患者、あるいは一般公衆に対する健康影響の研究を重視している。 

2)低線量・低線量率における健康影響のメカニズム 

 低線量(<100mGy)かつ低線量率の影響は疫学では検出が一般に困難とされているが、生物学的な確か

らしさを基礎に、リスクの外挿モデル、放射線防護の目的では最も単純な LNT モデルを用いてリスク

を推定してきた。生物学的に分子、細胞、組織レベルの仕組みをより一層解明し、線量反応関係を確立

することが必要である。疫学や実験動物での組織サンプルを分析することで観察される疾患との関係を

明らかにできる可能性がある。 

3)がん誘発に対する感受性の臓器特有、年齢・性による違い 

放射線防護基準の設定に活用できるがんリスクの定量的データを提供できる疫学は、これまで原爆被

ばく生存者の疫学が中心であったが、これに限定することなく、臓器・組織別、年齢別、性別に関する

がんリスクを推定することが必要である。 

4)個人の放射線感受性を決定する遺伝的要因の役割 

がんリスクは年齢や性による違いがあることが疫学でわかっている。その他、喫煙などの生活習慣に

よる影響も観察されてきている。さらには、個人の放射線感受性を決定する遺伝的要因が、放射線防護

に影響を与える可能性が考えられ、さらなる研究が必要である。 

5)デトリメントに影響するがん・遺伝性影響以外の健康影響 

従来、しきい線量が存在すると考えている循環器疾患や水晶体混濁が、確率的影響で仮定されている

LNT モデルにより近い可能性があるのではないかという危惧がある。がん・遺伝性影響以外の健康影響

がデトリメントに影響するかどうかをさらに研究が必要である。 

6)ヒト以外の生物集団への影響 

ヒト以外の動植物への影響を人の影響の考え方を適用してきた。しかし、放射線防護の関心は生物集

団の生存であり、それに影響を与える生殖能や将来世代への影響である。そのためには、種ごとの生物

集団の生存に与える放射線の影響を理解する必要がある。環境の線量の把握、測定可能な生物の曝露量

との関係、さらには線量と影響との関係を明らかにする必要がある。 

7)線量評価の信頼性 

現在、吸収線量は臓器組織の平均線量で評価されている。ある場合には、幹細胞集団と仮定されるが

ん誘発の標的細胞の位置を考慮して計算されている。とくに、アルファ線や低エネルギーのベータ線を

放出する放射性同位元素での内部被ばく線量の計算では重要な点である。この場合、放射線影響の線質

を考慮した生物学的効果比の評価が重要となる。線量評価の信頼性を向上するために、線質、マイクロ

ドシメトリ、標的細胞に関係して、組織内の局所線量に配慮することを含めたさらなる研究が必要であ
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る。 

8)医療における線量評価と防護方法 

IVR や核医学における職業被ばくの防護を改善するために必要な水晶体、皮膚、手足の線量評価と防

護方法の改善が必要である。CT 撮影と高線量 IVR を行う患者の防護を改善するために、水晶体、皮膚、

臓器線量の評価をより向上しなければならない。放射線療法や高線量イメージングにおける非がんへの

影響を評価するための線量評価が必要である。また、診断情報を保持しながら、引き続き、患者の線量

を低減するための追加的な方法を開発する必要がある。 

9)放射線防護体系の倫理的かつ社会的側面 

 人と環境の放射線防護の統合化を進めるためには、適切な方法論を検討するための分析や事例研究が

必要である。職業、公衆、環境および医療被ばくの 4 つのカテゴリーにおける容認可能で持続可能な決

定を達成するには、倫理的かつ社会的な価値を適切に適用することが重要である。放射線被ばくの耐容

性と容認性は被ばくの状況や事情に依存する。これらの決定を支持するガイダンスの実用性を高めるた

めの研究、とくに、現存被ばく状況と緊急時被ばく状況に関する研究が必要である。これによって、リ

スクとベネフィットをバランスさせ、合理的な被ばくのレベルを探るための方法を確立することが求め

られる。 

10)ステークホルダとの相互作用のための仕組み 

正当化と最適化の原則を基礎に実際的な意思決定を行うには、ステークホルダの関与のための仕組み

を構築することにかかっている。成功事例の分析をもとに、とくに、現存被ばく状況と緊急時被ばく状

況において、効果的に関与させるための方法を明確にしていくことが必要である。 

 

2.ICRP の現行の活動状況 

ICRP では、各専門委員会の下には関連するタスクグループが設置され、活動している。その中には

次のタスクグループ(TG)がある。 

 

 アルファ放出核種からのがんリスクに関する TG 

 放射線防護のための低線量・低線量率での放射線リスク推定に関する TG 

 デトリメントの計算法に関する TG 

 放射線防護体系における環境の防護と人の防護の統合に関する TG 

 放射線防護体系を適用するときの環境への配慮 

 デジタル撮影・透視・CT によるイメージングの放射線防護における最適化 

 医療診断・治療における放射線防護の倫理 

 大規模原子力事故に対する放射線防護体系の適用 

 放射線の個人応答を支配する因子に関する TG 
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国際機関への派遣者からの報告 

 
ICRP・ICRU 90th Anniversary Colloquium に参加して 

 

藤淵俊王 
九州大学 

 

この度、放射線防護アンブレラ代表者会議の若手派遣事業の支援を受け ICRP・ICRU 90th 

Anniversary Colloquium（2018 年 10 月 17-18 日、ストックホルム）に参加させていただいた。 

当該国際会合は歴史ある ICRP・ICRU の 90 周年記念講演会として、これまでの放射線防護に関する

歴史や経緯の説明から低線量リスク推定、個々の放射線感受性とその予測の可能性、放射線治療の防護

の観点からの課題、環境や自然生物への放射線の影響、そして 10 年後および今後の展望まで網羅的に

内容が組まれていた。報告者は放射線治療の防護について研究を進めていたことから、国際動向を探り

今後の研究方針を定める上で非常に興味深い内容であった。 

本会議で印象深かった内容として、Gray medal 受賞講演を、IMRT (強度変調放射線治療)法の産みの

親とも言うべき Anders Brahme 博士 (スウェーデン・カロリンスカ研究所)が、放射線治療の変遷から

IMRT の特徴、さらに粒子線治療や生物学的影響の最適化の考慮に至るまでをまとめられた内容で講演

され、放射線腫瘍学と放射線生物学との関係と重要性について改めて考えさせられた。また Laurence 

Lebaron-Jacobs 博士（フランス・CEA）は“放射線治療後の二次原発癌に関する最新の問題”というタ

イトルで、放射線治療による生存率は向上しているが、特に前立腺がんなど予後の良い治療での照射野

外への漏洩線や二次中性子の正常組織の影響や、アイソトープ内用療法に関連する癌リスクの調査にも

っと注意を払うことの重要性について講演された。近年新たな核種を用いた内用療法の臨床研究が海外

をはじめ日本でも実施されているが、がん治療について、治療成績が向上していくと放射線以外の治療

法を含め長期的な予後まで考えフラットにリスク評価をすることの必要性を感じた。 

これまでの放射線防護の歴史や経緯、そして将来について知識を得ることができ、大変有益な経験と

なった。このような貴重な機会を与えていただいた、放射線防護アンブレラ代表者会議および関係者の

方々に深謝いたします。 

写真 左：会場の City Conference Centre、右：会場受付のプログラムと報告者 
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国際機関への派遣者からの報告 

 
ICRP・ICRU 90th Anniversary Colloquium の参加について 

 

守永広征 
杏林大学 

 

2018 年 10 月 17 日から 18 日にかけてスウェーデンのストックホルム市で開催された国際放射線防

護委員会(ICRP) 国際放射線単位および測定委員会(ICRU) 90th Anniversary Colloquium に参加させ

て頂きました。 

学会は主に ICRP、ICRU、アンスケア(UNSCEAR)、国際放射線防護学会(IRPA)などのメンバーによ

る教育講演より成り、放射線研究の業績に対する授賞式や各セッションでのパネルディスカッションが

行われました。10 月 17 日は ICRP や IRPA の今世紀の歩み、放射線防護と倫理的問題、女性研究者の

進出、低線量被曝、小児の放射線治療後の二次癌、放射線感受性の問題、放射線の外照射についての講

演などが行われました。2 日目は放射線のリテラシー教育、ノルウェーでのラドン被曝軽減の試み、全

体でのパネルディスカッションなどが行われました。 

放射線防護の過去として、現在医療現場で使用されている線量限度の変遷など興味深く聞かせて頂きま

した。#MeToo 運動が広がり女性の人権問題についてノーベル平和賞にデニ・ムクウェゲ氏やナディア・

ムラド・バセ・タハさんが選ばれる世相の中、放射線防護の世界でも女性研究者の躍進がみられている

ようでした。 

放射線防護の現在の取り組みとして、高校生などを対象に放射線防護の知識自体を伝えるのではなく、

放射線防護への興味、ひいてはリテラシーを広める教育は重要と考えられました。ノルウェーではラド

ン被曝の軽減の取り組みを行っており政府の政策役割の重症性が強調されました。発癌に対しては喫煙

の影響が大きく、ラドン被曝との影響の大きさについて議論に上がりました。低線量被曝の影響につい

ては明らかになっておりませんが、低線量での被曝についても減らしていく取り組みは大切です。 

放射線防護の未来については、現状と突然大きく変わることは考えにくいですが、医療被曝の増加が

年々増加しているのが問題です。 

昼食や懇談会では、ICRP の議長やスウェーデン放射線安全庁(SSM)に在籍されている方にスウェー

デンの現状のお話しを伺いました。 
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国際機関への派遣者からの報告 

 
OECD/NEA 第一回国際放射線防護スクールの参加報告 

 

川口勇生 
量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 

 
 本講演では、本年 8 月 20 日から 24 日かけて、スウェーデンのストックホルム大学にて開催され

た、OECD/NEA が主催の国際放射線防護スクール(IRPS)＊について参加報告を行う。IRPS は、放射線

防護体系の理解だけでなく、その歴史やニュアンスについて、これまで体系構築に携わってきた世代か

ら次の世代へ経験を共有することにより、新しい放射線防護体系の進展に役立つ人材を創出することを

目的としている。IRPS の対象としては放射線防護に関わる中堅世代となっており、欧米を中心に 50 名

弱が参加しており、約半数は女性であった。 

プログラムは、1．放射線防護の枠組みの基礎となる科学、原則、構造の紹介、2．放射線防護システ

ム：過去、現在、未来、3．特定の被ばく状況と基準、4．進展中の課題、5.放射線防護に資する科学的

知見の最新情報の 5 つのセッションから構成されており、講師は司会進行役の R. Wakeford(Univ. of 

Manchester, UK)を始めとして、A. McGarry(CRU, Ireland)、T. Lazo(OECD/NEA)、J.Valentin(ICRP, 

Sweden)、M. Boyd(EPA, USA)、I. Lund (SSM, Sweden)、J. Johansson(SSM, Sweden)、A. Gerhardsson 

(SSM, Sweden)、S. Mattsson (Lund Univ., Sweden)、H. Pappinisseri（IAEA）、A. Janssens (EC, 

Sweden)、 D. Oughton (Norwegian Univ. of Life Sciences, Norway)、T. Perko (SCK-CEN, Belgium)、

H. B. Okyar (IAEA)、A. Wojcik (Stockholm Univ., Sweden)であった。 

IRPS は放射線防護の歴史や基礎的な内容から、ICRP 勧告と各安全基準との相違点、社会科学まで

幅広く集中して学べるよい機会であった。本講演では IRPS の概要を紹介するとともに、いくつかのト

ピックスについて紹介したい。 

 
＊https://www.oecd-nea.org/rp/irps/ 

 



国際動向に関する活動報告会（平成30年12月19日開催）
【当日アンケート】

回収数

1.所属

その他
・ 博士課程学生
・ 医師
・ 技術職員
・ 企画職
・ コンサルタント
・ 医療職
・ 放射線管理
・ 公務員

2.年齢

3.研報告会を何で知りましたか

その他
・ アンブレラ事業インターン中
・ 関係者からの連絡
・ アンブレラ事業の代表者会議メンバー
・ 知人からの紹介
・ 放射線防護アンブレラＨＰ
・ 職場内での連絡

4.今後取り上げてほしいテーマは何ですか（複数回答可）

その他
・ 肺がん
・ 医学利用に関する海外の放射線防護体系（規制と運用）
・ 放射線とレギュレトリーサイエンス
・ 国際動向をふまえた国内体制の構築、ネットワークの反映方法
・ 規制動向
・ 低線量影響、積算線量の考え方

12.5% 12.5% 9.4%
4 3 2 1

3.1%6.3%
4

その他 無回答

6

合計

3
100.0%

6811
8.8% 4.4%8.8% 16.2% 19.1%

回答数

放射線の
生物学的
影響とリ

スク

放射線安
全利用

原子力・
放射線事
故対応

環境放射
線と放射
性廃棄物

放射線測
定と線量

評価

放射線教
育、リス

クコミュニ
ケーショ

1317 5 7 6
割合 25.0% 7.4% 10.3%

100.0%割合 6.3% 50.0% 18.8% 25.0% 0.0%

合計
回答数 2 16 6 8 0 32

講演者 学会 会のHP その他 無回答

0.0% 100.0%
4 0 32

割合 0.0% 3.1% 21.9% 18.8% 34.4% 12.5%
回答数 0 1 7 6 11 3

9.4%

合計20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無回答70歳以上

割合
回答数 10

31.3%

※グラフ及び表中の構成比（％）は、小数第2位を四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも100％に
はなりません。

参加者数 回答数 回収率
38 32 84.2%

研究者 事務員 合計

32
100.0%

その他

8
25.0%

会社員 教員
診療放射
線技師

無回答
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5.その他ご意見・ご要望
・ 整理を議論してはどうか。
・ 更なる拡大を期待。
・

・

・
・

・
・

・ ＮＯＲＭの被曝管理の現状、クリアランスレベルの評価方法の検討。
・ 若手が興味を持つために、若手のための内容をクローズアップしてほしい。
・

・ 国際動向の最新情報を得る大変良い機会であった。
・

パネル討論の甲斐先生と本間先生のコメントが特に感動した。国際社会に直に関わっている先生方から
の話を統合的に聞くことができてとても良かった。国際機関と国内現場とのギャップがあるのか等をもっと
聞きたかった。
前回に比べ、国際動向という観点でまとまっていた為シンポジウムとしてまとまっていた印象である。新た
な知見は少なかったが、再確認の意味で有用であった。
国内の研究ネットワーク（特にコホート研究構成のため）確立のための活動を強化すべき。
参加者、フロアーからの意見交換の時間を多く取りつつ、討論形式にすることを要望する。フロアーから
の意見をもっと尊重してほしい。
国際動向を総括的に聞くことができ大変参考になった。今後も続けてほしい良い企画だった。
社会学的な観点が注目されていたが、その研究のoutputはなんなのか。最近も反対派の方と話をした
が、やはり、何が真実なのか、どういった考え方で物ごとを判断するのかといった所がまったくわかってい
ない方が多かった。社会学的な観点で考えるのならば、最終段である「公衆」の教育をどう進めていくの
か、が問題と思う。考え方を異なる人々はそこの段階（公衆に対するプロパガンダ）はとてもうまいと思う。

関連学会、団体の活動の概要を一度に知ることができ大変有意義であった。今後も続けてほしい。広報
が少なすぎると思う。

パネル討論では、討論すべき点が示されず、参加者からの質問も受けず、もう少しディスカッションした
かった。質問できず非常に残念だった。
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平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワーク

とアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業

第 2 回ネットワーク合同報告会 

報告書

平成 31 年 3 月 

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

付属資料10  



 
 

  

本報告書は、原子力規制委員会の平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護

研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業による委託

業務として、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が実施した「第 2 回ネットワーク合同報告

会」の成果をとりまとめたものである。 



 
 

まえがき 

 

本報告書は、平成30年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野にお

ける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業（以下、「アンブレラ

事業」という。）の一部として、アンブレラ内での合意形成に向けたオープンな議論を行うために開

催された報告会にて報告された内容と議論を取りまとめたものである。 

 

アンブレラ事業は、原子力規制委員会が平成 29 年度から開始した「放射線対策委託費

（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）」の一課題として採択された。本事業の実施は、

原子力規制委員会から量子科学技術研究開発機構（以下、量研）、日本原子力研究開発機

構（以下、原子力機構）、原子力安全研究協会（以下、原安協）が受託し、この 3 機関がネット

ワークによる自立的な議論や調査、アウトプットの創出等を支援する役割を担っている。 

 アンブレラ事業では、放射線防護の喫緊の課題の解決に適したネットワークを形成しなが

ら、放射線防護に関連する学術コミュニティと放射線利用の現場をつなぐことを目的とした活

動を行うこととしている。また、放射線防護の専門家集団が課題解決案を国等に提案するの

みならず、ステークホルダー間での合意形成や施策の実施にも協力する存在となるため、日

常的に国際動向に関する情報や問題意識を共有する環境を 5 年間かけて整備することを、

事業目標として掲げている。 

 その仕組みとして考えているのが、学術コミュニティと課題解決型ネットワークをつなぐアン

ブレラ型のプラットフォーム、いわゆるアンブレラである。 

アンブレラ事業内では、ネットワークの代表者で構成された「代表者会議」がアンブレラの

運営全般に関与することで、放射線防護分野の全ステークホルダーが、個別の課題の解決

といった共通の目的に向けて「情報共有」「連携」「協調」を進めている。また、国際動向報告

会やネットワーク合同報告会の開催や構築した HP を通じて、関係者間の情報共有や横断的

議論の場を提供している。 

 

第 2 回ネットワーク合同報告会には、行政、大学・研究機関・医療機関、民間企業、報道からの

参加があった。放射線防護アカデミアや緊急時対応人材ネットワークや職業被ばくの最適化推進

ネットワークがそれぞれの活動を報告するとともに、政策立案者、放射線安全研究実施者、若手

といった指定発言者がアンブレラの今後の取り組みについてコメントし、フロアとともに意見交換を

行ない、幅広い観点からの議論と合意形成を行った。本報告書はその記録である。 

 

平成31年3月 

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構  



 
 

平成 30 年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成事業 

 

第 2 回ネットワーク合同報告会 プログラム 

 

１．主 催：原子力規制委員会・量子科学技術研究開発機構  

２．日 時：平成 31 年 1 月 16 日（水）13:30～17：00  

３．場 所： トラストシティ カンファレンス・丸の内 

東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館 11 階  

 

  

   全体進行 川口勇生（量研） 

13:30－13:35 開会のあいさつ                     吉住奈緒子(原子力規制庁） 

13:35－13:55 放射線防護アカデミアの今年度の活動報告            神田玲子(量研） 

13:55－15:15 アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

・代表者会議     

・日本保健物理学会             

・日本放射線事故・災害医学会 

・日本放射線影響学会      

・日本放射線安全管理学会 

・国際動向報告会での議論                

                       

酒井一夫(東京医療保健大学） 

赤羽恵一（量研） 

百瀬琢麿（原子力機構） 

児玉靖司（大阪府立大学） 

中島覚（広島大学） 

杉浦紳之(原安協） 

15:15－15:30 休憩  

15:30－16:10 アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

・緊急時放射線防護ネットワーク     

・職業被ばく最適化ネットワーク   

・新たな活動に関する指定発言        

 

百瀬琢麿(原子力機構) 

吉澤道夫(原子力機構) 

篠原厚(大阪大学） 

16:10－16:50  今後の活動への具体的な提案  

・若手研究者からの提案 

  日本保健物理学会若手研究会 

  日本放射線影響学会・若手放射線生物学研究会 

・規制側から要望                   

・フロアからのコメント 

 

 

片岡憲昭(都産技研) 

砂押正章(量研) 

吉住奈緒子(原子力規制庁） 

16:50-16:55 プログラムオフィサーによる総評            高橋知之(京都大学） 

16:55-17:00 閉会のあいさつ                  島田義也(量研） 
  



第 2 回ネットワーク合同報告会 

議事内容 

議事進行をする川口氏（量子科学技術研究開発機構研） 





開会のあいさつ 

吉住 奈緒子 (原子力規制庁) 

【吉住】 原子力規制庁放射線防護企画課の吉住でございます。 

 ここにいらっしゃいます皆さま方には、日ごろより放射線安全規制に

ご理解とご協力を賜りまして、この場をお借りしてあらためて御礼申し

上げたいと思います。ありがとうございます。 

 放射線安全規制研究推進事業は平成 29 年度から始まっている事業

で、今年度で２年目ということになります。このアンブレラ事業も 29 年

度から始まって、今年度で２年目です。年度のまとめの時期に入って

きているかと思いますけれども、アンブレラ事業全体で５年間ということ

を考えますと、やっと半分にさしかかるころといったところです。 

 そうした中で、このアンブレラ事業のおかげもありまして、アカデミアと規制庁の風通しが今大変

良くなってきているように思っております。このアンブレラネットワークに求める役割として、一丁目

一番地としては、アカデミアと規制庁の橋渡しというのが重要な役割としてあるだろうと思っており

ます。そうした意味では、こうした会合ですとか各学会で開いていただいているような会合等を通

して、規制庁のニーズがどういうものがあるのかというのをこちらとしてもお伝えしておりますし、ア

カデミアの方々がどういうことを考えていらっしゃるのかというのもこちらとしても把握するようにし

ております。そのためＦａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅの関係が構築され、お互い意思疎通ができるようになってき

ているのではないかと思います。 

 そうした中で、このアンブレラネットワークでは、昨年度から安全研究全体を今後どうしていくかと

いうような重点テーマの提案もしていただいているところでございます。今年度もこちらで提案して

いただいた重点テーマを基に、研究推進委員会で来年度の重点テーマを話し合いまして、このア

ンブレラネットワークからの提案もかなり入れるような形で来年度の重点テーマがちょうど先週設

定されました。１月 10 日から来年度の安全研究の公募も始めたところです。 

 今後もこうした形で、このアンブレラネットワークにはアカデミアと規制庁の橋渡しの場として、あ

るいはアカデミア間の垣根を越えた検討をしていただく場としても非常に期待をしているところでご

ざいます。本日は、今年度どうするか、そして来年度どうしていくかの検討をしていただくことと思

いますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 細かい規制庁側からのニーズにつきましては、またあらためてこの会議の最後のほうでもお話

しさせていただく場があると思います。本日の場を通しても、皆様方と忌憚のない意見交換ができ

ればと思っております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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放射線防護アカデミアの今年度の活動報告 

神田 玲子 (量子科学技術研究開発機構) 

【神田】 量子科学技術研究開発機構の神田と申します。本日の報告会

前半は放射線防護アカデミアの活動の報告、それから後半では課題解

決型のネットワークの活動についてのご報告をいたします。その報告に

先立ちまして、私のほうからはアンブレラ事業全体の構造と、本編では

ご報告のない部分についてご紹介させていただきます。 

 本ネットワーク形成推進事業のことは、通称アンブレラ事業と呼んでお

ります。放射線防護の喫緊の課題の解決にふさわしいネットワークをつ

くりながら、放射線防護のアカデミアと放射線利用の現場をつないでいく

という活動を目的としております。 

 そのために、特定の課題解決を目的としたネットワークがございます。それが緊急時放射線防

護検討ネットワークと職業被ばく最適化推進ネットワークです。一方、放射線防護に関係している

研究学会と PLANET という専門家集団で構成されている放射線防護アカデミアというものがあり

まして、これらが全体として大きなネットワークを構成しております。 

 今年度も国際動向報告会を開催いたしましたが、放射線防護アカデミアが中心になって検討し

ている研究ニーズと関連付けて、「放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究」

というテーマで開催していただきました。また、今年度国内状況の情報収集に当たりましては、４

学会にご協力いただきまして、放射線防護人材の状況把握として、学会員の年代や専門性に関

する調査を行いました。 

委託事業の実施体制ですが、量研と原安協と JAEA が分担して本事業の活動を行っております。

またアンブレラ事業の構成メンバーとして重要な位置におりますのが、放射線防護アンブレラの代

表者会議と呼ばれるものです。これは各学会や PLANET、それからネットワークの代表者から構

成されており、このアンブレラ事業の意思決定機関と呼ぶことができます。以上が、組織の面から

アンブレラ事業のご紹介となります。 

一方、事業の面からアンブレラをご紹介すると、まずアカデミアが中心になって行ったのが、放

射線安全規制研究の重点テーマの検討です。昨年度、各学会が提案した重点テーマは全部で 30

ありました。これについて今年度は学会が中心となってアウトプットやアウトカムに着目した整理を

していただきました。そのプロセスですが、昨年度は学会の中で合意形成をしていただきましたが、

今年度は、学会にアカデミアとポリシーメーカーが議論する場をご用意いただきました。こうした機

会を通じて、科学と規制をどうつなげていくのか、Face to Face で経験値を高めてきたところです。
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この点につきましては、この後、代表者会議議長ならびに各学会の代表者の先生方からご報告い

ただきます。 

そして、緊急時放射線防護に関する検討、職業被ばくの最適化推進に関する検討も、各担当

からこの後ご報告をいただきます。 

 今ご紹介したものに関しましては、昨年度の活動から引き続き今年度やってきた事業という位置

付けになります。一方、今年度から新たに加わったものとして、先ほどもお話ししました｢学会員の

人数や専門性等の調査｣、そして｢放射線防護分野のグローバル若手人材の育成｣があります。こ

の新たに含めた活動の目的は、放射線防護人材を確保する、さらには増やしていくという点にあ

ります。まだ課題に着手したばかりで、結論までには至っておりませんが、この後、私から中間報

告をさせていただきたいと思っています。 

 こうした事業が縦糸とすると、そういった活動をつなぐ横糸として、国際動向報告会があり、ネット

ワーク合同報告会があります。それに加えて、昨年 12 月からアンブレラ事業のホームページも立

ち上げまして、いつでもどこでもアンブレラ事業についての情報が受け取れるという環境をつくって

いこうと思っております。一方で本日のような Face to Face の機会をどうやって生かしていくのか、

どういったテーマで進めていくのか、どういうアウトプットに出していくのかということについては、こ

の後、国際動向報告会の担当である杉浦先生からお話があると思います。 

ここから先は、放射線防護人材に関する課題の取り組みについてご報告をさせていただきます。

先ほど申し上げましたとおり、今年度、学会にご協力いただいて会員数や専門性の調査をしてい

ただきました。放射線防護人材が不足しているというのはどこでも口の端に上りますが、どこがど

れだけ足りないのかといったことに関しては、なかなか一口で説明ができる資料がないと感じてお

ります。放医研では、しばしば「診断がつかないと治療方法が決められない」という言い方をします。

つまりは、まずは実態把握が重要だろうと感じています。 

 そこで参考にいたしましたのが、2015 年に NCRP が発表した「放射線の専門家はどこに？」とい

うステートメントです。2013 年に NCRP がワークショップを開催して、いろいろな分野の専門家を集

めて、さまざまな分野で放射線専門家が現在また将来的に存在するかどうかを評価しました。そ

の取りまとめとして発表されたのがこの 2015 年のステートメントとなります。 

 例えば政府機関にはいろいろな分野の専門家がおられますが、それぞれの専門家が現在また

将来確保できるかといった評価をしたところ、これから５年から 10 年の間に３割から５割が世代交

代するといった結果が出ています。また全米科学アカデミーが放射化学者の将来の供給に対す

る懸念を表明したり、また 2015 年から 2025 年の間に世代交代のピークを迎えるだろうという予測

をしたりしています。民間からの報告では、短期的に人材確保が可能なのは医学物理と原子力だ

けという結果が出てきておりまして、日本においてもそうかもしれないといった感想を抱きました。 
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 このステートメントには、米国保健物理学会の会員の推移のグラフが掲載されていますが、きれ

いな右下がりです。これを見て、学会員の数というのは放射線防護人材について議論をする上で、

１つの目安になると思いまして、今年度はアカデミア参加学会に調査をお願いいたしました。 

 学会によって設立時期や現在保有されている情報等が違いますので、調査の大筋をご説明して、

あとはその趣旨をご理解いただいて、学会ごとに可能な範囲で対応いただきました。 

 集計中のところもあるので中間報告として聞いていただきますと、日本保健物理学会では 2010

年から 11 年に学会員数が急激に下がって、それからは徐々に下がって、最近は減少が止まって

いることがわかりました。この急激に下がったところは、長期の会費未納者を学会員から外したこ

とが理由ということですが、その後の減少の理由についてはこの後分析をしたいと思っています。 

年齢分布に関しては、50 代がピークです。 

 ほかの学会はどうかといいますと、放射線安全管理学会と放射線事故・災害医学会にはかなり

長期のデータが残っておりまして、学会設立後しばらくの間は会員数が増えて、その後多少の増

減はありますが、保健物理学会のような減少は見られないことがわかりました。 

 また放射線安全管理学会では、設立時の年齢分布と今の年齢分布を比較されています。確か

に最近の方が高齢側に分布がシフトしてはいるのですが、20代もそれなりに増えてきているという

ことがわかりました。こうしたデータを見る限り、若手不足はまだ危機的な状況というわけでもない

といえるかもしれません。 

 それから放射線影響学会にはたくさん調査していただきましたので、学会の担当の先生が後で

詳しくご説明されると思いますが、目立った特徴としては 20 代が大変多いという点です。先ほどお

伺いしたら、学会員の 20％ぐらいが 20 代だということですので、いかにこの人材をこのまま放射

線防護の領域に留め置くかというのが、１つ人材確保のターゲットとなるのではないかと考えてい

ます。この先、少しこういったことも分析してまいりたいと思います。 

 若手の育成に関してはいろいろなキャリアがあると思いますが、グローバル人材の育成というの

はあちらこちらで使われているフレーズです。昔からそういった人材が必要とされていましたが、

放射線防護人材の母数が大きい時代は、自然発生的にグローバル人材が出現するのに任せて

いても、その世代はカバーできたのではないかと思います。しかしそろそろ、そのような自然発生

を期待しているとグローバル人材が枯渇するという時代が到来しています。そこで、今年度からア

ンブレラ事業内では国際的機関が主催する事業に若手を派遣するという事業に着手いたしました。 

 若手研究者が国際学会で発表する機会というのは、結構得やすいとは思いますが、国際機関

のイベントに参加するとなると、誰かが背中を押さない限り難しかろうと思います。若いうちからそ

ういう経験をしてもらおうというのがこの事業の目的です。イベントへの若手の派遣に関しては、４

学会を通じてアナウンスをして、応募者を募らせていただきました。 

派遣者の応募資格ですが、アカデミア参加学会の正会員であることと、それから今回は 45 歳未
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満とさせていただきました。対象としたイベントは３つありまして、OECD が主催した放射線防護ス

クール、IAEA 主催の国際シンポジウム、それから ICRP・ICRU が共催した 90 周年コロキウムで

す。この募集に当たって２つ条件を付けておりまして、１つ目は、できるだけ国際動向報告会に出

席して出張報告をしてくださいということ、それから 2 つ目は、今後放射線防護専門家の若手代表

としてアンブレラ事業にも協力してください、というお願いをしています。また、人材育成はアンブレ

ラ事業が一生懸命躍起になってやっても、所属側の協力が得られなければ難しいと思いますので、

申請書には、上長がこの推薦する方をどういうふうにグローバル人材として育成するつもりなのか、

抱負を書くことになっています。 

 今年度は代表者会議の選考の結果、九州大学の藤淵先生と杏林大学の守永先生の２人に

ICRP・ICRU90 周年のコロキウムに行っていただきまして、国際動向報告会で出張発表をしていた

だきました。彼らが本当に国際舞台で活躍するのは今日・明日といった話ではないかもしれませ

が、私どもが彼らに期待し、それから機会を与えることで、グローバル人材が育つ確率が高まると

考えております。 

 また先月、研究推進委員会で決定したことですが、平成 31 年度の放射線安全規制研究の採択

では若手育成が加点の要素となっています。若手人材からの提案である、あるいは研究の参加

者に若手がいて一定の裁量権が与えられている、といったことが加点対象となっています。 

 こういった方針やアンブレラの若手派遣事業については、若手ご自身に意見を聞いて制度が作

られているわけではありません。本日のプログラムの後半では若手代表の方々にこの点について

ご意見をいただければと思っております。 

 本事業は５年間の事業として採択されてはいますが、毎年の年度計画も策定しています。昨年

度、規制庁の評価委員会から「長期ビジョンを確立するため、年度計画に縛られることなく、柔軟

に進めていただきたい」というご意見をいただきました。そこですぐさま昨年度中の代表者会議で

人材育成に着手することを決定して、若手派遣の公募を開始したという経緯がございます。このよ

うに柔軟にアンブレラ事業は計画を立てて、規制庁と相談しながら進めていきたいと考えています。 

 今年度の事業が全部終わっていないこの時期に合同報告会を開催する意義も、本日こういった

場で皆さま方からご意見をいただいて、次年度の事業計画にも盛り込んでいきたいという思いが

あるからです。ぜひ忌憚ないご意見をいただきたいと思っています。本日お配りしている資料の中

にコメントシートというものがございます。これを会の後半で回収させていただきたいと思います。 

コメントシートの内容を見せていただきまして、会の最後のオープンディスカッションを組み立てま

すし、ご紹介できなかったものに対しては代表者会議で議論をするという形で考えております。ご

提出は報告会終了後でも結構ですので、ぜひコメントをお寄せいただきたいと思っております。 

本日、この先３時間の長丁場となりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。 
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平成30年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費
『放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと

アンブレラ型統合プラットフォームの形成』

1

ネットワーク形成事業代表者
量⼦科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 神⽥ 玲⼦

ネットワーク形成事業分担者
⽇本原⼦⼒研究開発機構 バックエンド研究開発部⾨ 百瀬 琢麿
⽇本原⼦⼒研究開発機構 原⼦⼒科学研究部⾨ 吉澤 道夫
原⼦⼒安全研究協会 杉浦 紳之

放射線防護アカデミアの今年度の活動報告

課題別ネットワーク
リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防護
研究基盤

事務局
量研

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

放射線防護アンブレラ
代表者会議

⽇本放射線
安全管理学会

⽇本放射線
影響学会

放射線事故･
災害医学会

⽇本保健
物理学会

緊急時放射線
防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
量研

(H30)
放射線防護基準策
定に資する放射線影
響・防護に関する研究

アンブレラの概要(構成）
分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
当⾯の課題として、①放射線安全規制研究の重点テーマ、②緊急時対応⼈材の育成、

③職業被ばくの最適化、に関する検討を実施
アンブレラ内の情報共有を⽬的として、年に⼀度、放射線影響・防護に関係する国際的機関

等の動向に関する報告会やネットワーク合同報告会を開催する。

(H30)
放射線防護⼈材の分布
－学会員の年代や専⾨
性に関する調査̶

①放射線防護アカデミアによる放射線安全規制研究重点テーマに関する検討
・平成29年度に提案した重点テーマ（30件）について、アウトプットやアウトカムに着

⽬した整理をする
・学会が主催するイベントにおいて、アカデミアと政策⽴案者が議論する場を提供する
・学会員の⼈数や専⾨性等の調査を⾏い、若⼿育成の観点から、重点テーマの優先

度を考慮すべき領域について議論する
・研究推進委員会等において重点テーマを検討する際の参考資料を作成する
②緊急時放射線防護に関する検討
③職業被ばくの最適化推進に関する検討
④放射線防護分野のグローバル若⼿⼈材の育成：国際的イベントへの派遣

アンブレラの概要(今年度の事業計画）

国際動向
報告会

NW合同
報告会 HP

平成30年12⽉開設
http://umbrella-rp.jp/index.php

Where are the Radiation Professionals (WARP)?
NCRP Statement No. 12, December 17, 2015

2013年にNCRPがワークショップを開催して、国家的ニーズへの対処に必要となる、
様々な放射線領域を⽀援できるだけの放射線専⾨家が、現在また将来的に存在
するかどうかが評価した。政府機関、産業界、学界、医学界、職能団体からの専⾨
家が参加し、30 を超える団体によるプレゼンが⾏われ、勧告を取りまとめた。

政府機関(政策展開、規制遵守、研究開発、環境のモニタリングと復旧、廃棄物管
理、緊急時の備えと対応、核医学、放射線療法、診断放射線学)：
短期的(5-10年)・・3割から5割が世代交代

学会：全⽶科学アカデミーは、放射化学者の将来の供給に対する懸念を表明
放射線専⾨家の世代交代の需要が2015-2025 年にかけて⼤幅に増⼤

⺠間部⾨(原⼦⼒発電、ウラン製造、コンサルティング・サービスなど)：
短期(5-10 年)・・ある程度の熟練労働者が⼗分に存在。
⻑期(10-20 年)・・経験豊富な⼈材が退職

短期的に適切な⼈材確保が可能なのは、医学物理および原⼦⼒の2分野だけ

実態

トピックス1

会
員

数

合計

⽶国保健物理学会会員数（1993〜2015年）

正会員

その他

NCRP Statement No. 12, December 17, 2015 より抜粋

トピックス1

学会員数等の調査（中間報告①）
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学会員数等の調査（中間報告②）
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学会員数等の調査（中間報告③）
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放射線影響学会

トピックス2

国際的機関が主催するイベントへの若⼿の派遣
応募要項（抜粋）

 事業の⽬的
放射線防護アンブレラ代表者会議では、放射線防護関連の国際的機関が主催する会合に、

若⼿専⾨家を派遣し、もって当該分野におけるグローバル⼈材の育成と確保の⼀助とする。
 応募資格
(1) 放射線防護アカデミアに参加する学会の正会員
(2) 所属機関が、当該分野のグローバル⼈材育成の対象とすることに承諾している者
(3) 健康状態が良好で、応募時点で45歳未満の者
 対象イベント
・OECD-NEA主催 国際放射線防護スクール、2018年8⽉20-24⽇、ストックホルム
・IAEA主催 国際シンポジウム：原⼦⼒・放射線緊急時における公衆とのコミュニケーション

（2018年10⽉1－5⽇、ウィーン）
・ICRP・ICRU共催 90周年コロキウム（2018年10⽉17-18⽇、ストックホルム）
 派遣後の活動
派遣者には、平成30年度の放射線防護に関わる国際動向報告会に出席し、出張報告を⾏う

ことを期待する（ただし、報告会の出席を応募の条件とはしない）。また、放射線防護専⾨家の
若⼿代表として、放射線防護アンブレラ事業に協⼒する。
 所属機関の上⻑からの抱負と押印が必須（上⻑：職場の直属の上司や指導教官等）

〈申請者を放射線防護のグローバル⼈材として育成することの抱負をお書きください〉

トピックス2

トピックス2

国際機関への若⼿派遣者からの報告
藤淵俊王⽒（九州⼤学）と守永広征⽒（杏林⼤学）の2名が、ICRP ICRU 90

周年コロキウムに参加
第2回 国際動向に関する情報共有のための報告会（平成30年12⽉19⽇）にて

出張報告

・希望理由の記載欄を充実化させるなど、応募要領は、今後改良予定
・派遣事業の効果が顕在化するまで時間がかかる・・・・・派遣者の活躍を期待

放射線安全規制研究戦略的事業の若⼿⽀援
トピックス2

若⼿の国際イベント派遣や課題採択での“加点”‥‥・若⼿はどう思っているのか？
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アンブレラ全体 学会
平成30年

2⽉
平成29年度放射線安全規制研究年次評価ヒアリング
評価:A コメント：⻑期ビジョンを確⽴するため、年度計
画に縛られることなく、柔軟に進めていただきたい。

3⽉

第3回代表者会議：次年度の追加事業を決定
・学会がアカデミアと政策⽴案者が議論する場を企画・提供
・放射線防護⼈材の確保・育成

国際的機関主催会合等への若⼿派遣事業の実施
学会員の⼈数や専⾨性等に関する調査の実施 若⼿派遣事業 応募開始

6-8⽉
第4回代表者会議

保健物理学会（札幌）
テーマ:ICRP/ICRUの新たな線量概念の導
⼊に関わる研究、職業被ばく管理の問題

9-10⽉ ICRP/ICRU 90周年コロキウムに若⼿2名を派遣
放射線事故・災害医学会⼤会（東海）
テーマ:緊急時に備えたネットワーク

11-12⽉

第5回代表者会議

原⼦⼒規制庁 研究推進委員会開催
・平成31年度放射線安全規制研究重点テーマの提案

第2回国際動向報告会（東京）

放射線影響学会⼤会（⻑崎）
テーマ:放射線防護・規制における学会連携

放射線安全管理学会⼤会（名古屋）
テーマ：短半減期核種の放射線安全管理

平成31年
1⽉

第6回代表者会議
第2回ネットワーク合同報告会（東京）

2⽉ 平成29年度放射線安全規制研究年次評価ヒアリング
第7回代表者会議

アンブレラの事業の進め⽅ 13:30－13:35 開会のあいさつ
13:35－13:55 放射線防護アカデミアの今年度の活動報告
13:55－15:15 アンブレラの活動 Ⅰ 科学と規制の橋渡し

・導⼊
・⽇本保健物理学会
・⽇本放射線事故・災害医学会
・⽇本放射線影響学会
・⽇本放射線安全管理学会
・国際動向報告会での議論

15:15－15:30 休憩
15:30－16:10 アンブレラの活動 Ⅱ ネットワークの構築

・緊急時放射線防護ネットワーク
・職業被ばく最適化ネットワーク
・新たな活動に関する指定発⾔

16:10－16:50 今後の活動への具体的な提案
・若⼿からの提案
・規制側から要望
・フロアからのコメント

16:50-16:55 プログラムオフィサーからの
16:55-17:00 閉会のあいさつ

こ
の
時
点
で
コ
メ
ン
ト
シ

ト
を
回
収
し
ま
す

報
告
会
終
了
後
に
ご
提
出
い
た
だ
く
の
で
も

結
構
で
す
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報告会でも用いられたコメントシート 
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

代表者会議     

酒井 一夫（東京医療保健大学） 

 
【酒井】 これからアンブレラの枠組みの中での個別の活動を報告して

いただきますが、その前に全体像のご紹介をさせていただきます。 

私は、アンブレラの代表者会議の議長を務めている酒井でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。代表者会議の構成員は、アカデミ

ア参加学会の代表の方と運営側の担当者とから成っています。 

 まず昨年度の代表者会議の活動について復習します。放射線安全

規制研究の重点テーマについて、各学会からの提案を受けまして、代

表者会議の中で審査・検討を行いました。そして、放射線防護あるい

は安全規制研究として重要と考えられる項目を 30 項目選びました。これらの項目は、アンブレラ

事業のウェブページでご覧下さい。 

 重点テーマ候補の 30 課題の中には、規制との関わり合いの程度に少々差があるものが混じっ

ています。規制に非常に近い部分と規制に至るまでには若干距離がある課題を、その程度に応じ

て幾つかに分類する必要があります。これにつきまして、各学会の中で検討いただきました。 

この各学会の活動や提案課題の取りまとめについては、随時代表者会議に報告をしていただく

こととしております。こうした活動において、代表者会議が、いわば｢各学会での検討のペースメー

カー｣の役割を果たしていると考えております。 

 また、各学会の提案課題に加えて、国際動向の取りまとめも進められているところです。この後、

学会活動と国際動向の取りまとめについて、個別の発表をお願いしたいと思います。 

 それから、重点課題に関する検討の中で、規制ニーズとのすり合わせが代表者会議の中の議

論において非常に大事な部分を占めていると認識しております。これにつきまして、アカデミア参

加団体より重点テーマとして提案された 30 課題を、幾つかのテーマに分類して、規制庁に提案し

たところです。先般、原子力規制委員会で重点テーマが策定されまして、アンブレラから提案した

４つの課題のうち３つが考慮されました。これはある意味、代表者会議の中での議論が功を奏し

た結果と自負しているところであります。 

 このような動きを踏まえまして、各学会ではそれぞれに活動を進めていただいているところであ

ります。この後、各学会での具体的な検討の様子及び海外動向に関しての取りまとめという観点

からの発表を個別にお願いしたいと思います。 

 代表者会議からの報告は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。 
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し
〜導⼊〜

代表者会議
議⻑ 酒井⼀夫

（東京医療保健⼤学）

放射線安全規制研究戦略的推進事業費
『放射線防護研究分野における課題解決型

ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成』
第2回ネットワーク合同報告会

参
加
団
体

⽇本放射線安全管理
学会

松⽥ 尚樹 ⻑崎⼤学 原爆後障害医療研究所
中島 覚 広島⼤学 ⾃然科学研究⽀援開発センター

⽇本放射線影響学会 ⼩林 純也 京都⼤学⼤学院 ⽣命科学研究科
児⽟ 靖司 ⼤阪府⽴⼤学⼤学院 理学系研究科

⽇本放射線事故・災
害医学会

富永 隆⼦ 量研・放医研 被ばく医療センター
細井 義夫 東北⼤学⼤学院 医学系研究科

⽇本保健物理学会 ⾚⽻ 恵⼀ 量研・放医研 計測・線量評価部
甲斐 倫明 ⼤分県⽴看護科学⼤学

放射線リスク・防護研
究基盤

甲斐 倫明 ⼤分県⽴看護科学⼤学
酒井 ⼀夫 東京医療保健⼤学

運
営
⺟
体

原⼦⼒規制委員会
⾼橋 知之 京都⼤学 複合原⼦⼒科学研究所
吉住 奈緒⼦ 原⼦⼒規制庁 放射線防護グループ

放射線防護企画課⼤町 康
佐藤 直⼰

量⼦科学技術研究開
発機構

神⽥ 玲⼦ 放医研 放射線防護情報統合センター
岩岡 和輝 放医研 放射線防護情報統合センター
⼭⽥ 裕 放医研 福島再⽣⽀援本部

⽇本原⼦⼒研究開発
機構

百瀬 琢麿 核燃料サイクル⼯学研究所
吉澤 道夫 原⼦⼒科学研究所

原⼦⼒安全研究協会 杉浦 紳之 理事⻑

代表者会議(2019年1⽉現在）

3

 アカデミア参加団体は合計で重点テーマ 30件を抽出
放射線の⽣物学的影響とリスク(8) ／ 放射線安全利⽤(4)
原⼦⼒・放射線事故対応(6) ／ 環境放射線と放射性廃棄物(1）
放射線測定と線量評価(4) ／ 放射線教育､リスクコミュニケーション(7）

 代表者会議ではいずれもわが国の放射線防護上重要な研究と判断
 30件は、以下のカテゴリーに整理し、個々の研究の推進を⽀援

①放射線安全規制研究内での実施が適当
②別の委託事業として実施が適当（特に緊急性の⾼い調査など）
③アンブレラ事業内で実施する（実験や開発の要素がないもの）
④個々の学会が主導的に進める
⑤関係省庁に展開して他省庁の計画に位置付けられるもの

 具体例
「放射線事故被ばくに対応できる⽣物学的線量評価の⾃動化モデルケースの構築」

⇒①；平成30年度の放射線安全規制研究として採択
「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス」

⇒③；保健物理学会と影響学会の合同委員会が実施

 今後は上記のような整理を、各学会で議論の場を設けて進める

重点テーマに関する昨年度の議論
代表者会議・運営⺟体 学会

平成30年
6-8⽉

第4回代表者会議

保健物理学会・⼤会（札幌）
テーマ:ICRP/ICRUの新たな線量概念の導⼊
に関わる研究、職業被ばく管理の問題

9-10⽉ 放射線事故・災害医学会・⼤会（東海）
テーマ:緊急時対応⼈材とネットワーク間の連携

11-12⽉

第5回代表者会議

原⼦⼒規制庁研究推進委員会
・平成31年度放射線安全規制
研究重点テーマの提案

第2回国際動向報告会

放射線影響学会・⼤会（⻑崎）
テーマ:放射線防護・規制における学会連携

放射線教育・⼈材育成

放射線安全管理学会・⼤会（名古屋）
テーマ：短半減期核種の安全管理

平成31年
1⽉

第6回代表者会議
第2回ネットワーク合同報告会

各年次⼤会での研究者と規制者のオープンディスカッション

報告

報告

 安全研究の⽅針や放射線審議会での議論も踏まえて、アンブレラ事業
担当者が、以下の4つに整理
1．原⼦⼒災害等における初期対応のための⼿法開発とマニュアル化のための研究
2．短半減期核種の利⽤と合理的管理のための研究
3．業務による被ばく状況や雇⽤形態の違いに対応した職業被ばく管理の適正化の

ための調査研究
4．東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所周辺の現存被ばく状況の検証的評価研究

 代表者会議メンバーに意⾒照会
 研究推進委員会(平成30年11⽉26⽇）にて、上記を平成31年度
の重点テーマとして提案

 原⼦⼒規制委員会(平成31年1⽉9⽇）にて重点テーマが決定
1．放射性物質による多数の汚染・傷病者の初期対応に係る技術的課題の検討
2．RI・放射線利⽤の実態を踏まえた安全管理の合理化・体系化
3．放射線規制関係法令の運⽤に係る共通的課題の調査研究
⇒ 提案した4件のうち、1.〜3.については、盛り込まれた

重点テーマに関する検討（規制ニーズによる整理）

6

重点テーマに関係する研究の推進
学会が推進中の重点テーマ 年次⼤会セッションのテーマ

保健物理学会

・放射線安全規制の基盤となる放射線
科学とその認識に関するコンセンサス
・⾃然放射線・医療被ばくによる線量評
価データベースの設計
・ICRP/ICRUの新しい線量概念の導⼊
に関わる課題への対応研究

・ICRP/ICRUの新たな線量概
念の導⼊に関わる研究
・職業被ばく管理の問題

放射線事故・
災害医学会

・緊急時モニタリング体制の整備に関する
調査研究

・緊急時対応⼈材とネットワー
ク間の連携

放射線影響学会・放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス
・放射線防護・規制における学
会連携

放射線安全
管理学会

・新しい利⽤形態への対応-短半減期核
種の放射線安全評価法の確⽴-
・放射線業務従事者教育訓練の全国標
準オンラインプラットフォーム開発

・短半減期核種の安全管理
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

日本保健物理学会 

赤羽 恵一（量子科学技術研究開発機構） 
 
【赤羽】 日本保健物理学会の赤羽です。本日、会長の甲斐先生が欠

席のため、代わって私がご報告申し上げます。 

 保健物理学会がアンブレラに関連して学会に設置した委員会は３つ

あります。１つは国民線量委員会、７名の先生方から構成されていま

す。２つ目は実効線量・実用量委員会、６名の先生方が委員です。そし

て３つ目が低線量リスク委員会です。この委員会は放射線影響学会と

合同でつくっている委員会で、影響学会、保健物理学会からの委員を

合わせると 12 名の構成メンバーで活動を行っております。 

  

それでは、個々に、この３つの委員会の活動についてご報告申し上げます。 

まず自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計についてです。背景といたし

ましては、自然放射線からの線量を評価するということは重要で、古くから行われてきました。また、

医療被ばくは人工放射線源あるいは自然も含めて最大の放射線源として、放射線防護の分野で

は非常に重要な位置を占めています。しかしながら、これらを包括的にまとめているデータベース

というのは存在しない状況です。職業被ばくは法律上モニタリングがなされていますので、この自

然放射線、医療被ばくについて線量評価のデータベースを設計しようというのが本提案になりま

す。具体的には、集団線量としてのいわゆる国民線量、あるいは平均的な線量を示すとともに、

自然放射線については既存データや情報の整理に加えて新規調査を提案します。医療放射線に

ついても、関連データの整備及び線量評価法の開発の必要性を示します。 

 平成 30 年度に実施した内容をお示しします。まず１つ目は、国民線量にかかわる既存データの

収集と集約です。平均値、地域や時間による変動幅、その要因解析などを対象としてデータ収集

等を行っています。２つ目は、国民線量にかかわるレビュー論文（英文）の執筆準備です。具体的

には大地ガンマ線、ラドン・トロン、食品中の放射能、医療被ばくについては一部データを集めて、

執筆を開始しています。３つ目は、関連データベース等の活用に関する検討です。例えば、厚労

省のレセプト情報とか特定健診等情報データベースを活用した線量推定になります。 

一方、今後の課題がいくつかあります。１つ目は不足データ等の明確化です。何が不足してい

るか、どのような研究・調査が必要であるかを提言としてまとめることにしています。例えば、高層

ビル・地下空間のデータ、降雨・降雪等の環境変化による線量率への影響などです。２つ目は、ポ

ロニウムの線量係数の見直しです。これにつきましては、含まれている食品の摂取量に応じて被
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ばく線量は変わってきます。魚介類の摂取量変化の傾向について考慮すると、被ばく線量も変わ

ってくると思われます。３つ目は、ラドン線量換算係数です。ガンマ線による外部被ばく線量評価

データの見直しで、ラドンについては ICRP Publication 65 で公衆被ばくが 3.88mSv/WLM とありま

すが、新たな換算係数としては、現在いろいろな値が提案されていますが、16mSv/WLM 程度が

見込まれています。これら換算係数の変更は、線量という数値を導出する場合の影響は大きいの

ですが、データベースとしては数値を変えることで対応していくということになります。４番目は、従

来の平均値推定ではなく、医療被ばくの実態を伝えるための国民線量評価手法の開発です。実

際、医療被ばくについては、患者さんによって被ばく線量は非常に大きく異なります。また、IVR や

放射線治療といった比較的線量の高い被ばくについても、含めていく必要があると思われます。 

 

 続きまして、実効線量・実用線量委員会についてです。防護に長く使われてきました実効線量で

すが、その防護量の扱いについては福島の原発事故以降もいろいろな議論があり、なかなか難し

い問題を秘めています。放射線防護量としての有用性とは別に、誤用や誤解がある一方で、この

概念自体に対する批判もあります。そこで防護量を理論性と実用性の両面から議論して、防護量

のあるべき姿を検討していくというものです。 

 今年度の活動の一つ目ですが、第 51 回研究発表会において、委員長が実用量とその課題の

解説を講演いたしました。２つ目は、ICRU/ICRP 合同レポートに関する情報収集を行ないました。

こちらにつきましては国内外の動向の調査を行っています。３つ目は、原子力規制庁の放射線対

策委託費「実用量及び防護量に係る動向調査」事業への協力ということで、具体的には情報提供、

過去の議論のまとめを検討しています。 

 委員会で行われた意見交換、情報交換について説明します。まず１つ目、ICRU/ICRP Joint 

Report に関する現況についてですが、これは既に皆さんもご覧になっていると思います。これまで

の ICRU 球あるいは軟組織の表面下のある深さの点の吸収線量ベースの実用量ではなく、実効

線量ベース、つまりはファントムに基づいた計算値による実効線量を基にした実用量への換算と

いう方式が ICRP から提案されています。それにつきまして各国から意見が出て、改訂版が 2018

年８月版としてまとめられています。今のところ、IAEA 等関係組織における目立った動きはありま

せん。今後についての予想ですけれども、欧州の線量評価の専門家グループである EURADOS

が鍵であると思われます。その結果を受けて ISO が動き出す可能性が高いとか、IEC/ISO が先行

するのではないか、あるいは ICRP が換算係数を提示して IAEA/ISO/IEC にブレークダウンしてい

くのではないかといった意見がありました。実効線量・実用量に関する話題としては、眼と皮膚は

吸収線量で管理するが、中性子はどうかとか、ガンマ線と中性子との混在場はどうするのかとか、

限度以下では RBE は考えなくてもよいのかもしれないといった意見が出されました。自由討論とし

ましては、測定器、校正等の分野のステークホルダーとの調整が重要ではないかという意見が出

ました。また、さまざまな関連法令、電離則等々の規制側との情報共有をすべきではないかといっ
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た意見も出ました。さらに放射線審議会において、福島の線量に関する意見の取りまとめがある

ので、タスクグループ 90 の概要を至急公開すべきではないかといった議論がなされました。 

 規制庁事業への協力としましては、３つのドラフトレポートの概要を取りまとめた資料の作成を行

っています。具体的には今お示ししました ICRU/ICRP Joint Report、タスクグループ 79 及び 90 が

対象です。国内外関係機関の検討状況の調査としては、アンブレラ事業において行われている国

際動向調査と密接に連携しつつ、国内関連学会等との検討内容を参考にしています。 

 合同レポートの背景を今年度終了までに取りまとめて提供する予定でおります。その中には、実

用量の役割、過去の議論のまとめ、改訂のポイントの解説等を盛り込むことを計画しています。 

 

 ３つ目は低線量リスク委員会の活動ですが、これは先ほどご紹介しましたように影響学会との合

同委員会になります。背景としましては、原子力事故以降、安全規制の基盤となる科学に対する

信頼が揺らいでしまい、大きな社会的な問題になっているということがあります。さまざまな書籍や

レポート等が出されていますけれども、安全規制の観点からまとめた専門家のコンセンサスレポ

ートがなく、政府がリスコミ用に作成した資料の多くは、科学的データの意義や制約までは記載さ

れていないといった問題があります。 

 そこで、安全規制を進めていく上で基盤となっている放射線科学の現状を分かりやすく解説した

レポートを作成しております。さらには、専門分野を超えてのコンセンサスづくりを行う内容となっ

ています。 

 具体的な成果物は、放射線科学を理解し、科学に基づくリスク評価と防護との関係を分かりや

すく解説したレポートとして広く活用いただけます。またこのレポートにより、放射線安全規制に従

事する担当者やリスコミに関係する全てのステークホルダーにとって必要な放射線科学の知見を

整理して、放射線に関する認識を共有できます。 

 まだドラフトの段階ですけれども、章立ては固まっております。今年度は６月 17 日に東京で、基

礎から防護の応用に至るまでスコープ全体に関する議論を実施して、概略をまとめる担当者を決

定しました。８月には広島において、現状整理を示した全体像を章ごとに割り振られた担当者がプ

レゼンを実施しました。そして 12 月 15 日には東京において、各章の要点の整理を行いました。 

 今後の予定としましては、平成 31 年６月に学会合同シンポジウムを開催し、８月にはドラフト作

成、査読、そして 12 月にはドラフトの完成と最終化といった予定となっています。 

以上です。 

 

〈質疑応答〉 

【フロア】 赤羽さんに質問していいのかどうわかりませんが、実効線量と実用量との関連につい

て伺います。実効線量は放射線防護上に必要な線量概念であり、まさに実用量ではないかと考え

ているのですが、その辺はどのような見解をお持ちでしょうか。 
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【赤羽】 基本的に実用量は測定可能な物理量として定義されていて、測定し、管理に用いられる

というものです。一方、防護量は生物的な影響を加味して定義された、測定不可能な量となります。

ですから、測定不可能な防護量である実効線量に代わって、測定可能な実用量をもって防護管

理を行うことで、実用量は定められていますので、両者の意味合いは異なります。 

 今回 ICRP と ICRU が Joint Report を出した背景には、あるエネルギー領域においては実用量と

防護量の乖離が非常に激しいといったことがあります。これは以前から指摘されてきたことですの

で、その乖離の部分をなくすべく、逆に計算上の実効線量から実用量を換算する係数を出すとい

う形の提案が行われたということです。 

【フロア】 物理量として測定できる量が実用量という説明は、ちょっと違うのではないかと思いま

す。厳密な測定はできないけれども、放射線防護上の１つの単位として与えられるというのが実効

線量だと ICRU もはっきり言っているので、実効線量も実用量の１つと言わざるを得ないのではな

いかと思います。 

【赤羽】 本日はアンブレラ事業の報告がメインということですので、先生のご意見を学会のほうに

持ち帰りまして、検討していただくようにいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロアと質疑する様子 
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日本保健物理学会

アンブレラの活動

一般社団法人 日本保健物理学会

2019.1.16 アンブレラ代表者会議 アンブレラに関連して学会に設置した委員会

実効線量・実用量委員会

小田啓二 神戸大学 委員長
岩井 敏 原子力安全推進機構
大野和子 京都医療科学大学
黒澤忠弘 産総研
角山雄一 京都大学 幹事
吉澤道夫 原研機構

国民線量委員会

古川雅英 琉球大学 委員長
真田哲也 北海道科学大学
細田正洋 弘前大学
大森康孝 福島県立医科大学
平尾茂一 福島大学
小野孝二 東京医療保健大学
担当理事 高橋理事 原研機構

低線量リスク委員会 （放射線影響学会との合同委員会）

課題：自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計

日本保健物理学会からの提案

放射線量・放射能のデータ(測定、解析）

被ばく線量（実効線量）

・被ばく線量への換算データ

・生活様式の統計データ

（例、家屋の滞在時間、食品摂取量）

既存データの整理や新規調査により、必要なデータを整備することが、
国民線量の実態把握で不可欠

大地ガンマ線・宇宙線 ラドン・トロン

① 自然放射線・放射能による線量評価

背景と計画：線量のベンチマークとして自然放射線からの線量を評価することは古くから行われてきた取組みである。我が国
では多くの研究調査が行われてきたが、線量評価の基礎となるデータベースは存在しない。日本保健物理学会では国民線量
に関わる委員会を設置し、定期的に評価・報告する仕組みを検討している。本提案課題ではその一環として、関連する最新の
データ・知見をレビューし医療被ばくも視野に入れた国民線量評価のためのデータベースのプロタイプを構築する。

実施内容：集団線量としてのいわゆる「国民線量」あるいは平均的な線量を示すとともに、自然放射線については、既存データ
や情報の整理に加えて、新規調査（測定を含む）を提案。医療放射線についても、関連データの整備（新規調査を含む）及び
線量評価（算定）法の開発の必要性を示す。

② 医療被ばくによる線量評価（CTの例)

X線管

検出器

X線

•撮影条件(例、年齢や部位）
により、線量は変動

•日本は世界的にCT装置や
撮影件数は多いと示唆

国内の現状：医療被ばくの全体像を把握するための試
みはなされているが、関連データの整備状況は十分と
は言えない。

関連データ(詳細な医療被ばくの件数等）の整理や調査により、
線量評価（算定）手法の開発が必要

H30年度実施内容：

① 国民線量に関わる既存データの収集・集約
平均値、地域や時間による変動幅とその要因解析など

② 国民線量に関わるレビュー論文（英文）の執筆準備
大地ガンマ線、ラドン・トロン、食品中放射能、医療被ばく（一部）については執筆中

③ 関連データベース等の活用に関する検討
例えば、厚労省レセプト情報・特定健診等情報データベースを活用した線量推定

⽇本保健物理学会からの提案：自然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計

今後の課題：

① 不足データ等の明確化 → 必要な研究・調査の提言
例えば、高層ビル・地下空間のデータ、降雨・降雪等の環境変化による線量率への影響など

② 210Poの線量係数の見直し ・・・ 魚介類の摂取量変化の傾向について考慮

③ ラドン線量換算係数、γ線による外部被ばく線量評価データの見直し
例、ラドンについて、ICRP Publ.65では、公衆被ばくに対して3.88 mSv/WLM
であり、新たな換算係数として16mSv/WLM程度が見込まれる。

換算係数の変更は線量という数値を導出する場合の影響は大きいが、
データベースでは数値を変えることで対応可能！

④ 従来の平均値推定ではなく、医療被ばくの実態を伝えるための国民線量評価手法の開発
放射線治療（外部、内部）、IVRも含める必要あり

【趣旨】
実効線量は放射線防護の基本となる線量概念であり、1977年勧告以後、UNSCEARや医

療分野においても広く浸透し、法令でも使用されている。放射線防護量としての有用性と
は別に誤用や誤解がある一方、実効線量概念に対する批判もある。放射線防護量を理
論性と実用性の両面から議論し、防護量としてのあるべき指標を考える。

【メンバー】
岩井 敏 （原子力安全推進協会）、 大野 和子 （京都医療科学大学）
小田 啓二 （神戸大学、委員長）、 黒澤 忠弘 （産業技術総合研究所）
角山 雄一 （京都大学、幹事）、 吉澤 道夫 （日本原子力開発機構）

実効線量・実用線量委員会

【今年度の活動の要約】
（１）日本保健物理学会第51回研究発表会における講演（実用量とその課題の解説）
（２）ICRU/ICRP合同レポートに関する情報収集（国内外の動向の調査）

（３）原子力規制庁放射線対策委託費「実用量及び防護量に係る動向調査」事業への
協力（情報提供、過去の議論のまとめ）［後述］

委員会での意見・情報交換
１）ICRU/ICRP Joint Reportに関する現況

・各国から出された意見を参考に、改訂版がまとめられた（2018年8月版）
→ 10月の合同委員会で審議。近々改定版が公開される。

本年５月 ICRP主委員会で採択予定。その後出版か（ただし順番待ちの状態）

・IAEA等関係組織における目立った動きはない。

２）今後についての予想
・EURADOSが鍵だろう。その結果を受けてISO等が動きだす可能性が高い
・IEC/ISOが先行し、なし崩し的に決まっていく可能性もある
・ICRPが換算係数を提示→IAEA/ISO/IECがガイドラインにブレークダウン

３）実効線量・実用量に関する話題
・眼と皮膚は吸収線量で管理する。中性子は？
・ガンマ線と中性子の混在場ではどのように測定するのか
・限度以下ではRBEは考えなくてもよいかも知れない

３）自由討論（その他）
・測定器、校正等の分野のステークホルダーとの調整が重要
・労安法電離則、船員法、鉱山法の規制側とも情報共有を
・放射線審議会において福島の線量に関する意見のとりとめがあるので、TG90の
概要を至急公開すべきではないか。
・ISOやIECに日本側から新しい規格を持ち込むことが可能なのではないか。
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規制庁事業への協力
「実用量及び防護量としての実効線量に係る動向調査」事業

（10月設置、事務局：原子力安全研究協会）
・３つのドラフトレポートの概要をとりまとめた資料の作成

ICRU/ICRP Joint Report(実用量), TG79(実効線量), TG90(環境線源)
・国内外関係機関の検討状況の調査

アンブレラ事業において行われている国際動向調査との密接な連携
国内関連学会等での検討内容を参考

検討内容・情報の提供

合同レポートの背景をとりまとめて提供する
（１）実用量の役割 「防護量を適切に推定できる測定量」
（２）過去の議論のまとめ

・原研主催ワークショップ（1995～）
・保健物理学会「放射線防護に用いる線量概念の専門研究会」（2005-2007）
・ICRU Report Committee No.26での検討（2009～）、保物セミナー2016など
・産総研主催合同レポート勉強会（2017）

（３）改訂のポイントの解説

低線量リスク委員会 設置趣旨

• 福島第一原子力発電所事故は放射線安全規
制の基盤となる科学に対する信頼が揺らいだこ
とは大きな社会的な問題

• 多くの書籍やレポートが出版されているが、最
新の放射線科学の知見を含めて、放射線安全
規制の観点からまとめた専門家のコンセンサス
レポートは存在しない。

• 政府がリスコミ用に作成した資料の多くは考え
方やその背景となる科学的データの意義や制
約までは記載されていない。

• 放射線安全規制を進めていく上で、その基盤となっ

ている放射線科学の現状をわかり易く解説したレ

ポート作成

• 低線量リスクの放射線安全規制の基盤となる放射

線疫学から放射線生物の現状認識、さらにあ、社

会的背景にまで関連して、これらの知見が放射線

安全規制にどのように繋がっているのか、放射線科

学の専門分野を超えてコンセンサスづくりを行う

背景 研究内容

放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス

• 放射線安全規制の基盤となる放射線科学を理解し、放射線科学に基づくリスク評価と
放射線防護との関係をわかり易く解説したレポートとして広く活用できる

• 放射線安全規制に従事する担当者から、リスコミに関係するすべてのステークホル
ダーに必要な放射線科学の知見を整理し、放射線に対する認識を共有できる

成果の活用

１. 低線量とは？
1.1 放射線の相互作用
1.2 基本となる線量の定義
1.3 放射線の種類によって異なる影響
1.4 実効線量（防護）

1.5 低線量・低線量率とは

２. DNA・細胞レベルで起きること
2.1 DNAの初期損傷
2.2 DNA修復
2.3 細胞応答
2.4 変異・染色体異常
2.5 低線量では

2.6 低線量率では

３.  組織の変化
3.1 臨床的な観察による知見 早期影響 晩発影響
3.2 循環器系
3.3 造血組織・血液系
3.4 眼・水晶体
3.5 その他の組織臓器
3.6 低線量での非がん影響

3.7 なぜ、低線量ではがんに注目するか

４. 発がんのメカニズムに関する知見
4.1 がんとは？
4.2 組織環境・老化とがん化
4.3 がんの原因

５. 放射線によるがん化
5.1 これまでの動物実験の知見の概要
5.2 低線量・低線量率の実験に関する知見
5.3 がん化のプロセスと放射線の作用

６. 放射線の疫学
6.1 疫学の意義とリスク指標
6.2 原爆データ
6.3 医療被ばく
6.4 職業被ばく
6.5 事故被ばく
6.6 環境・他の疫学

７. 放射線がんリスクの推定
7.1 基礎とする疫学データ
7.2 リスク推定に用いるモデルと仮定
7.3 リスクのものさし
7.4 リスクの解析・評価
7.5 リスク推定の限界
7.6 リスク評価の課題

８. 継世代影響
8.1 遺伝学の歴史
8.2 動物実験
8.3 疫学
8.4 現在のリスク評価と課題

９. 低線量リスクに関する放射線防護の考え方
9.1 防護の考え方の歴史と背景
9.2 防護のリスクの定義
9.3 リスクの利用
9.4 トピックス

 2018年6月17日(＠東京)
基礎から防護の応用に至るまでスコープ全体に関する議論を実
施し、概略をまとめる担当者を決定

 2018年8月19日(＠広島)
放射線科学の現状整理を示した全体像を、章毎に割り振られた
担当者がプレゼンを実施。

 2018年12月15日(＠東京)
前回のコメントを受けて、各章の要点の整理

今後の予定
 2019年6月

学会合同シンポジウム開催 学会コンセンサス

 2019年8月
ドラフト作成、査読

 2019年12月
ドラフト完成、最終化
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

日本放射線事故・災害医学会 

百瀬 琢麿（日本原子力研究開発機構） 
 
【百瀬】 日本原子力研究開発機構の百瀬です。日本放射線事故・災

害医学会の発表としては、私の同僚の高田さんから発表していただく

予定で、パワーポイントも彼女が作りましたが、保安上の理由でどうし

ても今日出席ができなくなりました。そこで急きょ私のほうで代わりにご

説明をさせていただきます。 

 まず簡単に学会の性格についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。この学会は、1997 年に放射線事故医療研究会として発足し、第

１回総会と設立の会合を放医研で行いました。この学会の前身となる

母体が十数年活動をしてまいりまして、2013 年から学会として活動をしています。学術集会を毎

年１年に１回行っており、今年度で第６回目となります。学会という名称ですが、任意団体で、法人

格はまだ持っておりませんので、いろいろと制約があるといったところです。学会の最近のトピック

としては、規制庁に対して、緊急被ばく医療体制整備に関する要望書を提出いたしました。学会員

には医師など医療関係者の方々と放射線防護の関係者が多く、会員数は大体 100 名前後です

が、学術集会には非学会員も毎年多数参加されまして、最近の会合では 180 名ぐらいの参加が

ありました。 

 

平成 30 年度の学術集会は、９月 22 日に茨城県東海村で開催しました。180 名の参加のうち非

会員が 130 名で、福島の原発事故後はその復興にかかわる医療関係者の方々がかなり関心を

持って出席をしていただいている状況です。今年度の学術集会のテーマは「緊急被ばく医療と放

射線防護のクロスオーバー」でした。放射線防護と医療がクロスする領域で、両者の協力を活発

化させ、これまでにないものを新たに生み出していくための議論をする学術集会といたしました。

基調講演として明石先生から経験に基づく教訓を、規制庁の田中先生から『原子力災害対策指

針』と『原子力災害拠点病院等の施設要件』の改正についての解説をお話しいただきました。それ

から非常に古いけれど福島の原発事故以降注目されている過去の被ばく事件を振り返る、といっ

た講演を企画しました。さらに、昨年、大洗で発生した燃料研究棟の被ばく事故の医療側面の報

告、そして、この後ご報告するパネル討論会「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の連

携を考える」といったところが、学術集会のプログラムとなります。 

 

 このパネル討論会はアンブレラ事業の一環として取り組んだものです。特に緊急被ばく医療の
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領域では、人材不足が深刻であるとの問題意識がかなり定着しています。若手の育成とその継

続は、この学会が発足した当時から非常に重要なテーマとして取り組まれてきました。既に放射

線防護に関連するネットワーク活動は、かなり多岐にわたって活動が展開されてきています。その

関係者の中では、「いざという時には他領域の方々と連携しなければ対応できない」という共通の

認識があります。そこで、まずは個々のネットワークの現状を把握し、それからネットワーク間の相

互協力はどうすべきかといった議論をしていきたいということで、パネル討論会を開催いたしまし

た。 

 私がカバーしている緊急時放射線防護ネットワークでの検討を深めるという観点で、幾つかの論

点をパネル参加者に投げ掛け、それぞれの論点について各ネットワークの代表者の方々からコメ

ントをいただくという形で、討論を進めました。全部を紹介することは難しいので、今後のネットワ

ーク活動に非常に有益だと思われる意見をピックアップいたしますと、例えば「多くの既存のネット

ワークで人材不足や高齢化が問題だが、地域の取り組みに関しては温度差が非常にある」といっ

たご指摘をいただいております。そして、そういう課題をしっかり埋めていく活動が極めて重要だと

いう指摘や、指導者やネットワークのキーあるいはハブとなる人材、そしてより高度な知識・経験

を持つ専門家の育成・確保の重要性があらためて指摘されました。教育に関連しましても、教育

のモジュール化、e-learning などによる工夫、実習を交えた教育、「顔の見える関係」の構築の重

要性の認識といった意見もいただきました。さらには、横断的な活動、特にネットワーク間を超え

た活動において緊急時の要員派遣などの考え方の整理が必要との指摘がありました。具体的に

は、平常時と緊急時では必要とするキャパシティがかなり違うわけでして、そういうキャパシティの

違いをどう埋めていくべきなのかといった問題があります。またオンサイト・オフサイトでの要員の

取り合いの問題もあれば、ネットワークとして人を派遣するのであれば、派遣元とネットワークのそ

の責任の分岐点をどうするのかといったような問題、さらには補償の問題もあります。こうしたどち

らかというと制度的な問題に関しても、ご意見をいただいたということでございます。今回、こういっ

たネットワーク間の抱える共通的な課題というものを明らかにしてきたわけですので、来年度以降

こういった課題に集中的に、あるいは選択的に取り組んでいこうと考えております。 

  

この学会は年１回集まることが中心となりますので、どうしても学術集会における企画が主な活

動の場所になります。そういう側面を持ちながらも、医療・放射線防護の両面の中の相互融和をし

っかり進めていくような活動を深めていくということが重要だと思っておりますし、また、アンブレラ

事業の中で学会の個性を生かして取り組むべき課題を引き続き整理していく必要があると考えて

おります。次回は 2019 年の９月 21 日に仙台で、東北大学の細井先生による第７回学術集会の

開催が予定されていますので、この集会においても何らかの成果やアウトプットが出せるように、

継続的に取り組んでいきたいと考えています。 

 日本放射線事故・災害医学会の活動報告は以上でございます。  
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2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

平成30年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業

⽇本放射線事故・災害医学会
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料・バックエンド研究開発部門
核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部

百瀬 琢麿， 高田千恵

アンブレラの活動 Ⅰ
科学と規制の橋渡し

放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

放射線事故・災害医学会の活動

1

（要望書手交の様子,当学会HPより，
2018年6月）

高度被ばく医療支援センター等から原子力規制委員会に
「原子力発電所事故対応における被ばく医療体制整備に関する

要望書」
が提出されたことを学会員にもアナウンス

⇒当学会として果たすべき役割を認識し学会を運営していく

要望のポイント：
1. 被ばく医療に携わる専門人材育成拠点に係
る施設設備等の整備について
2. バイオアッセイ等の高度専門的な線量評価

を実施するために必要な高度専門施設設備、
資機材の整備及び線量評価等を実施する専門
人材の配置と人材交流について

放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

 2018年9月22日（土）
 茨城県東海村産業・情報プラザ アイヴィル
 大会長：百瀬琢麿（原子力機構）
 出席者：約180名（非会員約130名含む）

第6回(平成30年度)学術集会
緊急被ばく医療と放射線防護のクロスオーバー

2
放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

基調講演
事故の経験と教訓を伝える：明石眞言（量研機構）

特別講演
①『原子力災害対策指針』及び『原子力災害拠点病院等の

施設要件』の改正について：田中桜（原子力規制庁）
② 1954年当時と2018年現在のビキニ事件

―保健物理学者の視点から―：辻村憲雄（JAEA）
シンポジウム
「大洗燃料研究棟被ばく事故の医療処置を考える」

パネル討論会(安全規制研究戦略的推進事業との合同企画)
「緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間の

連携を考える」

第6回(平成30年度)学術集会
緊急被ばく医療と放射線防護のクロスオーバー

3

放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

企画説明

 放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラッ
トフォームの形成」事業について：神田玲子（量研機構）

 アンブレラ事業における「緊急時放射線防護ネットワークの構築」の検討状況
：百瀬琢麿（原子力機構）

各分野のネットワークの現状と人材育成・確保（パネリストのプレゼン）
 原子力機構の指名専門家の役割と体制：外川織彦（原子力機構）
 原子力施設緊急時の医療従事者派遣に向けて：立崎英夫（量研機構）

 大学等放射線施設による緊急モニタリングプラットフォーム：松田尚樹（長崎大
学）

 健全な放射線防護実現のためのアイソトープ総合センターをベースとした放射線
教育と安全管理ネットワーク：渡部浩司（東北大学）

 ネットワークの現状と人材育成・確保 福井県での取り組み：前田重信（福井県
立病院）

 事業者間ネットワーク：金濱秀昭（東京電力HD）

総合討論 座長 前田重信，高田千恵

JARADM-6 パネル討論会
「緊急時対応⼈材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」

4
放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

 企画側より提示された論点

JARADM-6 パネル討論会
「緊急時対応⼈材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」

5

1. 緊急時放射線防護を担う人材の育成・確保に
おける共通的な課題と解決に向けた提案等

2. ネットワーク間の相互協力、特に人材育成、
確保における連携について

3. 専門家による円滑な災害支援のために考慮す
べき事項（支援スキームのあり方含む）

4. 緊急時放射線防護関連の技術的課題

5. その他緊急時放射線防護ネットワークへの提
案など
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放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

主な意見等

 多くの既存NWで人材不足・高齢化。地域格差も？

 指導者，各NWのハブとなる人材，より高度な知識

・経験を持つ専門家の確保の必要性・重要性

 教育のモジュール化や電子化（e-learning等）などに

よる工夫 かつ 実習（体験）や「顔の見える関係

」構築の重要性の認識

 NWを横断した活動，緊急時の要員派遣等の考え方

の整理が必要（平常時／緊急時：オンサイト・オフ

サイトでの要員取り合い,責任所在,補償etc）

JARADM-6 パネル討論会
「緊急時対応⼈材の育成・確保とネットワーク間の連携を考える」

6
放射線事故・災害医学会活動報告 2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

今後の課題等（学術集会を受けて）

7

 医療・放射線防護の両面の現状・立場・ニーズに

対する理解を深める

 当学会として取り組むべき課題を整理

第７回学術集会

2019年9月21日（土） 宮城県仙台市にて

大会長：細井 義夫（東北大学大学院）

2018.1.16 第２回ネットワーク合同報告会

平成30年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業

ありがとうございました
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

日本放射線影響学会 

児玉 靖司（大阪府立大学） 

 
【児玉】 日本放射線影響学会の児玉です。私たちの学会では、このア

ンブレラ事業に協力するにあたり、放射線リスク・防護検討委員会を立

ち上げまして対応しているところです。先ほど日本保健物理学会からも

報告がありましたように、保健物理学会と低線量リスク委員会を合同

で立ち上げまして、これについても作業を進めております。 

 今日は、昨年の日本放射線影響学会第 61回大会でワークショップを

開催いたしましたので、放射線リスク・防護検討委員会からその報告

をさせていただきます。それから、アンブレラ事業から要請がありまし

て、学会員情報も少し分析しましたので、それも紹介させていただきます。最後は少し重なります

けれども、低線量リスク委員会の進捗状況を報告申し上げたいと思います。 

 

 昨年の 11 月９日に長崎市で放射線影響学会第 61 回大会がありまして、その中でワークショッ

プを企画いたしました。「放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学会の

役割」ということで、座長は神田先生と私でした。４つのテーマを取り上げまして、最初に私から

「放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会はどう取り組むか」とタイトルで講演しました。それ

から、日本放射線安全管理学会の中島先生から「放射線防護・放射線規制における日本放射線

安全管理学会の取り組みと日本放射線影響学会との連携」について講演いただきました。それか

ら小林先生からは「放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響研究を推進する役割」

を話していただきました。最後に原子力規制庁の大町さんから「原子力規制委員会における放射

線防護・規制に関する最近の取組み」ということでお話しいただきました。 

 それぞれの中身を少しずつご紹介したいと思います。まず「リテラシー向上」にかかわることです

が、日本放射線影響学会というのは、そもそもビキニ環礁でのマグロ漁船の船員が被ばくしたと

いう事件が契機となって発足した学会です。学会が過去の放射線災害時にどのように対応したの

かというところから話を始めさせていただくと、JCO のウラン加工施設における臨界事故の際には、

いち早く研究組織を立ち上げて、物理線量と生物学的線量推定をレポートにしています。また

Lancetに日本の医療被ばくが非常に高くがんのリスクが高く推定されるという論文が掲載された、

いわゆるＬａｎｃｅｔ問題についても、委員会を立ち上げて、広く配布するための解説冊子を作りまし

た。最近の東京電力福島第一原発事故に関しましては、Q&A 活動を事故当初から立ち上げまし

て、現在も学会活動として受け継がれています。そういうことを踏まえて、国民に対する放射線リ
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テラシー向上にどのように学会として取り組んでいくかというと、放射線にかかわる専門家を育成

することが大切と考えています。これに関してはわれわれの学会だけではなかなか対応できませ

んので、関連学会との連携が必要であるということを提言しました。それから、教育機関での放射

線教育への取り組みを支援するという点に関しては、義務教育での先生に対しての支援も考えて

いかないといけないですし、大学の学士課程でも教養としての放射線教育を大学教員として浸透

させていく必要があることを話題にしました。それから、地域住民とのリスクコミュニケーションの取

り組みを支援していくことも大切であることも付け加えました。 

 放射線安全管理学会からは、中島先生が、影響学会との連携が期待されるテーマとして、まず

放射線防護・規制のあり方への提言を挙げられました。影響学会は規制のあり方をサポートする

ような科学的根拠を示すということが託されているのに対して、放射線安全管理学会は放射線管

理の現場で活躍されている会員の方が多く、そこからの問題意識を持っておられて、それは影響

学会会員とは少し違った問題意識であると思います。そこでその 2 つを連携して規制のあり方に

対して提案していけるのではないか、といったことを提案していただきました。それから、放射線分

野の人材育成に関しては、影響学会からは、例えば義務教育での放射線教育にかかわる教員の

人材育成モデルを提案していますし、放射線安全管理学会からは、業務従事者訓練用の教育に

対して標準オンラインプラットフォームの開発を提案されていて、その辺りで連携できるのではな

いかといった提案でした。これに対して、会場からは、学術大会での共同シンポジウムなどの開催

から始めてはどうかといった提案も出ました。 

 続いて 3 つ目の発表は放射線影響学会からでした。科学的根拠を提供するために放射線影響

研究を推進する役割が影響学会に託されているわけですが、今１つ抱えている問題として、放射

線影響研究を実践する大学の講座が全国的に減少しているという現状があります。専門家を育

成する機会が次第に減っているといった現状があるわけです。また、学生が学位を取得した後で

も、放射線影響関連のポストを獲得するのがなかなか難しい状況になっています。従って、放射

線影響に関する知識とか技術を継承していくということに対して、支障が出る可能性があるといっ

た指摘がありました。学会として今後目指すべき方向として、他学会と連携し、他分野の人材と交

流をしていくことが考えられます。これは、学術大会で共同シンポジウム等を介して連携していく等

が相当します。１つの具体的な例としては、日本保健物理学会と影響学会の合同委員会で「低線

量リスク委員会」を設置して共同でレポートを作成中なのですが、このような連携を推進していくと

いうことです。それから学術大会でワークショップ等を継続的に企画していくことも提言されました。 

 ４つ目が行政サイドからの講演となります。大町さんから、原子力規制庁では RI 使用施設等の

規制に関する強化、放射線審議会の機能強化、および新たな研究事業の創設等に取り組んでい

ることが紹介されました。この新たな研究事業の１つに放射線安全規制研究戦略的推進事業が

あり、そこに参加しているのがこのアンブレラ事業であると認識しております。ここで放射線防護に

係る研究課題の抽出や成果の共有と発信、知見の収集をしていくことになっています。またこうい
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ったネットワーク事業での関連学会の連携を通じて、問題解決のための規制機関とのコミュニケ

ーションの充実を期待する、といったお話でした。この点については、今のところうまくいっていると

先ほどもお話がありました。さらに、関連学会会員には専門家として意見を述べることが期待され

ているということです。 

 スライドにはしていませんが、この後、追加発言で日本保健物理学会の甲斐先生から低線量リ

スク委員会の紹介もありましたし、放射線事故・災害医学会の細井先生からも取組みについて追

加発言がありました。以上がワークショップに関する報告です。 

 

 報告の２つ目は日本放射線影響学会における会員の情報分析です。これは小林委員がまとめ

たものです。2004 年から 2018 年までの影響学会の会員数の推移に関しては、目に見えて減って

いるわけではないですが、若干減り気味で、最近は横ばいといった結果でした。学生会員の割合

を見ていただきますと、大体変わらず 20％ぐらいが学生会員ということがわかりました。減っては

いませんが増えてもいないということですので、学生が学会に流入してきますが、また出ていって

しまうという形で、ずっと推移しているということかと思います。これも重要と思いますのが、年齢別

の会員数の比率の推移です。2008 年、2013 年、2018 年について比べますと、40 代、つまりはポ

ジションとしても、年齢的にも非常に仕事ができる年齢層がかなり減っているように見えます。実

際には、年齢不明者がかなりいて、それを除いて比率を算出しています。特に 2008 年、2013 年

のデータの３分の１が年齢不詳なので、どれくらい実態を反映しているか分かりませんが、おおよ

そのことは言えると思います。40 代が減っていて、その分、最近は 60 代がちょっと増えています。

しかし若い人もそんなに減っているわけではないということを考えますと、ポジションがないと 40 代

あたりの年齢層はどんどん減っていってしまう、これが問題になると考えられます。 

 最後にお示ししますのが専門分野別の人数の比率です。これは入会時に自分で２分野選んで

登録することになっていますので、１人当たり２分野のデータです。生命科学全般という形でくくっ

てしまっていますが、感受性であったり、遺伝子であったり、いろいろ中身がたくさんありますので、

これはもうちょっと分けてみてもいいのかなと思います。これをざっと見ていただくと、生命科学全

般には若い人が非常に多くて、年を取るとだんだん減るという傾向がみられました。それに対して、

例えば放射線影響・疫学には若い人が非常に少なくて、年配の人は多い。計測も同様です。 つ

まり、年齢によって専門分野が大きく異なっているということが分かります。この辺りが学会のアク

ティビティにどのように効いてくるのかというのが少し気になるところで、小林委員とも協力して、次

はもうちょっと細かく分析してみたいと考えています。 

 

 最後は低線量リスク委員会ですが、これは先ほど保健物理学会からも報告がありましたので、

簡単にご報告します。目的は共通の理解、特に科学的理解と社会的理解をバランスのいい形で

構築したいということにあります。現在レポート作成を進めているところですが、これまでに３回委
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員会を開催しました。レポートの作成上の考慮点としては、科学的に正しいこと、国際的に合意が

得られているのか得られていないのかをはっきりさせるということです。ですから、コンセンサスの

あるものとないものを分けて、しかも教科書的にならずに、影響学会会員あるいは保健物理学会

会員の解釈、コメントという形で、そこで共通のコンセンサスなのか、あるいはちょっとコンセンサス

がまだないのかということをきちんと分けようということで、章立てを考えておりまして、６月に一緒

にシンポジウムをやることを計画しております。 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演中の会場の様子 
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2018年度 日本放射線影響学会

活動報告

日本放射線影響学会 放射線防護・リスク検討委員会
児玉靖司・小林純也

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと
アンブレラ型統合プラットフォームの形成事業

１．放射線リスク・防護検討委員会の報告

・日本放射線影響学会第61回大会でワークショップ
「放射線防護・放射線規制における関連学会の
連携と放射線影響学会の役割」の開催

２．低線量リスク委員会（日本保健物理学会との合同委員会）の報告

・学会員情報の分析

・「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識
に関するコンセンサス」に関するレポートの作成

2018年度活動報告の内容

WS12-1 放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会は
どのように取り組むか
児玉靖司（大阪府立大学大学院理学系研究科）

WS12-2 放射線防護・放射線規制における日本放射線安全
管理学会の取り組みと日本放射線影響学会との連携
中島 覚（広島大学自然科学研究支援開発センター）

WS12-3 放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響
研究を推進する役割
小林純也（京都大学・院・生命科学・放射線研究センター）

WS12-4 原子力規制委員会における放射線防護・規制に関する
最近の取組み
大町 康（原子力規制委員会原子力規制庁）

WS12 放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と
放射線影響学会の役割

（開催日：2018年11月9日（金）11:10〜12:40 開催場所：長崎市）

WS12-1 放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会は
どのように取り組むか
児玉靖司（大阪府立大学大学院理学系研究科）

１）放射線影響学会における過去の放射線災害時対応の概要

・JCOウラン加工施設における臨界事故（1999年）への対応
・Lancet論文問題（2004年）への対応
・東京電力福島第一原発事故（2011年）への対応：

▶「放射線に係るQ&A活動」：2011年3月に有志によって開始された活動は、
学会活動として受け継がれ、現在に至っている。

２）国民の放射線リテラシー向上への取り組み

▶放射線に関わる専門家のを育成する。
➡ 関連学会との連携が必要

▶教育機関における放射線教育への取り組みを支援する。
➡ 義務教育課程での支援と大学学士課程における教養としての

放射線教育の浸透
▶地域住民とのリスクコミュニケーションの取り組みを支援する。

WS12-2 放射線防護・放射線規制における日本放射線安全
管理学会の取り組みと日本放射線影響学会との連携
中島 覚（広島大学自然科学研究支援開発センター）

・放射線安全管理学会と放射線影響学会との連携が
期待されるテーマ：

２）放射線分野の人材教育における連携

１）放射線防護・規制のあり方への提案における連携

・放射線影響学会： 規制のあり方をサポートする科学的根拠を示す
・放射線安全管理学会： 放射線管理の現場での問題意識から規制の

あり方に意見する

・放射線影響学会： 放射線教育担当教員の人材育成モデルケースの提案
・放射線安全管理学会： 放射線業務従事者教育訓練の標準オンライン

プラットフォーム開発

学術大会での共同シンポジウム等の開催から始めてはどうかとの提案

WS12-3 放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響
研究を推進する役割
小林純也（京都大学・院・生命科学・放射線研究センター）

・放射線防護・規制の発展に貢献することは、日本放射線影響学会
の目指す目的の一つ。

１）放射線規制科学の研究推進に関わる課題：

▶放射線影響研究を実践する大学の講座が全国的に減少しており、専門家を
育成する機会が次第に減っている。

▶学位取得後の放射線影響学関連ポストの獲得が難しい➡放射線影響に関する
知識や技術の継承に支障がでる。

２）学会として今後目指すべき方向性：

▶他分野の人材との交流を目指した他学会との連携➡関連分野の拡大
学術大会での共同シンポジウム等で連携の強化を図る。

▶日本保健物理学会との合同委員会として「低線量リスク委員会」を設置し、
放射線安全規制の基盤となる放射線科学におけるコンセンサスについて、
レポートを作成中。

▶学術大会で、放射線防護・規制に係るワークショップ等を継続的に企画していく。
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WS12-4 原子力規制委員会における放射線防護・規制に関する
最近の取組み
大町 康（原子力規制委員会原子力規制庁）

１）RI使用施設等の規制に関する強化：

２）放射線審議会の機能強化：

３）新たな研究事業の創設：

・放射線安全規制研究戦略的推進事業費

「放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型
統合プラットフォームの形成事業」

➡ 放射線防護に係る研究課題の抽出、成果の共有と発信、知見の収集

・ネットワーク事業による関係学会の連携を通じて、課題解決のための
規制機関とのコミュニケーションの充実を期待する。

・規制行政の方針策定において、関連学会員の専門家としての意見を
期待する。

日本放射線影響学会における会員数の推移（2004〜2018）

・会員総会議事録に記載された会員数より作成した（名誉会員・功労会員、海外会員は除く）。
・2016年からは正会員に終身会員を含む。
・最近の会員数はほぼ横ばいで大きな変動はない。
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日本放射線影響学会の年齢別会員数比率の分布

・年齢不明者を除いて会員比率を算出した。
・2008年及び2013年は1/3が年齢不明者だが、40歳代会員数の減少が
顕著である傾向はわかる。

日本放射線影響学会員における専門分野の人数比率の分布
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・専門分野は一人につき2分野選択している。

・年齢層によって専門分野の分布が大きく異なることが分かる。

低線量リスク委員会(平成30年度活動)

［委員会設置目的］

保健物理学会と合同委員会を設置し、低線量放射線リスク推定
の現状と課題をコンパクトに整理し、放射線防護に関連した科
学的理解と社会的理解を加速するためのバランスある共通認識
を構築する。

[平成30年度委員会開催]

6月17日東京、8月19日広島、12月15日東京

［活動内容］

「放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関する
コンセンサス」のとりまとめを行うため、平成29年度に決定し
た章立てに基づいて、各章担当者が取り上げる内容（スコー
プ）案を発表・委員会で議論を行い、スコープの集約を行っ
た。

低線量リスク委員会活動２

［レポート作成上の考慮点］
○科学的に間違っていない。
○国際的な合意が得られていることに沿っている。
○我々委員会が納得いく(コンセンサスがある)。

[章立て]
1.低線量とは
2.DNA・細胞レベルで起きること
3.組織の変化
4.発ガンのメカニズムに関する知見
5.放射線によるがん化
6.放射線の疫学
7.放射線がんリスクの推定
8.継世代影響
9.低線量リスクに関する放射線防護の考え方

両学会員からスコープに対する意見徴収・意見交換を行うため、
6月に合同シンポジウム開催予定
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

日本放射線安全管理学会 

中島 覚（広島大学） 

 
【中島】 広島大学の中島でございます。どうぞよろしくお願いします。

頂いたお題が「科学と規制の橋渡し」という非常に難しい題ですが、わ

れわれ日本放射線安全管理学会が普段取り組んでいる活動の中か

ら、アプローチしてみたいと思っています。 

 

 橋渡しとは何かというのはよく分かりませんが、規制側と実際に研究

している人を学会がどう取り持つのかという立場で考えますと、いろい

ろな情報を学会員に知らせるということが非常に重要になってくると思

っています。われわれの学会もホームページやメーリングリストを持っていまして、時々発信して

おりますが、このアンブレラ事業に関しては一堂に会した時に情報発信をしています。その例が昨

年の６月シンポジウムです。実際には５月に開かれたのですが、松田先生からアンブレラ事業の

紹介をいただきました。その時、どういった話をされたかというと、まずこのアンブレラ事業の中で

の平成 29 年度のミッションについて話をされました。そのミッションは重点テーマを提案するという

ことでしたけれども、どんなふうに提案していったかといった説明がありました。 

実際には学会のメーリングリストを通して、全会員に重点テーマ検討グループを募りました。そ

の結果、３つのグループから名乗りを上げていただきました。それと常設委員会である企画委員

会、編集委員会、広報委員会にも依頼して、合計で 10 件のテーマが提案されました。このように、

まずは学会員に広く知らせるといった学会内での情報共有が非常に重要だろうと考えております。

結果、いろいろなテーマが当然集まりまして、中には教育に関することや短半減期の核種に関す

ることなどいろいろありますが、それぞれをばらばらに出すというよりはやっぱりまとめること、整

理することが非常に重要になってきます。 

 例えば、次世代の放射線安全利用と管理といった具合に、４つの大きなテーマに分類いたしまし

た。この分類をして、それが調査研究なのかあるいは実験研究なのかということも整理しました。 

 それで、各テーマの研究が実際の規制とどういう関係にあるのかということを整理しました。例え

ば放射線障害防止に関係あるとなれば、その関連規制に向けてどんな成果物を出せるのかとい

った整理を行いました。具体的にはガイドラインを出す、あるいは提言を行う、といった整理です。 

 

 次に学会の中で議論することが非常に重要になってきます。例として、昨年の 12 月に日本放射

線安全管理学会の学術大会で特別セッションを行いました。テーマは短半減期の核種でしたが、
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前半では、われわれの学会で非常に重要だと考えている問題を２つほど、東北大の渡部先生と

北大の久下先生からご発表いただきました。α核種ではないですが、短半減期の O-15 のガスと

ゲルマニウム 68-ガリウム 68 のジェネレータの話でした。O-15 に関しては、この空気中の濃度限

度あるいは大気中の濃度限度の規制が日本ではちょっと厳しいのではないか、という疑問があっ

て、調査等が行われたことの紹介でした。その結果、欧米の資料を見ても、日本の法律がさほど

厳しいわけではないという結果が得られたということです。ただ、そうはいっても非常に重要な核

種ですので、それを使うためには合理的な規制が必要で、そのための実験研究等々をやってい

かないといけないという説明でした。あるいはゲルマニウム 68-ガリウム 68 のジェネレータに関し

ては、加速器を持っていなくても、こういったジェネレータを持っていればベッドで診断できるという

ものです。これも非常に重要ですが、非臨床試験なら 7 日間ルールが適用可になるのかとか、薬

規法の規制範囲がどこまでなのか、もう少し整理しないといけない課題があるといった報告をいた

だきました。後半はα核種の短半減期に関する講演が 2 題ありました。１つ目が近畿大学の細野

先生の講演で、国内や欧米等々で先進的に進んでいる施設について調査された研究をご報告い

ただきました。また、大阪大学の篠原先生は、短寿命のα核種のいろいろな飛散率のデータ等々

を出されて、例えば糞尿をうまい具合に処理すれば規制をもう少し緩くできるのではないかといっ

た提案をされました。その後、講演者、規制庁、アイソトープ協会の方が登壇して討論を行いまし

た。このように、学会の中でのディスカッションは非常に重要であると考えています。 

 

 もちろん学会の中での議論は非常に重要ですが、ほかの学会との連携も非常に重要です。先

ほど児玉先生から影響学会でのシンポジウムの紹介がありました。影響学会のように規制の根

拠になるデータを出していく学会と、いろいろな施設で規制に関係する我々の学会が、一緒に何

かやれば、もっと重要な展開ができるのではないかと私自身、感じたことがあります。あるいは、

重点テーマで教育関係のテーマが挙がっていますが、影響学会が考えられる教育とわれわれの

教育では対象が違います。しかし一緒にやれば、また違った展開ができるのかなと思っておりま

す。そういった学会の連携ということが非常に重要になってきます。 

 日本保健物理学会とわれわれの安全管理学会では、防護の比較的理論的なところと、現場で

の防護というところで若干の違いがあるかと思いますが、共同で集まって議論すれば、また違った

観点でアプローチできますし、規制の考え方についても新たな展開ができるかなと思っています。

保健物理学会とは、平成 29 年度に大分で合同学会を開催させていただきましたし、今年の 12 月

には、仙台で吉田先生、渡部先生のご努力によって、また合同大会を開催させていただきます。 

 

 このように各学会で連携しながら、規制にいろいろな意味でアプローチしていくことは非常に重

要ですが、少し具体的な例をお話させていただきます。最近、放射線障害防止法の法令が改正さ

れました。いろいろな意味で、非常に大きな改正が行われまして、われわれもいろいろな意見等も
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出させていただきましたが、その１つとして、教育訓練に関して少しお話をさせていただきます。 

 今まで、６時間の教育訓練を行っていればよかったわけですけれども、それが法令改正によって、

２時間以上となりました。実感として６時間は長いと思っている方が多かったわけですが、さすが

に２時間は短いのではないか、ということで、われわれの学会ではアドホック委員会を立ち上げま

して、どんな内容で何時間程度訓練を行うのがいいのか、検討してまいりました。メンバーとして

は、私が委員長で、若い人にも検討に入っていただいて、そのほかにオブザーバーとして当時の

会長の松田先生や顧問の野村先生、さらに原子力規制庁の方にも参加いただきました。 

 検討の結果、法令では「これとこれとこれで２時間以上でないといけない」となっていますが、そ

れはコアの科目に関してで、プラスその事業所の実態に合った安全取扱が必要だろうということを

提案させていただきました。これはわれわれの雑誌の中に、今年まとめさせていただいております。 

 また問題点も明らかになってきました。それは、学外の施設を利用する場合です。われわれの

大学から例えば KEK など他の施設を利用する場合、今まで６時間の教育訓練であれば、一応全

てのことを知っている人を受け入れるということで、受け手側は予防規程だけをやっていればよか

ったのですが、それが今後、送り手側で行ってきた教育訓練と受け手側で必要となる教育訓練に

齟齬が生じる場合があるわけです。ここが非常に問題になってきました。このアドホック委員会は

一応１年間で終わりまして、それ以降は後継の教育訓練検討委員会を新たにつくりました。この

委員会で、提言とか、教育訓練のコンテンツとか、あるいは重点課題とも関係しますが e-learning

とかの議論をしていくことにしております。 

 今申しましたように問題が出てきたわけですが、それは自分たちだけではなかなか解決できな

いことでありますので、大阪大学の核物理研究センターが主催で、ワークショップを開催していた

だきました。鈴木先生、あるいは篠原先生が中心になって開催されまして、まず受け手側の加速

器側の施設である阪大の RCNP をはじめ非常にたくさんのところから、教育訓練の現状と課題に

ついて話をしていただきました。次に、送り手側の大学である東大、信州大、近畿大、岡山大が、

送り手側の教育訓練の現状と課題を報告していただきました。さらに核物理の利用者、不安定

核・軽イオンを使う方、あるいはハドロン物理の方、核化学・核医学利用者、保守・点検の事業者

等々からも現状と課題を聞きました。その後の総合討論では、安全管理学会が進行させていただ

いて、現状に対する共通理解と対策を考えるための論点の整理を行いました。 

 

最後に、日本放射線安全管理学会がこういった法令等々に対して、あるいは規制等に対して、

どう対応しているのか、あるいはしていこうとしているのかをお話しして終わりにしたいと思います。 

 まず法令検討委員会についてですが、以前から法令検討委員会という委員会があって、理事全

員が委員になっていたのですが、なかなかそういう状況だと委員会が動かないということがありま

して、一時活動をストップしていました。今後、法令検討委員会の委員は会長と顧問だけにして、

その下に、その時々に応じたいろいろな問題を個別に対応するアドホック委員会を新たにつくって
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検討して、パブリックコメントあるいは提言に反映しようという方向に動きつつあります。 

 また、会員が、法令が関係するような研究課題で、科研費等いろいろな研究費に申請する場合

は、学会としてサポートしていかないといけないと思っています。 

 また、若手の支援制度も開始しております。いろいろな支援がありますが、例えば研究費を少な

いながらも出して、若手の支援の制度を開始いたしました。それによって、今後の継続的な規制に

対する貢献をしていきたいと考えています。 

 さらに、国際化の推進もしたいと考えています。すなわち日本だけではなくて、より広い視野に立

った活動をしていきたいと思っています。われわれの学会はまだまだ若くて、国際的な連携はあま

りないのですが、幸い今年の９月に SSD19 という会議が広島で開催されますので、その後援や参

加支援をしながら、国際化も推進していきたいと考えています。 

安全管理学会からの報告は以上です。 

 

〈質疑応答〉 

【フロア】 従事者の安全教育に関して、コアカリキュラムみたいなものを考えられるということなん

ですけど、それを押さえておけば他施設へ行っても OK ということにはならないのですか。 

【中島】 例えば大学では非密封しか使っていないという場合があります。そういった方が KEK や

SPring-8 を使うといった場合、大学での教育訓練では、発生装置の教育はなかなかできないわけ

です。それをどうするのかを互いに連携を取りながらやっていく必要があると思っています。 

【フロア】 結局、安全管理学会としては、どういう方向に落ち着くのがいいとお考えですか。 

【中島】 例えば学外の加速施設を使うような場合、内容と時間数を明らかにしてやらないといけ

ない教育訓練は何かを、まず明らかにする必要があると考えています。阪大でのワークショップで

は、受け手側の加速器側から「加速器の教育訓練としてどうしてもやってほしいことはこんなこと

である」ということを言っていただきました。具体的には「どうやって加速するのかといった難しい話

は必要ないが、放射化する、といった幾つかのことは必要」といったことです。それをどうやるかは

これから検討する必要がありますが、内容を送り手側と受け手側で議論して、第１段階の整理は

できたのかなと思っています。 

【フロア】 結局、６時間やらないといけないのかなという気がします。ほかの施設に派遣する限り

はあまり削ってしまうと、今のような問題が出てくるので、やっぱり短くできないのかなと感じている

のですが、その点はどうでしょうか。 

【中島】 例えば理研からは、「最低限の教育訓練プラス、例えば 30 分程度の加速器の教育訓練

をやった」というしるしがあれば受け入れるといった説明をいただいていますので、６時間でないと

いけないということはないのではないか、と思っています。  
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科学と規制の橋渡し

日本放射線安全管理学会

第１５回６月シンポジウム
日程：平成30年５月２４日（木）～２５日（金）
会場：東京大学農学部弥生講堂一条ホール

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワー
クネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形
成（松田尚樹）

・平成２９年度のミッション：重点テーマの提案

メーリングリストを通した全学会員へ重点テーマ検討
グループを募る→３グループが名乗りを上げ検討開始

常設委員会（企画委員会、編集委員会、広報委員会）
に検討を依頼

⇒１０件のテーマが提案された

学会内での情報の共有

重点テーマの位置づけ
整理

調査
研究

実験
研究

成果物 関連規制

次世代の放射線安全利用と
管理

〇 〇

ガイドライン
省令改正
新技術
新材料

RI法

放射線安全管理の新しいパラ
ダイムの創造

〇 〇
ガイドライン
提言
教育プログラム

RI法
ICRP
学習指導要領

放射線安全教育の社会的必
要性に対応した標準プログラ
ム開発

〇
教育プログラム
教育コンテンツ

RI法

原子力災害対
策指針

社会と放射線安全管理 －
その接点のフロントライン

〇
ウエブサイト
PRコンテンツ

RI法

日本放射線安全管理学会第17回学術大会
平成30年12月5日（水）～12月7日（金）
名古屋大学 野依記念学術交流館

特別セッション

「短半減期核種の放射線安全管理の現状と課題」座長：渡部浩司（東北大）、久
下裕司（北大）

A. 前半 「短寿命核種の管理上の疑問と問題」の話題提供

「短寿命核種の管理上の疑問と問題～O－15ガスを中心に～」（渡部浩司）

「短寿命核種の管理上の疑問と問題～68Ge－68Gaジェネレータを中心に～」（久
下裕司）

B. 後半 「放射線安全規制研究戦略的推進事業のもとで短半減期α核種の合理
的規制に関して具体的に進められている近大チームと阪大チームからの報告」

趣旨説明（神田玲子）

「短寿命α核種等のRI利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する
研究」（細野 眞）

「短寿命α線核種の飛散率等の基礎データ取得と合理的法規制に向けた安全性
検証と放射線管理法の開発」（篠原 厚）

C. 討論

講演者（渡部氏、久下氏、細野氏、篠原氏）、規制庁（西田氏、土居氏）、アイソ
トープ協会（中村氏）

学会内での議論

日本放射線影響学会第６１回大会
日程：平成３０年１１月７日（水）～９日（金）

会場：長崎ブリックホール

放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学会の役
割（座長：児玉靖司、神田玲子）

WS12‐1 放射線リテラシー向上に日本放射線影響学会はどのように取り組

むか（児玉靖司）

WS12‐2 放射線防護・放射線規制における日本放射線安全管理学会の取り

組みと日本放射線影響学会との連携（中島 覚)

WS12‐3 放射線規制の科学的根拠を提供するために放射線影響研究を推

進する役割（小林純也）

WS12‐4 原子力規制委員会における放射線防護・規制に関する最近の取り

組み（大町 康）

WS 追加発現‐1（甲斐倫明）

WS 追加発現‐2（細井義夫）

学会連携

日本保健物理学会との学術大会の
共同開催

２０１７年６月２８日(水)～３０日（金）

大分市（ホルトホール大分）、参加者数432名

２０１９年１２月５日(木)～７日（土)

仙台市（東北大学）

学会連携
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RI法改正に伴う教育訓練の時間数と内容
に関する検討

具体例から

1) アドホック委員会を立ち上げ、改定案を踏まえて、安全管理学会として
どのような内容で何時間程度行う必要があるかを検討する。

2) メンバー：中島 覚（委員長、広島大学）、角山雄一（京都大学）、桧垣
正吾（東京大学）、矢永誠人（静岡大学）、稲田晋宣（広島大学）、秋吉
優史（大阪府立大学）、鈴木智和（大阪大学）、西 弘大（長崎大学）、藤
淵俊王（九州大学）； オブザーバー：松田尚樹（会長）、野村貴美（顧
問）、原子力規制庁放射線規制部門

3) 検討結果：新法令で要求される科目（コアカリキュラム）と使用実態に合
わせた安全取扱に分けて提案した。

4) 日本放射線安全管理誌、１７、４２－４９（２０１８）にまとめた。

5) 問題点：全国共同利用施設を利用する際の事業所間の教育訓練項目
の相違に起因する問題点への対応

6) 後継委員会：教育訓練検討委員会

全国共同利用施設を利用する際の事業所間の教育
訓練項目の相違に起因する問題点への対応

大阪大学核物理研究センター主催

「大型加速器施設の利用に関する放射線業務従事者のあり方に関するワークショッ
プ 法令改正に向けて」（平成３０年６月２１日（木）～２２日（金）、大阪大学核物理研
究センター）

１）大型加速器施設における教育訓練の現状と課題
阪大RCNP、理研、KEKつくば、東北大ELPH、J‐PARC、核融合研、
東北大CYRIC

２）大学における加速器施設むけ教育訓練の現状と課題
東大、信州大、近大、岡山大

３）利用者から見た教育訓練の現状と課題
核物理利用者（不安定核・軽イオン）、核物理利用者（ハドロン物理）、
核化学・核医学利用者、大型加速器施設の保守・点検事業者

４）総合討論
現状に対する共通理解と対策を考えるための論点の整理を行った。

（日本放射線安全管理学会からアドホック委員会の報告をし、総合討論の司会を
行った。）

具体例から

日本放射線安全管理学会として

• 法令検討委員会のリバイバル
この委員会の下に、個別の法令対応事項に関してアドホック委員
会を設けて検討し、パブリックコメントや提言に反映

• 学会としてのサポート
会員が、法令が関係する研究課題で科研費等に申請する際の
サポート

• 若手支援制度の開始
今後の継続的な貢献を目指して

• 国際化の推進
より広い視野に立って（学術大会への海外研究者の招聘、
SSD19後援・参加者支援、英文誌の全面Web化とフリーアクセス）

今後に向けて
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アンブレラの活動Ⅰ：科学と規制の橋渡し 

国際動向報告会での議論 

杉浦 紳之（原子力安全研究協会） 

 

【杉浦】 原安協の杉浦です。国際動向報告会の担当としてご報告さ

せていただきます。 

 セッションⅠのテーマが「科学と規制の橋渡し」ということで、ここまで

関連学会からご報告がありました。プログラムを見ると「国際動向報告

会での議論」ということで、内容の紹介をするということに今さらながら

気が付きました。そこで、内容と国際動向報告会の担当者としての報

告とが半々ぐらいのイメージで話させていただきます。 

 これまで国際動向報告会は２回やらせていただいています。国際機

関の外国人を呼んできて最新のトピックについて聞くような報告会ではなくて、生物影響の基本的

な研究を扱っているような UNSCEAR、防護理念を検討するような ICRP、それをどうインプリメンテ

ーションするかといった IAEA で活躍されている国内の専門家、あるいは委員として出席されて中

身を動かしていらっしゃる専門家を報告会にお呼びしています。報告会にはそういう国内の委員メ

ンバーをこのアンブレラ関係者の皆さまに紹介するという意味もあります。昨年度は、どういう組

織であって、どういうことが今話題になっているかということをご報告いただきました。言ってみれ

ば、ご紹介で終わってしまいました。 

 

 今年度は、このセッションⅠのテーマでもありますように、科学と規制の橋渡しがアンブレラ全体

でもテーマになっていて、放射線防護アカデミアでは重点テーマが検討されていました。そこで報

告会でも、放射線防護基準に資する影響・防護に関する研究というテーマを掲げました。どんな研

究が国際機関で取り上げられていてどう進められているのか、あるいは研究を深めていくにはど

んな情報が必要とされているのか、あるいはそうした情報を国際機関としてはどう扱っていくのか

といったことに関して、ダイナミックに紹介していただこうと思っていました。若干、事務局の整理も

悪く、テーマのご紹介で終わってしまったようなところもあるかもしれないというところが反省点です。 

 報告会の意図としては今ご説明した通りです。今年度は、放射線防護に関係する国際機関に加

えて、各国の学会の集合体であります、IRPA（国際放射線防護学会）と IARR（国際放射線研究連

合）の紹介もしていただきました。またこのアンブレラの活動の中で若手研究者の海外派遣事業と

いうのもありまして、派遣者の出張報告をしていただいたのも、今年の新しいところです。 

 IRPA と IARR は、各国の放射線防護あるいは放射線影響に関する学会の集合体であります。

IPRA では、放射線防護のシステムについてのレビューを行っているとか、眼の線量や公衆の理
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解、あるいは若手の育成がキーワードとして挙がっているといったご紹介を頂きました。IARR に関

しては、放射線生物影響を中心に、20 年前のテーマから今、そして未来ということで、放射線生物

学での中心的な研究項目を紹介いただきました。具体的には、DNA 修復、細胞周期、適応応答、

DNA 応答、アポトーシス、遺伝的不安定性、バイスタンダー効果、晩期障害が、20 年間でどう進

んできて、今またこういったところがホットだということを詳しく紹介していただきました。 

 ICRP からは、10 の重要な研究課題がリストアップされています。ICRP は自らタスクグループを

設けて刊行物を出しており、生物影響関連など広範な文献を拾ってきて検討しておりますので、こ

の 10 の重要な研究は ICRP がやることですか、それともやってほしいと期待することですかという

質問を、報告会では演者の甲斐主委員会委員にいたしました。お答えは、両方だということでした。

10 の大事な研究の中には、生物影響、それを防護システムに持っていくところの線量、あるいは

ヒト以外への影響、社会的な側面というのも今後ますます必要といった点をご紹介いただきました。 

 それから UNSCEAR ですけども、UNSCEAR こそ科学的に中立で、こういう研究をやってください、

という仕組みはなくて、文献を収集して検討する機関です。この UNSCEARが、どういうテーマに注

目しているのかということを、量研の明石先生からご紹介をいただきました。UNSCEAR が線源と

影響についてまとめている中、新たに注目されるテーマも挙げていただきましたが、社会的なニー

ズとも関係があるといった話でした。 

このように、重要な研究テーマの紹介にとどまってしまったかもしれませんが、今後まとめる報

告書ではもう少し詳しい内容をお示しさせていただきたいと思っています。 

 

 次年度のこともお話しさせていただきます。アンブレラの活動の中で、国際動向報告会のように、

あれだけ放射線防護で国際的に活躍されている先生方が一堂に会するという機会はなかなかあ

りません。もともとは１年に１回、３時間ぐらい聞いて、国際機関の情報が一通り分かるような情報

提供の機会にする、という目的で始めたのですが、去年、今年とやってみて感じた点は、ディスカ

ッションの結果がどう活用されるかが大変重要だという点です。そこで、来年度は少し企画を変え

ることを検討しているところです。関係者からは、せっかくの機会ですから、本日、皆さんの意見も

聞いてきてくださいと言われておりますので、少し今検討している案をご紹介いたします。 

 まず目的を整理します。やはり国際機関に出掛けていく専門家の方々がああいう場にそろうこと

は大変貴重な機会となります。こちらから見ると、みなさん知り合い同士なので、横の連絡を取り

合っているのかな、と思うと、そうでもない、ということでした。個別のテーマについて、他の国際機

関での議論の様子も知りたいし、そこに出ておられる専門家からの意見も欲しい、ということです

ので、次年度の国際動向報告会は、まず登壇される方の情報共有を第 1 の目的にしようかと思い

ます。つきましては、個別に取り組むべき課題を討論する、そういう場にしたいと思っています。 

そのアウトプットを何に使うか、という点ですが、国際的にこんなことが今芽として出てきたので、

今後本格的になると予想し、あらかじめ検討しておくべきといったことを国内で周知をして、その準
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備をするのに使うことを想定しています。個別の課題をあらかじめ検討しておくように国に提言す

るとか、傍聴される皆さんに広く周知するといったことが第 2、第 3 の目的となります。つまりは、情

報提供で終わりにしない、議論をしてもしっぱなしにしない、次に役立つ形にするということです。 

 ここで、テーマの選定が非常に重要になってくるということは認識しています。あれだけ横に広が

った国際機関の先生方が１つのテーマで活発な議論ができるのか、そんなテーマが選べるか、と

いう点が非常に重要なので、事務局の責任重大だなというところです。 

 ですので、今年のような申し訳程度のパネルではなくて、国際機関の報告の部分は非常に少な

くして、その分テーマに沿って議論を中心に行うような円卓会議にすることを考えています。報告

の仕方は、関係学会の学会誌にその会議報告を書いてもいいですし、報告書をまとめてもいいで

すが、内容をまとめるというより、提言ですとか、課題のリストアップをすることを考えています。そ

うなると、きちんと準備し、ファシリテーターもこれまでみたいに私がただ司会進行的にやるのでは

なくて、しっかりと何かがまとまるような形でやる必要があると思っています。会場からの質疑も受

け付けますが、議論の中心は円卓会議でやろうかといった検討が始まっております。まだ決定と

いうわけではありませんので、この後の質疑でご意見もいただければと思います。 

以上です。 

 

〈質疑応答〉 

【フロア】 次年度の計画ですが、円卓討議形式で自由討論して、それで質疑応答を会場からとい

うのであれば、どういうイメージでしょうか、パネルとは違うのでしょうか。 

【杉浦】 パネルではなくて、テーマに沿っての議論が中心です。３時間、４時間の会だとすると、最

初の報告以外、ほとんど円卓での議論です。フロアからのご意見については、会の最後の方で、

提言としてまとまりそうな点や議論になった点に対して、ご質問はありますか、と伺うことを考えて

います。円卓で議論をしている途中で、会場からも意見を求めると、円卓での議論がまとまらなく

なりますので。ただやり方についてはフレキシブルでまだ決定事項ではありません。オープンな円

卓会議というとそんなイメージかな、と、自分としては理解しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
質疑の様子  
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国際動向報告会について

（公財）原子力安全研究協会
杉浦紳之

ネットワーク合同報告会、2019年1月16日

国連科学委員会
（UNSCEAR）

報告書

放射線防護
（法令・指針）

各国の委員
会の報告書
(BEIR等)

IAEA
国際基本安全基準

(BSS)

ICRP
勧告/報告書

科学的知⾒の収集・評価 ⇒ 防護体系・安全基準の策定 ⇒ 放射線安全⾏政
（Science） （Principles, Standards）

EC, FAO, ILO, 
OECD/NEA, PAHO, WHO

放射線影響研究
放射線安全研究

http://umbrella-rp.jp/H29internation_report.pdf

国際動向報告会の目的・意図

• 昨年度：国際動向報告会の初回であり、UNSCEAR､ ICRP､ IAEAのRASSC、
OECD‐NEAのCRPPH、WHO、NCRPの機関活動及び各国際機関で活躍
する専門家の紹介を行った。

• 本年度：放射線防護基準に資する放射線影響・防護に関する研究

国際的機関の活動についての概説とともに、学術的な事柄に関してど
のような検討を行っているか、を紹介、パネルで議論する。

アンブレラ事業では、昨年度から今年度にかけ、アカデミア団体におい
て放射線安全規制研究の重点テーマについて議論したので、この点に
関して国際動向を把握する。

時間 内容
13:00〜13:05 開会 佐藤暁（原⼦⼒規制庁）
13:05〜13:35 講演 「IRPA の活動と放射線防護研究の最近の動向」 講師：吉⽥浩⼦（東北⼤学）
13:35〜14:05 講演 「IARR の活動と放射線影響研究の最近の動向」 講師：島⽥義也（量研）
14:05〜14:25 講演 「UNSCEAR における研究のニーズ」 講師：明⽯真⾔（量研）
14:25〜14:45 講演 「ICRP における研究のニーズ」 講師：甲斐倫明（⼤分県⽴看護科学⼤学）
15:00〜15:30 報告 国際機関への若⼿派遣者からの報告

藤淵俊王（九州⼤学）、守永広征（杏林⼤学）、川⼝勇⽣（量研 放射線医学総合研究所）
15:30〜16:50 パネル討論 （放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究）

ファシリテーター：杉浦紳之（原⼦⼒安全研究協会）
パネリスト: IRPA 吉⽥ 浩⼦（東北⼤学）

IARR 島⽥ 義也（量⼦科学技術研究開発機構）
UNSCEAR 明⽯ 真⾔（量⼦科学技術研究開発機構）
ICRP 甲斐 倫明（⼤分県⽴看護科学⼤学）
IAEA ⽶原 英典（原⼦⼒安全研究協会）
OECD/NEA 本間 俊充（原⼦⼒規制庁）
WHO 神⽥ 玲⼦（量研 放射線医学総合研究所）

（IAEA、WHO、OECD/NEA についての研究ニーズの説明含む）
16：50〜17:00 閉会 ⾼橋知之（京都⼤学）

第2回 国際動向に関する情報共有のための報告会
⽇時 平成30年12⽉19⽇（⽔）13:00〜17:00 場所 グランパークカンファレンス 401 ホール
テーマ 放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究
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A. 現在のプログラム
1.健康影響と放射線被ばくによるリスク推定の選択的評価
●⽂献検索

幼児期または⻘年期のCT後の⽩⾎病／職業被ばく後の⽩⾎病／職業被ばく後の固形がん
幼児期または⻘年期の被ばく後の甲状腺がん／急性被ばく後の循環器疾患

●定量的リスク評価
⻄欧の住⺠における放射線影響と、原爆被ばく者における単位線量当たりの影響

2.ラドン及び透過性放射線被ばくによる肺がん（ラドン被ばくによる肺がんにフォーカス）
3.低線量放射線被ばくによる健康影響の⽣物学的メカニズム
4.電離放射線被ばく評価(公衆、患者および作業者の被ばく）

B. 将来のプログラム
1.優先されるべき領域: 放射線治療後の⼆次がん、 疫学調査
2.新プロジェクトに向けたAd hocワーキンググループ: 循環器疾患、免疫疾患、呼吸器疾患、⽩内障

UNSCEAR：現在と将来のプログラム

次年度は？

目的を整理して。。。

• 国際機関が行う活動に日本から参加している専門家が、活動
の情報共有を行う。

• 日本として今後取組むべき問題を討論し整理する場となる。

• 規制当局が抱える問題、あるいは取り組むべき課題を関係者
で共有し、国際機関の関連情報を整理する機会にする

どのように会議を行うのか？

•テーマを設定し、そのテー
マにそった関連情報を各国
機関から報告する。

•国際機関参加者での円卓討
議形式で、⾃由討論する。

•ラポータが討論内容をまと
る。会議概要報告に使⽤

•会場から質疑応答を⾏う。
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アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

緊急時放射線防護ネットワーク     

百瀬 琢麿(日本原子力研究開発機構) 

 

【百瀬】 原子力機構の百瀬です。私からは、緊急時放射線防護ネット

ワークの構築に向けた活動状況と題して報告をさせていただきます。 

 このネットワークの当初の問題意識、対応方針については、繰り返し

になるとお思いの方もいらっしゃると思いますが、非常に現場的な問題

意識を持って活動を始めております。すなわち、万一の緊急事態のと

きには、放射線防護分野の方々が専門性を生かして適材適所で対応

する必要があり、そのためには、平常時から何をすべきかといったよう

な問題意識で取り組んでおります。その１つの解決策、継続的な枠組

みという意味で、JAEA にある原子力緊急時支援組織をコアとして活用することを考えています。

ここで国内の関係者で問題意識を共有しながら、改善に向けた活動に取り組むことによって、継

続的に自律的にこういった仕組みが運営できるのではないかということで始めたのが、このネット

ワークの取り組みということになります。 

 緊急時放射線防護ネットワークのイメージですが、平常時はそれぞれの機関で放射線防護の関

係者が分散しています。それも人数的にはそれほど多くありません。海外ではその割合から 10％

ルールと言われるように、研究機関や原子力運営機関などは大体 10％ぐらいが防護に関連する

人だと言われています。大体そのぐらいの方々が適正な数として運営されているのが実態らしくて、

JAEA なども大体そのぐらいの人数の割合ですが、普段は分散しています。この人たちが平常時

に共通課題で検討することによって、相互の関連を普段から強めるとともに、お互い顔が見える

関係があらかじめ構築できていれば、緊急事態で動きやすいのではないかというようなイメージで

運営を進めてきているというところです。 

  

平成 30 年度は環境モニタリング、個人線量評価、それから放射線管理といった 3 分野のサブ

ネットワークを設置して運営を始めたところです。まだ個人線量評価と放射線管理では、本格的な

活動が取り組めていない状況なので、これは早急に会合を開く予定としております。 

 当面の活動ですけれども、専門人材の把握と災害支援スキームの検討ということを考えていま

して、災害対応の責任組織が有事に直面する放射線防護上の課題に関して、適切に対応できる

人材リストの整備、それから支援を円滑に進めるための仕組みの検討をこのスキームの中で実

施していこうと思っています。それから要員の教育・訓練のあり方の検討ですが、ネットワークも複

数あって、ネットワークあるいはそれぞれの所属機関で独立して教育システムを持っていますので、
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そういったものの持ち寄ることによって、量的なあるいは質的な向上が図れるのではないかと思っ

ています。さらに、関係機関間の研究連携の促進を考えています。研究グループが立ち上がれば、

情報交換を行う場を当然設けられますので、研究公募事業に応募していくといった進め方も一つ

あるのではないかと考えております。 

  

当面の活動としてもう１つ、個別分野の技術的課題の検討として解決に向けたドキュメントの作

成が重要なもう１つの柱と考えています。環境モニタリングのサブネットワークでは、かなり個別の

具体的なテーマに取り組んでいますけれども、被ばく線量評価、放射線管理、被ばく医療や緊急

時計画といった分野においても、それぞれ個別の技術的な課題を抱えています。こういった課題

を、どちらかというと網羅的ではなく、直面している課題を一つずつネットワークで解決していくこと

ことを考えています。 

 

 今年度の具体的な取り組みの状況ですが、環境モニタリングに関しましては、もともとの母体を

活用した活動を進めておりまして、比較的スムーズに活動が立ち上がっています。メンバーは、茨

城県の原子力研究施設の中で環境モニタリングをやっている実務者のグループで、一昨年から

技術的な課題に関して自主的に検討を始めておりました。そういったものを母体にして、もうちょっ

と拡張する、メンバーを補強するというような形で進めています。今年度は環境モニタリングにお

ける 1F事故の影響評価を行っています。特にモニタリングの調査レベルについては、事故前に決

めていたのですが、事故後は以前の調査レベルは使えないことで、実際にデータを持ち寄って、

今後使える調査レベルの設定の考え方などを検討する取り組みを始めています。また、実務者の

方々がこれまでにかなり直面している技術的な課題に関して、情報交換をしたり、共同で検討して

いく取り組みも一部始めております。さらに、相互理解のため、設備や施設の見学などを始めてい

ます。こうした取組のゴールについては、環境モニタリングの分野ですと、規制庁には環境モニタ

リング指針というのがありますので、課題解決策をサブネットワーク内でまとめ、将来指針への取

り入れを目指す提案としてまとめるイメージを持っています。 

 

 それから個人線量評価と放射線管理のサブグループでは、２月に会合を持つ予定です。12月に

設定する予定のところ事情があって遅れておりますが、個人被ばくの特にポピュレーションモニタ

リングの側面の検討を予定しています。従前、我が国では、いわゆる事故時の放射線防護におい

て、個人に着目したモニタリングは現実的でないということで、あまり計画されていませんでした。

けれども、実際に事故を経験してみると、個人のモニタリングまできちんと住民の方々に情報提供

していかないと、収まりがつかないということが明らかになってきました。そういった枠組みの準備

ということに関しては、わが国ではほとんど検討がないと言ってもよろしいと思います。こういった

ことの全部の検討は無理ですけれども、例えばホールボディカウンターの測定の実際の展開の仕
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方に関しては、経験に基づくいろいろなまとめができると考えています。そういう検討を今後進め

ていきますが、これも参加しているメンバーの身の丈に合ったテーマを決めるということで、進めて

いきたいと思っております。 

 また、当初から問題として設定しておりますキャパシティの把握の問題や、放射線の防護支援の

緊急時の実際のあり方に関する検討、それから教育の支援のあり方、その現状の調査、そういっ

たことに関しても、活動のスコープに入れています。 

 今年度、こういった活動を具体的に展開してみて、来年度中に指針となるような全体像までを提

案することはなかなか難しいと考えていますが、このグループの中で検討をしたそのアイテムを、

将来の指針の１つのピースとして活用ができるような形でまとめていきたいとい考えています。ぜ

ひ皆さまのほうからご意見をいただければと思います。 

以上です。 

 

〈質疑応答〉 

【フロア】 幾つかお聞きしたいのですが、まず１つ目は、緊急時放射線防護というところの緊急時

が何を指しているのか、です。ご説明の中では原子炉の大事故、福島の事故のようなことを想定

されていると思いますが、現実には動燃の事故ですとか、原研でも小さな事故があるわけですの

で、そのときにどう対応するかということのほうが、むしろ現実的ではないかという気がします。 

大きい事故に対応できれば小さな事故にも対応できるかというと、そうじゃないと思うんです。事故

そのものは固有のものですので、小さい事故にどう対応するかのほうが事故対応としては大事じ

ゃないかと思います。 

この中に医療被ばくも含まれていますが、原子炉の事故と医療の緊急被ばくは質的に別の問

題ではないかと思います。 

それからもう１つは個人被ばく線量についてです。これを評価するのは大事だということは分か

りますが、作業者の個人被ばくはきちんと測定可能だろうと思いますが、一般住民の個人の被ば

く線量をどう把握するかは非常に難しい。またその必要があるのかどうかということも検討しなけ

ればいけないと思います。 

【百瀬】 貴重なご意見をありがとうございます。緊急時はどういうものなのかというご質問ですが、

実はこのネットワーク活動を開始するずっと前、福島の事故が起こる以前は、放射線防護の関係

者の間では事業所内の限定的な規模の事故対応に係る教育や訓練、処置対応計画に関する取

り組みが行われてきていました。そのような事故の頻度が多いんだからまずそこに集中すればよ

い、という認識でした。結局、1F の事故を経験することになりました。1F の事故を経験して、一番

シビアなところをあらかじめ関係者の皆さんと真剣に考えておかないと、実際にはうまくいかない

部分があるということが反省点だと私自身は考えていました。それでこのネットワークというプロジ

ェクトが立ち上がったとき、それから原子力の安全規制のあり方も住民の防護を起点とした考え方

41



に変わっているように思いますので、まずは大きな災害を考えていくことにしました。難しいところ

から始めるのはどうかとのご懸念は当然ですが、1F の事故を経験したからこそ、このような形とし

ています。 

次に個人モニタリングについてですが、実はポピュレーションモニタリングという言葉はわが国

ではあまり定着していませんが、ポピュレーションモニタリングの展開は広範囲にわたって人の命

にかかわるような放射線災害が起こったときに直面する重要な課題だと思っています。その一部

として個人モニタリングが含まれています。JCO の事故のときにもポピュレーションモニタリングを

考える機会はあったんですけども、進みませんでした。1F の事故では、福島県民全員に対してホ

ールボディカウンターによる測定をやらないと収まらなかったわけです。だから、そこは真剣に考

えるべきだということで、個人モニタリングも活動のスコープの中に入れたという経緯があります。 

 それから、医療被ばくに関してはもちろん別と考えていて、ここは事故による被ばくに対する対処

の意味での被ばく医療です。私の説明が医療被ばくと混在しているのであれば、そこは説明が不

十分だったと思います。ご指摘、ありがとうございます。 
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日本原子力研究開発機構

百瀬琢麿、高田千恵、外川織彦、中野政尚

緊急時放射線防護ネットワークの
構築に向けた活動状況

1

平成31年1月16日

当初の問題意識と対応方針

万一の放射線緊急事態・原子力災害発生時に、
教育研究機関、原子力事業所等の放射線防護分
野の研究者／技術者、放射線管理員が、その専
門性を生かして適材適所で災害支援活動を展開
するには平常時からどのような活動が必要か？

JAEAの原子力緊急時支援組織等をコアとして
国内の放射線防護の関係者で問題意識を共有し、
改善に向けた活動を提案、実践していく。

2

緊急時放射線防護ネットワークのイメージ

JAEA ＱＳＴ 大学等

原子力事業所

防災対応機関 指定公共機関

民間研究所等自治体研究所

自治体

メーカ等

海外研究機関

緊急時計画Gr

環境モニタリングGr放射線管理Gr 個人線量評価Gr

環境影響評価Gr ・・・Gr

放射線防護分野の研究者、技術者等の所属機関

緊急時放射線防護
ＮＷ

緊急時対応
組織

参加

既存ネットワーク

連携

放射線計測Gr

課題解決

ニーズ提示

参加

3

緊急時放射線防護ネットワーク活動状況

 現状調査とネットワークの進め方検討（２９年度）

 ３つのサブネットワーク設置（30年度）

 環境モニタリング、個人線量評価、放射線管理

 参加機関(一部調整中）
 日本原子力研究開発機構、量子科学技術研究開発機構、原子力安全

研究協会、東京大学、弘前大学、東北大学、長崎大学、広島大学、
福島県立医大、日本保健物理学会、日本放射線安全管理学会、日本
放射線事故・災害医学会、自治体、原子力事業所等

 活動計画
1年目 2年目 3年目 4年目以降～

進め方検討：現状調査→NW制度設計→評価と改善

ＮＷ活動： ＮＷ立上げ→人材育成課題検討→技術的課題検討

活動の継続的実施

4

当面の活動Ⅰ（人材の育成・確保）

専門人材の把握と災害支援スキームの検討

 災害対応の責任組織が有事に直面する放射線防護上の課題に
対して、ネットワークの関係者が迅速かつ適切に専門的な助
言や支援を行えるように人材リストの整備や支援を円滑に進
めるための仕組みの検討を行う。

災害対応に係る要員の教育・訓練のあり方検討

 ネットワーク関係者の所属機関等において定期的に実施して
いる教育訓練の相互協力等を促進し、量的、質的な向上を図
る。

関係機関間の研究連携の促進

 緊急時の放射線防護に関係する研究開発活動を促進するため
の情報交換等を行う場を設定する。

5

専門分野毎に異なる課題の解決に向けて検討会の開
催、ドキュメント作成等を行う。

技術的検討課題の例

環境モニタリング

 現存被ばく状況における通常の変動幅に関する検討

被ばく線量評価

 精度管理のあり方

 Population monitoringの側面からの検討

放射線管理

 避難退域時検査要員の教育訓練のあり方、教材の整備

 被災者の生活環境における放射線管理のあり方検討

緊急被ばく医療／緊急時計画他

 新たな知見、経験の反映、新技術の取入れ

 多様な緊急事態への備え

当面の活動Ⅱ（個別分野の技術的課題）

6
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平成30年度の活動状況
環境モニタリング

7

JAEA原科研、核サ研、大洗研、日本原電東海・東海第2発電所の環境モニタリング実務者を構成員と
する「福島第一原発事故による環境影響検討会」を平成30年度からは緊急時放射線防護ネットワークの
サブグループと位置付けて環境モニタリングに係る技術的課題について調査検討を行っている。今年度
他機関の関係者を追加していく予定。

メンバー構成
幹事：JAEA核燃料サイクル工学研究所 中野政尚、細見健二
JAEA原科研 放射線管理部環境放射線管理課
JAEA核サ研 放射線管理部環境監視課
JAEA大洗研 放射線管理部環境監視線量計測課
原電東海・東海第二発電所 放射線・化学管理グループ
今年度追加予定

30年度活動内容
１．環境モニタリングにおける１F事故の影響評価

 データ入力フォーマットの送付（2018.6.15）、各事業所からデータ回収
 4事業所結合データの送付（2018.10.11）、各事業所での評価
 検討会（2019.2予定）

２．環境モニタリング実施状況と問題点の共有等
 葉菜（ホウレン草）の確保
 排水口近辺土砂の採取困難
 アラメに時折I-131が検出される、等

３．施設見学会
 JAEA核サ研の放射性排水管理設備（30.5.28）
 日本原電東海発電所環境分析設備（日程調整中）

平成30年度の活動状況
個人線量評価・放射線管理・他

8

日本放射線事故・災害医学会との共催によるパネル討論会を開催した他、JAEA各拠点の放射線管理担当
者や大学研究機関等の放射線防護関係者・放射線管理実務者等を構成員とする会議体の開催を平成31年
2月に計画中。専門人材の把握と参加メンバーの情報共有、緊急時放射線防護支援のあり方（災害支援ス
キーム等）検討等を進めていく。

メンバー構成
幹事：JAEA核燃料サイクル工学研究所 百瀬琢麿（放射線管理）、高田千恵（個人線量評価）、外川織彦（緊急時支援）
JAEA各拠点放射線管理担当者（原科研、核サ研、大洗研、他）
大学、研究機関放射線管理担当者（東北大学、長崎大学、他）
今年度追加予定

30年度活動内容
１．緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状把握

 日本放射線事故・災害医学会第6回学術集会との合同企画によるパネル討論開催「緊急時対応人材の育成・確保と
ネットワーク間の連携を考える」（2018.9.22）→別途JARADMから報告

２．関係機関の相互理解と放射線管理上の課題共有
３．放射線管理支援に係るキャパシティの把握、緊急時放射線防護支援のあり方検討
４．各機関で実施している原子力防災関連教育の現状整理
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アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

職業被ばく最適化ネットワーク     

吉澤 道夫(日本原子力研究開発機構) 

代理：神田 玲子（量子科学技術研究開発機構） 

 

【神田】 JAEAの保安管理部長である吉澤先生がなかなか所から離れにくい立場なので、本報告

会も参加が危ぶまれていたので、事前に資料を作っていただき、説明内容にも目を通していただ

いています。 

 職業被ばく最適化ネットワークの背景と目的について最初にお話します。国内の発電所や RI 施

設はそれぞれ管理の最適化が行なえる状況にあります。ただ、国際的には、全てのセクションの

規制状況、線量分布、職業被ばくの状況などが分かる仕組みがあります。欧州では European 

ALARA Network や ESOREX がありますし、原子力発電の分野においては ISOE といったシステム

がありまして、この中で情報交換がきちんとなされています。これに匹敵する仕組みが日本にはな

いということが、このネットワークによる課題解決のための最初のスタートポイントです。 

 こうした議論はかなり昔からありまして、エポックメーキングとしていつもご紹介させていただくの

が日本学術会議の提言です。放射線作業者の被ばくの一元管理について 2010 年７月に提言が

出され、翌年の９月にも記録という形で、一元管理を実現するための具体的な方法がまとめられ

ています。しかしその後も日本全体としては議論が進んでいません。ステークホルダーが多い課

題検討となりますので、合意形成が大変重要なことになろうか思っています。 

 それから、このネットワークが扱っているもう１つのテーマが、職業被ばくの線量情報の信頼性に

関してです。IAEA の IRRS でも、モニタリングの信頼性に対する品質保証の規制要求がなされて

いないといった指摘がありました。これを受けて、もちろん、規制庁でも検討が進んでいるところで

すが、この２つの検討を一緒に扱うというのがこのネットワークの大きな目的です。 

 そこで、このネットワークは、大きく分けて２つのグループで活動しています。その一つ目が国家

線量登録制度検討グループです。目標は、国家線量登録制度設立に向けた合意形成とその具体

的な提案です。 ２つ目が線量測定機関の認定制度の検討グループで、特にインハウスの事業

者のほうに焦点を当てた議論をします。こういった検討を２つのグループそれぞれにしていただい

て、最終的には全体的に職業被ばくに関係する機関を集めて ALARA ネットワークを日本の中で

もつくりたいという壮大な計画を吉澤先生はお持ちです。 

 

 まず国家線量登録制度に向けて、今年度は検討グループを立ち上げたところです。ステークホ

ルダーが多い議論となりますので、関係するステークホルダーにはできるだけ早くから情報共有

や合意形成にかかわってほしいと思っています。核となるような機関は、JAEA、量研、放影協中
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央登録センター、個線協、放射線計測協会といったところだと思っておりますが、従前の議論に比

べて、今回のグループではユーザーの立場の方々の意見を聞きたいということがあって、日本保

健物理学会と放射線安全管理学会からもグループへの参加をお願いしたところです。 

 これまでの活動ですが、既に今日までにいろいろな議論をしているわけですから、ゼロベースで

議論を始めるわけではなくて、これまでの議論の内容をもう一度レビューしてみようというところか

らスタートしています。2010 年の日本学術会議の提言をまとめたとき、それから記録として具体的

な方法をまとめたとき、コスト計算も含めてさまざまな検討がなされています。ただ今日までに約

10 年間の経過があり、社会情勢も変わってきていますので、見直しが必要だろうと思っています。

特に新たな問題として提起されてきたものとしては、医療関係者の線量管理が挙げられます。ま

た事業者が議論に参加する必要がある、あるいは大学での人材流動化がだんだん進んできてい

るので大学関係者の職業被ばくもかつて以上に問題が大きくなっている、といった指摘もされてい

ます。さらに、眼の水晶体の線量限度の変更といった問題もあります。このように、10 年前とは社

会的なニーズも変わってきているので、検討のポイントを見直ししているところです。 

 こうした課題抽出は、昨年６月の保健物理学会のアンブレラ関連のセッションで議論した成果で

もあります。保健物理学会の年次大会において、アンブレラ関連の特別セッションを開催した際、

テーマが２つありました。１つは ICRU・ICRP が提案している新しい線量概念についてで、もう１つ

が職業被ばくでした。保健物理学会の年次大会では水晶体の線量限度に関連して、職業被ばく

の線量評価についてはかなりの発表がありましたが、あまり管理については注目されていません

でした。職業被ばくの線量管理の話というのはアカデミアで議論するようなものではなくて、片が付

いているとか、問題なく進んでいると認識されている学会員の先生もいらっしゃるのかなと思いま

して、医療の現場と大学の現場から、それぞれが抱える課題について紹介いただきました。そうい

った登壇者からの話を伺いまして、線量の一元管理ができれば解決できる問題と、それがなされ

たとしてもやはり残る問題があるということは確認できましたし、ネットワークの活動としても、優先

すべき点が明らかになってきていると感じております。 

 そこで検討の進め方の方針としては、大学や医療現場といった流動性の高い職種にふさわしい

一元化の方策を検討すべき、ということになりまして、それに適したメンバーで検討グループを構

成しております。メンバーの先生方と最近の線量登録制度の状況について情報を共有し、この先

どういう制度を提案していくのか、その方向性について議論をしていただいているところです。 

 

 もう１つの線量測定機関の認定制度のグループですが、こちらは JAB、日本適合性認定協会に

設置されている放射線モニタリング分科会とほとんど連動して活動をしています。この分科会では

ISO/IEC 17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」というものに基づく認定基

準及び技能試験の内容が決まったところです。そこで、ネットワークの検討グループとしては、２つ

の事柄について検討を行なっています。１つ目は、認定基準や技能試験の具体的な運用や解釈
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に関する検討です。具体的には技能試験の合否判定基準の基礎データをこのネットワーク事業

内で取得しています。もう１つの検討課題は、測定機関認定制度を環境放射線モニタリングにも

拡大する場合の検討です。これは原子力規制庁のモニタリング技術チームの基本方針を受けて、

検討を開始したいと聞いております。 

 職業被ばくネットワークの今年度の活動は以上です。本日、吉澤先生がいらっしゃらないので、

コメントや質問に関してどこまで回答できるか分かりませんが、吉澤先生にも伝えたいと思います

し、グループメンバーの百瀬先生もいらっしゃるので、ぜひご意見を頂戴できればと思います。 

〈質疑応答〉 

【フロア】 職業被ばくの範疇について伺いますが、これは航空機クルーも入っていますか。パイロ

ットとか CA は、EU とかドイツでは放射線従事者ではないにしても、放射線従事者に準じるという

形で入っていますが、この検討はなされているような雰囲気はありますか。 

【神田】 範疇には考えております。というのは、UNSCEAR に職業被ばくのデータを出すときには

そういう項目もありますので、特に私ども量研としては強く意識しているところでございますし、航

空機被ばくに関しましては、サポートできる部分があろうかと思っております。 

【フロア】 これは何かまとまるような形になりますか。 

【神田】 古川先生が一番ご存じでしょうか。 

【古川】 琉球大学の古川です。正確なお話ができるかどうか分かりませんが、既に航空機被ばく

に関するガイドライは作られていますので、新たに検討を加えていただければと思います。 

フロアからの情報提供 
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職業被ばく最適化ネットワークの活動
に関する報告

吉澤 道夫

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力科学研究所

保安管理部

職業被ばくの最適化推進ネットワーク立上げの背景・目的

国際的には職業被ばくの全体像の把握・最適化推進のしくみが存在
欧州： EAN (European ALARA Network), 

ESOREX (European Study on Occupational Radiation Exposure)
アジア： ARAN （Asia regional ALARA Network）
原子力発電： IAEA・OECE/NEA  ISOE（Information System on Occupational Exposure）

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」
具体化に向けた議論（合意形成）が進んでいない

IAEA総合規制評価サービス(IRRS)の指摘・勧告
放射線モニタリング（環境放射線、個人線量） を行うサービス提供者が行う放射線モニタリングの品

質保証について十分な規制要求がなされていない旨の指摘

2

関係者が参加するネットワークを構築して、これらの課題を解決

職業被ばくの最適化推進ネットワークの構築

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置
運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

第１段階（１～３年） ： ２つのグループで活動

① 国家線量登録制度検討グループ
目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた合意形成及び具体的な提案

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立

第２段階（４年目以降） ： 日本版ALARAネットワークの設立

3

国家線量登録制度検討グループの全体計画

活動計画

参加機関

日本原子力研究開発機構（JAEA）、量子科学技術研究開発機構（量研）、
放射線影響協会放射線従事者中央登録センター、個人線量測定機関協議会、
放射線計測協会、日本保健物理学会、日本放射線安全管理学会等

4

1年目 2年目 3年目 4年目以降～

NW立ち上げ →線量登録方法、職業被ばく分類、
外国調査(英国) データ集約・公表・活用の調査 →具体的提案

国家線量登録制度検討グループの活動（１）

これまでの関連活動のレビュー

日本学術会議 2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」、
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具体的な方法」

これらの文書を踏まえて関係メンバーが関係省庁、議員等への説明
→ なかなか具体化せず

 2017年３月 セミナー「職業被曝の線量把握に関する国際活動を考える」 主催：放射線医学総合研究所

 IAEA基本安全基準等で、線量記録や国家線量登録（NDR)は要件となっており、加盟国でのＮＤＲ設置を推進

 UNSCEARが進める被ばく線量データ収集への対応に課題多し（民間やボランタリーベースでは対応が困難）

欧州と日本の線量情報収集の目的意識の違い（職種別の最適化等を見据えたデータ収集が必要）

大きな集団である医療関係者の線量管理が課題

事業者側の議論への参加が必要

最近の被ばく管理に関する動き

大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネットワークで線量管理を検討（実施？）

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の複数年に亘る線量管理の必要性が増大

5

国家線量登録制度検討グループの活動（２）

6

日本保健物理学会特別セッションでの課題抽出と情報共有

特別セッション「原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業」

（6月29日 14時30分～15時30分）

・神田玲子（量研）：職業被ばく最適化ネットワークの紹介（量研・神田玲子）

・藤淵俊王（九州大学）：職業被ばくの線量登録制度に向けて－現状の課題（医療関係者）－

・渡部浩司（東北大学）：職業被ばく管理における現状の課題(大学)

国家線量登録制度導入では解決できない
医療現場の問題（藤淵氏発表資料より）

人の管理が複雑化する大学が抱える
問題（渡部氏資料より）
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国家線量登録制度検討グループの活動（３）

検討の進め方とメンバーの設定
大学や医療現場といった流動性の高い職種に相応しい一元化を検討する。

検討メンバー：

会合（調整中）
これまでの活動、現在の線量登録制度等の状況（中登センターと大学関係者が

始めたシステム等）について情報を共有し、制度の方向性を議論する。
7

氏名 所属

飯本 武志 東京大学環境安全本部

岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学研究所

渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター

伊藤 敦夫 放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター

百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

線量測定機関認定制度検討グループ

日本適合性認定協会(JAB)「放射線モニタリング分科会」をベースに活動

ISO/IEC 17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づく認定
基準及び技能試験の内容が決まり、JABの認定がスタート（2018年7月）

検討Gr. では、次の2つを検討
①認定基準・技能試験等の具体的な運用・解釈

個人線量測定の技能試験の合否判定基準について、基礎データを収集

• 従来データの少ない線量計へのＸ線斜め入射に対するデータを取得（作業実施中）

②環境放射線モニタリング等への拡大の方向性について検討

原子力規制庁（環境放射線モニタリング技術検討チーム）からの基本方針が必要

参加機関

日本原子力研究開発機構（JAEA）、日本適合性認定協会(JAB)、放射線計測協会、産業技術総合
研究所（計量標準センター）、日本アイソトープ協会、個人線量測定機関協議会

8
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アンブレラの活動Ⅱ：ネットワークの構築 

新たな活動に関する指定発言   

篠原 厚(大阪大学) 

【篠原】 大阪大学の篠原でございます。私は、神田先生のほうからこ

こで発言するようにと言われて、何も用意してきませんでしたが、ちょっ

とメモだけ、変なことを言わないように作りました。 

 私は大阪大学理学部で放射化学という分野でいろいろな研究をして

おります。最近は短寿命のα線核種を使った核医学利用に向けた基

礎的な研究に携わっております。同時に、ネットワーク事業のもう１つ

の大学 RI センター中心のネットワーク事業の責任者をさせていただい

ています。今、短寿命のα線核種の合理的な管理に向けていろいろな

研究を進めておりますので、それに関連して、こちらのネットワーク事業と連携していくほうがいい

だろうということを提案したいと思います。 

 ご存じのとおり、短寿命のα線核種は今、核医学の分野でがん治療等との関係で非常に注目さ

れていまして、どんどんニーズが高まってきています。将来、国内でも大量に作られるだろうし、利

用はどんどんと増えてくるだろうと思っています。しかし皆さんご存じのとおり、α線核種の規制は

非常に厳しいですのですが、医療で使うものは寿命も非常に短いので、何とか合理的な管理はで

きないかと考えています。もともと長寿命を想定したような規制法ですので、研究や治療まで見据

えて使うときに、もう少し使いやすい、いいかえると合理的な手法で管理できたほうが、研究の促

進になります。下手すると研究のブレーキになってしまいますので、その辺を今から考えたいと思

いますし、私たち自身は今すでに研究していますので、切羽詰まった状況です。 

 規制庁と話をすると、こういったところに法令根拠になるような基礎データが必要だということが

ニーズとして出てきます。そこ、でそのデータをそろえて、実態に合ったような合理的な規制管理

手法を検討したいというのが、私の研究のベースです。 

 一昨年に、ご存じのとおり、規制庁が安全研究を公募した際に、その重点テーマの中に短寿命

α核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研究がありまして、それ

にわれわれのチームは「短寿命α線核種の飛散率等の基礎データの取得と合理的法規制に向

けた安全性検証と放射線管理法の開発」というタイトルで応募しまして、委託研究を今遂行してお

ります。 

その中で、主に着目されていますのはアスタチンの 211、ラジウムの 223、アクチウムの 225 で
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す。この３核種につきまして、飛散率と動物実験に関して基礎的なデータを実験的に取得すること

を今進めています。すでにほとんどのデータは取り終えました。 

 さらに従事者、この場合は主に医療従事者になりますが、かれらの作業環境の実態を調査する

こととしています。また効果的な教育プログラムといいますか、取扱法等についても開発をしていく

ことにしています。関係する研究として、同じテーマで、近畿大学の細野先生のグループが、国内

外の医療の短寿命α線核種の取り扱いの実態調査研究を行っております。 

  

こういった重点研究は、これも皆さんご存じのとおり、最終的には規制に生かせるようにする必

要があります。そのために、われわれとしてのゴールは、何らかの形でガイドラインのようなものに

終着させることにあると思っています。 

 私たちチームの研究は２年間の研究なので、今年度には終わるわけですが、今後、この成果を

踏まえて、基礎的な研究から最後は医療にまでつなげる必要があります。ですから、包括的な何

かチームを作って、これまで得られたデータや調査の結果を踏まえた上で、ガイドラインの案のよ

うなものを策定してはどうかと思っています。 

 そこで提案されたガイドラインを、関係する学協会の立場で確認・精査いただいて、場合によって

は修正、フィードバックをかけていただく。そして規制庁さんとも擦り合わせをして、最終的には関

係する学協会、それはまさにここにお集まりの先生方とか、核医学とか、もう少し広いかもしれま

せんが、そういった学協会のお墨付きといいますか、オーソライズをしていただく形で、最終的な

提案をするというのが、取り得る道だろうと思っております。 

  

ガイドラインの方向性については、中島先生が発表されました通り、昨年の 12 月に放射線安全

管理学会の特別セッションで、今までの成果を発表して、いろいろとご議論いただきました。詳しい

ことは言いませんが、基本的には規制や法規の数字自体をいじるようなことはせず、運用面で何

とか合理化が図れないかという方向で検討しております。 

 ただ、運用面での合理化といっても、均一にどこの施設も同じように OK ですよというのでは難し

く、研究目的とかいろいろな条件を満たすところについて、個々に検討するような形になるのでは

ないかという方向性が今出てきています。 

 ですから、作ろうとしているガイドラインも、今までの普通にあるガイドラインとはちょっと感じの違

うものになりそうです。マニュアルなのかガイドラインなのか、その中間ぐらいの感じで、中身が実

際に即したようなものになるのではないかなと思っております。 

 ここでお願いしたいのは、関係する分野の学協会の窓口か母体にアンブレラ事業がなることで、

ぜひそのことを期待しております。 

 安全管理の合理化は次年度の重点テーマにもなっておりますので、そこに提案するのかどうか

もまだ検討中ですけども、具体的には、採択されたそのガイドラインを作るグループからら文案が
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出てきます。それを受けて、それぞれのお立場からいろいろなコメントなり、もしくは修正等、たた

き台をたたいていただく。もちろん規制庁とも擦り合わせを進め、最終的に、関係する学協会のオ

ーソライズを取っていただくということを、ぜひこのアンブレラ事業の枠組みの中で進めていただき

たいと思います。それであれば、アスタチンの 211、ラジウムの 223、アクチウムの 225 の合理的

管理は進むのではないかなと思っています。 

 ほかの核種も多々ございますので、ぜひともアンブレラ事業の神田先生を中心にご検討いただ

けたらと思っております。 

以上です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演中の会場の様子 
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今後の活動への具体的な提案 

若手研究者からの提案（日本保健物理学会若手研究会）  

片岡 憲昭(東京都立産業技術研究センター) 

 
【片岡】 ご紹介ありがとうございます。この場をお借りしまして、発表さ

せていただきます。私、保健物理学会主査の片岡と申します。 

 保健物理学会若手研究会からの提案といたしましては、先ほど杉浦

先生から発表がありました IRPA における国際的な若手研究者の企画

を支援していただきたいということ、引き続き国際機関への派遣と規制

庁の若手受託の支援をお願いしたいということ、それから原子力規制に

かかわる社会人博士取得の支援をしていただきたいということです。 

 

 保健物理学会若手研のメンバーは 55 人です。その中でも、原子力機構の方がおよそ半分です。

職種については研究職が半分、技術職が半分になっています。恐らくほかの学会等では研究者

の方が多いのではないかと思いますが、保健物理学会ではかなり技術職の方が多くて、技術職

の方が国際舞台で活躍するということもかなりあります。 

 今まで国際機関で活躍した若手の事例を説明いたします。一人目は ICRP で活躍された電中研

の荻野さんですが、こちらは ICRP のパブリケーションの編集作業を行っておられました。次に放

医研の谷幸太郎さんは UNSCEAR のほうで福島フォローアップ等を行っていました。また IAEA の

環境科学研究所に原子力機構の河野さんが１年間留学されていました。このときに行なったのが

ストロンチウムの分析の高度技術化と日本環境モニタリングの分析技術の信頼性向上です。 

 このようなお三方は保健物理学会の若手研で主査等として活躍された方ですが、今では中堅と

して活躍されています。この方たちが国際舞台で活躍されたことによって、私たち若手も国際舞台

へ出席するのがかなり楽になりました。 

 私たち保健物理学会では、以前「暮らしの放射線 Q&A」をウェブサイトで立ち上げて、途中から

は若手研が主導的に作っておりました。そこで、2015 年の国際放射線シンポジウムでも発表をし

ましたし、European ALARA Network のワークショップでは「暮らしの放射線 Q&A」について招待講

演を行いました。現在、国際留学している方としては、原子力機構の森田さんがいますし、来年度

から島田さんが留学予定です。 

 

 先ほどの IRPA-YGN についてですが、こちらは放射線防護の国際ネットワークで、2017 年に立

ち上げを行いました。2018 年の５月 21 日に AOCRP で、日本、中国、韓国、オーストラリアでの若

手の代表が集結しまして、この IRPA-YGN のキックオフが行われました。その後の活動といたしま
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しては、2018 年６月にイギリスの放射線防護学会の会長、Pete Bryant さんと若手研とで合同発

表会を行いました。彼は 31 歳で私と同い年です。それで 2018 年 11 月の韓国放射線防護学会に

は、若手研から２名を派遣してくれといった要望がありました。そこで、広島大学の博士課程３年

の鈴木さんと長瀬ランダウアの岡崎さんを派遣させていただきました。 

 また、社会人博士を取得しようとしている方が２、３名おります。社内だけでなく、大学のほうに行

ってさらに視点を加えることによって、社会に貢献できるのではないかということであります。 

 私たち若手研では年に１回か２回勉強会を開いておりますので、そこで国際発表や国際機関等

で活躍するといった情報を若手研内で共有しています。そのほか、生物影響の学会とも昨年の 12

月に合同で勉強会を開きまして、国内でも幅を広げていこうといった活動もしています。このような

活動を行いまして、若手研究者同士のモチベーションを高めております。これには保健物理学会

から若手研に支援がありまして、年間 30 万の予算を頂いています。この中から若手研の勉強会

や、一般公衆の放射線理解といった活動を行っていますが、IRPA‐YGN の活動のような国際舞台

に派遣するという予算がないということもあって、この IRPA-YGN で国際的に優位になるためにも

引き続き支援をお願いしたいと思っております。 

 今後の予定ですが、2019年７月に、ちょうど１週間前に中国から若手研に講演依頼がありました。

そこでこちらにも出席する予定です。12 月に仙台で保健物理学会がありますので、その前日にイ

ギリス、韓国の若手研とジョイントワークショップを開催する予定です。2020 年につきましては、

IRPA15 に日本から多くの若手研究者を派遣して、IRPA-YGN の指導を行いたいと思っております。 

提案については、最初に述べたとおりになります。 

以上で終わります。 
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若手研究者からの意見

（地独）東京都立産業技術研究センター
保健物理学会 若手研 主査 片岡憲昭

―国際機関で活躍する若手の育成―

保健物理学会若手研究会からの提案

1. 国際的な若手主催の企画（IRPA‐YGN)を支援していただきたい

2. 引き続き、国際機関への支援や規制庁受託若手枠をお願いしたい。

3. 原子力規制・放射線安全規制に関わる社会人博士号取得の支援

保健物理分野の若手

放射線管理 原子力防災 環境放射能 廃棄物処分 生物影響 医療

研究職 水晶体線量
評価、中性
子線量評価
等の開発

確率論的リ
スク評価

安定ヨウ素
剤の効果

環境動態

環境試料分
析の高度化

１F廃炉関係

汚染土壌再
利用の検討

疫学研究

セシウム
ボール

医療被ばく
線量評価
X線防護用
具の開発

技術職 個人線量評
価

作業環境・
排気排水モ
ニタリング

防災訓練の
高度化

航空機モニ
タリング

環境試料分
析

環境モニタ
リング

廃棄物処分
技術の高度
化

細胞、動物
実験

個人線量評
価

保健物理分野の若手は研究職だけでなく技術職も多く、専門分野も多種多様
→国際舞台で活躍する若手は研究職だけでなく技術職も！

これまで国際機関で活躍した若手の事例

・ICRP科学秘書官補佐
〇荻野晴之（電中研） 2016年～2018年
ICRP Publicationの編集作業

福島県における地域住民による
対話集会開催等のICRP事務局運営サポート

・UNSCEAR福島フォローアップ
〇谷幸太郎（放医研）2015年～2017年
2016年白書及び2017年白書の公表

東京及び福島における専門家会合の開催等の企画サポート

・IAEA環境科学研究所 放射線測定研究所
〇河野恭彦（原子力機構） 2016年～2017年
海洋環境モニタリングの分析技術高度化

日本海洋環境モニタリング分析技術の信頼性向上

河野恭彦：Sr‐89,90の分析技術高度化

左 ：荻野晴之 右 ：谷幸太郎
ジャック・ロシャール氏（ICRP副委員長）
クレア・カズンズ氏（ICRP委員長）
クリストファー・クレメント氏（ICRP科学秘書官）
マルコム・クリック氏（UNSCEAR事務局長(当時)）

国際力を高める場を提供

・国際発表
〇2015年国際シンポジウム「福島の復興に向けての放射線対策に対するこれからの課題」
〇17th European ALARA Network workshop on “ALARA in emergency exposure situations”
暮らしの放射線Q&Aについて発表（招待講演）

・留学
〇森下祐樹（原子力機構） 2018年3月～ミシガン大学留学
〇嶋田和真（原子力機構） 2019年3月～イリノイ大学留学予定

・IRPA‐YGN
放射線防護の国際若手ネットワーク（YGN）を2017年に立ち上げた。
2018年5月21日AOCRP‐5で日本・中国・韓国・オーストラリアの
若手代表が集結しIRPA‐YGNのキックオフが行われた。

・2018年6月イギリス放射線防護学会会長と合同発表会
・2018年11月韓国放射線防護学会で2名の若手研を派遣

社会人博士号の取得
• 会社に籍を置きながら大学視点の研究が可能
• テーマによっては、会社と大学で連携しながら研究を進められる
• 博士号取得による情報発信力の向上
• 留学生との交流の場にもなる

社会

社内 社外

若手の視点

大学
大学の視点が加わる

情報発信力の向上
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・国際発表や国際機関で活動する
☟

・学会の若手研を利用する
☟

・若手同士のモチベーションを高める

ICRP/ICRU/IRPA

若手同士で
情報共有

若手の活性化

保健物理学会の多大なる支援

IRPA‐YGNは日本から2名の委員が招集されており、主体
的に活動し、交流が最も盛んである。

国際的に優位になるためにも引き続き、国際機関・国際
学会への支援や規制庁受託若手枠をお願いしたい。

今後の予定

・2019年7月 ISORD‐10の会議で中国の若手研から講演依頼

・2019年12月 イギリス・韓国の若手研とのジョイントワークショップ開催予定

・2020年5月 IRPA‐15で日本から多くの若手を派遣し、IRPA‐YGNを主導したい

保健物理学会若手研究会からの提案

1. 国際的な若手主催の企画（IRPA‐YGN)を支援していただきたい

2. 引き続き、国際機関への支援や規制庁受託若手枠をお願いしたい。

3. 原子力規制・放射線安全規制に関わる社会人博士号取得の支援
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今後の活動への具体的な提案 

若手研究者からの提案 

（日本放射線影響学会・若手放射線生物学研究会）  
 

砂押 正章(量子科学技術研究開発機構) 

 
【砂押】 量研・放医研の砂押と申します。このような発言の機会を頂き、

誠にありがとうございます。本日は日本放射線影響学会、並びに若手放

射線生物学研究会の一若手研究者として発言させて頂きます。 

 最初に私が所属する若手放射線生物学研究会について簡単にご紹介

させて頂きます。会員数は約 100 名おります。しかしながら、実質活動し

ている会員の数はその半数、あるいはそれ未満というのが現状です。最

初に神田先生にお話し頂きましたように、若手研究者の数が徐々に減少

しているというデータを反映しているといった感じです。 

 

 今回、神田先生から頂いた宿題は３つです。１つ目はこれから公募がなされるであろう安全規制

研究課題の採択における「若手を配慮した加点」について、若手はどう考えているのかという点で

す。２つ目が、若手がより研究しやすくなる、あるいは若手の研究を推進するための方策について

の若手が求めるものの提案です。３つ目は、アンブレラ事業でも国際機関会合への若手の派遣制

度について若手自身はどう思っているのかです。以上３点について、発言させて頂きます。 

 

 最初に、安全規制研究の研究課題の採択における若手を配慮した加点についてですが、これ

は非常にありがたい政策だと考えています。その理由として、将来的に若手が大きな研究でリー

ダーシップを発揮し、研究を統括する能力を培うことに繋がると考えられるからです。しかし、若手

の研究を推進、あるいは支援するところに重点が偏ってしまうことで、本来必要な安全規制研究

が採択されないなどの問題が生じるのであれば、その点配慮して頂くべきとも考えています。具体

的なことを申し上げますと、他の国家プロジェクトなどにある、一般枠とは別に若手枠を設けるよう

な、若手が応募しやすいスタイルで募集をかけて頂けると、より若手の研究も推進されるのではな

いかと思います。その場合は少し研究費を減らすなどするのも一つかと思います。 

 一方で、若手の育成、教育というのは、若手から見ても継続していくことが大切だと考えていま

す。ですので、可能であればこの研究費を基金化するなどして、より継続性のある事業にして頂け

るとありがたいです。さらには、この研究課題の研究期間が終了した後、研究成果報告会などで

何か競争的な賞を設けて頂けると、その受賞も業績になるので、若手研究者の今後の研究活動

により有益に働くのではと考えています。以上が若手研究課題への加点に対するコメントです。 
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 続いて、より効果的な若手の研究を推進するための方策に関してです。これに関しては、先ほど

申し上げたように若手研究者の数が減少しているということが問題点です。そのため、まずは若

手の確保・育成が大切かと思います。しかし、そこで特に大切になってくるのは、いかに若手を確

保するかというよりも、若手同士がどのようにコミュニケーションを取ってコミュニティを形成し、協

働して研究を進めていく関係を形成できるかという点であると考えています。先ほど片岡先生が申

し上げてくださったように、昨年の 12月、保健物理学会の若手研と若手放射線生物学研究会で合

同勉強会を開催して、これからの共同研究について、あるいは放射線防護にどういう形で貢献し

ていくのかという点を議論させて頂きました。今後もこのような活動というのは継続していきたいで

すし、保物の若手研だけではなく、他の学会の若手組織とも協働を展開することで、それぞれの

組織の特徴や役割をとらえて、長所を生かすことのできるコミュニティ形成に努めていきたいと考

えています。 

 いいコミュニティ作りで大切なのは、人とのつながりを大切にすることだと思います。若手組織に

限ったことでないとは思います。そのため、このような若手あるは若手の枠を越えたコミュニティづ

くりに対する支援をお願いできればと考えています。例えば、これから公募頂いて採択された課題

において、若手研究者が中心となってワークショップのような会を企画して、採択課題の内容、方

策、実施状況などの理解を深めるとともに、人材交流を行うために使用できるような幅のある資金

源を用意して頂けると若手の交流が活性化するのではと考えています。また、このような会におい

ては、会を開催するだけでなく、その合間にブレインストーミングできるような、「何のプレッシャー

もなくフランクなアイディアや人間関係を形成することができるような時間」というのを設けることが

大切であると考えています。これは若手同士だけじゃなくて、目上の先生方に対してのコミュニケ

ーションにおいても同じであり、よりフランクな形で様々な話ができれば、より強いパイプが形成で

きると思います。 

 この様なフランクな会合の具体例を１つ挙げますと、アメリカの Radiation Research Society では

SIT という若手育成プログラムが動いています。このプログラムの活動の１つとして、学会の会期

中に、目上の先生１名を、学生あるいは若手研究者７〜８人で囲んでランチを一緒に食べて、

様々な議論をするといった会があります。今日は各学会の代表の先生方がいらっしゃるので申し

上げますが、そういった会を日本の学会でも設けてみることが、隔たりのない良好な関係をつくる

上で大切であると考えています。これによって、若手研究者は、研究推進、並びに次のポジション

に関してより目上の先生に相談しやすくなりますし、目上の先生にとってはいい人材のリクルート

の機会になると思います。以上が、２つ目のより効果的な方策に関してです。 

 

 最後に３つ目ですが、国際機関会合への若手の派遣制度に対する意見です。これに関しては、

若手の意識や認識を国内基準でとどめることなく、国際基準にするという点で特に大切であると考
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えています。この制度がさらに拡大して、１人でも多くの若手研究者が国際経験を積むことができ

ればと考えています。 

 しかしながら、個人の性格や考え方には違いがあると思います。あらかじめ日本で経験やコミュ

ニティを作ってから行きたい方、あるいは経験はなくともとにかく行ってみたいという方もいらっしゃ

ると思います。そこで、まずは今までに国際派遣経験のある先生と交流する機会を定期的に設け

る、あるいは海外から人材を派遣して頂いて交流を図った上で、若手が国際派遣に参加できるチ

ャンスを増やして頂けるとありがたいです。 

 また、国外だけでなく、国内で実施されている重要な会合もあると思います。放射線防護にとど

まらず、放射線生物の会合や研修会への派遣の支援制度などがあると、放射線生物の国際的な

知識を安全規制に生かすことのできる人材育成と人材ネットワークの構築を実現できるのではな

いかと考えております。 

 少々長くなりましたが、以上です。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表中の会場の様子 
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今後の活動への具体的な提案 

規制側から要望 

吉住 奈緒子(原子力規制庁） 

 
【吉住】 原子力規制庁の吉住でございます。スライド等の用意がなく

て、私も口頭で失礼いたします。 

 アンブレラ事業の方向性としては、現時点でおおむね規制庁のニー

ズに沿ったものになっていると思っておりますが、あらためて規制庁と

してアンブレラにどういうものを望んでいるかということについて、お話

をさせていただきたいと思います。 

 

 アンブレラの役割で求めているものは、総論として大きく分けて３つだ

と思っております。１つ目は、あいさつのときにもお話しさせていただきましたけれども、アカデミア

と規制側の橋渡しをしていただくという機能です。これについては両方の方向があると思っており

ます。まずアカデミアから規制側へ、今こういうことが問題になっているのでこういう課題がありま

すよという提案を規制庁にしていただいて、意見をいただくといったものがあります。その反対側

の方向として、規制庁側から、今規制庁が抱えている問題に対して何か回答になるような提言を

してくれないかといったように、規制庁側からのニーズをお伝えするといったものがあります。この

ように、橋渡し機能には両方の方向性があると思っております。 

 そうした規制庁側からのニーズについては、本日のような場ですとか、いろいろな学会に規制庁

の担当職員が出席するようにしていますので、そうしたところでお伝えさせていただいています。

また研究班の PO 補佐として規制庁から出向いて行くなど、いろいろな場で先生方にはお願いを

する機会はあるかと思いますが、そうしたことでアカデミアと規制庁の意思疎通をしていく１つのプ

ラットフォームとしての機能というのが１つ目であると思います。 

 その具体例としては、昨年度からお願いしております重点テーマの提言があると思います。今、

特に規制庁側のニーズとしてあるのが、先ほどの篠原先生のお話にもありましたけれども、短寿

命核種の取り扱いをどうしていくのかという問題です。これは規制庁側としてもすごく重要な規制

のニーズだと思っておりまして、規制庁内でも何とかしなければというようなプレッシャーを、担当

課としてはかなり受けているというような状況です。 

 そうした中で、先ほど篠原先生からもお話がありましたけれども、平成 29 年度から始まっている

２つの研究が今年度で終わります。この今年度までの成果を踏まえて、来年度の重点テーマとし

て採択するであろう研究が新たにスタートします。そうした研究の成果を踏まえて、こんどはアカデ

ミアのコンセンサスを取っていただくというのがこのアンブレラの役割のもう１つの柱になるのだと

60



思います。ぜひ研究班とこのアンブレラが両輪となって、研究成果が規制につながるような提言を

お願いしたいと思っているところです。こうした橋渡しがアンブレラの役割の１点目となります。 

 

 ２点目といたしましては、アカデミアを横断したネットワークを構築していただくという機能がある

と思っています。これについては既に先ほどの発表にもありましたように、安全研究事業では２つ

のネットワークをつくっていただいているところですけれども、そうしたアカデミアの垣根を越えた課

題を検討していただく場というのが、ここになるのではないかなと思っています。 

 １つのキーワードとして、最近出てきておりますのが、正当化です。先週の規制委員会で、平成

３１年度の重点テーマを決定したところですけれども、その中で委員長からかなり強いご意見とし

て、「今後、正当化というものをこの安全研究事業の中で検討できないか」といった発言がありまし

た。公式の委員会の中でそういう発言があったのですが、委員長への事前レクの中でもかなり「正

当化」ということを強く委員長が言っていましたので、今回の重点テーマには入っていないのです

けれども、今後もしかしたら、委員長が言っているようなニーズについても、この安全研究事業の

中で応えていかなければいけないのではないかと考えています。 

 この正当化ですが、特に委員長の念頭にあるのは防災分野における正当化です。例えば何ら

かの原子力災害が起こったときに最終的にどうするかという判断は恐らく政治的な行政側の判断

になると思います。その判断をするにあたって、放射線という分野だけではなくて、健康上のリスク

ですとか、経済上のリスクですとか、いろいろなリスクを事前に洗い出しておく必要があるのでは

ないか、そうした問題意識を念頭に置いたご発言であったと考えています。 

 そうしたものを考えていくに当たって、恐らく１つの分野だけでは解決するのは難しい問題で、い

ろいろな分野の先生方に横断的に検討していただかないといけないような課題になってくると思い

ます。こうした分野横断という課題について、解決とまではいかなくても、少し整理していただくとい

うようなところを、今後アカデミアを横断するこうしたネットワークにお願いしていくことになるのかも

しれないと思っております。 

 

 ３番目の役割といたしましては、人材の確保・育成機能があるだろうと思っています。先ほど若

手の先生方からすごく具体的なご提案をいただいたところですけれども、この分野の若手をいか

に育てていくのか、これは本当に規制庁内でもすごく重要な課題だと思っております。 

 先ほども話題に出していただきましたけれども、安全研究の中でも若手の支援をどうしていくの

かを今年度の研究推進委員会第１回、第２回で話し合ってまいりまして、その結果として、若手が

入っている研究について加点要素とするという案を来年度から取り入れると決まったところでござ

います。これについては、取りあえずこういう案で来年度やった上で、もしさらにここを改良したほ

うがいい、あるいはもっとこうしたほうがいいというような案がありましたら、引き続き支援の方法に

ついて検討していきます。 
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 安全研究については今そうした方向性が出ておりますが、アンブレラのほうでも、どのように若

手を育てていくのがいいのかということについて、今日やっていただいたような若手の先生方から

の意見の吸い上げですとか、独自の事業をぜひやっていただいて、若手育成のプラットフォームと

いった機能を担っていただければと思っているところでございます。 

 

 今申し上げたようなことは、既にアンブレラの中でも行っている方向性のものだと思いますので、

そういう意味では既に規制庁のニーズに沿ったようなことをかなりやっていただいていると思って

おりますし、これからもこの事業には大変期待をしているところでございます。 

 今年度で２年目が終わるところで、来年度は３年目となります。来年度終わった段階で１度中間

評価があります。普通の年次評価に比べてやはり中間評価はしっかりした評価になると思います

ので、ぜひその中間評価に向けて、来年度もしっかり成果を出していっていただきたいと思ってお

りますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 
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今後の活動への具体的な提案 

フロアからのコメント 

 

【神田】 どうもありがとうございました。今、いただいたコメントシートを見させていただきました。ま

ず前半の学会に関しての質問と、もう１つは次年度以降へのアドバイスと２つに大きく分けられる

ようです。つきましては、学会への質問に関しては、ご担当から１分ずつぐらいで、お答えをいただ

ければと思います。それから、次年度の計画へのアドバイスに対しましては、今指定発言者として

ご意見いただいたものと併せて少し議論をしたいと思います。 

 

【神田】  学会への質問は、発表順に伺います。 

まず日本保健物理学会への質問です。活動の中で、恐らく線量のデータベースの話だと思います

が、「内容の更新が必要だと思いますけど、その予定はありますか。それから成果利用、データベ

ース化する予定はありますか」というご質問です。 

【赤羽】 内容の更新が必要という点に関しては具体的なご要望が把握しかねるところではありま

すが、恐らく現在行っている内容について、修正が必要ではないか、というご意見かと思います。

それにつきましては、もう少し具体的なご要望を言っていただければ、担当のメンバーで検討する

ことができるかと思います。 

 ２点目の質問ですが、現時点ではデータベースの内容の作成の計画を進めているところではあ

ります。そして今後、計画どおりにデータベースをつくるといったところが目標になろうかと思いま

す。その際、一気に百パーセントのデータベースが作れるかというと恐らく不十分なところも多々

あるかと思います。そこで、まずは計画に従ってデータベース化をして、その後、不十分なところの

検討、あるいはどのように運用していくかといった議論、といった形で進めていければと思います。 

【神田】 ありがとうございます。質問された方、もし追加でお聞きになりたい方は、会議終了の後

に聞いていただければと思います。 

 

【神田】 次いで日本放射線事故・災害医学会への質問です。「パネル討論で課題や意見が列挙

されたとのことですが、具体的な解決策がそれぞれの課題に対して議論されたのでしょうか、参考

までにご教示いただきたいです」ということですが、お答えいただくのは百瀬先生でしょうか。 

【百瀬】 議論の中で解決案、アイディアなどは出てきています。パネル討論での様子はビデオに

撮って原稿に起こしておりますので、今後のネットワークの活動の中でそういったものの実現に向

けて対応していきたいと思っています。 

 

【神田】 続きまして、日本放射線影響学会への質問ですが、これは難しいです。「LNT 仮説自体
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の科学的な研究の現状はいかがでしょうか」ということなのですが、児玉先生にお願いしていいで

すか、それとも小林先生でしょうか。 

【児玉】 今、私が即答できるような質問ではないので、そういった質問が出ましたということを持ち

帰りまして、お答えを用意したいと思います。 

 

【神田】 今度は放射線安全管理学会への質問です。「従事者安全教育は、受け手の要望に合わ

せて送り手内で教育をするという形なのでしょうか。それとも受け手が最低限の教育を実施するの

ですか、もしくは e-learning でしょうか」というご質問ですが、中島先生、よろしいでしょうか。 

【中島】 特に発生装置関係の安全取扱についてなのですが、内容に関しては非常に一般的な話

と、それぞれの施設に合った安全取扱い、例えばこの辺は非常に危ないとかといった話の２点が

あると思います。一般的な話は基本的には送り手側でやるべきだと思いますし、KEK なら KEK、

SPring-8 なら SPring-8 という具合に、個々の教育はその施設でやるべきだという理解で、皆さん

納得されているのかなと今は考えています。 

 

【神田】 教育に関しても質問があります。学生の学士課程への教育について、それから医学生へ

の教育については、それぞれ別々の方からご質問を頂いておりますが、細井先生に答えていただ

くことはできますか。 

【細井】 文科省の医学教育モデル・コア・カリキュラムが改訂されまして、医学の医師国家試験の

中に原子力災害医療や放射線リスクコミュニケーションが入ることになっております。それに関し

まして、原子力規制庁から予算を頂きまして、今 e-learning を作成しています。また教科書を出版

しようということで行っております。 

【神田】 学士課程の放射線教育は、実は放射線影響学会への質問なのですが、どちらかの先生

にお答えいただくことはできますか。 

【児玉】 影響学会で教育を取り上げたのは、実は教養としての放射線生物学を学士課程で学習

する機会が減っているのではないかという危機感から申し上げました。 

 個々の大学教員はそれぞれ大学で放射線生物学の教育に専念されていると思います。研究室

に入ってきた学生に対して研究テーマを与えて、その中で放射線生物学を学ぶというスタイルの

教育はいずれの大学でもされていると思いますが、そうでなく、１つの教養として放射線の生物学

を学ぶという授業を提供している大学はあまりないのではないか、現状ではそれがだんだん減っ

ているのではないか、ということを危惧しているところです。 

【神田】 中島先生、追加でコメントをいただけますか。 

【中島】 安全管理学会というよりは大学等放射線施設協議会で、ちょっと前のことですが、例えば

アイソトープセンターの教員は何をやるべきかという議論がありました。例えば教養での１年生相

手の放射線教育をやるのも１つかな、といった議論が出まして、大学によってはそういったことを
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やっているところがあります。しかし多くのところはなかなかそこまでいっていないという状況があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

フロアからのコメントに回答する代表者会議メンバー 

（左上：百瀬氏、中央上：中島氏、右上：赤羽氏、左下：児玉氏、右下：細井氏） 

 

 

【神田】  今度は次年度の話をさせていただければと思います。 

本日午前中に代表者会議を開催して、次年度の事業計画については、大まかにではあります

が、検討しています。次年度、放射線防護アカデミアには「安全規制研究の推進と若手人材の確

保・育成」といったテーマで協力いただきます。具体的には学会内や学会連携で議論いただき、平

成 32 年度の重点テーマの検討や安全規制研究の成果の規制への反映、あるいは人材確保・育

成に関する具体的な方策を検討したいと思っています。そのときには、アカデミアと政策立案者で

議論する場を提供したいということを、午前中の会議では議論致しました。 

 先ほどの指定発言においては、放射線安全規制研究の成果の規制への反映と関係するような

提案として、篠原先生から短寿命α核種といった具体的な課題が出てきました。また人材確保・

育成のところでは、先ほど若手を活性化するような仕組みに関して具体的な提案をいただきまし

た。こうした提案について、今この場でどうこう申し上げることはできませんけども、今後代表者会
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議等でディスカッションをさせていただき、盛り込んでいきたいと思っています。 

 

 それからアンブレラの情報共有として大事な国際動向報告会についてですが、次年度はちょっと

違う方向にかじ取りをしてみようかということを代表者会議で議論いたしました。それが、先ほど杉

浦先生から紹介いただいた案となります。つまりは、国際機関に参加している専門家自身もター

ゲットとした情報共有というものになります。形式としては自由な討論中心のオープンな円卓討論

形式にしてはどうかと考えているところです。 

 この点に関しまして、円卓討議形式で内容がまとまるのかといったコメントを頂いております。こ

れに関してはすぐお答えすることは難しいかと思いますけども、次年度は、企画会議をまず開いて

テーマを設定するという計画にもなっておりますので、またご相談させていただきたいと思います。

私自身もここが一番の懸念材料であることが、よく分かったところです。 

また、このネットワーク合同報告会自体も少し総花的になっているので、テーマを取り上げて議

論するスタイルがいいのではないかといったご提案をいただきましたので、この方向で少しディス

カッションをしてみたいと思っています。 

 

 吉住企画官のほうから、問題提起や規制ニーズの対応といった形で双方の橋渡しをするとか、

異分野連携を進めていくとか、人材確保・育成といったアンブレラの役割をまとめていただきまし

た。既に盛り込んではあるというお言葉を頂きましたが、具体的なテーマがようやく私どもも認識で

きてきたというところですので、これらをどのように次年度の事業計画に落とし込んでいくのかとい

うことは、個別にまたご相談をさせていただきたいと思っております。 

 

【神田】  コメントシートにいただいたコメントや質問はお受けしたところですが、この場でぜひこう

いうところも抜けている、欠けているというようなことがありましたら、ご発言をお願いいたします。 

【フロア】 来年度からの重点テーマの１つとして具体的に提案したいのはバックエンドの問題に関

してです。我が国ではどんどんこの問題を先送りにしてしまっています。中でも高レベル放射性廃

棄物に伴う放射線防護は重要で、職業人ではなく一般住民に対しての放射線防護をどうするのか、

集団の線量のリスク評価をどうするのかという議論は全くされていないと思います。集団線量のリ

スク評価ができなくては、集団線量の線量規制なんてできないと思います。 

 そういった点の研究開発については、前年度のこの会議でも提案したと思いましたが、高レベル

放射性廃棄物の放射線防護に関しては、1000 年、１万年ぐらいの潜在被ばくを当然伴うものです

ので、一般公衆の放射線防護にどう対応するのかという研究開発をやるのはぜひやっておかな

ければいけないし、もう遅すぎるぐらいではないかと思いますので、ぜひ取り上げていただきたい

と思っております。 

【神田】 先生がおっしゃるとおり、昨年度のネットワーク合同報告会でもご提案があって、報告書
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としてまとまっていて、学会レベルでは少し専門委員会等で議論がなされているのではないかと思

います。今このお話を伺って、それがすぐ一足飛びに重点テーマに結び付くようなものなのか、そ

の前さばきの議論を学会でするようなステージなのかというのは、私にはよく分からないのですが、

そういうことも含めて議論の俎上に載せさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

【フロア】 はい。結構です。 

【神田】 ありがとうございます。またコメントシートに書いていただいて会議終了後にお渡しいただ

きましたら、次回、２月 23 日の代表者会議でまた議論をさせていただきたいと思っております。何

かございましたら、ぜひ会議終了後もお声掛けくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

ディスカッションのまとめに用いられたスライド 

 

 

フロアとの質疑の様子 
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プログラムオフィサーによる総評             

高橋 知之(京都大学） 
 
【高橋】 本事業のプログラムオフィサーを仰せ付かっております京都

大学の高橋と申します。本日は多くの方にお集まりいただき、ありがと

うございました。 

 本事業は２年目でございまして、助走期間から本格的な活動が開始

されたところかと思います。 

アンブレラの活動のⅠとして科学と規制との橋渡しにつきましては、

重点テーマの提案に関連して、学会あるいはアカデミアと規制側との

情報交換や議論が活発に行われておりますし、学会間の連携というも

のも非常に活発に行われているということが報告されました。 

 アンブレラ活動のⅡとして個別のネットワーク構築につきましては、サブネットワークやグループ

が構築されて活動を開始したところでございます。今後具体的な活動がまた活発に行われるとい

うことが期待されております。また、今年度までの研究成果を踏まえた新たなネットワークの提案

もございました。このネットワークは非常に重要なことであり、できれば取り組んでいきたいと考え

ているところでございます。 

 また、若手の方々からのご発表がございまして、若手の方の活動支援をすることの重要性につ

いてあらためて認識したところでございます。特にこの分野の特徴といたしまして、必ずしも博士を

持っている研究者だけではなく、技術職の方も多いという点です。そのような観点に加えて、さまざ

まな分野の方がおられて、その若手の方同士の連携も重要であるという点に関しても、ネットワー

クとして取り組めるのではないかと考えております。 

 

 ３年目に向けまして、神田先生からの最後の発表にありましたように、これまでの計画に加えて

活動がさらに拡大していきます。これには、予算やマンパワーの問題もございますが、方針として

は、やはりどんどんこの活動を広げていくということが、今考えられるところでございます。 

 

 一方、もう１つの観点といたしまして、このネットワークの成果がきちんと見えるようにしていくと

いうことが重要ではないかと思います。このネットワークに参加されている方にとっては、今回２年

目までの活動を通しまして、このネットワークが非常に有用であったということがそれぞれ分かっ

ておられるかと思います。しかし外から見ても、このネットワークというのはただ単に人が集まって

いるだけではなくて、役に立っていることが分かるように活動を行っていく、といった観点が必要で

はないかと思います。そのために、これまでも、あるいはこれからも短期的な成果が出てくるかと
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思いますが、それらを１つ１つ積み重ねて、このネットワークがあったからこそ、こういう成果が得

られたということが外からの目からも見えるような形で、きちんと進めていくということが必要かと

思います。 

 

 一方、今日もお話がありました若手の活動支援や人材の確保・育成といった点は、長期的な取

り組みになります。なかなか短期的に成果が見えるというものではありませんし、最終的に成果が

あったからといって、このネットワークの成果であるとは見えないかもしれませんが、重要なことで

す。ネットワークが短期的な成果をきちんと出しているという積み重ねがあってこそ、目に見えない、

しかし重要な長期的な活動にも取り組めるのではないかと思っております。 

 

 ですので、このネットワークがわが国の放射線防護研究と放射線防護政策の両方の立場から必

要不可欠なものにすること、それと同時に、必要不可欠なものであることが外からも中からも分か

るようにするよう、今後活動をぜひ進めていっていただきたいと思います。私も PO といたしまして、

そのような観点で活動を進めていきたいということを申し上げまして私の本日の総評とさせていた

だきます。どうもありがとうございます。 
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閉会のあいさつ                   

島田 義也(量子科学技術研究開発機構） 

 
【島田】 量研機構の島田と申します。今年は事前にメモを用意してい

て、なるべくそれに沿ってごあいさつしようと思いますが、本日いろいろ

なお話を聞かせていただいたので、そのコメントも入れながら、閉会の

ごあいさつにしたいと思います。 

 

 まず皆さま、お忙しいところ、本日はネットワーク合同報告会にご参加

いただきまして誠にありがとうございます。本日の報告会、そしてこのア

ンブレラ事業全体のテーマは、繰り返しになりますけれども、放射線防

護分野におけるアカデミアの果たす役割についてであります。私は、量研のすなわち放射線また

は RI を利用する研究所の理事として、そしてコミュニティの交流の場である学会、私の場合は放

射線影響学会の理事長として、日々学会の役割について考えています。 

 一般に、私たちは研究室に入りますと、指導教官の入っている学会に入るわけでありますが、そ

の学会に入ることによって、新しい知見を得、新しい興味を持ち、そして新しい課題を見つけ、そし

て新しい共同研究相手を見つけて、研究者として成長していきます。しかし、学会の役割というの

は、研究者として育つ/研究者を育てるというだけではないというのが最近の考え方です。多くの

学会のホームページを見ますと、社会への貢献ということがうたわれています。特に 2011 年の原

発事故以降、多くの研究者が自分たちの専門性を発揮し、時には自分たちの専門性の枠から出

て社会に貢献したい/するべきだと考えるようになりました。 

 

それでも、異なる専門性を持つ学会がお互いに協力して社会貢献をするというのは、まだまだ

難しいと感じています。 

本アンブレラ事業が進める異なる学問領域の融合によって、新たな課題を見つけ、解決のため

の知恵を出し合い、そして新しい人材を育成していく体制をつくることの重要性を、われわれは共

有いたしました。しかし、融合のプロセスにおきましては、幾つもの壁が立ちはだかります。例えば

一般の方に説明するときに、数値の持つ意味または単位の説明の難しさはわれわれが経験して

きたことであります。また、しばしば社会心理とか異なる社会価値という壁にぶつかります。同様に、

合理的な規制に役立とうとすると、コストとかベネフィットの問題、それからモチベーションの維持と

いうことにも向き合うことになります。 

 

さらに今回の報告会では防護人材の問題も取り上げられました。そこでは少子化の問題や大
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学における講座の数の減少といったことも問題となっていることを共有いたしました。人材の数の

減少を食い止めるということも必要だと思うのですが、一方、数少ない若手の質を上げるという戦

略も必要だろうと考えています。そのために、今日、若手の方々が国際機関の会議に参加したと

いう紹介がありました、報告に出てきた荻野さんや谷さんは、それぞれの研究所の持ち出しで１年

間とか２年間の派遣が行われています。そういう意味では、長期の国際機関への派遣をサポート

する、そのサポートした人たちが今度は研究所に帰ってくるのではなくて、規制庁へ入るといった

新しいキャリアパスを応援するというのも、実効性があるのではないかと思いました。 

 今日あらためて感じたところですが、年配の先生方がとても正しい意見を言ってくださるので、60

歳以降の定年の方から力を借りるというのも、若手が育成するまでの間活躍していただければあ

りがたいと思います。特にこの分野は、過去の情報や経験が非常に生きる分野ですので、そうい

う先生から新しい課題を引き出すというのも考えられるだろうと思います。先生たちは、失礼とは

思いますが、知識もお時間もありますので、応援してくれることを期待しています。 

 

 それにしましても、アカデミアがどれだけ社会貢献できるかというのは、結局、われわれ研究者

の視野とか視点とか教養、そして成熟度を見られているのだろうと思います。このアンブレラ事業

では、皆さまアカデミアによる放射線規制への貢献が始まったところです。来年はもう既に中間評

価ということでありますけれども、これからもぜひ異分野の専門家が大いに議論して、汗もかいて、

時には恥もかいて、コミュニティを自ら活性化して、社会に見えるような成果を上げることの協力を

お願いしたいとい思います。本日はどうもありがとうございました。
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第 2 回ネットワーク合同報告会の成果 ～報告会で明らかになったこと～ 

アンブレラの役割 達成状況の確認 
今後の取り組み 

（報告会終了後、会での議論を受けて決定したことを含む） 

1．アカデミアと規制の双方向の橋渡し ◎橋渡しのための多様な Face to Face のチャネル（オープンディスカッショ
ンや代表者会議、プログラムオフィサーや担当課との協議）が機能している。 

①アカデミア⇒規制庁：問題提起 ◎アンブレラから原子力規制庁に平成 31 年度の重点テーマ候補を提案し、
原子力規制委員会での決定において、一部が採択された。 

・ネットワーク合同報告会や学会のイベントでオープンディスカッションを実
施し、学会内の合意形成や規制的ニーズとのすり合わせを行った。 

・代表者会議は、重点テーマの議論のペースメーカーとして機能した。 

・前裁きの議論が必要な課題に関しては、放射線防護アカデミアに参加する
4 学会が内部に委員会を設置し、検討している（例えば、日本保健物理学
会の「実効線量・実用量委員会」など）。 

・本報告会では、高レベル放射性廃棄物を重点テーマとして取り上げるべ
き、という意見が出た。 

◎引き続き重点テーマについて議論する。 

・検討のプロセスはこれまで通りとする。 

・アカデミアと政策立案者が議論する機会を数多く提供する。 

◎国際動向の観点から、国内でも議論や対応が必要な課
題に関して、議論の整理や対応策の提案を行う。 

・国際動向報告会を活用する。テーマを設定し、国際的機
関に参加している専門家によるオープンな円卓討論形式
で実施することにより、論点整理を行う。成果を公表し、
活用できる形にする。 

②規制庁⇒アカデミア：規制的ニーズ
の提示 

◎安全研究成果の規制への取り入れや分野横断研究の実施にあたり、ア
カデミアの協力が必要となる案件が提示された。 

・放射線安全管理学会のアンブレラ関連セッションで提示されたニーズ：短
寿命α核種の合理的安全管理に関して、研究班が策定したガイドライン案
の確認や精査をアカデミアのコンセンサスとして実施してほしい。 

・本報告会で提示されたニーズ：防災方策の正当化の判断に資する放射線
以外のリスクやコストに関する情報や判断に向けた考え方など、分野横断
的な研究を実施してほしい／実施にあたっての課題整理をしてほしい。 

◎代表者会議で「目に見える成果」を生むためのアプロー
チを検討した上で、取り組む。 

・短寿命α核種の安全管理については、平成 31 年度新規
採択課題と連携してガイドラインの議論に参加する方向
で検討する（後述）。 

・防災方策の正当化については、研究のフィージビリティを
検討する（後述）。 

2．分野横断での研究や検討の実施 （研究者の共同研究レベルのみならず）学会や機関単位での連携や合意形
成に向けて、問題認識の共有化やすり合わせが進んでいる。 

①異分野融合研究の実施 ◎学会連携による活動を開始、新たな連携活動のテーマを模索した。 

・放射線影響学会と保健物理学会が協働して、放射線科学の専門分野を超
えたコンセンサスとして、「放射線科学の現状をわかり易く解説したレポー
ト」を作成している。 

◎引き続き、学会連携での活動を実施しつつ、新たな連携
について検討する。 

・次年度に、学会合同シンポジウムなどを合意形成のプロ
セスを実施し、コンセンサスレポートを完成させる。 

・短寿命α核種の安全管理に関する議論に向けて、医療
系学会との連携を開始する。 



・放射線影響学会のアンブレラ関連ワークショップにおいて、学会連携につ
いて議論し、「専門家育成」や「放射線防護・規制のあり方への提案」といっ
たテーマが提案された。 

◎防災方策の正当化研究のフィージビリティを検討する。 

・次年度のネットワーク合同報告会にて、社会科学者を交
えた議論を行うことを目標に、研究者レベルの異分野交流
からスタートする。 

②様々なステークホルダーの協調 ◎いろいろなステークホルダーが集まり、課題解決に向けて情報共有を行
い、連携や協調に向けた議論を行った。 

・放射線事故・災害医学会のパネル討論会では、放射線防護、医療人、大
学人、自治体、事業者それぞれのネットワークが一堂に会して、ネットワー
ク間の相互協力、（特に人材育成・確保における連携）や、緊急時の要員
派遣上の課題について議論した。明らかになった課題については緊急時
放射線防護ネットワークで取り組むこととした。 

◎既存の検討組織を取込み、効率的に議論を進めつつ、課題解決の障害
となっている部分の議論を集中的に行うため、検討メンバーの層を広げた。 

・職業被ばく最適化ネットワークでは、大学人、産業医、既存の線量登録制
度運用者など、多様なステークホルダーを集めて国家線量登録制度につ
いて検討した。 

◎明らかになった課題の解決に向け、分野横断連携によ
る具体的なアクションを行う（成果の見える化）。 

・ネットワーク間の連携より、要員の教育・訓練のあり方を
検討して教育用教材の整備活用を進める。また関係機関
間の研究連携を促進し、平常時から顔の見える関係を作
る。さらに医療と放射線防護との相互融和を進める活動
を実施する。 

◎多様なステークホルダーと多面的な議論を継続する。 

・費用負担者となる可能性がある「国」と「事業者」の視点
から、被ばく線量の一元管理の必要性や利点について議
論し、目的別に制度やその運用の構想をまとめて、提案
する。 

3．人材の確保・育成 ◎放射線防護アカデミア参加学会の会員に関する調査を実施し、放射線防
護人材の実態を把握した。 

・現時点では、放射線防護領域のポスト不足が、人材確保上のハードルとな
っていると分析した。 

・学会から、それぞれの専門性を活かした職業人教育が提案された。 

・本報告会では、専門教育以前（学校・大学教育）の問題やシニアの活用に
ついても言及された。 

◎グローバル人材の育成方策の制度を作り、実施した。 

・若手に経験を積ませるため、応募者の中から代表者会議が適任者を選考
して、国際的機関が主催する会合に派遣した。 

・本報告会で、若手を活性化させる具体的方策について意見募集した。 

◎調査結果の分析や専門家の問題意識をもとに、放射線
防護人材確保・育成の方策を議論する。 

・学会の調査結果の分析を進めるとともに、ポスト不足以
外の主な問題を同定する。 

・アカデミアやネットワーク内で行われている検討を集約す
る（成果の見える化）。 

◎若手の国際的機関主催会合への派遣事業を継続する。 

・対象とする会合は代表者会議で決定する。 

◎若手を活性化する方策を実施する。 

・若手からの個別提案については、代表者会議で議論し、
アンブレラ事業内での実施が適当と判断されたものを次
年度から実施する。 



http://umbrella-rp.jp/index.php 
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付属資料 11 

第 4 回代表者会合 議事概要 

 

1. 日 時 ：2018 年 7 月 22 日（日） 13:00～16:30 

 

2. 場 所 ：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター4V 会議室 

 

3．参加者 

・放射線防護アンブレラ参加団体代表 

赤羽恵一（JHPS）、甲斐倫明（JHPS、PLANET）、児玉靖司（JRRS）、小林純也（JRRS）、酒

井一夫（PLANET）、富永隆子（JARADM）、中島覚（JRSM）、細井義夫（JARADM）、松田尚樹

（JRSM） 

JRSM:放射線安全管理学会/JRRS:放射線影響学会/JARADM:放射線事故・災害医学会/JHPS:保健物理学会 

・原子力規制庁 

大町康（放射線防護企画課）、高橋知之（京都大学、本事業プログラムオフィサー、以下 PO）、

中村吉秀（日本アイソトープ協会、関連事業 PO） 

・事業実施主体 

神田玲子（量研）、百瀬琢麿（原子力機構）、山田裕（量研）、吉澤道夫（原子力機構）、米原

英典（杉浦紳之氏代理、原安協） 

 

4．議題  

 議題 1 代表者会議の内規の確認、議長の選出 

 議題 2 各学会における放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案

に関する業務について 

 議題 3 各学会における企画や活動の進捗状況について（報告） 

 議題 4 アンブレラ全体の平成 30 年度の事業について 

 議題 5 課題解決型ネットワークの活動について 

 議題 6 放射線防護アカデミアの役割（フリーディスカッション） 

 

5．配付資料 

 資料 1 平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野にお

ける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業 代

表者会議の設置について（『代表者会議 規程』） 

 資料 2－1 平成 29 年度提案 研究領域別重点テーマ一覧 

 資料 2－2 学会の業務請負契約内容 

 資料 3 各学会の進捗状況説明資料 

 資料 4－1 平成 30 年度アンブレラ活動年間スケジュール案  

 資料 4－2 平成 30 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業の応募状況について 
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 資料 4－3 学会が保有する文書や HP コンテンツなどの著作権に関するアンケート 

 （ご協力のお願い） 

 資料 5－１ 緊急時防護ネットワークについて（仮） 

 資料 5－2 職業被ばく最適化ネットワークについて（仮） 

 参考 1－1 平成 30 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野にお

ける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 事業計

画書 

 参考 1－2 代表者会合議事概要(第 1-3 回会合) 

 参考 2－1 資料 2－1 の補足説明資料集 

 参考 2－2 日本保健物理学会第 51 回研究発表会における放射線防護アンブレラ事業に関

する学会内での情報共有について（事務局からの報告） 

 席上配付  （短寿命核種の安全管理に関する安全規制研究） 

 席上配付  放射線防護分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォ

ーム形成、日本放射線安全管理学会誌 17（1）、76－77、2018） 

 席上配付 日本放射線事故・災害医学会第 6 回（平成 30 年度）学術集会（ポスター） 

 

6．議事内容 

開会 

 会議冒頭、高橋 PO による挨拶と事務局からの参加者の紹介および資料確認を行った。 

 

議題１：代表者会議の内規の確認、議長の選出 

 事務局より、資料 1 に基づき、第 3 回会合での議論を踏まえて代表者会議の運用に関する内規

案の修正について、説明の上承認された。また本内規に基づき、学会・ネットワーク（以下、NW）

からの被推薦者からの互選により、議長の選出を行った。細井氏からの推薦、代表者会議の満

場一致により、酒井氏が議長に選出された。 

 

議題 2：各学会における放射線安全規制研究の重点テーマに関する調査と新たな提案に関する

業務について 

 事務局より、資料 2－1 に基づき、昨年度放射線安全規制研究の重点テーマとして提案した 30

テーマの個々のその後の検討について、第 3 回代表者会議（平成 30 年 3 月 4 日）での議論や規

制側からのコメントなどが紹介された。また 30 テーマのうちいくつかは、平成 30 年度の放射線安

全規制研究の課題としての採択、学会／学会連携による実施、厚労省での検討がなされている

ことが紹介された。主なディスカッションは以下の通り。 

【酒井議長】規制側の認識としては、研究現場からの提案テーマと規制のニーズとの間に

ギャップがあるということだが、代表者会議が「ギャップを埋める」という認識でよいか 

【事務局】その認識で本日の会合全体の議論をお願いしたい。今年度は、アカデミア参加学

会には年次大会等で、専門家と規制によるオープンディスカッションのイベントを企画し

て頂くことになっている。また、高橋POや中村POからの情報提供、クローズドな議論の
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機会など、さまざまなチャンネルを利用したい。 

【甲斐】専門家からの提案は自分の専門性に関係した分野、常日頃の問題意識に基づくも

のとなる。それが、国が考えているような調査・研究とは乖離があったということであれ

ば、今後、どういうやり方をすればそれぞれの専門性を生かせて、国の規制に貢献でき

るのか、アンブレラにどういう機能を持たせるかという議論を本日行いたい。 

【事務局】本日の議事進行としては、まずは具体的な各論の議論を行い、最後の議題で、

アンブレラが担うべき機能について意見を伺うこととしたい。 

【規制庁（大町）】研究現場が提案したテーマと規制側とのギャップについて、規制側として

は、提案された30テーマ全てが、規制庁が放射線安全規制研究の公募において指定し

ている「重点テーマ」と同じ意味で提案されたものではない、と了解している。 

 

 続いて事務局より、資料 2－2 に基づき、今年度、放射線防護アカデミア参加学会がアンブレラ

事業の枠内で行う事業、特に年次大会等において実施される「専門家と規制のオープンディスカ

ッション」に関して、学会ごとのテーマや準備状況が説明された。また個別に行われるディスカッシ

ョンに関する学会からの報告方法や成果の蓄積、アンブレラとしての統合についても今後検討す

ることが提案された。 

 さらに事務局から、保健物理学会第 51 回研究発表会（6 月 29-30 日、札幌）での特別セッション

の様子やアンブレラ事業の会員内への浸透について報告された。甲斐氏からは、昨年度にアンブ

レラ事業に関連して立ち上げた 3 つの委員会（低線量リスク委員会、実効線量・実用量委員会、

国民線量評価委員会）それぞれが機能しており、研究発表会の場を利用して会員内での情報共

有が順調に行われていることが報告された。主なディスカッションは以下の通り。 

【酒井議長】こうしたイベントが単発にならないようにすること、学会員からの意見を吸い上

げる仕組みを作ることも重要である。 

【細井】放射線事故・災害医学会が、アンブレラ事業関連のセッションを企画した場合、何ら

かの支出援助は可能なのか 

【事務局】イベントへの招聘者の旅費等を量研が負担することは可能。 

【規制庁(大町)】放射線安全規制研究事業のスタートは、IAEA の IRRS からの指摘なので、

今は実績を上げることに注力しなければならず、予算が特段多いわけではない。そのた

め、現時点では喫緊性のある課題を優先するので、提案された 30 の中には重点テーマ

としての採用は難しいものもあるが、だからといって意味がないとは思っていない。今後、

放射線防護に関係する 3 課長が規制のニーズを説明するオープンな場を用意したい。

その事前準備でも、専門家と規制とのディスカッションも行いたい。また学会の年次大会

等での規制側とアカデミアと意見のやりとりは、恒例行事にしてほしい。 

【高橋 PO】今年度の事業のスケジュールを考える上で、規制庁内で平成 31 年度の重点テ

ーマが検討されるのはいつ頃になりそうか、伺いたい。 

【規制庁(大町)】今年度も、昨年度と同様の形で代表者会議から重点テーマの提案がある

ことは期待しておらず、追加がある程度と思っている。また規制庁側の対応も、平成 31

年度の重点テーマとして採択するだけではなく、内容に応じて今年度の委託事業にする
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ことも可能。いずれにしても、喫緊性と重要性に基づく優先順位と具体的な研究・調査

計画を示してほしい。 

【酒井議長】昔の原子力安全委員会では、保健物理学や放射線生物学をベースにした健

康影響面での安全を担保する研究を「安全研究」に含めない時期が長くあったが、規制

側にはまだそうした認識が残っているのかもしれない。そうした中、規制側に実績として

認めてもらうために、緊急時対応は重要な出口の一つだろう。また代表者会議としては、

30 テーマをいくつかのカテゴリーに整理をしてはどうか。 

【細井】昨年度に提案した重点テーマについて、規制側からもう少し具体的なコメントがある

と、アカデミア側の提案も摺り合わせやすい。 

【規制庁（大町）】検討させて頂きたい。 

【甲斐】そもそも、重点テーマの提案の検討の出発時点で、規制からのニーズが示されるべ

きであった。ニーズに対して具体的な研究計画やアイディアを専門家が示す手順でない

と、また「規制の求めているものとは違う」と言われてしまう。規制庁内でも、組織的に規

制のニーズを吐き出す作業が必要なのではないか。 

【中村 PO】自分が関係している「医療の中の短寿命アルファ核種」の問題が、まさに規制上

の喫緊の課題。しかし具体的には何をすべきかまでは、規制庁内での議論が進んでい

ない。こうしたテーマに、アカデミアの見解の表明や技術的な支援があれば、今後の規

制に反映できると思う。 

 

議題 3：各学会における企画や活動の進捗状況について（報告） 

 放射線防護アカデミア参加学会より、資料 3 に基づき、各学会が主催するアンブレラ関連イベン

トの準備状況について報告があった。 

 放射線安全管理学会からは、既に終了しているシンポジウム(5月 24－25 日、東京)でのイベント

の詳細が報告された。また学術大会(12月5－7日、名古屋)で短寿命核種をテーマにしたアンブレ

ラ関連イベントの開催を検討していることが説明された。 

 保健物理学会からは、研究発表会（6 月 29－30 日、札幌）の会期中に公表された保健物理学

会・放射線影響学会合同委員会「低線量リスク委員会」の活動が報告された。来年の 6 月には両

学会主催のシンポを開催し、年内にコンセンサスレポート(ドラフト)を作成すると説明された。 

 放射線事故・災害医学会からは、学術集会(9 月 22 日、東海村)で開催されるパネル討論会「緊

急時に備えたNW のあり方を考える」のプログラムが説明された。放射線事故・災害医学会のみな

らず、課題解決型の NW のアウトプットの１つになる取り組みとして紹介された。 

 放射線影響学会からは、「放射線防護、放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学

会の役割」というテーマでのワークショップを開催し、アカデミアからの発表や指定コメントに加え

て、原子力規制庁からも演者を一人招聘する旨、説明があった。 

主なディスカッションは以下の通り。 

【甲斐】短寿命核種の安全管理に関する問題意識はどこにあるのか。 

【松田】いろいろあるが、学会としては、アスタチンなどの動物実験ができるようにしたい、と

いうのが一番のモチベーションになっている。 
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【事務局】伴委員と意見交換を行った際、規制側が抱えている問題の例として短寿命核種

のことを挙られたので、安全管理学会には、アンブレラ事業実施者として、学術集会で

のイベントで短寿命核種の安全管理を取り上げてもらえないか、お願いしたところ。 

 

議題 4：アンブレラ全体の平成 30 年度の事業について 

 事務局より、資料 4－1 に基づき、今年度の代表者会議や NW 合同報告会の開催計画が説明さ

れた。日程調整の結果、第 6 回代表者会議は平成 31 年 1 月 16 日午前、第 7 回代表者会議は平

成 31 年 2 月 23 日午後の開催、NW 合同報告会は 1 月 16 日午後の開催とすることが決まった。

また第 5 回代表者会議の日程も、可能であれば他のイベントと同日開催も検討するため、後日の

調整とする旨、説明された。 

 米原氏より、国際動向報告会の準備状況について説明された。昨年度の国際動向報告会では、

様々な国際機関の活動について紹介がなされたが、今年度は、ICRP の勧告や IAEA の BSS とい

った国際基準に関する国際機関への研究現場の協力をテーマに考えていること、具体的には、研

究と ICRP や IAEA との間をつなぐ国際学会として、IRPA の活動を吉田浩子氏(東北大学)に紹介

頂くプログラムを考えていると説明された。主なディスカッションは以下の通り。 

【酒井議長】国際動向報告会は大体いつ頃か 

【事務局】原安協の杉浦氏からは 10－11 月と聞いているが、12 月の開催の可能性もある。 

【酒井議長】IRPA のほかに、IARR の活動報告を加えてはどうか 

【米原】島田氏（量研）に相談してみる。 

【事務局】国際動向報告会の日程如何によっては、第 5 回代表者会議の同時開催もあり得

るので、急ぎ日程調整を行いたい。 

 

 事務局より、資料 4－2 に基づき、国際的機関への会合に若手派遣事業の応募状況について説

明があった。OECD/NEA ならびに IAEA の主催イベントに若手の専門家１名ずつ派遣する予定と

していたが、6 月末日までの締め切りに応募がなかったことが報告された。そこで、初年度の事業

として実績なしとすることでよいか、あるいは善後策を講じて若手を派遣するか、代表者会議の意

見を伺いたいと説明された。主なディスカッションは以下の通り。 

【甲斐】派遣者については、積極的に探せば見つかると思うが、これまでそうしたことをして

いない。事務局はできなくても、学会では若手に応募を勧めることはできるはず。 

【酒井議長】若手派遣事業の周知が遅かったのも応募がなかった理由の一つではないか。

また当初の募集と違う条件で、若手を派遣するとなると、筋が違う。 

【細井】IAEA の国際会議では、若手対象の Competition が企画されているが、対象が 18－

25 歳となっており、若手と言うより、学部生・修士レベルではないか。 

【高橋 PO】ほかにも今年度開催される国際会議の中で、若手派遣事業の目的に合致した

ものがあれば、3 つ目の派遣対象会議にしてはどうか。実績がないとなると、来年度の

事業に影響を及ぼすこともある。 

【事務局】急ぎ、情報を集めて、メールで相談させて頂く。 
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 事務局より、今秋からアンブレラ事業の HP の作成を着手するに当たり、学会が保有する文書や

ホームページ、コンテンツの著作権に関するアンケートを実施したい旨、説明され、実際のアンケ

ート案（資料 4－3）が提示された。主なディスカッションは以下の通り。 

【甲斐】アンブレラ事業の HP は量研の HP 上にアップするのか 

【事務局】外部のサーバをレンタルする予定である。 

【甲斐】IP アドレスに「アンブレラ」を付けるということか。 

【事務局】その予定である。詳細については、次回担当者から説明するようにする。 

 

議題 5：課題解決型ネットワークの活動について 

 百瀬氏より、資料 5－1 や席上配付資料等に基づき、今年度の事業計画について説明された。

今後、サブグループとして、①環境モニタリング（茨城県－JAEA の連携を核に、全国の専門家が

参加）、②個人線量測定評価（課題抽出やマニュアル作成等がアウトプット）、③放射線管理（大

学 RI センターの NW と連携し、共通の教育訓練を模索）の 3 つを組織化することが説明された。

放射線事故・災害医学会第 6 回学術集会での議論を踏まえて、人材育成確保に向けた対応方針

等の検討を進めることが説明された。主なディスカッションは以下の通り。 

【高橋 PO】3 つのサブグループの組織化は、学術集会開催時の 9 月下旬と考えてよいか。 

【百瀬】放射線管理のサブグループに関しては、学術集会前後に話し合いを設けてから、と

考えているので、10－11 月頃になる予定。 

【高橋 PO】次回代表者会議では、3 つのサブグループが出来た、という報告を聞きたい。 

【甲斐】個人線量測定評価のサブグループには、拠点病院でホールボディカウンタを運用

する関係者も取り込んでほしい。普段使っていない施設での管理・備え・教育など、長年

解決できていない課題がある。 

【百瀬】重要なテーマと認識している。 

【松田】放射線管理のサブグループで計画している、緊急時対応を円滑に行うための教育

訓練の対象者は誰か。 

【百瀬】日頃、施設の管理をしている放管員を考えている。原子力事業者の放管員でも、防

災の部分についてはさほど明るくない。また大学のアイソトープセンターの先生方も訓

練に参加してもらえれば、と考えている。 

【細井】規制庁の指針では、診療放射線技師もスクリーニングの要員として派遣することに

なっているので、対象としては考えられる。ただ放管員とは、使う言葉も日頃の放射線管

理の考え方も違うので、含める／含めないは、緊急時 NW で判断した方が良い。 

【百瀬】その点も学会の学術集会で検討する。技師側の代表者を紹介頂けるとありがたい。 

【甲斐】環境モニタリングのサブグループには、立地県の関係者も参加するのか 

【百瀬】その予定である。 

 

 吉澤氏より、資料 5－2 に基づき、今年度の事業計画について説明された。今後、国家登録線量

登録制度を議論するサブ NW を組織するにあたり、産業衛生学会や医学放射線学会から医療関

係者を、保健物理学会や放射線安全管理学会から大学 RI センターの NW 関係者を推薦してもら
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う予定であると説明があった。またこのサブ NW では、職業被ばくの一元化管理についてのこれま

での議論を整理した上で、規制の観点を踏まえて、今後、目指すべき方向について集中的に議論

すると説明があった。線量測定機関認定制度を議論するサブ NW では、具体的な制度の運用や

環境放射線モニタリングへの拡大に向けて、基礎データの収集と分析、ISO に関する情報収集を

行うと説明された。主なディスカッションは以下の通り。 

【松田】大学 RI センターの NW では、SINET を使って旧帝大系の RI 総合センターの間は既

につながった。今後は 20 大学の RI 総合センターがつながる予定。中心となっている大

阪大学と東北大学の関係者が、職業被ばく NW に加わるのが良い。 

【吉澤】是非そのようにしたい。 

【甲斐】国家線量登録制度は非常に重要な課題なので、きちんと表に見えるように委員会

（仮称：線量登録制度委員会）という形で立ち上げてはどうか。 

【吉澤】検討だけで終わらず、合意形成まで実施するために、アンブレラ事業内で実施して

いると認識している。構造的な点については、今後事務局と相談させてほしい。 

【甲斐】名称も大事であるので、ぜひ検討してほしい。 

【高橋 PO】進捗管理という点から言うと、11 月までにはサブ NW を組織化してほしいので、

次回代表者会議ではメンバーの人選も含めて示してほしい。大学 RI センターの NW では、

線量管理までは難しく、業務従事者の証明書に関する議論がされているところ。ぜひア

ンブレラとの連携を進めてほしい。2 つの NW を合わせると 5 つのサブ NW がそれぞれ 2

－3 回/年の会合を開催する計画になっているので、着実な実施をお願いしたい。 

 

 事務局より、本日の代表者会議で、短寿命核種の安全管理に関した問題を取り上げることにな

った経緯について改めて説明された。この問題に規制ニーズがあることが規制側から示されたが、

アンブレラ事業実施者としては、この課題解決のためにアンブレラがどのような対応をするかすぐ

に答えを出すことは難しいので、①代表者会議の中で認識共有、②放射線安全管理学会の学術

集会におけるユーザーと管理側と規制側とのディスカッション、③第 6-7 回代表者会議で次年度

活動として決定（例：第 3 の NW の設置）等、段階的に検討を進めたい、との提案がなされた。 

 また規制庁（大町）からは、放射線安全規制研究推進事業で得られた成果を規制に反映するに

当たり、「関係学会のコンセンサスを得る」「一般化する」などのプロセスが必要な場合は、アンブ

レラにその役目を果たしてもらっては、という案が規制庁内にあり、「短寿命核種の安全管理」は

その例題だと考えて頂きたいとの説明があった。 

 続いて中村 PO より、平成 29 年度に放射線安全規制研究推進事業内で、短寿命核種の安全管

理に関する 2 つの課題が採択されており、大阪大学が実施する課題では短寿命核種を使った実

験の規制緩和を目指したデータ収集、近畿大学が実施する課題では国内外の調査が行われてい

ることが説明された。また内用療法薬としてラジウム 223 が承認され、核医学施設では使われて

いるが、ラジウム 226 と同じ考えでいいのか、という議論が続いていること、またアスタチン-211、

あるいはアクチニウム-225 の研究も開始されており、規制が厳しいので日本で医薬品開発ができ

ないという事態は回避したいという思いが規制側にもあることが説明された。さらに、既に動物実

験が始まっていることを考えると、運用面で合理的かつ安全な規制を担保すべきだが、それには
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2 つの課題からの成果だけでは一般化できないので、アンブレラでより広く検討を加えてほしいと、

提案された。主なディスカッションは以下の通り。 

【甲斐】具体的にこのアンブレラの中でどのような手続きや手順で議論を進めていくのか。 

【中村 PO】放射線安全管理学会の学術集会で、動物実験での問題点や課題の整理や、こ

ういうエビデンスが必要といった提案がまとまるとありがたい。また管理を主体とした学

会を含めたアカデミアから、合理的な規制方法や運用に関する提案がなされるとか、ア

ンブレラ内の NW で一般論として扱えるような形にデータを整理してもらえれば、と考え

ている。来年度での具体的な活動を見据えて、今年度から検討を開始して頂きたい。 

【甲斐】データが取得できるのは大阪大学や福島県立医大などに限られるので、アンブレラ

から新たなデータを提出できるとは考え難い。各学会から専門家を集めて、具体的かつ

合理的な規制方法や運用に関する提案するとなると、かなり大変な作業となる。 

【中村 PO】国内十数か所の施設には聞き取り調査を行い、今年度中に情報を集める予定

である。ほとんどが医療関係機関なので、放射線安全管理学会でコメントを頂きたい。

また来年度以降の検討体制等については今後の議論と考えている。 

【松田】具体的な課題は、「今ある施設能力の範囲で大きく変えずに、短半減期α核種が安

全に使えないか」ということである。既に行われている研究や調査からは、飛散率をどの

あたりに設定するかと言った提案がなされるのだろうから、放射線安全管理学会で、そ

の数値の妥当性や必要な追加データについて具体的に議論をすることは可能。 

【中村 PO】アスタチン（ハロゲン）の離散率の問題もある。また障防法は前臨床研究まで、

臨床研究からは医療法という点も視野に入れなければいけない。 

【松田】ほかの国での運用や、運用の根拠となっている国際的な考え方の解釈に関しては、

保健物理学会で評価頂けるのではないか。 

【甲斐】全体像が分からないと、どこが議論のポイントで、どの点において力になれるのか

わからないので、いろいろな情報をぜひ共有していただきたい。 

【酒井議長】規制庁としても、短寿命核種の安全管理に向けての検討に担当課が関与する

という理解でよいか。 

【規制庁（大町）】そのとおり。 

【高橋 PO】アンブレラとして短寿命核種の安全管理の問題にどのように関与するか、NW を

立ち上げるかどうかは、今年度中に代表者会議で結論を出すことになる。一方、今のと

ころ、NW で議論をした結果を規制庁が受け止めて法令の議論につなげる道筋が見えて

いない。アンブレラとしては、道筋が見えてから動くこととしたいので、規制庁内で、例え

ば検討チームの新設といった、受け皿の議論を進めて頂きたい。 

【米原】検討チームとは、昔の文科省にあった放射線安全規制検討会のようなものか。そう

であれば、学会レベルでオーソライズされた検討結果を検討チームに提出し、検討チー

ムでさらにオーソライズとするというプロセスは適当。 

【規制庁（大町）】規制庁の担当課の動かし方は、検討チームや放射線審議会経由などい

ろいろ考えられるが、いずれにせよ 1 課題の報告書だけだと弱く、管理側の視点を取り

入れた見解が必要。こうした検討の中から研究ニーズも出てくると思う。 
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【事務局】「短寿命核種の安全管理」は、初めて規制側から明示されたニーズである。アン

ブレラ事業は規制庁委託事業であり、この課題検討をすることを前提に議論をしていた

だいた。今年度一杯をかけて、アンブレラから課題解決案が提案でき、かつ規制庁が受

け止める道筋が出来ているような、適切かつ具体的な課題設定を行いたと考えている。 

 

議題 6：放射線防護アカデミアの役割（フリーディスカッション） 

 事務局より、アンブレラ事業を一年間実施し、放射線防護アカデミアの役割や機能については、

当初の計画内容を超えた規制ニーズへ対応する事態になりつつあることや、必ずしも学会の要望

通りに重点テーマとして提案した研究課題に対して規制庁の支援が得られるわけではないことか

ら、学会がアンブレラ事業に協力する条件や要望、考えられるメリット等について伺いたいとの意

見が述べられた。主なディスカッションは以下の通り。 

【松田】放射線安全管理学会は規制に一番近いところにいる学会。まだ始まって一年なの

で理事の中にはいろいろな意見があるだろうし、規制側からのフィードバックも期待はし

ているが、学会の発展も考え、ますは自分たちで作り上げるという姿勢が一番大事であ

ると考えている。 

【中島】最初の興味は規制庁からの研究費にあったが、短寿命核種の話を聞き、大阪大学

や近畿大学のデータを規制に生かせるような議論ができる学会になれれば、学会として

の意義は大きいと考えている。 

【児玉】放射線影響学会の会員の関心は研究費獲得にあるだろうし、概して規制への関心

は高くない。しかし規制の科学的根拠を求められた時には、きちんと出せるような学会

でありたいと考えている。また保健物理学会との合同委員会において、低線量放射線

の影響に関する科学的な事実をわれわれの手でまとめ、社会にきちんと提供していくと

いう活動ができたというのは非常に大きなメリットがある。 

【小林】自分自身は放射線管理を行っているが、そういう会員は少なく、規制から最も遠い

学会である。ワークショップなどの機会を通じて会員が放射線規制に触れることで、影

響学会の側から規制に何か貢献できる研究を打ち出せれば、と考えている。また学会

への見返りだけでなく、社会貢献という面からも本事業をとらえている。 

【細井】長期的に規制や緊急事対応において貢献するためには、放射線事故・災害医学会

を法人化する必要があると感じている。 

【富永】学会としての悩みは会員数が増えず、特に若手が少ない点にある。まだ、アンブレ

ラ事業への参加によるアウトプットが会員にフィードバックできる段階になっていないの

で、学会として参加しているメリットが見えてこないが、今後に期待をしつつ、学会側でも

フィードバックできるものを探したい。 

【甲斐】保健物理学会は実務的な側面が強い学会なので、放射線防護に関する基本的な

問題については常にサーベイして、学会の中でも必要に応じて委員会を立ち上げ、対応

してきた。会員数の減少により費用も厳しくなってきているので、国のニーズと学会のや

りたいことが一致すれば一番いいが、その他、いろいろな形で、学会として国への貢献

ができればいいと考えている。 
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【赤羽】福島の事故により、一般の放射線防護に対する関心が高まり、専門家集団に期待

される内容も変ってきた。そうした中、いろいろな学会が集まり、化学的知見に基づく防

護や予防的な規制をディスカッションすることは、非常に重要。例えば先ほどの短寿命

のα核種についても、患者や家族の防護、他の核種の飛散率あるいは多重規制など、

いろいろな切り口での議論がアンブレラ事業内で行えるとよい。 

【酒井議長】基礎的研究への規制側の見方やギャップを再認識した。また放射線安全管理

学会や放射線事故・災害医学会など出口に近い学会の話を伺い、出口に関しての具体

的な理解が進み、アンブレラ事業に参加することで、ギャップの埋め方の手がかりを得

たと感じている。 

【米原】17 年前に文科省の放射線規制室に出向していた頃から、本日の議題になった問題

や議論の重要性を感じていた。 

【吉澤】放射線規制に関しては、これまで原研の保健物理部が受け皿になってきた経緯が

あり、学会との関係は薄かったが、原子力分野においても、学会が標準化し､エンドース

する流れとなってきているので、今後アカデミアが規制の標準化や実施に関わるのが良

い。『研究（研究機関）―中継（アカデミア）―技術的オーソライズ（放射線審議会）―法

令作成（規制庁）』の流れの中で、学会に何ができるかを議論することが大事である。 

【百瀬】今後は課題解決型の部分に焦点を当てて、実際に出てきた研究の成果を標準化し、

現場に展開する、あるいは若手をうまく巻き込みながら人材育成に役立てるように、事

業を進めていきたい。 

【大町】アンブレラ事業への期待と言う意味では、放射線安全・防護分野の縮小が進む中、

規制行政への技術的支援のポテンシャルを維持してほしいと考えている。若手人材の

確保・育成も大きな問題と認識している 

【高橋 PO】ここまで、事業実施者も規制庁も互いに走りながら考えている状態であったが、

2 年目になってようやく動き出したという感がある。学会の代表も交代に当たっては、引

き継ぎをして、永続的にこの仕組みを活用できるようご協力いただきたい。 

【中村 PO】現在パブリックコメント中の法改正では、事業者の責任が大きくなっており、認識

の醸成が必須である。これを牽引するのは学会しかないと考えている。 

 

今後のスケジュールを確認して、閉会とした。 

以上 
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第 5 回代表者会合 議事概要 

 

1. 日 時 ：2018 年 11 月 2 日（金） 13:00～14:15 

 

2. 場 所 ：31 ビリッジ八重洲 会議室 C 

 

3．参加者 

・放射線防護アンブレラ参加団体代表 

赤羽恵一（JHPS）、甲斐倫明（JHPS、PLANET）、児玉靖司（JRRS）、小林純也（JRRS）、 

酒井一夫（PLANET）、富永隆子（JARADM）、細井義夫（JARADM）、松田尚樹（JRSM） 

JRSM:放射線安全管理学会/JRRS:放射線影響学会/JARADM:放射線事故・災害医学会/JHPS:保健物理学会 

・原子力規制庁 

高橋知之（本事業プログラムオフィサー、以下 PO）、吉住奈緒子（放射線防護企画課）、滝剣

朗（放射線防護企画課）、大町康（放射線防護企画課） 

・事業実施主体 

神田玲子（量研）、岩岡和輝（量研）、山田裕（量研）、高田千恵（百瀬琢麿代理、原子力機

構）、杉浦紳之（原安協） 

 

4．議題  

議題 1 前回議事概要案の確認 

議題 2 アンブレラ関連の今後のイベントについて（報告） 

議題 3 2018 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業における派遣者選考につ

いて（報告） 

議題 4 代表者会議の内規の修正について（審議） 

議題 5 学会の再委託事業のまとめ方について（審議） 

議題 6 その他 

 

5．資料 

資料 1 第 4 回代表者会議議事概要案 

資料 2－1 平成 30 年度アンブレラ活動年間スケジュール案 

資料 2－2 放射線事故・災害医学会 パネル討論会「緊急時に備えたネットワークのあり方を

考える」開催報告 

資料 3 2018 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業における派遣者選考について 

資料 4  代表者会議の運営に関する内規 (ver 2 案) 

資料 5－1 学会からの報告書 フォーマット案 

資料 5－2 学会員の年齢分布や専門性の時系列変化（案） 

資料 6 学会が保有する文書や HP コンテンツなどの著作権に関するアンケート-集計結果- 

席上配布  放射線専門家はどこに？ NCRP 声明 第 12 号（2015 年 12 月 17 日）  
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席上配布 別刷（Jpn. J. Health Phys., 53 (3), 176～180，2018) 

席上配布 ICRP 第１委員会における「アンブレラネットワーク」の紹介について 

席上配布 Scoping Meeting on the Global Coordination of Low-dose Research 参加報告 

 

6．議事内容 

開会 

 会議冒頭、代表者会議に初参加の吉住企画官が挨拶された。 

 

議題１：前回議事概要案の確認 

 事前にメールで確認済みであることから、気が付いた点があれば、各自直接事務局に連絡する

こととした。 

 

議題 2：アンブレラ関連の今後のイベントについて（報告） 

 事務局より、資料 2－1 に基づき、今年度の本事業に関係するイベントの開催について説明がな

された。前会合以降に開催された「パネル討論会：緊急時対応人材の育成・確保とネットワーク間

の連携を考える（放射線事故・災害医学会が開催）」について、高田氏が資料 2－2 に基づき、開

催報告を行った。また国際動向報告会（12 月 19 日開催）とネットワーク合同報告会（1 月 16 日開

催）について、それぞれの担当者が準備状況や企画について説明を行った。さらに原子力規制庁

関連のスケジュールとして、研究推進委員会や本事業の年度評価の日程などを周知した。 

 

議題 3：2018 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業における派遣者選考について（報告） 

 前会合以降、ICRP ICRU 90th Anniversary Colloquium への派遣者の選考に関する議論は主に

メールで行われた。そのため、実際に行われた評価の手順や基準を本会合で確認し、代表者会

議内で合意した部分については制度化することを目的として、事務局が資料３に基づき、選考の

経緯を説明した。事務局からは、選考基準は一律に決めず、派遣する会合の性格等を勘案して、

代表者会議内で議論や意識合わせをすることが提案された。主な議論は以下の通り。 

【細井】放射線防護の若手専門家が対象という言い方だと、かなり狭義の「放射線防護」と

思われがち。幅広く募集するという趣旨であるなら、応募要項を改良すべき。 

【甲斐】専門性が違う、あるいは実績・経験が不十分といった若手でも、派遣に適当な者で

あれば評価できるように、希望理由をしっかり記載するように申請書のフォーマットを改

良すべき。 

【事務局】ご意見のあった通り、募集要項や申請書の文案を修正する 

【高橋 PO】来年度の派遣に向けて、今から候補となる国際的機関のイベントをピックアップ

しておくのがよい。 

 

議題 4：代表者会議の内規の修正について（審議） 

 事務局より、資料 4 に基づき、今後、アンブレラ事業内で公正な審査や選考が必要な場合は、代

表者会議がその任を担うことを内規で規定したい。との提案があった。主な議論は以下の通り。 
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【事務局】具体的な文案作成は、メール審議により行いたい。 

【高橋 PO】そうであれば、内規の修正決定の日付は、代表者会議の次回会合の日付けと

合わせるのがよい。 

 

議題 5：学会の再委託事業のまとめ方について（審議） 

 事務局より、資料5－1に基づき、学会の事業報告書のフォーマット案について説明がなされた。

学会との契約内容に含まれている学会員の分布（時系列変化、年齢、専門性）の調査については、

学会ごとに設立・法人化の時期や保有している個人情報の内容が異なる。そこで、理想的な調査

項目・時期案（資料 5－2）を参考に、現実的に調査可能な項目や時期について学会事務局と相談

の上、連絡いただきたいと、事務局が学会代表者に対して依頼した。主な議論は以下の通り。 

【児玉】放射線影響学会では、法人化以降は生年月日も含め詳細な情報があるが、身分に

関しては更新されていない可能性がある。会員種類別の人数は2001年までさかのぼれ

るかもしれない。 

【松田】放射線安全管理学会も入会時のデータで年齢はわかるが、身分は入会時の情報

のみ。大会での発表内容から専門性の分布を分析するとなると、作業量が多すぎる。 

【事務局】放射線安全管理学会や放射線事故災害医学会の場合、大会での専門別発表件

数は会員の専門分布と比例していないかもしれない。 

【甲斐】保健物理学会では、学会員の高齢化に危機感を抱いているので、年代分布は把握

しているが、過去にさかのぼることは難しい。この 10 年で急速に会員数が減少したとい

う印象がある。 

【事務局】現在、10 年前、20 年前の 3 点だけであれば、調査可能か。 

【児玉】（放射線影響学会では）会員数はわかっても、年代別は難しい 

【甲斐】（保健物理学会では）米国の保健物理学会の会員数の変化に相当するデータは出

すことは可能。 

【松田】（放射線安全管理学会では）難しい 

【富永】（放射線事故・災害医学会では）入会時に氏名と住所しか聞いていない。大会での

発表も、一般発表枠（ポスター）を設けたのは 4 年前からなので、4 年間の集計は可能。 

【酒井議長】放射線生物研究（赤本）を調べると、若手に関する過去の情報が得られるので

はないか。 

【事務局】まずは学会からの回答を参考に、全体の調査の大枠を考え、改めて各学会に提

出いただくデータについてご提案したい。 

【松田】共通項目以外の調査結果も報告書に記載してよいか。かつて福島関連の演題数な

どを調べたことがある。 

【事務局】そういった情報があれば、いろいろな分析が可能になるので、各学会が対応いた

だける範囲で盛り込んでいただけると大変ありがたい。 

【酒井議長】事務局からの依頼の通り、11 月 22 日までに、各学会から提示可能な調査項目

や時期について回答いただくこととする。 
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議題 6：その他 

 事務局より、資料 6 は配布のみにとどめ、次回会合にて、アンブレラ事業の HP に掲載する内容

を審議する際に利用するとの説明があった。また席上配布資料を用いて、酒井議長から ICRP 第

１委員会における「アンブレラネットワーク」の紹介について、山田氏から Scoping Meeting on the 

Global Coordination of Low-dose Research について報告があった。最後に高橋 PO から、課題解

決型ネットワークのほうの進捗について確認があり、後日事務局が聞き取り、報告することとなっ

た 

以上 
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第 6 回代表者会合 議事概要 

 

1. 日 時 ：2019 年 1 月 16 日（金） 9:55～11:53 

 

2. 場 所 ：トラストシティ カンファレンス・丸の内 会議室 B 

 

3．参加者 

・放射線防護アンブレラ参加団体代表 

赤羽恵一（JHPS）、児玉靖司（JRRS）、小林純也（JRRS）、酒井一夫（PLANET）、富永隆子

（JARADM）、中島覚（JRSM）、細井義夫（JARADM）、 

JRSM:放射線安全管理学会/JRRS:放射線影響学会/JARADM:放射線事故・災害医学会/JHPS:保健物理学会 

PLANET:放射線リスク・防護研究基盤 

・原子力規制庁 

高橋知之（本事業プログラムオフィサー、以下 PO）、吉住奈緒子（放射線防護企画課）、滝剣

朗（放射線防護企画課）、大町康（放射線防護企画課） 

・事業実施主体 

神田玲子（量研）、岩岡和輝（量研）、百瀬琢麿（原子力機構）、杉浦紳之（原安協） 

 

4．議題  

議題 1 前回議事概要案の確認 

議題 2 代表者会議内規について(承認) 

議題 3 放射線安全規制研究の H31 年度重点テーマについて（報告） 

議題 4 アンブレラ関連のイベントについて（報告） 

議題 5 次年度の事業計画案について（審議） 

議題 6 その他審議・報告事項等 

 

5．資料 

資料 1 第 5 回代表者会議議事概要案 

資料 2 代表者会議の運営に関する内規 (ver 2 案) 

資料 3 放射線安全規制研究の H31 年度重点テーマについて（報告） 

資料 4－1 日本放射線影響学会第 61 回大会 ワークショップ「放射線防護・放射線規制に

おける関連学会の連携と放射線影響学会の役割」開催報告 

資料 4－2 日本放射線安全管理学会 第 17 回 学術大会 特別セッション「短半減期核種

の放射線安全管理の現状と課題」開催報告 

資料 4－3  国際動向報告会 概要 

資料 5 平成 29－31 年度事業計画案比較 

参考資料 1 アンブレラ関連のイベント一覧（第 5 回会合資料 2-1 を修正） 

参考資料 2 平成 31 年度放射線安全規制研究推進事業の重点テーマの設定および公募に
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ついて（案）（第 52 回原子力規制委員会資料 1） 

参考資料 3 平成 29 年度提案 研究領域別重点テーマ一覧（第 4 回代表者会議資料 2－１を

一部改変） 

 

6．議事内容 

開会 

 酒井議長の開会のあいさつに続き、事務局より資料確認が行なわれ、次いで参考資料 1 を用い

て本日の会議の進行について説明がなされた。 

 

議題 1：前回議事概要案の確認 

 資料 1 の議事概要案は事前にメールで確認済みであることから、気が付いた点があれば、各自

直接事務局に連絡することとした。 

 

議題 2：代表者会議内規について(承認) 

酒井議長より、本議題は前回会合の積み残しであるが、改めて説明するよう、事務局に指示が

なされた。事務局からは、若手の国際的機関への派遣者の選考で行なわれたように、今後アンブ

レラ事業内で公正な審査や選考が必要な場合は代表者会議がその任を担うことを、内規で規定

したい、との提案があった。 

修正文案(資料 2)は既に代表者会議メンバーにメールで照会されており、これに対して特段の

指摘やコメントがなかったことから、内規の修正が承認された。 

 

議題 3：放射線安全規制研究の H31 年度重点テーマについて（報告） 

前回会合から本日までの間に、放射線安全規制研究の平成 31 年度重点テーマに関する原子

力規制庁での審議が行なわれ、平成 31 年 1 月 9 日には原子力規制委員会が正式に決定した。

その経緯について、事務局が説明を行なった。 

事務局からは、資料 3 に基づき、大学アイソトープ総合センターネットワーク等との意見交換や

高橋プログラムオフィサーの助言を参考に、30 の重点テーマ候補を 4 つのテーマに整理し、代表

者会議メンバーからの意見を反映した後、第1回研究推進委員会のヒアリングで提案したことなど

が説明された。また第 1 回研究推進委員会での大学アイソトープ総合センターネットワークからの

提案や重点テーマ選定の方針、第2回研究推進委員会での重点テーマ案の策定、原子力規制委

員会での重点テーマの決定と委員のコメントなどが紹介された。主な議論は以下の通り。 

【規制庁(吉住)】 規制庁としては、研究成果がどのように規制に生かされるのかを最重要

視している。今年度終了の放射線安全規制研究 7 課題についても同様。重点テーマの

提案並びに研究の実施の両面において、この点を考慮いただきたい。 

【酒井議長】 重点テーマの検討は次年度も行なうのか。 

【事務局】 原子力規制委員会が重点テーマを選ぶポイントが明確になり、アンブレラ内で

議論するプロセスも出来てきた。これらをベースに次年度も行なう予定である。 

【酒井議長】 他省庁との情報共有はどのように行なわれているのか。 
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【規制庁(吉住)】 定期的に関係省庁連絡会議という情報共有の場を設けているので、明ら

かに他省庁が管轄というものについては連絡をしている。 

【小林】 原子力規制委員会から、放射線安全規制研究は工学的安全研究と１つにすべき

という意見が出たとのことだが、そうなると、防護や生命科学に近い研究は採択されにく

くなるのではないか。 

【規制庁(吉住)】 まだ庁内のコンセンサスというわけではない。研究者側の意見や懸念が

あれば伺い、庁内議論に反映したい。 

【規制庁（大町）】 防災分野に関しては工学安全でも行なわれているので、似た研究を

別々に行なうのはいかがなものか、という認識がある。放射線安全研究推進事業が 5

年間という枠組みでスタートしているので、次年度からは事業全体の見直しの議論も行

なわれるだろう。 

【酒井議長】 正当化というキーワードが出てきたが、これは放射線を新たに利用する際の

正当化ではなく、緊急時にどう対処するかという場合の正当化という意味か。 

【規制庁(吉住)】 取り組むのであればこの分野から、と考えているが、簡単に取り組める課

題でもないので、H32 年度以降の重点テーマに向けて検討すべきかもしれない。 

【細井】 避難の正当化となると、工学的安全研究ではない。健康上リスクがメインの研究。 

【規制庁(吉住)】 それと、大きなところでは経済的コストだろう。 

【高橋 PO】 今後、正当化の研究を、アンブレラから提案するのか、規制庁側のニーズとし

て、表に出していくのかの整理が必要。また国際動向報告会でも、社会科学的な要素

が必要という議論がなされたが、来年度以降、重点テーマの検討において放射線以外

の研究についても議論をするなら、アンブレラがそれなりの広がりを持つ必要がある。 

 

議題 4：アンブレラ関連のイベントについて（報告） 

前会合以降に開催された 3 つのイベントについて、それぞれの開催責任者から報告があった。 

児玉氏は、資料 4－1 に基づき、日本放射線影響学会第 61 回大会のワークショップ「放射線防

護・放射線規制における関連学会の連携と放射線影響学会の役割」（平成 30 年 11 月 9 日）の開

催報告を行った。中島氏は、資料 4－2 に基づき、日本放射線安全管理学会 第 17 回 学術大会 

特別セッション「短半減期核種の放射線安全管理の現状と課題」（平成 30 年 12 月 6 日）の開催報

告を行なった。杉浦氏は、資料 4－3 に基づき、国際動向報告会（平成 30 年 12 月 19 日）の開催

報告を行なった。主な議論は以下の通り。 

【規制庁（大町）】 UNSCEAR の活動や議論がどのように IAEA の基本安全原則に取り込ま

れ、影響力を持つのかについては、規制側も注目している。 

 

 

議題 5：次年度の事業計画案について（審議） 

 本事業代表者（神田）より、参考資料3に基づき、2年間の事業の達成状況として、昨年度にアカ

デミアから提案された重点テーマ候補 30 課題のうち 3 分の 2 は、何らかの形で着手されていると

報告された。つづいて資料 5 に基づき、アカデミアの活動としては、放射線安全規制研究による成
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果の規制への反映と若手人材育成の確保と育成に重きをおいた次年度計画案が紹介された。説

明に当たって、本会議ではアカデミアの活動に関しての議論を行い、次回会合（平成 31 年 2 月 23

日）において年次計画を決定すること、課題解決型ネットワークの活動に関しても代表者会議に

意見を求めるが、最終的な決定はネットワーク実務担当が行なうと、説明された。主な議論は以

下の通り。 

 

○放射線安全規制研究による成果の規制への反映について 

【酒井議長】 研究成果を規制に反映させることに関して、どんなシナリオを想定しているの

か。 

【神田】 平成 30 年度に終了する短寿命核種の安全管理の課題の成果を、規制がガイドラ

インに落とし込む際に、専門家として関与することを想定している。 

【規制庁（吉住）】 平成 31 年度も、短寿命核種の安全管理に関する課題を採択する予定な

ので、アンブレラと研究班が両輪となってガイドラインのたたき台を提案してもらい、それ

を規制庁が練り上げる形にしたい。 

【酒井議長】 そうした活動においても、学会の学術大会でアカデミアと規制側とが情報共

有、意見交換する場を活用するということでよいか。 

【神田】 4 学会には引き続きお願いしたい。 

【規制庁（吉住）】 規制側からもニーズを具体的に伝えるようにしたい。 

【細井】 先ほどの「避難の正当化」もニーズだけではなく、受け皿を決めることで、マニュア

ル作成までとは行かないまでも、問題の整理は進むのではないか。 

【規制庁（大町）】 マニュアルやガイドラインは規制側が作るものだが、作るにあっての課

題をアカデミアで明確にして整理をして欲しい。規制庁が作るステージにおいても、検討

チームが立ち上がって、有識者を交えて議論をするプロセスなど、専門家の協力を得る

ことになる。 

【酒井議長】 どの部分にアカデミアの関与が必要か、整理が必要。 

【高橋 PO】 短寿命核種の安全管理へのアカデミアの関与については今年度の当初から

議論してきたことだが、避難の正当化のような研究も重点テーマとして挙げるかどうか

は、議論が必要。 

【赤羽】 アンブレラでガイドラインのたたき台を作成した場合、省庁横断的に扱われるの

か。 

【規制庁（吉住）】 基本的には規制庁が受けて他省庁に情報提供する形になるが、明らか

に研究段階から規制庁だけの問題ではない場合は、関係省庁にも早い段階から声をか

けている。水晶体の線量限度関連の研究は後者。 

 

○若手人材育成の確保と育成について  

【酒井議長】 今年度は若手を国際的機関のイベントに派遣したが、今後はどうするのか。 

【神田】 ネットワーク合同報告会では、若手から「国際的機関の会議ではなく、国際学会に

派遣して欲しい」という要望が出るように思う。これについてご意見を伺いたい。 
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【酒井議長】 放射線安全規制につながる研究を担ってくれる人材の育成が主目的。審査

する側の代表者会議としては、国際機関の安全規制に関わる会議に行って、経験を積

んできてほしい。 

【神田】 若手研究者の主体的活動も考えているが、何か適当なテーマはあるか。若手自

身に考えてもらうつもりだが、腹案としていいテーマがあれば伺いたい。 

【酒井議長】 学会内の若手の組織が既に行なっている活動を支援するのではなく、アンブ

レラとしてテーマを提案して、各学会の若手が参加するイメージか。 

【神田】 狭い範囲に閉じないためには、その方が良いと考えている。 

【小林】 若手の組織も性格が一様ではなく、全研究分野の若手を網羅しているわけではな

いので、アンブレラとして課題を決め、各学会から若手を出して組織する方がよい。 

 

○課題型ネットワークの活動について  

【百瀬】 緊急時対応人材ネットワークでは、この 2 年でかなりお互いに顔が見えてきたし、

規制庁に向けたアウトプットのイメージもかなりはっきりしてきた。今後、事業を進めたり、

分析を進めるに当たり、学会に協力頂けるとありがたいので、個別に相談させていただ

く。 

 

○アカデミアの拡張について 

【神田】 今後の重点テーマの議論等において、アカデミアを広げる必要があるのであれば、

意見をいただきたい。 

【高橋 PO】 国際動向報告会では社会科学の必要性が強調されていたので、31 年にはそ

れを受けた動きが必要。短寿命核種の安全管理に関してもアンブレラとして動く際には、

関連学会にも声をかけてディスカッションに加わってもらう必要がある。だからといって、

必ずしもそういう関連学会をアカデミアの構成団体として入れる必要はない。 

【酒井議長】次の代表者会議でも継続審議とする。 

 

議題 6 その他審議・報告事項等  

事務局より、新たな事業計画案がある場合一週間以内に提案すること、アンブレラの HP が立

ち上がったので適当な掲載内容があれば随時連絡すること、次回会合は 2 月 23 日 1 時半開催で

あることが伝えられた。                                          

 以上 
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平成 30 年度原子力規制委員会委託事業「放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

（放射線防護研究分野における課題解決ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成） 

第 7 回代表者会合 議事概要 

 

1. 日 時 ：2019 年 2 月 23 日（土） 13:20～16:40 

 

2. 場 所 ：TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター カンファレンスルーム１１E  

 

3．出席予定者（敬称略） 

・放射線防護アンブレラ参加団体代表 

赤羽恵一（JHPS）、甲斐倫明（JHPS）、児玉靖司（JRRS）、小林純也（JRRS）、酒井一夫

（PLANET）、富永隆子（JARADM）、中島覚（JRSM）、細井義夫（JARADM）、松田尚樹

（JRSM） 

JRSM:放射線安全管理学会/JRRS:放射線影響学会/JARADM:放射線事故・災害医学会/JHPS:保健物理学会 

PLANET:放射線リスク・防護研究基盤 

・原子力規制庁 

高橋知之（本事業 PO）、大町康（放射線防護企画課） 

・事業実施主体 

神田玲子（QST）、吉澤道夫（JAEA）、杉浦紳之（NSRA） 

 

4．議題  

 議題 1 前回議事概要の確認 

 議題 2 アンブレラ関連のイベントについて（報告） 

 議題 3 代表者会議報告書案について（審議） 

 議題 4 次年度の事業計画案について（審議） 

    ・若手の活性化のための仕組み 

 議題 5 その他審議・報告事項等 

      ・防災方策の正当化について  

・代表者会議メンバーからの次年度以降への要望等  

5．資料： 

資料 1 第 6 回代表者会議議事概要案 

資料 2－1 第 2 回ネットワーク合同報告会 概要 

資料 2－2 平成 30 年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費『放射線防護研究分野に

おける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成』成果

報告（パワーポイント） 

資料 3 代表者会議報告書（案） 

資料 4－1 平成 31 年事業計画書案 
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資料 4－2    平成 29－31 年度事業計画案比較（第 6 回代表者会議資料 5 の修正） 

資料 4－3 第 2 回 NW 合同報告会における若手研究者からの提案 

資料 4－4  平成 31 年度国際的機関主催会合等への若手派遣事業について(案) 

資料 5 防護方策の正当化研究に関する専門家への聞き取り調査について 

参考資料 1 平成 30 年度アンブレラ活動年間スケジュール案 

参考資料 2 平成 31 年度アカデミア参加学会のイベント一覧 

席上配布 放射線防護に関する国際動向報告会報告書 

席上配布 第 2 回ネットワーク合同報告会報告書案（回覧のみ） 

 

6．議事内容 

開会 

 酒井議長の開会のあいさつに続き、事務局より資料確認が行なわれた。 

 

議題 1：前回議事概要案の確認 

 資料 1 の議事概要案は事前にメールで確認済みであることから、承認された。 

 

議題 2：アンブレラ関連のイベントについて（報告） 

前回会合以降に開催されたネットワーク合同報告会（平成 31 年 1 月 16 日）について、資料 2

－1 を用いて事務局から報告があった。次年度の報告会のあり方等について以下の議論が行わ

れた。 

【酒井議長】 前回に比べると、参加者が少なかった。フロアの意見をどう抽出していくか、

それを踏まえた議論をどう展開していくかを考えるべき。 

【甲斐】 報告会を活発な議論の場にするのであれば、規制側が抱えている問題を紹介し、

それについてアカデミアはどう解決していくかを議論してはどうか。また、緊急時人材と

職業被ばくのネットワークで検討している問題も重要なので、到達状況を確認し、どこに

バリアがあるのかを共有して、次のステップが見えてくるような場にしてはどうか。 

【事務局】 年に１回東京で開催する会議に多くの方が参加して、そこでの検討に代表性を

持たせる、といった理想的な報告会を開くのは難しい、というのが正直な感想。今年、学

会の年次大会のイベントで広く意見を頂くことが有意義だったので、そうした機能は引き

続き学会にお願いして、ネットワーク合同報告会と国際動向報告会はディスカッションを

する場にする。また玉を投げる側の１つに規制庁になって頂くということでよいか。新し

い試みをするなら、来年度が適当。 

【酒井議長】 規制庁の問題意識が各学会で企画するイベントの中でも提示されているとい

うことであれば、合同報告会ではそれを踏まえて、今後どうするかというような議論につ

なげてはどうか。また進捗状況についてはこれまでどおりきちんと報告してもらうことが

大事。 

【細井】 報告会で横断的テーマについて規制庁から問いかけがありアカデミアで議論をす
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るのと、個々の学会でその会員の前だけで規制庁が話すのとでは意味が異なる。 

【酒井議長】 規制庁からの問いかけに対して各学会でもレスポンスを検討する、それ代表

者会議で束ねて、合同発表会で提示をし、フロアからの意見を得てはどうか。 

【規制庁（大町）】 規制庁側は問題ない。ただ、昨年度と今年度の成果報告会のようにフロ

アからかなり細かい質問が来るような企画では議論にならない。テーマについてはアカ

デミアにおける動きに加えて規制庁側の動きも含めて、幅広くご勘案いただきたい。たと

えば、廃棄物のように、どちらかというと原子力安全寄りのテーマが、アカデミアの議論

から抜けてしまうことを懸念している。また、今後規制庁で検討が予定されている第二種

廃棄物埋設の議論には、ラドンの議論も含まれるので保健物理学会の範疇だろう。事

前にテーマが分かれば規制庁内の適切な担当部門に声をかけることは可能。 

【甲斐】 ぜひそういう具体的なテーマを規制庁側から投げてほしい。 

【規制庁（大町）】 すでに原子力規制委員会に検討チームが設置されているテーマについ

ては、当該チームで検討するため、ソリューションについて関係学会に投げることはない。

RI 規制に関してはいろいろな課題があるが、まだ誰にどう投げるかまで整理できていな

いテーマも多い。 

【細井】 そうした意見交換は報告会にはなじまないかもしれないが、別の機会があるとよ

い。 

【酒井議長】 規制庁からの話題提供はまだラフな状態でもいいのではないか。 

【規制庁（大町）】 持ち帰り検討する。 

【事務局】 定例的に学会代表と規制の方が集まる会議であれば、さほど負担がなくでき、

事業終了後も残すことが可能。 

【細井】 本音で話せる環境にして、実効性がある話し合いにしてはどうか。 

【高橋 PO】 規制庁からの投げかけに対してアカデミアが受ける枠組みやアウトプットの方

法を整理した上で議論しないと、言いっ放しになってしまう。 

【赤羽】 アカデミアとしての活動を各学会の中にどういう具合にフィードバックし、今後、新

たな依頼に対してもどのように参画意欲を集約していくかは、大きな課題。また来年度

の保健物理学会・安全管理学会の合同学術大会には、影響学会もかかわる発表の場

となるので、フランクなフリーディスカッションができるイベントの企画も早めに議論をして

はどうか。 

【松田】 規制庁からの問題提起があると大変ありがたい。次年度は重点テーマに関しては

どんな議論をすべきか悩ましく思っていた。意見交換会のような場を設けることにも賛

成。 

【規制庁（大町）】 防護グループでは、新しい技術、新しい商品の規制のあり方については

関心をもっている。最近の例ではホールボディの DEXA といったものにもアンテナを張っ

ている。 

【酒井議長】 今の話も、各方面の専門家が集まっている代表者会議に投げてもらうとよい。

来年度の合同報告会のあり方の議論から話が発展したが、次年度には規制庁との意

見交換の場を設定してほしい。 
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続いて成果発表会（2 月 14 日、年次評価ヒアリングを兼ねる）について資料 2－2 を用いて事務

局から報告があった。質疑応答では人材育成に関して質問やコメントが集中したので、次年度の

計画にはそうしたコメントを反映する必要があるとの説明があった。主な議論は以下の通り。 

【高橋 PO】 人材育成におけるアンブレラの貢献が期待されている。例えば若手の国際イ

ベントへの派遣は、単なる個人への補助と思われることのないよう、人材を育成し、増や

すことにつなげる活動が必要。 

【酒井議長】 概して人材育成の成果を見せることは難しい。 

【高橋 PO】 アンブレラで実施していることを総説などにまとめ発信していくということも不可

欠。 

【事務局】 来年度は中間評価の年になり、文章化した成果も求められる。来年度中にはコ

ンセンサスレポートの発表も予定されているが、それ以外にも本事業の成果に数えられ

るものがあれば提供いただきたい。事業実施者としても可能なものは英語化して発信す

る予定である。アンブレラ関連のイベントを開催した場合も、可能であればまとめて形に

残していただきたい。 

 

議題 3：代表者会議報告書案について（審議） 

事務局より資料 3 を用いて今年度の代表者会議からの報告書案について説明された。昨年度

の報告書のように「提案」とせず、今年度、アカデミアが検討・調査した内容を「放射線安全規制研

究を支える基盤と連携」としてまとめる、との説明があった。主な議論は以下の通り。 

 

（安全規制研究重点テーマの整理や推進について） 

【甲斐】 このアンブレラの中で重点テーマの整理と推進は今後も続くのか 

【事務局】 恐らく来年度も、アンブレラ事業として重点テーマのヒアリングを受けるので、学

会から意見をいただきたいが、大掛かりに意見を求めるというより、日ごろの学会活動

を通じて、喫緊の課題としてピックアップされていることを情報提供いただきたい。事業

全体の方向としては、3 年目は、安全研究の成果を規制につなげる部分に重きを置く。 

【甲斐】 アンブレラからの提案した重点テーマに関する研究に関しては、採択後も引き続き

アンブレラとも交流をしていくことにしてはどうか。今年度短半減期核種の安全管理の研

究に関して、アカデミアに連絡があり、意見交換を行ったのがよい例である。 

【事務局】 短寿命核種研究の例は、規制庁側からの要望があって実施した。他の安全規

制研究課題と交流する場合も、研究実施者、アンブレラと規制庁（プログラムオフィサー

を含む）の 3 者で行うことを考えている。 

【高橋 PO】 アカデミアの関わり方は、研究実施者の研究計画にもよる。アカデミアの活動

としては、まずは安全規制研究課題をウオッチするレベルではないか。 

【事務局】 アンブレラから提案した重点テーマで採択されたものの中には、緊急時の汚染・

傷病者の初期対応といった、マニュアルを作るような内容を含んでいるものもある。しか

しアカデミアへの意見照会がなければ、関わることは考えていない。 
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【規制庁（大町）】 研究を受託した研究班の考えやデータを一般化して規制に利用する際、

アンブレラ側に確認や議論を担って頂きたい。短寿命核種とクリアランスについては今

後の検討対象となりうる。 

【高橋 PO】 個々の研究に関与するかどうかはケース・バイ・ケース。水晶体の線量限度へ

の対応のようにすでに進んでいるものもあるし、研究実施者が個別の学会に確認を依

頼することもあるだろう。 

【甲斐】 放射線安全規制研究事業への応募の段階で、応募者が個別の学会にオーソライ

ズを依頼した場合、その学会は応募者側に加わることになるので、アカデミアとしての内

容確認には加われなくなるのではないか。 

【酒井議長】 本事業で提案した重点テーマの課題に関しては、研究の進展について注視

するということで、ここまでの議論をまとめたい。 

【小林】 重点テーマ候補 30 課題の中には、まだ実施の見通しが立たないものがあるが、こ

れは、提案した学会が平成 31 年度に整理をする必要があるのか。 

【事務局】 提案学会マターであるとは考えていない。重点テーマ 30 課題に関しては代表者

会議が重要であると結論を出したものなので、事務局はいろいろな機会を利用して表に

出していく。また重点テーマの追加提案があればリストに付け加える。 

【酒井議長】 新しい重点テーマを追加する場合はどのようにすればいいのか。 

【事務局】 平成 29 年度での提案と同様のフォーマットを使って、学会を通じて、代表者会

議に提出してほしい。 

 

（放射線防護人材に係る調査と検討について） 

【甲斐】 本当の意味での人材育成を議論するためには、来年度、若手会員の教育歴や職

歴、この領域で就職の難しさなどに関する調査も必要ではないか。今のように若手の支

援をするだけでは根本的な解決にはならない。 

【事務局】 成果発表会でも、放射線防護人材のポストの問題の踏み込んだ関与が出来な

いかと指摘があったところ。来年度の学会との業務請負の内容には、業務、業種別に若

手人材の問題を検討することが含まれている。 

【甲斐】 おそらく若手へのアンケートをすれば、放射線防護人材のバックグラウンド（学歴・

職歴）の多様性が減っているということがわかるだろう。これはポジションが減っているこ

とに由来する。また大学の基礎講座もどんどん減っている。そのような状況の変化に即

した対応策を検討する必要がある。 

【事務局】 アンケートの具体的な質問項目は今後の議論としていただきたい。個人情報を

扱うことになるので、学会から学会員に依頼する形としたい。 

【酒井議長】 望ましい人材を望ましいポストに当てはめる（マッチング）ことに働き掛けがで

きれば、人材育成、人材活用の一つの方策となる。 

【吉澤】 JAEA で放射線安全管理の人間を募集すると他のフィールドに比べて応募数は多

いが、放射線防護ではなく、農学、化学、物理、生物といったバックグラウンドの人材が

多い。そこで、機構内で防護の専門家として育てている。 
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【細井】 たとえば 3000 万円かけて寄附講座を作るのが、最も費用対効果が高いのではな

いか。大学側では歓迎すると思う。 

【規制庁（大町）】 大学の講座となると文科省マターではないか。参考までに、文科省の課

題解決型高度医療人材養成プログラムでは、筑波大学と長崎大学に人材育成のため

の体制ができている。 

【甲斐】 原子力や放射線関連の講座の卒業生が JAEA に就職しないなら、講座はどこに

人材を送り込んでいるのか、あるいはどこから原子力や放射線の業種に就くのか、興味

深い。 

【酒井議長】 今育てようという人材が、てこ入れをしたいと考えている専門分野以外から来

ている可能性がある。 

【吉澤】 その場合、放射線のサーベイはできるが、核燃料物質は知らない。 

【甲斐】 やる気があれば、そこから勉強して育てばいい。 

 

議題 4：次年度の事業計画案について 

事務局より資料 4-1、4-2 を用いて次年度の事業計画案について説明された。 基本、前回会

合での議論から変更がないこと、短半減期核種の安全管理に関しては、平成 31 年度放射線安全

規制研究の採択課題が決定してから具体的な対応を考えることが説明された。主な議論は以下

の通り。 

 

（学会との業務請負内容について） 

【細井】 放射線事故・災害医学会は、今年９月に仙台で学術集会を開催するので、アンブ

レラ事業を銘打ったセッションを行なう。 

【甲斐】 保健物理学会は影響学会と合同でコンセンサスレポートを作成している。レポート

の完成に向けて 6 月にはワークショップを開催するが、旅費や会場費を支援してもらえ

るか。 

【事務局】 請負契約とだぶらない部分に関しては支援可能（たとえば両学会以外の専門家

の招聘など）。会議費も少額であれば可能。 

【松田】 安全管理学会では、シンポジウムと学術大会の両方で何らかのセッションを行なう

予定としている。また広島大学の保田先生が開催する Solid State Dosimetry（SSD）の

国際会議を安全管理学会が共催するが、学生あるいは若手の参加を支援する予定。

SSD の開催にアンブレラのクレジットをもらいたい。 

【高橋 PO】 アンブレラ事業費を使った部分は、学会からの報告書内で明記して欲しい。 

【小林】 次年度計画に PLANET の記載はないが、問題ないのか 

【事務局】 重点テーマ候補の 30 課題のうち、2 課題については PLANET で実施しているが、

アンブレラ事業費で行なっているわけではない。またPLANETの事務局からは次年度計

画としての新たな提案もないと聞いている。 

【甲斐】 PLANET が提案した重点テーマを自らチャレンジしているということは事実。アンブ

レラとしては、アンブレラから提案した重点テーマについてフォローすることとしたので、
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PLANET の活動もフォローされるものの 1 つ、という整理ではどうか。 

【事務局】 代表者会議の報告書内に PLANET の活動を記載するのであれば、１度、報告し

てもらう必要がある。現状では、記載すべき内容が代表者会議で共有されていない。 

【甲斐】 来年度に向けて成果が出るようにと動いているので、報告はできる。 

（若手を活性化する方策について） 

事務局より資料 4-3 を用いて、第 2 回ネットワーク合同報告会において、2 名の若手研究者から

提案のあった若手を活性化する方策について説明された。主な議論は以下の通り。 

【酒井議長】 表彰に関しては、誰が出すのか、副賞や具体的な運用はどうするのか、とい

った問題がある。もしアンブレラが表彰するなら、その評価軸が必ずしも簡単ではない。 

【規制庁（大町）】 5 年間の事業であることを考えると、アンブレラからの表彰に意味がな

い。 

【赤羽】 いかに公平に受賞者を選択しているか内閣府から問われることになるので、かな

りハードルが高い。 

【松田】 それぞれの学会で賞を出せばよい。むしろ各学会でその年に賞を取った若手が集

まって話すほうが若手の交流につながるのではないか。 

【酒井議長】 若手研究者の評価はそれぞれの所属学会で行なうことして、この分野に新た

に人材をリクルートしてくるためにはどんなことができるか、意見を聞かせて欲しい。 

【松田】 まず学生は、放射線防護といった研究領域や仕事を知らない。知らせる機会が出

来ればいいが、全国的になるとなかなか難しい。 

【甲斐】 放射線防護人材の募集情報を提供する仕組みをつくってはどうか。 

【富永】 アンテナを張っている若手には情報が届くが、ツイッターやフェイスブック、インスタ

に載せるなどをしないと、異分野の人や 20 代には情報が届かない。 

日大の危機管理学部からオファーがあり、放医研の REMAT の紹介のため学園祭に参

加したことがある。将来的に、消防や警察、行政で働く学生が対象。 

【赤羽】 中高生向けであれば、学会のイベントに合わせて放射線関連の職種をアピールす

るブースを出すことも可能。 

また現在の会員については、母数が減っているのは、大学で養成の研究室がなくなって

きているので、当然の流れ。しかし若手会員が、防護関連の活動に積極的に参加しな

いという問題もある。学会活動にメリットが感じられなければ若者は学会に入らない。こ

うした問題にアンブレラが関与できるのではないか。 

【高橋 PO】 こうした議論を若手も交えて行うこと、若手が本音で話せる場を作ることが必要

である。H31 年度は学会単位で行なって欲しい。 

【甲斐】 アンブレラは人材育成のための調査や若手のエンカレッジ方策のアイディアを学

会に投げる、学会は年次大会などで若手とのミーティングなどを企画して、得られた情

報をアンブレラに返す、ということではどうか。 

【酒井議長】 学会への依頼として、｢現在の若手に加え、新たに人材をリクルートするため

に、人材の取り込みに関する情報の収集をし、今後の方策の検討に資する｣といったと

ころか。 
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 放射線影響学会がかつて行なっていた琵琶湖シンポジウムのようなアイディアを集めた

い。 

【高橋 PO】 それでは H31 年度は各学会が若手を交えた集会などを開催し、そこから集ま

った情報を受けて、H32 年度の学会協働の取り組みを行うということでよいか。 

 

（国際的機関主催会合等への若手派遣事業について） 

事務局より資料 4-4 を用いて、平成 31 年度の若手派遣事業(案)について説明があった。派遣

先の候補として考えている OECD/NEA 主催の国際放射線防護スクールでは、3 月中に募集を開

始すると予想されることから、今年度中に若手派遣事業の応募を開始する可能性があると説明さ

れた。主な議論は以下の通り。 

【酒井議長】 派遣事業の評価は、派遣者の将来の活動による。それから選考基準で、｢必

ずしも現在の研究分野や業務との合致を求めない｣は書きすぎではないか。 

【甲斐】 若手を 40 歳未満にすると応募が少ない可能性があるというが、若手を優先すると

いった記載があってもよい。また｢若手‟代表“としてアンブレラ事業に協力する｣も書き過

ぎ。審査をする代表者会議メンバーが部下を推薦してもいいのか。 

【事務局】 H30 年度は、｢選考委員会は、放射線防護アカデミアの代表９名とするが、申請

書に記載された上長ならびに利益相反の可能性があると自己申告された者は選考委

員から外す｣とした。H31 年度も同じルールを適用したい。 

【赤羽】 １人当たりいくら、として派遣者数を増やしてはどうか。 

【事務局】 量研の旅費規程上難しい。 

【松田】 今の派遣対象会合はこのまま残すことで良いが、若手からこの会議にいきたいと

いった要望も認めるなど、門戸を広げてもいいのではないか。 

【事務局】 １月 16 日の代表者会議の議論では、対象は国際的機関が主催する会合とし、

学会系は含めないという一応の結論を出したところ。もう１年はこの考え方で進めたい。 

【松田】 留学生も対象か。 

【事務局】 資格は 45 歳未満とアカデミア参加学会の会員だけである。 

【高橋 PO】 出席を希望する理由には、最終的に派遣者個人ではなく、アカデミア全体にど

う役立つかという部分が必要。また報告会の出席を採択の条件としないとあるが、原則

報告は必要であるし、その中身には会合に出席した成果をどのようにアカデミアの若手

に展開できるかも含めてほしい。報告書はいずれにしても提出する必要がある。 

【事務局】 次年度は国際動向報告会のスタイルが変わるため、派遣者の報告はネットワ

ーク合同報告会を考えている。それに出席できない場合は、代表者会議で報告すること

としたい。報告内容に盛り込むべきことを含めて、申請書を書き直す。 

【高橋 PO】 「本事業で開催する会合にて出張報告を行う」でよい。 

先ほど、H31 年度は学会単位で若手とのミーティングを開催して、代表者会議内で情報

共有、報告書に記載して事業としてとりまとめる、という計画としたが、代表者会議メン

バー内での情報共有にあたって、若手に報告してもらうということはできないか。 

【細井】 代表者会議に若手を呼ぶ意図は何か。 
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【高橋 PO】 各学会で問題意識を持った若手に集まってもらい、情報共有をすること。次年

度計画案にある「若手研究者の主体的活動の支援」に相当。若手派遣者の出張報告も

同じ会合で行うのがいいかもしれない。 

【赤羽】 なるべく大勢が集まってディスカッションするほうがいい。1 学会当たり数名とか。 

【規制庁（大町）】 来年度は学会から適当な若手を推薦してはどうか。何かのイベントに併

せて若手が集まって議論ができるとよい。 

【細井】 それならば、合同報告会と同時開催がいいのでは。 

【高橋 PO】 午前、午後でやればプログラム的にも可能。 

【赤羽】 保物学会と安全管理学会が合同で開催する学術集会に合わせてはどうか（仙台、

12 月）。影響学会と事故災害医学会から若手を派遣してもらえれば顔合わせをすること

はできる。 

【児玉】 放射線影響学会から、放射線全体の議論ができる若手を 5 人選んで派遣するとな

ると、なかなか人選が難しい。 

【赤羽】 例えば影響学会と保物学会両方に入会している会員もいるだろうから、そういう会

員が参加して、影響学会にフィードバックをしてはどうか。 

【児玉】 （5 人ではなく）１人代表を派遣するのであれば可能。 

【酒井議長】 H32 年度以降の若手のネットワークの構築を見据えて、H31 年度は情報収集、

検討するということでどうか。事務局はこれまでに出た意見を集約してほしい。 

【細井】 特定の学会のイベントに出向くのではなく、アンブレラ主催の会議に若手を集めた

ほうがいい。 

【松田】 「実はよその学会がメイン」という若手に話させるようなプログラムを企画してはど

うか。業務請負契約内でできるのではないか。 

【規制庁（大町）】 学会の若手が集まって議論できるテーマとしては何があるか。福島だろ

うか。 

【甲斐】 福島が一番共通のテーマだろう。 

【赤羽】 共通項はそうだが、アンブレラ事業としての目的は人材育成。現状の問題点に関

して規制庁や学会へ要望したり、や若手同士でするべきことの議論をしたりするのでは

ないか。 

【規制庁（大町）】 せっかく若手を集めるのであれば、アカデミックな議論をしたうえで、さら

に若手の不満や要望を聞く機会を設けるのも一案かもしれない。 

【赤羽】 確かにジェネレーションが違うので、聞くことが大事かもしれない。 

 

議題 5：その他審議・報告事項等 

事務局より資料 5 を用いて、防災方策の正当化研究に関するインタビュー形式による情報収集

を実施する旨、説明があった。これは、規制側より当該研究のニーズが明確に示されたことによる

もので、成果報告会では評価委員より日本リスク研究学会との連携について質問があったが、現

段階では学会にアクセスするのではなく、当該分野の専門家個人に協力を求めていると説明され

た。主な議論は以下の通り。 
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 【甲斐】 この問題は非常に大きな問題であり、いろいろな観点から議論を進めていかな

いといけない。単に避難のリスク・ベネフィット、コスト・ベネフィットだけの問題ではない。

規制委員会から、アカデミアに下りてきた課題という理解でよいか。 

【規制庁（大町）】 規制委員長は、今すぐこの問題を解決するというより、日本にこういう意

識でものを考えている専門家がほぼいないことを懸念しており、そういう専門家を確保・

育成することを含め、当該専門領域を着実に維持・発展することが必要という問題意識

である。福島の事故後にいろいろな取り組みをしている専門家がいるこのタイミングで、

問題意識を持っている専門家を探すところから依頼している。 

【甲斐】 テーマとしては大事で調査をすることは賛成だが、非常に難しい問題なので、アカ

デミアの中での検討の進め方も気になる。 

【高橋 PO】 社会科学的要素というのは国際動向報告会でも話題になったので、それを受

けて調査しているという位置付けもある。 

【甲斐】 アメリカでは避難は必要なかったという主張をしている。正当化の議論は慎重に進

める必要がある。 

【規制庁（大町）】 そうした政策の評価に利用されたり、RTM-96 の日本版を作るみたいな

要望につながる可能性もあるが、数値基準の持つ意義について議論できるようにした

い。 

【酒井議長】 進展があったらまた報告してほしい。 

 

酒井議長より、代表者会議の報告書の最終案は議長一任で作成する旨説明された。また事務

局からは代表者会議で規制側から直接ニーズを伝えてもらうため、来年度はできるだけ平日開催

とし、早めに日程を決めると説明され、閉会となった。 

以上 
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In 2017, the Nuclear Regulation Authority (NRA) in Japan 
launched a newly Radiation Safety Research Promotion Fund. 
Under this new initiative, the NRA designated ve priority 
topics for research and issued a call for project proposals, 
adopting 11 proposals that provided a basis for safety 
measures that utilize radiation protection and the regulation 
of radiation sources. Two further proposals were adopted 
to establish networks of institutions involved in radiation 
protection research to serve as a platform for regulatory and 
research activities. Each year, the NRA designates a few 
priority themes for research, adopts several research proposals, 
and establishes contracts with the organizations that proposed 
them. 

Umbrella, established in 2017 with the support of the 
NRA, provides a platform to bring together stakeholders 
in the eld of radiation protection. Its name alludes to the 
relevant academic societies and networks joining together 
as if gathering under an umbrella. Umbrella is also the 
popular name of an NRA-commissioned project involving the 
National Institutes for Quantum and Radiological Science and 
Technology (QST), Japan Atomic Energy Agency (JAEA), and 
Nuclear Safety Research Association (NSRA). 

In this article, we outline the aim of the Umbrella project, 
describe its plan, and report progress on the selection of 
priority topics for research into radiation safety regulations, 
achieved using the framework of the Umbrella. 
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1. Aims of the Umbrella Project
The ultimate goal of the Umbrella project is to establish 

a platform that enables the academic community to play an 
appropriate role in building a consensus among stakeholders 
to solve problems in the eld of radiation protection. In the 
past, most policies for the safe use of technology were made 
by technocrats based on scienti c evaluation of the degree 
and probability of damage. These days, it is recognized that 
decisions should also involve the consent of stakeholders. 
Indeed, some standard limits for radiation and radionuclides 
established in response to the TEPCO Fukushima Dai-
ichi Nuclear Power Plant accident had to be revised and 
re-evaluated in response to public concerns and counter-
arguments from experts outside the field of radiation 
protection. Another example is the downward revision of the 
limit for the allowable level of radionuclides in food after 
taking public opinion into account. 

There are increasing circumstances related to radiation 
regulation that require a consensus to be formed with 
stakeholders. However, the downward revision of standard 
limits through emotional debate without reference to a 
scienti c or economic basis could place a heavy burden on the 
society. The social cost of unreasonable radiation protection 
could be reduced if it were possible to achieve a consensus 
among stakeholders through debates based on scienti c 
evidence regarding risks, bene ts, and costs and to present this 
consensus to the regulatory authorities (Fig. 1). 

The following conditions must be met in advance if the 
appropriate interested parties are to come together, engage in 
problem solving, and ef ciently achieve a consensus: 

1. Information sharing: All stakeholders in the academic
community should routinely share information and 
problem awareness. 

2. A common infrastructure for cooperation: There should
be established relationships and a forum in which the 
parties can debate on a basis of equality and mutual 
respect. 

3. Collaboration: All parties should be actively willing to
achieve consensus. 

To achieve this, the Umbrella project has undertaken various 
activities with the aim of bringing together academics in the 

eld of radiation protection and those involved in the practical 
use of radiation, as well as building a network suitable for 
resolving urgent issues of radiation protection (Fig. 2). 

2. Activities of the Umbrella Project
During the rst year of the project ( nancial year 2016� 

2017), three networks were established within the Umbrella 
project to address individual problems: the Radiation 
Protection Academy, a network of academic societies involved 
in radiation protection; the Network for Considering Radiation 
Protection in a Nuclear Emergency, to address how to keep 
personnel safe during an emergency response; and the 
Network for Optimizing Occupational Exposure, to establish 
a national dose registry for occupational exposure. These 
networks have conducted domestic and or overseas surveys 
and held discussions on how to improve radiation regulations, 
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either on their own initiative or as a result of decisions 
made at the Representatives� Council (described later). The 
networks are interlinked within Umbrella to enable extensive 
information sharing and interdisciplinary discussion.

The Radiation Protection Academy is a network that, as 
of March 2018, comprises the Japan Health Physics Society, 
the Japanese Society of Radiation Safety Management, 
the Japanese Radiation Research Society, and the Japanese 
Association for Radiation Accident Disaster Medicine. The 

Academy acts with the cooperation of the Planning and Acting 
Network for Low Dose Radiation Research (PLANET), a 
committee within the QST. The network proposes priority 
topics for research related to radiation safety regulation and 
conducts comprehensive domestic surveys of trends and the 
potential for studies in this  eld. The systems it designs are 
based on the assumption that activities will continue after the 
NRA ends its period of  nancial support for the Umbrella
project.

Fig. 2 Outline of the Umbrella project.

Fig. 1 Process planned for the Umbrella platform.

2



Topics178

The members of the Network for Considering Radiation 
Protection in a Nuclear Emergency discuss issues of dose 
measurement associated with responding to emergencies, 
environmental monitoring, environmental impact assessment, 
radiation management, the prevention of nuclear disasters, 
and physical and biological dosimetry. On the basis of these 
discussions, the network will propose speci  c targets to ensure 
personnel are kept safe during an emergency response.

The members of the Network for Optimizing Occupational 
Exposure consider potential issues with a view to the 
establishment of a national dose registry for occupational 
exposure. The network will also propose standard 
requirements, such as requirements for measurement service 
agencies, to ensure the reliability of dose data.

The Representatives� Council is the decision-making 
body for Umbrella, attended by representatives from the 
associated academic societies and networks. In addition, open 
meetings are held on various topics, serving as a focus for 
information sharing and cross-disciplinary discussion between 
all those involved in Umbrella. A meeting is held to share 
information on international trends in the  eld of radiation 
protection; the meeting in 2017 considered the activities of 
the United Nations Scienti  c Committee on the Effects of 
Atomic Radiation, International Commission on Radiological 
Protection, the International Atomic Energy Agency (IAEA), 
the World Health Organization, the Nuclear Energy Agency�s 
Committee on Radiological Protection and Public Health 
(CRPPH; part of the Organisation for Economic Co-operation 
and Development), and the US National Council on Radiation 
Protection and Measurements. The Umbrella Annual Report 
Meeting is held with the aim of engaging in open debate 
to build consensus within the Umbrella. The main item at 
the  nancial year 2017�2018 Annual Report Meeting was a 
discussion of priority topics of radiation safety research.

3. Radiation Protection Academy: Debate on Priority 
Topics of Radiation Safety Research

During 2017�2018, the Radiation Protection Academy 
undertook a selection process for deciding the priority topics 
of radiation safety research. The four academic societies 
participating in the Academy each identi  ed  ve to ten 
prospective topics through an open consensus-building 
process within their own ranks, and PLANET also submitted 
a topic (Table 1). The four academic societies and PLANET 
presented their respective conclusions at the Umbrella Annual 
Report Meeting (held on January 31, 2018), followed by 
an open discussion among the presenters, members of the 
Representatives� Council, and the audience.

This meeting was attended by a wide variety of stakeholders 
from universities, research institutions, academic societies, 
government agencies, and businesses (total attendance, 80). 
During the discussion session, many comments focused 
on areas that were not among the proposed priority topics, 
including environmental impact and radioactive waste 
disposal, and on epidemiological studies. The discussion 
also covered the problems involved in practical radiation 
training, the standardization of drills, and ensuring safety in 
radiation education. Two commonly expressed opinions in 
the questionnaire collected at the end of the meeting were 
that there was a need for discussion of various new topics 
suggested by the participants and that outcomes of the 
proposed research should be considered when collating the 
topics.

The Representatives� Council collated research details, 
background information, expected outcomes, and roadmaps 
for each of the 30 proposals, and these were reported to the 
NRA in March, 2018, although the proposals were not fully 
prioritized at that stage. The Council decided to continue to 
prioritize the proposals based on factors such as their speci  c 

Fig. 3 Current functions of the Umbrella platform.
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Table 1 Proposed priority topics for  radiation safety research.
Features Term Proposer

I. Biological effects and risks of radiation

1 Investigation of the effects of internal exposure to tritiated water at low concentration
Review, survey, and 

experiment
5 y

JHPS
JRRS

2 Long-term effects of low-dose radiation and a search for biomarkers
Human cell and animal 

experiments
5 y JARADM

3 Establishment of radiation protection standards in an era of gene therapy for cancer
Cell and animal 

experiments
5 y JRRS

4
The integrated application to radiation protection standards of the results of animal 
experiments and epidemiological studies 

Archive use 3 y PLANET

5
Development of a database for estimation of dose rate effectiveness factors and insights 
from biological analysis

Review and integrated 
analysis

2 y
JHPS
JRRS

6
Establishment of a biobank for those involved with radiation workers and cancer 
radiotherapy patients

Feasibility survey 3 y JRRS

7
Consensus on the radiation science that underpins radiation safety regulations and the 
awareness of these

Summarizing the issues 2 y
JHPS
JRRS

8 Consideration of the expression of cancer risk from radiation exposure
Review and a new 

measure
3 y JHPS

II. Operational radiation safety

9
Establishment of methods for the radiation safety assessment of short-half-life nuclides for 
its new application

Review, system design, 
3 y JRSM

10 Study of radiation worker management for researchers belonging to diverse organizations
Survey, system design, 

5 y JRSM

11
Discussion, impact 

assessment, proposal
5 y JHPS

12 Development of a website of the latest information on radiation safety management practices
Website design and 

operation
4 y JRSM

III. Radiation and nuclear emergency

13
and establishment of an organization to collect samples

Feasibility survey 4 y JRRS

14
Development of model cases of automated biological dosimetry suitable for radiation 
incidents

Methodology and 
training

5 y JRRS

15
Study of triage practices using Emergency Preparedness and Response in radiation 
emergencies

Methodology and 
training

4 y JARADM

16
Study on the standardization and documentation of radiation injury treatment during 
incidents such as a nuclear accident or terrorist attack

Survey, manualization, 
spread

5 y JARADM

17
Development and study of methods and systems for the dose assessment of internal exposure 
and early therapeutic intervention

Methodology and 
making guidelines

5 y JARADM

18 Study into infrastructure development for emergency monitoring
Review, 

standardization, 
development 

4 y JHPS

IV. Environmental Radiation and Radioactive Waste Issues

19
What attitude should adopt to the suitability of decay in the storage of short-half-life System proposal and 

3 y JRSM

V. Radiation Measurements and Dosimetry

20 Application of radiation detection techniques to facilities management
Methodology and 

5 y JRSM

21 Design of a database for dose assessment after exposure to medical and natural radiation
Survey, database 

design, and application
5 y JHPS

22
Data collection to develop practical standards for protection against exposure to particle 
beam radiation for staff at particle beam therapy facilities

Data collection and 
proposal 

5 y JRRS

23
Survey, trial and 

2 y JRSM

VI. Radiation Education and Risk Communication

24
Investigation into providing more comprehensive radiation training for radiation workers, 
and assessing their reduction in anxiety

Questionnaire and 
workshop

5 y JARADM

25
Development of a standardized national online platform for e-learning-based training 
exercises for radiation workers

Development of 
teaching resources

5 y JRSM

4
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outputs and the outcomes for radiation regulation. As part 
of this prioritization process, special events will be held 
during the 2018 annual meetings of the respective academic 
societies, where experts from various elds, together with 
administrators, can discuss the need for the priority topics 
and their feasibility. In addition, the Council selected some 
of the 30 proposed topics as studies to be undertaken by the 
academic societies themselves or by the Umbrella project in 
2018.

4. Radiation Protection Academy: Future Plans
The Academy�s discussion process regarding the priority 

topics for research is important for reasons that go beyond 
providing information from the study outputs to the NRA and 
other administrative agencies involved in radiation protection. 
Importantly, the process involves reaching a consensus within 
and between academic societies and exchanges of opinion 
with policy makers. It is believed that expanding the scope 
of this interaction and coordination will have a positive 
in uence, not only on radiation protection research but also 
on improving radiation regulation. In addition, closely related 
topics have been proposed for consideration by the Network 
for Considering Radiation Protection in a Nuclear Emergency 
and the Network for Optimizing Occupational Exposure. 
The Radiation Protection Academy�s discussion process is 

expected to help identify issues for these problem-solving 
networks, and it is thought this will prove bene cial for 
broadening debate.

Various challenges remain to be addressed. For example, 
there is a need to provide timely answers to the public 
regarding research undertaken in response to societal needs. 
Accordingly, the Representatives� Council should quickly 
reach a consensus on sorting and prioritizing the topics of 
research, although care should be taken to avoid rushing the 
discussions.

The discussion of priority topics for research is just a 
starting point for interaction and coordination between 
academics, those engaged in the use and management of 
radiation, and regulators. The plan now is to inject vitality into 
the basic research community working on radiation protection 
and the management and use of radiation by working through 
the Plan-Do-Check-Act cycle and by encouraging young 
people to work in the eld. The Academy is open to learning 
about good practices from other countries and to interacting 
with international organizations related to radiation protection. 
In 2018, the Academy is sending young researchers to 
participate in meetings of the international organizations 
related to radiation protection within the Umbrella framework. 
The future aim is that Umbrella becomes the Japanese 
counterpart of international organizations. 

26
Development of a radiation training program and provision of teaching resources to 
emergency services staff for a nuclear disaster response

Development of 
teaching resources

2 y JRSM

27 Establishment of radiation safety management practices for educational facilities
Methodology and 

deployment
5 y JRSM

28
Development of model cases for the training of teachers in charge of radiation education 
with the aim of its introduction into the compulsory education curriculum

Training, making texts 
and proposal

5 y JRRS

29 Study of practical radiation protection training in radiology
Creating education 
programs and trials

3 y JHPS

30 Survey of international trends in public relation activities related to radiation
Information collect- 

2 y JRSM

FDNPP: Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant.

JHPS: Japan Health Physics Society.
JRRS: The Japanese Radiation Research Society.
JRSM: Japanese Society of Radiation Safety Management.
PLANET: Planning and Acting Network for Low Dose Radiation Research.
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第 15回JRSMシンポジウム

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワ ー クと
ァンブレラ型統合プラットフォ ー ムの形成
(Establishment of problem-solving network for radiological 
protection research) 

平成29年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦

略的推進事業費）において， 放射線源の規制と放射線防

護による安全確保のための根拠となる調査 ・ 研究を効果

的に推進するための放射線防護関連機関によるネット

ワ ー ク形成推進事業が公募され，「放射線防護研究分野

における課題解決型ネットワ ー クとアンプレラ型統合プ

ラットフォ ー ムの形成」（事業代表者：量研機構放医研，

神田玲子）と「健全な放射線防護実現のためのアイソトー

プ総合センタ ーをベ ースとした放射線教育と安全管理ネ

ットワ ー ク」（事業代表者：大阪大， 篠原厚）の 2件が採

択された． いずれも本学会にとって関連する事業である

が， 前者においては低線量被ばく， 緊急被ばく， 職業被

ばく， 医療被ばく等の分野におけるネットワ ー ク実慟部

隊に対して解決すべき課題を抽出する放射線防護アカデ

ミアに本学会も加わり， 平成29年度から5年度の予定で

活動を行うこととなった(Fig. 1). 平成29年度のミッシ

ョンは放射線安全管理研究分野における重点テ ー マの提

案であり， 量研機構との業務請負契約に基づき実施され

た． 提案するテ ー マは， 平成31年度の放射線安全規制研

日本放射線安全管理学会第8期会長

松田 尚樹

究戦略的推進事業費による安全研究の重点テ ー マの候補

となるもので， テ ー マの提案から研究費の申請， 獲得ま

での一連の流れが形成され， 本学会の活性化につながる

ことを期待している．

重点テ ー マを提案するにあたり， メ ーリングリストを

利用して， 全学会員に対して重点テ ー マの検討グループ

を券った． その結果 3 つのグループ（合計14名）が名乗り

を上げ， 検討を開始した． また， 常設委員会である企画

委員会(11名）， 編集委員会(12名）， 広報委員会(7名）に

も検討を依頼した． これらの検討の結果， 10件の研究

テ ー マが提案された． これらの提案テ ー マについて， 木

事業における学会代表者である松田（会長）と中島（淵会

長）が内容を検討した． 個々のテ ー マはそれぞれ異なる

課題背景と目的による独立性の高いものであったが， 重

点となるテ ー マを提案するという請負業務の性格上， 領

域別に個々のテ ー マを羅列し優劣をつけるのではなく，

個々のテ ー マから重点を浮かび上がらせ， その重点に沿

って個々のテ ー マを研究課題例として再構成することと

した． その結果， 10件の研究課題例による 4 つの重点

分野別の組織と課題別に組織されたネットワ ー クを統合し、 アンブレラ型プラットフォ ームを形成
→ 日本版NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements)へ

2017.9.30 

2018.1.22 

2018.1.23 
2018.1.31 

2018.3.4 

アンプレラ代表者会議(1)

アンプレラ代表者会議(2)

国際動向報告会
ネットワ ー ク合同会議

アンプレラ代表者会議(3)

Fig. 1 
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平成30年度第1回研究推進委員会

平成31年度放射線安全規制研究の
重点テーマについて

平成30年度放射線防護研究ネットワーク形成推進事業
『放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合
プラットフォームの形成』 （放射線防護アンブレラ事業）

ネットワーク代表者 量⼦科学技術研究開発機構 神⽥玲⼦

課題別ネットワーク
リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防
護研究基盤 事務局

量研

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

アンブレラ事業の概要
分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォー

ムを形成
当⾯の課題として、①放射線安全規制研究の重点テーマ、②緊急時対応⼈材の

育成、③職業被ばくの最適化、に関する検討を実施

放射線防護アンブレラ
代表者会議

放射線安全
管理学会

放射線影響
学会

放射線事故･
災害医学会

保健
物理学会

緊急時放射
線防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
量研

付属資料13 
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平成31年度重点テーマ提案に向けたプロセス

放射線防護アカデミア参加5団体が、団体内でのオープンな合意形成を
実施し、 重点テーマとしてそれぞれ1₋数件程度を提案

代表者会議が、いずれも放射線影響・防護分野の研究として
重要であることを確認（合計30件、参考として添付）
個々の実施の枠組みについてはさらに検討が必要(合意事項）

原⼦⼒規制委員会、研究推進委員会や放射線審議会等の議論も
参考に、放射線防護アンブレラ事業の受託者として、整理

3

⼤学、研究所、学協会、省庁、事業者等が参加したネットワーク
合同報告会において、上記提案について、オープンな場での議論。

規制側からの
フィードバック

学会のイベントを活⽤して、規制上のニーズや時宜等の観点から、
重点テーマとしての妥当性や学会の貢献について検討。

規制側からの
フィードバック

代表者会議で各学会の検討結果を共有し、議論を実施規制側からの
フィードバック

H29

H30

規制側のニーズ①
「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施⽅針」について
（平成30年7⽉18⽇、原⼦⼒規制委員会）以下、⼀部を抜粋

【 原⼦⼒災害対策･放射線規制等 】
M) 原⼦⼒災害対策
4）H31年度以降の実施⽅針
○緊急時活動レベル（EAL）に係るリスク情報活⽤の研究
○放射線安全規制戦略的推進事業

・原⼦⼒災害等における公衆や災害対応者等の防護の実践⼒向上のための調査研究を
実施する。

N) 放射線規制・管理
4）H31年度以降の実施⽅針
○放射線安全規制戦略的推進事業

・平成30年度実施の結果を踏まえ、⽅向性を精査した上で規制の基盤となる研究及び規制
の整備・運⽤に必要な調査研究を実施する。

・平成30年度実施の研究：
①（加速器の廃棄が⾒込まれることから）クリアランスの制度運⽤のための調査研究
② 短寿命α核種の合理的な放射線規制のための調査研究
③ 眼の⽔晶体に係る新しい等価線量限度の国内規制への取り⼊れのため調査研究

2



規制ニーズ①に対応する重点テーマ1
「原⼦⼒災害等における初期対応のための⼿法開発とマ
ニュアル化のための研究」

●研究テーマ例
・原⼦⼒災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究
・内部ひばく線量評価と早期治療介⼊の⼿法と体制の開発・調査研究
・放射線緊急時の新たなトリアージ⼿法の研究

●期待される成果
原⼦⼒災害対策指針の実践性を⾼めるガイドライン・マニュアルの作成

放射線事故・災害
の種類

原⼦⼒災害：⼤規模、複
合災害

放射線・核テロリズム：不
特定の地域での発災

RI輸送事故･事業者事故
等：全国各地での発⽣

対応

•防災・教育

•事故現場での対応

•初療（外来や救急）

•診断、治療

•中⻑期フォロー

⽅向性

•未然の防⽌、労働安全

•多⼈数への対応

•トリアージ、治療プロトコル

•リスクの評価

規制ニーズ①に対応する重点テーマ2
「短半減期核種の利⽤と合理的管理のための研究」

●研究テーマ例
・短半減期核種の利⽤形態に対応した評価シナリオや評価モデルの整備
・短半減期核種の減衰保管や可燃物クリアランスのための研究

（核種別廃棄を可能にするための放射線検出技術開発を含む）

●期待される成果
数量告⽰別表（濃度限度）の⾒直しのための根拠の提供、ガイドラインの作成

平成29年度〜
調査研究

短寿命α核種の合理的な
放射線規制のための調査
研究（放射線安全規制
研究戦略的推進事業）

短半減期核種の合理的な
規制に向けた調査（放射
線対策委託費）

平成30年度
課題の整理

•ユーザ⽬線：
O-15など濃度規制の厳しい

核種の利⽤
RI投与された⽣物等の管理

区域外への持ち出し

•管理者⽬線：
RI廃棄物の処理の問題

平成31年度
⽅向性

•⼀般化
核種・物理的性状、化学
形など

•平成30年度の研究結果を
踏まえる

•現実的な解決策の検討
（関連学会の連携）

3



規制側のニーズ②
「放射線審議会の議論から抽出された問題」
【最近の調査審議の状況】
●新たな眼の⽔晶体の等価線量限度の取⼊れ
・実施に向けた具体的な検討と将来的・継続的に取り組むべき課題についての検討に⼤別し、議論を

実施。具体的な検討の結果は「眼の⽔晶体に係る放射線防護の在り⽅について」（平成30年3
⽉）としてとりまとめて、関係⾏政機関に意⾒具申。関係⾏政機関の取組み等をフォローアップ。

●ICRP2007年勧告の取⼊れ
・2007年勧告に係る中間取りまとめの項⽬に従い、取り⼊れ状況について整理
・さらなる取組が必要な事項として、⼥性の放射線業務従事者に対する線量限度等・健康診断・実

効線量係数等の３つの課題について放射線審議会としての考えをまとめている
●東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故における放射線防護の検証
・放射線審議会で諮問答申した基準を中⼼に、データに基づいて現状を整理し、緊急時被ばく

状況及び現存被ばく状況における技術的基準の策定の考え⽅をまとめている

③実効線量係数・廃棄中または空気中の濃度限度・廃液中または排⽔中の濃度限度等、実効線量の使い⽅
放射線安全規制研究戦略的推進事業を通じて、ICRPより順次発表される内部被ばく実効線量係数の計算結果の検証
を進めるとともに、ICRP/ICRUにおける実⽤量等の関連する国内外の動向について情報収集し、その結果を踏まえて、将
来的な⼯程表を作成してはどうか
（放射線審議会 資料141－3号「ICRP2007年勧告の国内制度等への取り⼊れの進め⽅について」（平成30年6⽉
22⽇ 放射線審議会事務局）より抜粋」

規制ニーズ②に対応する重点テーマ3
「業務による被ばく状況や雇⽤形態の違いに対応した職業
被ばく管理の適正化のための調査研究」

●研究テーマ例
・特殊な施設における従事者の実⽤的防護(例：粒⼦線照射施設、短半減期核種利⽤施設）
・多種多様な所属の放射線業務従事者の被ばく線量の管理
・教育現場でのクルックス管利⽤に伴う教員等の被ばくの評価や防護
・ICRP/ICRUの新たな実⽤量等の導⼊に係る課題への対応
●期待される成果
特定施設や特定業務向けのガイドラインの作成

RI・放射線利⽤の
広がり

医療現場での例
施設の特徴：使⽤する核
種・数量、X線以外の利⽤
業務の特徴：不均等被ばく
をもたらす⼿技（例：IVR)
の普及
在宅医療等、管理区域外
でのX線検査

流動的雇⽤と線
量管理

•医師や看護師は、5－6年
で施設間を移動

•社会全般に⾒て、雇⽤の
流動性が⾼まっている。

•複数の機関で働く制度の
普及。

放射線審議会／
アカデミアの視点

•線量限度遵守のための具
体的な検討
例：実態把握および適切
なモニタリングや管理⽅法

•将来的・継続的に取り組む
べき課題
例：安全⽂化の醸成、職
員教育、⼈材育成
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規制ニーズ②に対応する重点テーマ3
「業務による被ばく状況や雇⽤形態の違いに対応した職
業被ばく管理の適正化のための調査研究」

●教育・研修の例

RI・放射線利⽤の
広がり

医療現場での例
施設の特徴：使⽤する核
種・数量、X線以外の利⽤
業務の特徴：不均等被ばく
をもたらす⼿技（例：IVR)
の普及
在宅医療等、管理区域外
でのX線検査

流動的雇⽤と線
量管理

•医師や看護師は、5－6年
で施設間を移動

•社会全般に⾒て、雇⽤の
流動性が⾼まっている。

•複数の機関で働く制度の
普及。

放射線審議会／
アカデミアの視点

•線量限度遵守のための具
体的な検討
例：実態把握および適切
なモニタリングや管理⽅法

•将来的・継続的に取り組む
べき課題
例：安全⽂化の醸成、職
員教育、⼈材育成

研修の対象 防護の対象 ⽬的
東電福島原発作業員 受講者の職業被ばく 従事前研修、防災教育の充実化
⼤学関係者 受講者の職業被ばく 放射線業務従事者の教育訓練の標準化
消防署員 受講者の職業被ばく 原⼦⼒災害対応のためのプログラム開発
⼩中学校教員 地域住⺠の公衆被ばく(緊急時） 放射線教育⼈材の育成モデル

規制ニーズ②に対応する重点テーマ4
「東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所周辺の現存被ばく状
況の検証的評価研究」

●研究テーマ例
・原⼦⼒発電所周辺の汚染地域における動植物データの活⽤研究
・低濃度トリチウム⽔による内部被ばく影響に関する調査研究

●期待される成果
放射線審議会の調査審議への情報提供、中期モニタリング項⽬としての利⽤

審議会の議論のス
タート（H29.6）

各委員の意⾒
環境の回復状況・被ばく線
量の総括等で住⺠の安⼼
にもつながる
研究者レベルの新しい情報
も含めて、我が国として現状
をデータをもとにまとめるべき
廃棄物の量などのデータをも
とにまとめるべき

審議会の検証の
⽅針（H30.9）

•⾷品に関する基準及び空間
線量率と実効線量の関係を
中⼼に整理

•緊急時被ばく状況及び現存
被ばく状況において技術的
基準の策定の際の教訓とし
てとりまとめ

視点

•現存被ばく状況の現状を
⽰す指標は、追加被ばく線
量だけか

•（たとえ追加ひばく線量の
寄与度が⼩さくても）住⺠
が不安に感じている事柄を
検証してはどうか
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まとめ：放射線安全規制研究 重点テーマ案

1．原⼦⼒災害等における初期対応のための⼿法開発とマ
ニュアル化のための研究

2．短半減期核種の利⽤と合理的管理のための研究

3．業務による被ばく状況や雇⽤形態の違いに対応した職業
被ばく管理の適正化のための調査研究

4．東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所周辺の現存被ばく状
況の検証的評価研究

Ⅰ. 放射線の⽣物学的影響とリスク
低濃度トリチウム⽔による内部被ばく影響に関する調査研究 放射線影響学会／保健物理学会
低線量放射線の⻑期的影響とバイオマーカーの検索 放射線事故・災害医学会
がんゲノム医療時代における放射線防護の基準策定 放射線影響学会
動物実験データを⽤いた放射線影響リスク解析と疫学への橋渡し⽅策の検討 放射線リスク・防護研究基盤
線量率効果係数(DREF)推定に必要なデータベース整備と⽣物学的分析からの洞察 放射線影響学会／保健物理学会
放射線業務従事者・放射線がん治療患者を対象としたバイオバンク構築に関する検討 放射線影響学会
放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス 放射線影響学会／保健物理学会
放射線被ばくによるがんリスク表現の検討 保健物理学会

Ⅱ. 放射線安全利⽤
新しい利⽤形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確⽴- 放射線安全管理学会
多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討 放射線安全管理学会
ICRP/ICRUの新しい線量概念の導⼊に関わる課題への対応研究 保健物理学会
放射線安全管理⽅法の最新の知⾒のサイトの構築 放射線安全管理学会

Ⅲ. 原⼦⼒・放射線事故対応
福島第⼀原⼦⼒発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料収集組織の構築 放射線影響学会
放射線事故被ばくに対応できる⽣物学的線量評価の⾃動化モデルケースの構築 放射線影響学会
放射線緊急時のEPRによるトリアージ⼿法の研究 放射線事故・災害医学会
原⼦⼒災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究 放射線事故・災害医学会
内部被ばく線量評価と早期治療介⼊の⼿法と体制の開発・調査研究 放射線事故・災害医学会
緊急時モニタリング体制の整備に関する調査研究 保健物理学会

Ⅳ. 環境放射線と放射性廃棄物
短半減期核種での減衰保管の導⼊の是⾮をどう考えるか？ -放射性廃棄物の課題に皆で向き合う- 放射線安全管理学会

Ⅴ. 放射線測定と線量評価
放射線の検出技術の施設管理への応⽤ 放射線安全管理学会
⾃然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計 保健物理学会
粒⼦線治療施設における作業従事者のための実⽤的粒⼦線被ばく防護基準策定を⽬指すデータ集積 放射線影響学会
幅広い分野での放射線管理における線量拘束値の活⽤のあり⽅に関する研究 放射線安全管理学会

Ⅵ. 放射線教育､リスクコミュニケーション
放射線業務従事者に対する放射線教育の充実と不安軽減評価の調査研究 放射線事故・災害医学会
e-learningを基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラットホーム開発 放射線安全管理学会
N災害対応のための消防署員への放射線教育プログラム開発と教育教材の提供 放射線安全管理学会
教育現場における放射線安全管理体制の確⽴ 放射線安全管理学会
義務教育での放射線教育カリキュラム導⼊を⽬指した放射線教育担当教員⼈材育成のモデルケースの構築 放射線影響学会
放射線診療における実践的な放射線防護教育に関する研究 保健物理学会
放射線に関するPR活動の国際状況調査 放射線安全管理学会

(参考）放射線防護アカデミアが提案する重点テーマ（平成29年度、研究領域別）
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平成30年度 放射線安全規制研究戦略的推進事業費
『放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと

アンブレラ型統合プラットフォームの形成』

1

ネットワーク形成事業代表者
量⼦科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 神⽥ 玲⼦

ネットワーク形成事業分担者
⽇本原⼦⼒研究開発機構 バックエンド研究開発部⾨ 百瀬 琢麿
⽇本原⼦⼒研究開発機構 原⼦⼒科学研究部⾨ 吉澤 道夫
原⼦⼒安全研究協会 杉浦 紳之

成果報告

課題別
ネットワーク

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防護
研究基盤

事務局
量研

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
当⾯の課題として、①放射線安全規制研究の重点テーマ、②緊急時対応⼈材の育成、

③職業被ばくの最適化、に関する検討を実施
⻑期ビジョン：アカデミアによる課題抽出⇒新たなネットワークの構築（アカデミアからも参画）

⇒⽬的を達成後、ネットワークは解散⇒新たな課題の抽出、といったサイクルを回す
アンブレラ内の情報共有を⽬的として、年に⼀度、放射線影響・防護に関係する国際的機関

等の動向に関する報告会やネットワーク合同報告会を開催する。

事業概要①：放射線防護アンブレラの構成

リンケージ

代表者会議の会合の様⼦

放射線防護アンブレラ
代表者会議

⽇本放射線
安全管理学会

⽇本放射線
影響学会

放射線事故･
災害医学会

⽇本保健
物理学会

緊急時放射線
防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
量研

2

付属資料14
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H29
9 12 3

H30
6 9 12 3 H31 H32 H33

1．課題解決型NWによるアウトプット創出

（１）放射線防護アカデミアの⽴ち
上げと運営

（２）課題解決型NWの⽴ち上げと
運営

2．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成

（１）代表者会議、ステークホルダ
会議の運営

（２）国際動向報告会、NW合同
報告会の企画運営、報告書作成

事業概要②：ロードマップ（昨年度の事業進捗）

関連4学
会の参画

他学会の参画による
アカデミアの拡充

アカデミアの⾃発的政策
提⾔や調査機能強化

研究の重点
テーマ提案

NW合同報告会開催（主なテーマは年度ごとに設定）

放射線防護研究の国
内状況調査結果報告

⾃発的共同研究
の提案と実践

新規NWを
2つ設置

「医療被ばく研究情報NW」「物理学的線量評価NW
会議」との連携検討（必要に応じて新規NW設置）

NWの⾃主
運営の検討

放射線防護アカデミアと協調し
て、課題の明確化

緊急時対応⼈材確保
の具体的な⽅策提案

職業被ばく管理の標
準要領に関する提案

NWのアウトプットの実現に向けた議論や合意形
成のためのステークホルダ会合(1回/年以上開催)

NWの検討結果まとめ
翌年の活動⽅針決定

⾃主運営に
向けた議論

運営の⾒直し
新規NW設置

事業
総括

NW関係者対象とした国際動向報告会開催

放射線安全規制
研究の重点テーマ

緊急時対応
⼈材確保⽅策

5年間
の総括

放射線防護研
究の国内状況

職業被ばく管理
の標準的要件

代表者
会議

3

H29
9 12 3

H30
6 9 12 3 H31 H32 H33

1．課題解決型NWによるアウトプット創出

（１）放射線防護アカデミアの⽴ち
上げと運営

（２）課題解決型NWの⽴ち上げと
運営

2．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成

（１）代表者会議、ステークホルダ
会議の運営

（２）国際動向報告会、NW合同
報告会の企画運営、報告書作成

事業概要②ʻ：ロードマップ（今年度の計画）

関連4学
会の参画

他学会の参画による
アカデミアの拡充

アカデミアの⾃発的政策
提⾔や調査機能強化

研究の重点
テーマ提案

NW合同報告会開催（主なテーマは年度ごとに設定）

放射線防護研究の国
内状況調査結果報告

⾃発的共同研究
の提案と実践

新規NWを
2つ設置

「医療被ばく研究情報NW」「物理学的線量評価NW
会議」との連携検討（必要に応じて新規NW設置）

NWの⾃主
運営の検討

緊急時対応⼈材確保
の具体的な⽅策提案

職業被ばく管理の標
準要領に関する提案

NWのアウトプットの実現に向けた議論や合意形
成のためのステークホルダ会合(1回/年以上開催)

NWの検討結果まとめ
翌年の活動⽅針決定

⾃主運営に
向けた議論

運営の⾒直し
新規NW設置

事業
総括

NW関係者対象とした国際動向報告会開催

放射線安全規制
研究の重点テーマ

緊急時対応
⼈材確保⽅策

5年間
の総括

放射線防護研
究の国内状況

職業被ばく管理
の標準的要件

代表者
会議

・学会内での議論・研究推進
・政策⽴案者と専⾨家の議論の場

放射線防護⼈材の
分布調査の実施

放射線防護基準策定
に資する研究をテーマ

放射線防護アカデミアと協調し
て、課題の明確化

緊急時対応関連の既存のNWとの連携による⼈材
育成を検討

職業被ばく管理の議論に
産業衛⽣学会が参加

4
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1.放射線防護アカデミアによる放射線安全規制研究重点テーマに関する検討
・平成29年度に提案した重点テーマ（30件）について、アウトプットやアウトカムに着⽬した

整理をする
・学会が主催するイベントにおいて、アカデミアと政策⽴案者が議論する場を提供する
・研究推進委員会等において重点テーマを検討する際の参考資料を作成する

2.放射線防護分野の若⼿⼈材の育成
・学会員の⼈数や専⾨性等の調査：若⼿育成の観点から、重点テーマの優先度を考慮す

べき領域について議論する
・放射線防護分野のグローバル⼈材育成：国際機関主催の会合に若⼿を派遣する

3.課題解決型ネットワークの活動
・緊急時放射線防護に関する検討
・職業被ばくの最適化推進に関する検討
・新たな課題の設定

国際動向
報告会

ネットワーク
合同報告会 HP

平成30年12⽉開設
http://umbrella‐rp.jp/index.php

事業概要③：今年度の事業計画

5

進捗①：重点テーマの提案(検討のプロセス)
1.アウトプット、アウトカムに着⽬した整理
 昨年度、放射線影響・防護関連学会（“放射線防護アカデミア”）は重点テーマとして30課題を抽出

代表者会議では、いずれもわが国の放射線防護上重要な研究と判断
 今年度は、この30件を以下のカテゴリーに整理し、個々の研究の推進を⽀援

①放射線安全規制研究事業での実施が適当
②別の委託事業内での実施が適当（特に緊急性の⾼い調査など）
③アンブレラ事業内で実施可能（実験や開発の要素がないもの）
④学会等が、単独あるいは連携して主導的に推進する
⑤他省庁の計画に位置付けられるのが適当

 合意に⾄るプロセスを重視
①学会が専⾨委員会を設置して、議論
②複数の学会による合同委員会の設置や合同集会の開催
③学会が主催する年次⼤会において、アカデミアと政策⽴案者が議論

⼤会名 イベント 政策⽴案者
⽇本保健物理学会第51回研究発
表会, 平成30年6⽉29⽇、札幌

特別セッション「原⼦⼒規制庁放射線防護研究 アンブレラ型ネットワーク推進
事業」 (ICRP/ICRUの新たな線量概念の導⼊、職業被ばく管理上の課題)

放射線防護企画
課が登壇

放射線事故・災害医学会第6回学
術集会、平成30年9⽉22⽇、東海

パネル討論会「緊急時対応⼈材の育成・確保とネットワーク間の連携を考え
る」

放射線防護企画
課がフロアから発⾔

⽇本放射線影響学会第61回⼤会、
平成30年11⽉9⽇、⻑崎

ワークショップ「放射線防護・放射線規制における関連学会の連携と放射線
影響学会の役割」

放射線防護企画
課が登壇

放射線安全管理学会第17回学術
⼤会、平成30年12⽉6⽇、名古屋 特別セッション「短半減期核種の放射線安全管理の現状と課題」 放射線規制部⾨

が登壇

放射線事故・災害医学会第6回学術集会
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Ⅰ. 放射線の⽣物学的影響とリスク
低濃度トリチウム⽔による内部被ばく影響に関する調査研究 H31重点テーマとして提案
低線量放射線の⻑期的影響とバイオマーカーの検索
がんゲノム医療時代における放射線防護の基準策定
動物実験データを⽤いた放射線影響リスク解析と疫学への橋渡し⽅策の検討 (PLANET)検討WGを設置し、着⼿
線量率効果係数(DREF)推定に必要なデータベース整備と⽣物学的分析からの洞察 (PLANET)提案の⼀部に着⼿
放射線業務従事者・放射線がん治療患者を対象としたバイオバンク構築に関する検討
放射線安全規制の基盤となる放射線科学とその認識に関するコンセンサス (保物学会･影響学会)合同で実施
放射線被ばくによるがんリスク表現の検討

Ⅱ. 放射線安全利⽤
新しい利⽤形態への対応-短半減期核種の放射線安全評価法の確⽴- H31重点テーマとして提案
多種多様な所属の研究者の放射線業務従事者管理についての検討 H31重点テーマとして提案
ICRP/ICRUの新しい線量概念の導⼊に関わる課題への対応研究 H30委託調査、H31重点テーマとして提案
放射線安全管理⽅法の最新の知⾒のサイトの構築 (量研)H31より対応を検討

Ⅲ. 原⼦⼒・放射線事故対応
福島第⼀原⼦⼒発電所事故汚染地域における動植物データ相互解析および試料収集組織の構築 H31重点テーマとして提案
放射線事故被ばくに対応できる⽣物学的線量評価の⾃動化モデルケースの構築 H30重点テーマ
放射線緊急時のEPRによるトリアージ⼿法の研究 H31重点テーマとして提案
原⼦⼒災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究 H31重点テーマとして提案
内部被ばく線量評価と早期治療介⼊の⼿法と体制の開発・調査研究 H31重点テーマとして提案
緊急時モニタリング体制の整備に関する調査研究 (緊急時NW)学会とも連携して対応

Ⅳ. 環境放射線と放射性廃棄物
短半減期核種での減衰保管の導⼊の是⾮をどう考えるか？ -放射性廃棄物の課題に皆で向き合う- H31重点テーマとして提案

Ⅴ. 放射線測定と線量評価
放射線の検出技術の施設管理への応⽤ H31重点テーマとして提案
⾃然放射線・医療被ばくによる線量評価データベースの設計 (保物学会)臨時委員会で実施
粒⼦線治療施設における作業従事者のための実⽤的粒⼦線被ばく防護基準策定を⽬指すデータ集積 H31重点テーマとして提案
幅広い分野での放射線管理における線量拘束値の活⽤のあり⽅に関する研究

Ⅵ. 放射線教育､リスクコミュニケーション
放射線業務従事者に対する放射線教育の充実と不安軽減評価の調査研究
e-learningを基盤とした放射線業務従事者教育訓練の全国標準オンラインプラットホーム開発 (安全管理学会)委員会で検討
N災害対応のための消防署員への放射線教育プログラム開発と教育教材の提供
教育現場における放射線安全管理体制の確⽴ (規制庁)⽂科省への情報提供
義務教育での放射線教育カリキュラム導⼊を⽬指した放射線教育担当教員⼈材育成のモデルケースの構築
放射線診療における実践的な放射線防護教育に関する研究 (厚労省)放射線医療⼈の研修義務化
放射線に関するPR活動の国際状況調査

(参考）平成29年度提案 研究領域別重点テーマ進捗①：重点テーマの提案(暫定的整理)
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2.原⼦⼒規制庁への重点テーマの提案
 アカデミアの議論、原⼦⼒規制庁の安全研究に関する⽅針や放射線審議会での議論も踏まえて、30件

の重点テーマからも取捨選択し、以下の4つに整理。代表者会議メンバーからも同意。
1.原⼦⼒災害等における初期対応のための⼿法開発とマニュアル化のための研究

[研究例] ・原⼦⼒災害・テロ等における放射線障害の治療の標準化/マニュアル化に関する調査研究
・内部ひばく線量評価と早期治療介⼊の⼿法と体制の開発・調査研究
・放射線緊急時の新たなトリアージ⼿法の研究

2.短半減期核種の利⽤と合理的管理のための研究
[研究例] ・短半減期核種の利⽤形態に対応した評価シナリオや評価モデルの整

・短半減期核種の減衰保管や可燃物クリアランスのための研究(核種別廃棄を可能にするための放射線検出技術開発を含む
3.業務による被ばく状況や雇⽤形態の違いに対応した職業被ばく管理の適正化のための調査研究
4.東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所周辺の現存被ばく状況の検証的評価研究

 研究推進委員会(平成30年11⽉26⽇）にて、上記を平成31年度の重点テーマとして提案

 原⼦⼒規制委員会(平成31年1⽉9⽇）にて重点テーマが決定
Ⅰ. 放射性物質による多数の汚染・傷病者の初期対応に係る技術的課題の検討
Ⅱ. RI・放射線利⽤の実態を踏まえた安全管理の合理化・体系化
Ⅲ. 放射線規制関係法令の運⽤に係る共通的課題の調査研究
⇒ 提案した4件のうち、1.〜3.については、考慮された

研究推進委員会でのヒアリングの様⼦

進捗①：重点テーマの提案(平成31年度)
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放射線防護に関する国際動向報告会
(平成30年12⽉19⽇、グランパークカンファレンス）

・国際放射線防護学会(IRPA)や国際放射線研
究連合(IARR)の研究動向、 UNSCEARや
ICRPの研究ニーズを紹介。

・パネル討論では、防護基準策定に資する研究と
して、①放射線健康リスク評価の精緻化、②社
会科学的側⾯の必要性が強調された。

・放射線審議会143回総会(平成31年1⽉25
⽇)にて、上記の会で収集した情報を報告した。

情報集
約・議論

重点テーマ
の設定

安全規制
研究の遂⾏

ガイドライン
への提⾔

規制へ
の反映

3.アカデミアの役割に関する議論と整理
 アカデミア⇒規制側
・国際動向や国内の状況に関する情報を集約
・⽇本として今後取組むべき問題を議論(前裁き）
・規制当局が取り組むべき課題を提案

 規制側⇒アカデミア
・研究ニーズの発信

(平成31年1⽉16⽇、トラストシティ・カンファレンス
ネットワーク合同報告会

・吉住奈緒⼦企画官が登壇
・アカデミアを横断する検討の
場になることを期待。今後必要
となる研究の例として「防災分
野における正当化」に⾔及
・アカデミアには、この分野の若
⼿を育成して欲しいと述べた。

 アカデミア⇒アカデミア
・専⾨家内での合意形成

ネットワーク合同報告会
・⼤阪⼤学篠原⽒が登壇
・⾃らが実施する短寿命α線核
種の研究について⾔及

・研究成果を規制に反映する
ためには、アカデミアが合意し
たガイドラインが必要と述べた。

進捗①：重点テーマの提案(今後に向けた議論)
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進捗②：若⼿⼈材の育成(実態把握)

会
員

数

合計

（参考）⽶国保健物理学会会員数
(1993〜2015）

正会員

その他

NCRP Statement No. 12, December 17, 2015 0
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2000 2005 2010 2015

影響学会
保健物理学会

事故・災害医学会

安全管理学会

割合

保物学会 影響学会 安全管理学会

3.年齢分布の時系列推移
調査年 20s 30s 40s 50s ＞60

影響
学会

2008, 
2013,18 ↑ ↓ ↓ ↓ ↑

安全管
理学会

2001, 
2018 ↑ ↑ ↓ ↓ ↑

・⼤学の講座数の減少が問題視されるが、
学⽣の⼈数・割合はさほど減っていない。
30代以降のポストの枠がより深刻な問題か

1.放射線防護アカデミアの会員数

2.年齢分布の⽐較
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進捗②：若⼿⼈材の育成(具体的⽅策)
4 .国際的機関が主催するイベントへの若⼿の派遣制度の確⽴と実施
 応募資格
・放射線防護アカデミアに参加する学会の正会員
・所属機関が、当該分野のグローバル⼈材育成の対象と
することに承諾している者

・健康状態が良好で、応募時点で45歳未満の者
 対象イベント
・OECD-NEA主催 国際放射線防護スクール(ストックホルム)
・IAEA主催 国際シンポジウム：原⼦⼒・放射線緊急時

における公衆とのコミュニケーション(ウィーン）
・ICRP・ICRU共催 90周年コロキウム（ストックホルム）

藤淵俊王⽒(九州⼤学、写真左)と守永広征⽒(杏林⼤
学、右) をICRP・ICRU90周年コロキウムに派遣。国際
動向報告会にて、出張報告を⾏った。

保健物理学会若⼿研究
会と放射線影響学会・若
⼿放射線⽣物学研究会
の代表が、具体的な⽅策
を提案。次年度計画への
反映については、検討中。

若⼿⾃⾝はどう考えているのか

ネットワーク合同報告会で発⾔する⽚岡憲昭⽒
(都産技研、写真左)と砂押正章⽒(量研、右)

5.若⼿を活性化させる⽅策の検討

・事業終了後も、⾃主的にアカデミアとして続
けるべき（続けられる）ことは何か

・効果をどう評価するか

アカデミア

職場

学⽣ グレード
アップ 職業⼈ グレード

アップ

⼤学

博⼠号取得⽀援？表彰？

⾏政 ⼈材育成事業？

今後の議論の視点

競争的資⾦？
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緊急時放射線防護に関する検討
問題意識
万⼀の緊急事態発⽣時に、教育研究機関、原⼦⼒事業所等の放射線防護分野の研究者／技術者、放
射線管理員が、専⾨性を⽣かして適材適所で災害⽀援をするには平常時からどのような活動が必要か
対応⽅針
・JAEAの原⼦⼒緊急時⽀援組織等をコアとして組織化⇒
・国内の放射線防護の関係者で問題意識を共有し、
・改善に向けた活動を提案、実現する

職業被ばくの最適化推進に関する検討
問題意識
国際的には職業被ばくの把握・管理制度(欧州ALARA
ネットワークなど)が存在するが、⽇本では具体化に向けた
議論や合意形成が進んでいない
対応⽅針
・国家線量登録制度(NDR)の設⽴に向けた合意形成
及び具体的提案

・個⼈線量測定機関の認定要件の確⽴

進捗③：課題解決型ネットワークの活動

H30:3つのサブネットワーク設置
H31: さらに3サブネットワークを設置する予定
(緊急時計画、環境影響評価、放射線計測)

共通の
問題意識

専⾨⼈材の把握(リスト整備)と災害⽀援スキーム ／ 災害対応に係る要員の教育・訓練のあり⽅ ／
関係機関間の研究連携の促進

サブネットワーク 環境モニタリング(JAEAの既存組織と統合) 個⼈線量評価 放射線管理
問題意識 現存被ばく状況における通常の変動幅 精度管理のあり⽅／集団モニ

タリング
避難退域時検査要員の教育訓練・教材整
備／被災者の⽣活環境における放射線管理

H30 活動
①１F事故の影響評価
②環境モニタリング実施状況と問題共有
③施設⾒学会

①緊急時放射線防護関係のネットワーク活動の現状把握
②関係機関の相互理解と放射線管理上の課題共有
③放射線管理⽀援のキャパシティ把握、緊急時放射線の防護⽀援のあり⽅検討
④各機関で実施している原⼦⼒防災関連教育の現状整理

国家線量登録制度
検討グループ

線量測定機関認定制度
検討グループ(JAB分科会)

①これまでのNDRに関する議論や
活動のレビュー
②最近の被ばく管理動向のフォロー
③学会イベントを活⽤した課題抽出
（医療現場、⼤学）
④現在の線量登録制度等の状況
に関する情報共有、制度の⽅向性
の議論

①認定基準・技能試験等の具
体的な運⽤・解釈
・個⼈線量測定の技能試験の
合否判定基準について、基礎
データを収集
②環境モニタリング等への拡⼤の
⽅向性について検討
③ISO関連会合での情報収集
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今年度の成果

誌上発表3件
・Kanda, R et al, Report on the Discussion of Priority Topics of Radiation Safety Research: The First Action of 

the Umbrella Project, a Newly Established Platform for the Field of Radiation Protection, Jpn. J. Health
Phys., 53, 176〜180，2018

・神⽥玲⼦:放射線防護分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォーム形成、⽇本放射線安全管理学会誌
17, 76－77, 2018

・松⽥尚樹：放射線防護分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォーム形成(Establishment of problem-
solving network for radiological protection research)，⽇本放射線安全管理学会誌 17, 125-127, 2018

⼝頭発表5件
・Yamada, Y et al： International Workshop on the Biological Effects of Radiation, March 21, 2018, Osaka 
・松⽥尚樹：⽇本放射線安全管理学会第15回6⽉シンポジウム、平成30年5⽉24⽇、東京
・神⽥玲⼦ら：⽇本保健物理学会第51回研究発表会, 平成30年6⽉29⽇、札幌
・神⽥玲⼦：⽇本放射線事故・災害医学会第6回(平成30年度)学術集会、平成30年9⽉22⽇、東海
・百瀬琢磨：⽇本放射線事故・災害医学会第6回(平成30年度)学術集会、平成30年9⽉22⽇、東海
HP作成1件
・放射線防護アンブレラ事業： http://www.umbrella-rp.jp/index.php
ワークショップ等の企画・開催4件

アカデミアにとってのメリット ⾏政ニーズへの対応

１.放射線防護アカデミ
アによる放射線安全規
制研究重点テーマに関
する検討

・昨年度提案した重点テーマ候補研究の推進
・学会連携の推進⇒コンセンサスレポートの作成
(来年度完成予定)、放射線の学校教育や従
事者教育の推進の検討

・国際的機関の研究動向や研究ニーズに関する
最新情報の共有

・来⽇したICRP-TG111関係者への国内成果
の発信や情報共有

・研究推進委員会での重点テーマの提案
（H30.11.26)、⼀部採択

・放射線審議会での国際的機関の学術動向の
報告（H31.1.25)

・⾏政と専⾨家との議論の場を提供(4学会それ
ぞれの年次⼤会＋ネットワーク合同報告会)
⇒規制上取組むべき課題の把握、⾏政ニーズ
のアカデミアへの浸透等

2.放射線防護分野の若
⼿⼈材の育成

・国際的機関が主催するイベントへの若⼿の派
遣制度の確⽴と実施

・学会員数や年齢分布の時系列推移の調査な
ど、実態把握（総説執筆予定）

3.課題解決型ネットワー
クの活動

・各機関の原⼦⼒防災関連教育の現状整理
・環境モニタリングにおける1F事故の影響評価
・⼤学や医療現場といった流動性の⾼い職種に
相応しい⼀元化の検討

・現⾏の環境モニタリングの問題点の把握
・放射線管理⽀援に係るキャパシティの把握
・測定機関の技能試験の合否判定基準につい
ての基礎データ収集

13

⾃⼰評価
評価の視点 ⾃⼰評価 コメント

事
業
全
体

評価時点までの研究の
実施が研究計画に沿って
⾏われているか

2 概ね計画
どおり

①本事業で提案した重点テーマの⼀部が採択され、②科学に根差した規制の向上におけるアカ
デミアの役割を明確にし、③⼈材育成の課題に着⼿した点など、2年⽬として適切な進捗と考え
る。代表者と分担者間の連携･分担も順調である。

今年度の進捗や達成度
を踏まえて、次年度の研
究計画に変更が必要か

１ 必要ない アカデミアの活動を研究成果の規制への反映まで広げる。また本事業への若⼿の参画を促進す
る。さらに、放射線防護アカデミア参加学会以外の学会にも本事業への部分的参画を依頼する。

緊
急
時
防
護N

W

評価時点までの研究の
実施が研究計画に沿って
⾏われているか

2 概ね計画
どおり

３つのサブネットワークを⽴ち上げた。放射線事故・災害医学会学術集会では、緊急時放射線
防護に関連するさまざまなネットワークが⼀堂に会し、活動状況の俯瞰やネットワーク間の協⼒の
あり⽅に関する意⾒交換を⾏った。

今年度の進捗や達成度
を踏まえて、次年度の研
究計画に変更が必要か

1 必要ない
サブネットワーク活動の強化のため、個別分野毎の⼈材確保・育成プラン作りや教育⽤教材の整
備活⽤を進める。またこれまでの調査結果に基づき、放射線防護専⾨家向け緊急事態対応ガ
イドの構成案や、専⾨家と⾏政関係者を結ぶネットワークのあり⽅について検討する。

職
業
被
ば
くN

W

評価時点までの研究の
実施が研究計画に沿って
⾏われているか

2 概ね計画
どおり

医療関係者をメンバーに加え、これまでの国家線量登録制度確⽴に向けた活動のレビュー、線
量登録・管理に関する現状の活動の状況及び国家線量登録制度⽴ち上げに向けた⽅向性を
議論し、次年度以降の論点整理を⾏った。

今年度の進捗や達成度
を踏まえて、次年度の研
究計画に変更が必要か

1 必要ない
国家線量登録制度の検討について、具体的な制度設計に必要な調査・検討を進める。また、
線量測定機関認定制度の検討について、認定制度の具体的運⽤及び認定範囲の拡⼤の⽅
針の検討を継続する。

国
際
動
向
報
告
会

評価時点までの研究の
実施が研究計画に沿って
⾏われているか

2 概ね計画
どおり

国際動向報告会では、各国際機関がそれぞれの⽴場からどういった学術的活動が重要と考え、
どのように扱っているかを紹介した。アンブレラ関係者への情報提供という観点からは、次年度の重
点テーマの検討等に活⽤し得る情報交換が⾏われ、当初の⽬的を達成できた。

今年度の進捗や達成度
を踏まえて、次年度の研
究計画に変更が必要か

1 必要ない 次年度は、規制上の課題の抽出や提⾔のとりまとめまで議論を掘り下げることを⽬指す。テーマ
選定が重要となることから、関係専⾨家を⼊れた調整会議を開催するとともに、円卓討議形式の
導⼊など、会議の準備、実施⽅法に⼯夫する。

●研究費使⽤実績：契約額は22,776,981円に対し、予算執⾏は計画額の6-7割程度。
・⼈件費に⽣じた計画との差異：新規ポスト（量研、任期付き研究職)に応募がなかった。（新規採⽤の定年制職員が事業に参加している）
・事業費に⽣じた計画との差異：予算の4分の1が委員の旅費と謝⾦。委員の⽋席、他⽤務との重複などで、執⾏率が低い。
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次年度計画
１．課題解決型NWによるアウトプット創出

(１）国内の放射線防護研究の推進に関する検討
①放射線防護アカデミアによる活動：平成32年度の重点テーマならびに研究成果の規制への反映に関して、アカデミアの
合意形成を⾏う。さらに、放射線防護分野の⼈材確保・育成に関する具体的な⽅策に関して、若⼿を交えた検討を⾏う。
また学会が主催するイベントにおいて、アカデミアと政策⽴案者が議論する場を提供する。
②原⼦⼒規制庁における重点テーマ設定への協⼒：H30と同じ
(２）緊急時放射線防護に関する検討
①緊急時放射線防護NW構築：３つのサブネットワーク活動の強化のため、個別分野毎に⼈材の確保、育成プラン作りを
進める。また教育⽤教材の整備活⽤を進める
②⽂献調査と対応⽅針の作成：専⾨家向けの放射線緊急事態対応ガイドの構成案の検討を⾏う。専⾨家と⾏政関係
者を結ぶネットワークのあり⽅について関係者等の意⾒集約を⾏い、実効性のある持続的な仕組みの検討を⾏う。
(３）職業被ばくの最適化推進に関する検討：
①国家線量登録制度の検討：線量登録⽅法、職業被ばく分類、データの集約・公表・活⽤、運営費⽤の調査を進める。
②線量測定機関認定制度の検討:H30と同じ
(４）放射線防護分野のグローバル若⼿⼈材の育成
①国際的イベントへの若⼿専⾨家の派遣：H30と同じ
②若⼿研究者の主体的活動の⽀援：若⼿が連携して⾏う活動(提⾔、NW運営、意⾒収集、国際交流等)を⽀援する。

２．放射線防護アンブレラによる情報共有と合意形成
(１）国際動向に関するアンブレラ内の情報共有
①国際動向報告会の開催：ICRP等の動向に関する報告会を今後取組むべき問題を討論し整理する場として開催する。
②国際的機関からの専⾨家との意⾒交換：H30と同じ
(２）放射線防護に関するアンブレラ内の意思決定
①NW合同報告会の企画運営・報告書作成：分野横断で取り組むべき問題を討論し整理する場として開催する。
②代表者会議の運営：H30と同じ
(３）アンブレラから社会への情報発信：放射線影響・防護に関する知⾒をWEB上で閲覧できるシステムを整備する
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	●平成30年度アンブレラ成果報告書統合版.pdfから挿入したしおり
	②文献調査と対応方針の作成
	②文献調査と対応方針の作成
	（３）職業被ばくの最適化推進に関する検討（付属資料7のサマリーを以下に記す）
	（３）職業被ばくの最適化推進に関する検討（付属資料7のサマリーを以下に記す）
	（１）国際動向に関するアンブレラ内の情報共有
	（１）国際動向に関するアンブレラ内の情報共有
	①国際動向報告会の企画運営・報告書作成
	①国際動向報告会の企画運営・報告書作成
	第2回放射線防護に関わる国際動向報告会を開催し（平成30年12月19日、グランパークカンファレンス）、 IARR（国際放射線研究連合）、IRPA（国際放射線防護学会）、 UNSCEARならびにICRP等で活動している国内専門家が、それぞれの機関の研究関連の活動やニーズについて報告した。報告会での情報収集を、放射線防護アカデミアの活動とリンクさせるため、報告会のテーマは「放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究」とした。また国際的イベントに派遣された若手専門家2名らが出張報告を行った...
	第2回放射線防護に関わる国際動向報告会を開催し（平成30年12月19日、グランパークカンファレンス）、 IARR（国際放射線研究連合）、IRPA（国際放射線防護学会）、 UNSCEARならびにICRP等で活動している国内専門家が、それぞれの機関の研究関連の活動やニーズについて報告した。報告会での情報収集を、放射線防護アカデミアの活動とリンクさせるため、報告会のテーマは「放射線防護基準策定に資する放射線影響・防護に関する研究」とした。また国際的イベントに派遣された若手専門家2名らが出張報告を行った...
	以下に報告会の概要をまとめるが、報告書は本事業HPにおいて公表済みである。詳細については付属資料9に記載する。
	以下に報告会の概要をまとめるが、報告書は本事業HPにおいて公表済みである。詳細については付属資料9に記載する。
	(ア)国際的機関の動向
	(ア)国際的機関の動向
	 IRPA（国際放射線防護学会）：IRPAの理事である吉田浩子氏（東北大学）が国際放射線防護学会（IRPA）の役割や方針等の特徴や諸活動を紹介した。IRPAは加盟している世界各国の各学会と協同していることや今後予定されている会合が説明された。IRPAは各国の放射線防護関連学会の総体であり、各国の活動それぞれを集約できる体制をとっているため、Public　Understandingなど、最近の重要テーマについてリージョナルな活動も展開可能であり、世界各国の学会に所属している若手研究者の交流にも注力...
	 IRPA（国際放射線防護学会）：IRPAの理事である吉田浩子氏（東北大学）が国際放射線防護学会（IRPA）の役割や方針等の特徴や諸活動を紹介した。IRPAは加盟している世界各国の各学会と協同していることや今後予定されている会合が説明された。IRPAは各国の放射線防護関連学会の総体であり、各国の活動それぞれを集約できる体制をとっているため、Public　Understandingなど、最近の重要テーマについてリージョナルな活動も展開可能であり、世界各国の学会に所属している若手研究者の交流にも注力...
	 IARR(国際放射線研究連合)：IARRの理事である島田義也氏（量研）が、IARRの活動の中心は各加盟学会にあり、活動の総体が4年に一度開催されるICRRであると説明した。また島田氏はICRRの過去の会合のテーマの変遷を紹介し、技術向上による低線量被ばく研究で新たに分かってきたこと等、放射線生物影響研究の最新の動向について触れ、今後の注目すべき研究として脳神経への影響があるとした。
	 IARR(国際放射線研究連合)：IARRの理事である島田義也氏（量研）が、IARRの活動の中心は各加盟学会にあり、活動の総体が4年に一度開催されるICRRであると説明した。また島田氏はICRRの過去の会合のテーマの変遷を紹介し、技術向上による低線量被ばく研究で新たに分かってきたこと等、放射線生物影響研究の最新の動向について触れ、今後の注目すべき研究として脳神経への影響があるとした。
	 UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学委員会）：UNSCEARの日本代表である明石真言氏（量研）が、UNSCEARの設置主旨、加盟国、活動内容について紹介した。また福島事故についてまとめられたUNSCEAR2013年報告について触れ、その後に発行された「福島白書」について、日本の拠出金により2018年度からプロジェクトが進められることを紹介した。さらに将来的には「放射線治療後の二次がん」と「疫学調査」が優先されるべきテーマとして考えられることを示した。
	 UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学委員会）：UNSCEARの日本代表である明石真言氏（量研）が、UNSCEARの設置主旨、加盟国、活動内容について紹介した。また福島事故についてまとめられたUNSCEAR2013年報告について触れ、その後に発行された「福島白書」について、日本の拠出金により2018年度からプロジェクトが進められることを紹介した。さらに将来的には「放射線治療後の二次がん」と「疫学調査」が優先されるべきテーマとして考えられることを示した。
	 ICRP（国際放射線防護委員会）：ICRPの主委員会委員である甲斐倫明氏（大分看護科学大）が、ICRPが「現在の放射線防護体系を社会において強固・発展させていくための10の研究」と定めた研究について個々の特性を紹介した。また各タスクグループの現行の活動状況について触れた。
	 ICRP（国際放射線防護委員会）：ICRPの主委員会委員である甲斐倫明氏（大分看護科学大）が、ICRPが「現在の放射線防護体系を社会において強固・発展させていくための10の研究」と定めた研究について個々の特性を紹介した。また各タスクグループの現行の活動状況について触れた。
	（イ）国際的機関が主催する会合の参加報告
	（イ）国際的機関が主催する会合の参加報告
	（イ）国際的機関が主催する会合の参加報告
	 ICRP/ICRU 90周年コロキウム：アンブレラ事業内で当該会合に派遣された藤淵俊王氏（九州大）はICRP/ICRU 90周年コロキウムのプログラムを説明するとともに、「放射線治療後の二次原発がんに関する最新の問題」等、興味深かった最新の研究内容および今後の課題について所感を述べ、国際機関の会合出席を通じて得た知見を大学内で診療放射線技師等に知識を共有していることを紹介した。同派遣者である守永広征氏（杏林大）はコロキウムで紹介された放射線防護研究の最新の状況について触れるとともに、女性研究者...
	 ICRP/ICRU 90周年コロキウム：アンブレラ事業内で当該会合に派遣された藤淵俊王氏（九州大）はICRP/ICRU 90周年コロキウムのプログラムを説明するとともに、「放射線治療後の二次原発がんに関する最新の問題」等、興味深かった最新の研究内容および今後の課題について所感を述べ、国際機関の会合出席を通じて得た知見を大学内で診療放射線技師等に知識を共有していることを紹介した。同派遣者である守永広征氏（杏林大）はコロキウムで紹介された放射線防護研究の最新の状況について触れるとともに、女性研究者...
	 OECD/NEA国際放射線防護スクール：OECD/NEAの初の試みとして実施された当該研修に参加した川口勇生氏（量研）は、参加国や5日間のプログラムの概要を紹介するとともに、放射線防護体系の構築に実際に携わった専門家による講義を中心とする内容から学んだ新たな知見を紹介した。所感としてコースの意図とプログラムの意図が合っていないのではないかということ等、参加者からの反応を紹介し、2019年度も開催される予定があることから若手研究者の積極的な参加を促した。
	 OECD/NEA国際放射線防護スクール：OECD/NEAの初の試みとして実施された当該研修に参加した川口勇生氏（量研）は、参加国や5日間のプログラムの概要を紹介するとともに、放射線防護体系の構築に実際に携わった専門家による講義を中心とする内容から学んだ新たな知見を紹介した。所感としてコースの意図とプログラムの意図が合っていないのではないかということ等、参加者からの反応を紹介し、2019年度も開催される予定があることから若手研究者の積極的な参加を促した。
	
	
	（ウ）パネル討論
	（ウ）パネル討論
	国際機関での放射線防護基準に関わる活動や関連する研究の必要性についての紹介があり、これらの研究を推進するためにどのような取り組みが必要かについて議論された。議論の中では、防護基準策定に資する研究として、①放射線健康リスク評価の精緻化、②社会科学的側面の必要性が強調された。以下、上記に関係する発言を抽出する。
	国際機関での放射線防護基準に関わる活動や関連する研究の必要性についての紹介があり、これらの研究を推進するためにどのような取り組みが必要かについて議論された。議論の中では、防護基準策定に資する研究として、①放射線健康リスク評価の精緻化、②社会科学的側面の必要性が強調された。以下、上記に関係する発言を抽出する。
	 放射線健康リスク評価の精緻化
	 放射線健康リスク評価の精緻化
	・低線量率長期被ばくと高線量率被ばくのリスクは動物実験、細胞実験において結果が異なっている。低線量被ばく係数等をさらに明らかにする必要がある（島田氏）
	・低線量率長期被ばくと高線量率被ばくのリスクは動物実験、細胞実験において結果が異なっている。低線量被ばく係数等をさらに明らかにする必要がある（島田氏）
	・原爆被爆者と現代人では生活様式も違い、今は寿命も伸びている。原爆被爆者のデータを現代人にどの適用していくかを考えていくことが大切である（島田氏）
	・原爆被爆者と現代人では生活様式も違い、今は寿命も伸びている。原爆被爆者のデータを現代人にどの適用していくかを考えていくことが大切である（島田氏）
	・より最近のデータを収集するため、医療被ばく・職業被ばくのデータを集めているが、データの母数等長崎、広島を超えるデータを収集できていない（明石氏）
	・より最近のデータを収集するため、医療被ばく・職業被ばくのデータを集めているが、データの母数等長崎、広島を超えるデータを収集できていない（明石氏）
	・低線量率や中線量率も放射線防護の対象であり、それらのリスクをどのようにとらえるのかという課題が残されている（甲斐氏）
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